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開会 午前９時００分 

 

◎開  会 

○議長（板谷 信君） ただいまから平成23年第１回川根本町議会定例会を開会いたします。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎開  議 

○議長（板谷 信君） これより本日の会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（板谷 信君） なお、本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  今期定例会に説明員として、町長以下、関係者が出席しておりますので、御了承ください。 

  なお、会計管理者兼出納室は所用のため欠席していますので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（板谷 信君） 日程に入る前に諸般の報告を行います。 

  ２月24日、町長から第１回定例会を招集告示した旨、通知がありました。 

  今期定例会は、お手元に配付のとおり、議案18件が町長から提出されております。 

  次に、監査委員から、例月出納検査及び指定管理者監査の結果について報告がありました。 

  なお、内容につきましては、お手元に配付のとおりです。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎行政報告 

○議長（板谷 信君） 今期定例会招集に当たり、町長より行政報告を兼ねましてごあいさつ

があります。町長、佐藤公敏君。 

○町長（佐藤公敏君） おはようございます。 

  本日は、平成23年第１回定例会の開催をお願いいたしましたところ、お忙しい中にもかか
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わらず、全員の御出席をいただき開催できますこと、厚くお礼を申し上げます。 

  さて、チュニジア、エジプト両政権を倒した民主化デモの波が北アフリカのリビアからペ

ルシャ湾岸のバーレーン、サウジアラビアなど中東全体に拡大しております。中東の独裁政

権は、武力で民主化を封じ込めようとしていおりますが、弾圧すればするほど民衆の怒りは

燃え盛り、反体制デモの勢いは強まっております。各国で起こっているデモには、国民の約

半数を占める若者の高失業率や格差の拡大、食料はじめ物価の急騰、独裁政権による言論や

表現の自由に対する抑圧など、政権への不満がうっせきしているところに共通点があると思

われます。しかし、それぞれの国には支配体制や宗教対立など、国内事情に違いがあり、中

東全体に「民主化ドミノ」現象が起きるかどうかという点については不明な点もあります。

いずれにしても、強権支配から民主化へという大きな流れはとめ切れないだろうと見られて

おります。 

  中東諸国のデモの呼びかけには、インターネットの交流サイト「フェイスブック」などが

果たした役割が大きいと言われております。 

  民主党政権では、しばしば政府高官を務めた、ハーバード大学のジョセフ・ナイ氏は、静

岡新聞「論壇」の中で、「世界的情報時代の今日、すべての国は極めて重要な問題に直面し

ている。それは、最も強固な政権においても、多くの事件がその政府の外で起こっているこ

とである。一般の社会通念では、最大の軍隊を持つ国家が勝利をおさめる、と考えられてき

た。だが、情報時代においては、勝利をおさめるのは、最も巧みな説明能力を持っている国

家、あるいは国家以外の組織なのかもしれない。ソフト・パワーは、ハード・パワーとの混

合体の中でより重要になっている」とし、「チュニジアやエジプトが証明したように、国の

内外の人々の大多数は、情報を入手することで政治的パワーを獲得することができる。国家

権力はこれまで常に情報の流れとその統制に頭を悩ませてきた。だが、新たな問題、つまり

我々がエジプトで目の当たりにしたことは、コミュニケーションの速度に加え、技術進歩に

よって広い階層が主要な役割を演じるチャンスと力を得た点である。情報化時代の世界に求

められているのは、ハード・パワーとソフト・パワーの資源を組み合わせたスマート・パワ

ー戦略を駆使する新たな政策である」と述べおります。 

  我が国の景気について見ると、改善テンポが鈍化した状態から徐々に脱しつつあると見ら

れ、先行きについては緩やかな回復経路へ向かうだろうと言われております。 

  輸出や生産は海外経済の改善を背景に、緩やかに増加していくと見られ、設備投資も企業

利益が改善基調にある中で、徐々に持ち直しの動きがはっきりしていくものと思われますが、

設備過剰感も残ることなどから、そのスペースは緩やかなものにとどまる可能性が高いと言

われております。雇用、所得環境は引き続き厳しい状況にあるものの、その程度は幾分和ら

いでいるようであります。個人消費については一部の財に駆け込み需要の反動が見られ、住

宅投資は持ち直しつつありますが、公共投資は減少しております。 

  物価の現状について見ると、国内企業物価は国際商品市況の動きを反映して、当面、上昇
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を続けると見られます。消費者物価の前年比はマクロ的な需給バランスが徐々に改善するこ

となどから、基調的に見れば下落幅が縮小していくと予想されます。 

  このように、緩やかな回復に向かっているとはいえ、まだまだ厳しい状況が続く中で、国

内政治は、国会がねじれ状態で、混迷を続けております。衆議院予算委員会は、２月28日、

平成23年度予算案を与党の賛成多数で可決しました。与党は、引き続き、衆議院本会議で可

決し、参議院に送付します。３月２日までに衆議院を通過すれば、憲法の規定により、参議

院送付後30日で成立することから、年度内成立は確定いたしました。しかし、赤字国債発行

のための公債発行特例法案など、いわゆる予算関連法案は、野党の協力を得られていないた

め成立が見通せず、菅内閣にとって厳しい政権運営が続くものと思われます。このような事

態は今までに経験がなく、国民生活や地方自治体においての行財政運営にどのような影響が

出てくるのか心配されるところであります。 

  一方、愛知県や名古屋市における首長選挙などから地域主権を掲げる地方政党の動きも活

発化しております。 

  このようにさまざまに動く国内政治状況の中で、４月に迫った統一地方選挙の行方にも大

きな関心が寄せられるところであります。 

  ２月24日、５年ごとに行われる国勢調査の速報値が発表されました。 

  これによりますと、静岡県の人口は376万5,042人で、５年前と比べて２万7,333人、0.7％

の減少となりました。世帯数では139万8,550世帯、５年前に比べ４万4,972世帯、3.3％の増

加となっておりますが、静岡県においても、調査開始以来、初めて人口が減少に転じたとい

う点が大きく取り上げられました。 

  川根本町は、平成17年の8,988人から8,072人へと916人の減少、減少率は県内トップの

10.2％となっております。また、世帯数では3,057世帯から2,984世帯となり、73世帯、

2.4％の減少となりました。 

  人口規模が小さく、高齢化が最も高い川根本町では、分母が小さくなっている分、減少率

も高くなってしまいます。町の活力は人口の多寡に負うところが大きく、多くの人たちが地

域の中に住まい、働き、触れ合うことによってにぎわいが生まれることを考えると、人口が

減少するということは大きな問題であります。 

  人口には定住人口と移動人口があり、定住人口には生え抜きの人とよそから転入して居つ

いた人があり、移動人口には通勤・通学で町外から本町に通う人と、商用・ビジネスなどで

訪れる人、そして観光などで訪れる交流人口があります。川根本町としては、定住人口の増

加とともに、観光などでこの地を訪れる交流人口の増加を図ることが、これからの町の施策

として重要になってくると思われます。そのための施策の展開が求められてくるものと考え

ます。 

 いずれにしても、「地域の元気再生」「地域住民が安心して暮らせる、安全安心のまちづく

り」、そして「地域住民が主役となって取り組めるまちづくり」を目指して、これからのま
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ちづくりに積極的に取り組んでまいる所存でありますので、議員の皆様の御理解と御指導、

御協力を切にお願い申し上げる次第であります。 

  今回の定例会で御審議いただくのは、条例の一部改正４件、駿遠学園管理組合に係る規約

変更１件、工事請負契約の変更契約締結１件、補正予算５件、そして当初予算７件の18件で

あります。御審議の上、御採択賜わりますようお願い申し上げまして、行政報告に代えさせ

ていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 御苦労さまでした。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（板谷 信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、８番、中澤智義君、

９番、市川昌美君を指名します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（板谷 信君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から３月16日までの15日間にしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日から３月16日までの15日間に決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 議案第１号 川根本町集落センター等負担金徴収条例の一

           部を改正する条例について 

○議長（板谷 信君） 日程第３、議案第１号、川根本町集落センター等負担金徴収条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第１号、川根本町集落センター等負担金徴収条例の一部を改正す
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る条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

  議案１ページをごらんください。 

  町内地区コミュニティ施設には、昭和56年５月31日以前の、いわゆる旧基準で設計・建築

された施設が12カ所あります。内訳は町有施設が５カ所、自治会所有施設が７カ所になりま

す。 

  想定される東海地震をはじめ、揺れの強い地震が発生した場合を考えるとき、当該施設を

管理または所有する自治会におきましては、その耐震性や安全性に不安を感じるところであ

ります。 

  大規模な災害が発生した場合、地区コミュニティ施設は自主防災活動の拠点として重要な

役割を担うことになります。地域における安心・安全な暮らしを確保するためには、地区コ

ミュニティ施設の耐震補強事業は重要な政策であると考えます。 

  そのため、耐震診断から、その結果に基づく必要な耐震補強までを支援の対象としたく、

今回、標記条例の一部改正を上程するものであります。 

  町有施設に対する修繕工事は町が実施し、自治会にその費用の一部を負担していただいて

おりますが、この耐震補強事業に関しては、行政主導で実施すべきであるとの観点から、自

治会の負担率を10分の０とするものです。 

  なお、自治会が所有する地区コミュニティ施設の修繕工事に対しては、川根本町地区コミ

ュニティ施設維持修繕事業費補助金にて支援をしていますが、本条例改正に合わせ、耐震補

強事業に対する補助率を10分の10に改正するものであります。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ４点質問いたします。 

  附則が書いてあるんですけれども、この附則によると、耐震補強工事を地区負担ゼロでや

るのは、平成24年度分までとしていますけれども、期限を切った理由は何かお聞きします。 

  それから、２番目ですけれども、耐震工事と老朽化による補修修繕などの工事をどのよう

に線引きをするのか伺います。 

  ３点目は、実施のための要綱や規則など、できているのか伺います。 

  そして、４点目ですけれども、地区集会所は安心・安全のまちづくりの拠点であり、地区

の文化やボランティア活動の拠点としても、住民に身近で最も公共性が高いもので、行政と

してもなくてはならないもののはずです。良好な管理を求められるものと思いますが、維持

管理への多額な地元負担に地区の役員の方々や住民が苦しめられていることは、地域自治会

振興交付金を決めた途端に多くの地区で負担、この地区集会所の改修工事の地区の負担分に、

地元負担分に充てるという方針が出されているのを見ても明らかだと思います。集会所の大
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規模修繕などへの多額な地区負担の見直しを検討する考えはないか伺います。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） ただいまの御質疑につきましてお答えをさせていただきます。 

  まず、１点目でございますけれども、今回の一部改正は、御存じのとおり昭和56年５月31

日以前に建築された集会施設、12カ所の耐震診断を実施し、その結果に基づきまして必要な

耐震補強工事を平成24年度までに全施設を終了したいと考えております。そのため、耐震補

強事業負担金の適用期限を平成24年度までとしたところであります。 

  次に、第２点目でございますけれども、どのように線引きするのかという御質疑でござい

ます。 

  耐震補強のためには、一般的に筋交いというのがあるんですけれども、筋交いを入れたり、

柱も基礎も固定する工法があります。その際に、壁等を取り外したりする必要がありますが、

この復旧までは耐震補強工事で実施します。耐震補修とか修繕は老朽化等により区から要望

があった場合に実施する工事などと考えております。 

  次に、３番目でございますけれども、要綱や規則はできているかということでございます

けれども、これは実施のためということでございますけれども、実施のための要綱や規則は

ありませんが、耐震診断は補強計画の仕様書を現在作成中でございます。 

  次に、４点目でございますけれども、集会所の大規模修繕の見直しを検討する考えはない

かという御質疑でございます。 

  現在、150万以上は３分の１、10万以上150万円未満は２分の１という区の負担率でやって

おりますけれども、これにつきましては、現在のところ考えておりません。しかし、区に交

付しております事務取扱交付金については、地区の実情を勘案し、今後見直しを検討しなく

てはならないと思っております。 

  以上、４点お答えさせていただきました。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 最後の点で再質問させていただきます。 

  この地元の負担については見直す考えはないということですけれども、その代わり地区の

交付金、事務取扱交付金を見直すということで、それは各区内とか行政内で一致しているん

でしょうか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 事務取扱交付金につきましては、各地区の実情を勘案しまして、

まだ区の方の報告はしてございませんけれども、今後これは検討していくべきだというふう

に考えております。 

（「確認できているんですね、それは」の声あり） 

○総務課長（西村太一君） はい。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑ありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第１号、川根本町集落センター等負担金徴収条例の一部を改正する条例につ

いてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第１号、川根本町集落センター等負担金徴収条例の一部を改正する条例

については、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第２号 川根本町国民健康保険条例の一部を改正する

           条例について 

○議長（板谷 信君） 日程第４、議案第２号、川根本町国民健康保険条例の一部を改正する

条例についてを議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第２号、川根本町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい

て、提案理由を御説明申し上げます。 

  新旧対照表２ページをごらんください。 

  国民健康保険に係る出産育児一時金につきまして、平成21年５月22日に国民健康保険法施

行令の一部を改正する政令、平成21年政令第139号が公布され、平成21年10月１日に施行さ

れた出産育児一時金の４万円暫定引き上げについて、平成23年４月より恒久化することによ

る条例改正を行うもので、平成23年３月31日までの暫定的支給額39万円について、４月１日

以降も39万円の支給額とするための条例の一部を改正するものであります。 

  以上が一部改正の内容です。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 
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  質疑にありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） １点ですけれども、全協でもこのことについて、出産にはもっと

お金がかかるはずだとか、子供をもっと産んでもらいたいんだから、もっと増やしたらどう

だとか、少な過ぎるとか、いろいろな声が出ました。それで、１点通告をしたんですけれど

も、町長はこの39万円の出産育児一時金に対して、金額を妥当と思われるかどうかお聞きし

ます。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） 今、言われました出産一時金につきましては、平成21年度第

１回川根本町国民健康保険運営協議会におきまして、出産一時金の見直しについて検討をし

ていただきました。その審議の結果は４万円引き上げることが妥当であるとのそのときの結

論になっております。この結論に基づきまして、その当時39万円とさせていただいたもので

あります。 

  以上です。 

（「町長に聞いた」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今後については、国や出産費用の動向を見ながら検討していきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 動向といいますと、今、現実にわかっているのは、このお金では

足りないことが多い、この金額では、病院などで出産するとき、助産婦さんは足りるんじゃ

ないかと思うんですけれども。それと子供をもっと産んでいただきたいという、子供を増や

したいという町の政策から見て、町長はどう考えるかということをお聞きしたかったんです

けど。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） そういうことを踏まえて考えていきたいというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑ありませんか。９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 通告はしておりませんけれども、要するに、何かこの予算の組み方と

いうのか、それと町の方針とかいろいろなものを考えたときに、少子化対策ということをあ

れほど言っているのに、ほかの予算をばらまきと言ったら、またおしかりを受けるかもしれ

ませんけれども、もうちょっと思い切った対策ができないと、子供が増える、いわゆる少子

化対策というのは何かかけ声だけに終わっちゃうんじゃないかなと思いますので、その点、

今後どう考えていくおつもりですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 何とか人口を増やしたい。そのためには若い方に結婚していただいて、

子供を産んでいただくということが一番大事な施策だというふうに思っています。そういう
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意味で、いろいろ結婚につながるようなということで、ちゃっきり娘ですとか、いろいろな

施策をやってきているわけですが、なかなか今の傾向といいますか、そういう中で結婚をな

かなかしていただけないという背景が１つあります。それから、結婚してもお子さんを子育

てにいろいろな意味で教育ですとか、お金がかかるということもあるんでしょうが、なかな

か多くの子供さんを産んでいただけないというような時代背景といいますか、そういうもの

もありますので、そういう中で恐らく今回の出産育児一時金だけの話ではないと思うんです

けれども、いろいろな背景があって、こういう状況になっているのではないかというふうに

思います。そういう中で、いろいろな施策を総合的に組み合わせていく必要があるのではな

いかなというふうに思っております。 

  町としても、先ほども冒頭申し上げましたように、人口が大変大幅に減っているという状

況がございますので、いろいろな施策を組み合わせながら、何とか少しでも増えていくよう

な方向へ持っていけるように頑張っていきたいというふうに思いますので、そういう中で皆

様方の御指導もまたお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第２号、川根本町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第２号、川根本町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、

原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第５ 議案第３号 川根本町営住宅管理条例の一部を改正する条

           例について 

○議長（板谷 信君） 日程第５、議案第３号、川根本町営住宅管理条例の一部を改正する条
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例についてを議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第３号、川根本町営住宅管理条例の一部を改正する条例について、

提案理由の説明を申し上げます。 

  議案３ページをごらんください。 

  平成18年度から20年度にかけて、町営住宅沢脇団地を整備してまいりましたが、団地内に

複数の地目や地番が存在していたことから、地目の変更及び合筆登記を実施いたしました。

これに伴い、団地の地番変更が必要となりましたので、川根本町営住宅管理条例別表の改正

を行うものであります。 

  なお、新地番の変更日は平成23年４月１日の予定であります。 

  また、大島団地については、改正前は東藤川649番地の２ほかとなっておりましたが、Ａ

棟、Ｂ棟それぞれ代表地番が決まっておりましたので今回あわせて追加標記するものであり

ます。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 質問が終わりました。 

  質疑ありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 質問が終わったんじゃなくて、説明が終わったんですけど。 

○議長（板谷 信君） あ、説明が終わりました。 

○１０番（鈴木多津枝君） すみません、細かいことで。 

  まず、４点お聞きしたいんですけれども、１点目は、別表の各団地の住宅の戸数と入居者

数を教えていただきたいと思います。 

  それから、２点目は、中津川団地、野志本団地、桑の実団地は大変古い、大変というか、

かなり古いと思うんですけれども、耐震はどういうふうになっているかお聞きします。 

  それから、３点目は、大島団地は以前、何か若者用の特公賃の住宅になっているようなこ

とを聞いたような記憶があるんですけれども、記憶間違いだったら指摘していただきたい、

訂正していただきたいんですけれども、その点を確認したいと思います。 

  それから、４点目は、今後どのように建て替えなどを進める考えか、老朽化した住宅も含

めて、そういう計画がきちんとつくられているかどうかお聞きいたします。 

○議長（板谷 信君） 建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） それでは、ただいまの御質問についてお答えをさせていただきま

す。 

  まず、一番最初の質問ですけれども、各団地の住宅戸数と入居者数ということでございま

すが、団地数、上から順番に申し上げます。 

  まず、沢脇団地の北部でございますけれども、戸数10戸で14人の入居者がおります。次に、

沢脇団地南部でございますが、８戸で19人。それから、高郷団地ですが、20戸で43人。中津



－15－ 

川団地ですけれども、12戸で５人の入居者です。野志本団地につきましては12戸で６人入居

をしておられます。地名団地ですが、６戸で10人。それから、大島団地のＡ棟でございます

けれども、12戸で20人。大島団地のＢ棟につきましては、12戸で24人。桑野山団地でござい

ますが、10戸で21人。最後に、桑の実団地でございますけれども、２戸で、現在３名が入居

しておられます。 

  次に、質問の２でございますが、中津川団地、野志本団地、桑の実団地の耐震状況はとい

うことでございますけれども、この３カ所の団地につきましては、昭和56年以前の建物であ

りまして、今の基準には適合しておりません。したがいまして、平成28年度までに順次用途

廃止を行いまして、取り壊す予定となっております。 

  それから、質問３でございますが、大島団地は若者用特公賃住宅ではないのかという御質

問ですけれども、大島団地につきましては一般的な町営住宅になります。 

  それから、質問の４ですが、今後どのように建て替えなどを進める考えかという御質問で

すが、中津川、野志本、桑の実団地以外の住宅につきましては、耐震基準を満たしておりま

すので、現時点ですぐに建て替えとか、そういう計画は特にございませんが、平成23年度に

なりますけれども、町営住宅等の長寿命化計画というものを策定し、今後の管理等の方針に

つきまして検討をしていくという予定でございます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 大島団地が特公賃じゃないかという、若者定住用の住宅、特公賃

かどうかわかりませんけれども、定住用住宅目的で建てられたのではないかということを聞

いたんですけれども、ちょっと勘違いだったようで、桑野山の住宅に若者住宅の目的で建て

られたものがあるんじゃないかと思うんですけれども、そこの点はどうなんでしょうか。今

回ここに、次のページにも、次の議案にも載ってないもんですから、一般の住宅として扱っ

ているのかどうか、その点を確認したいと思います。 

  それから、もう１点、最初の住宅戸数と入居者数しか通告をしなかったんですけれども、

入居している世帯数がもしわかれば教えてください。 

○議長（板谷 信君） 建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） 御質問２つございましたけれども、まず、特公賃の関係ですが、

先ほど私が申し上げたのは、一般住宅のみの団地でございました。確かに桑野山団地に特定

公共賃貸住宅があります。戸数は10戸で現在15人の方が入居をしておられます。 

  それから……。 

○議長（板谷 信君） 世帯数。 

○建設課長（大石守廣君） 世帯数、すみません。町営住宅の入居している世帯数ですけれど

も、沢脇団地の北部につきましては戸数10戸のうち10戸、10世帯ですね。それから、沢脇団

地南部は８世帯、それから、高郷団地につきましては19世帯、中津川団地が３世帯、野志本
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団地が４世帯、地名が６世帯、大島団地Ａ棟が11世帯、それから、大島団地Ｂ棟が９世帯、

桑野山団地が10世帯、桑の実団地が１世帯です。それから、特公賃の桑野山団地ですが、こ

こには７世帯が入居しておられます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第３号、川根本町営住宅管理条例の一部を改正する条例についてを採決しま

す。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第３号、川根本町営住宅管理条例の一部を改正する条例については、原

案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第６ 議案第４号 川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に

           関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（板谷 信君） 日程第６、議案第４号、川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第４号、川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

  議案４ページをごらんください。 

  平成17年度から20年度にかけて、若者定住促進を目的として地名地区に住宅を建設いたし

ました。また、平成21年度から22年度にかけては駐車場及び公園等の周辺整備を実施し、こ

れで若者定住促進住宅の整備事業が完了となりました。 

  このため、川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の別表第１に新たにＢ
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棟、Ｃ棟を追加するものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 先ほどの一般住宅と同じように、入居者数と世帯数、世帯数も多

分わかると思いますので、わかったら教えてください。それから、小学生以下の乳幼児数、

それから、義務教育の児童生徒数についてお聞きいたします。 

  それから、２点目ですけれども、若者住宅の建設というのは、今、当町において一番熱い

注目の課題であるわけですけれども、先ほど23年度に計画をつくるということを答えられて

いましたので、そのちょっと質問を変えまして、その計画のつくり方ですね。例えば住んで

いる住民の人たちの意見を聞くとか、それから、よその評判がいいところに募集して、関心

がある人を募集して、その委員会に入れるとか、そういうことを考えているかどうかお聞き

いたします。 

○議長（板谷 信君） 建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） それでは、ただいまの御質問についてお答えをさせていただきま

す。 

  まず最初に、入居者数と小学生以下の児童数、義務教育の児童数、生徒数ということでご

ざいますが、地名の若者定住促進住宅につきましては16戸ございまして、現在16世帯で51人

の方が入居しておられます。その51人の内訳ですけれども、小学生以下の幼児の方が17人、

それから、小学生が２人、中学生につきましてはゼロということになっております。 

  それから、２つ目ですけれども、平成23年度に町営住宅等の長寿命化計画をつくるという

ことで、先ほど説明させてもらいましたけれども、その中では町営住宅や特公賃、またこの

若住の住宅等も含めまして、今後の管理とか整備方針について検討するという内容になりま

すけれども、この中では今どういう方法で進めるという具体的な計画はここで持っておりま

せんので申し上げられませんけれども、その中で住宅にお住まいの方とか、町民の方々にも

アンケート調査といったものは実施をしたいなということで考えております。 

  その中で、先ほども言いましたけれども、今後の整備方針とか、管理方針といったような

ものを策定をしてまいります。また、議員の皆様にもお願いをすることがあると思いますけ

れども、その折にはよろしくお願いをしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第４号、川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第４号、川根本町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第５号 駿遠学園管理組合を組織する地方公共団体の

           数の減少及び規約変更について 

○議長（板谷 信君） 日程第７、議案第５号、駿遠学園管理組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び規約変更についてを議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第５号、駿遠学園管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約変更について、提案理由の説明を申し上げます。 

  議案９ページをごらんください。 

  駿遠学園管理組合は、昭和44年４月１日、志太榛原地域の３市10町で組織する一部事務組

合として設立され、その後の市町村合併を経て、現在は、５市２町の知的障害児の自立支援

のため生活指導や教育を実施しております。 

  今回の規約変更は、駿遠学園管理組合を組織する地方公共団体のうち、御前崎市が当学園

利用者の東遠学園組合等への移行により、平成23年３月31日をもって当組合から脱退するこ

と、これに伴い議員定数の減員の変更を行うことが主な理由であります。 

  このほか、平成22年12月10日に公布された、障がい者制度改革推進本部等における検討を

踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するため

の関係法律の整備に関する法律に従い、学園管理組合規約の中で障害者自立支援法を引用し

ている条文を改める必要があることから規約を変更するものであります。 

  よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 
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  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 通告をしていませんけれども、今ちょっと気がつきましたのでお

聞きします。 

  新旧対照表を見ると、組合議会の議員の定数なんですけれども、条例で11人を10人に規約

変更で改めると書いてあるんですけれども、これは御前崎の分を減らすということだと思い

ますけれども、新旧対照表の５ページから６ページを見ますと、９人にしか、今までも１名

足りなくて10人しかいなくて、それから、ここに規定している島田市２人という、以下の各

市町の定数という数を合計しますと９人にしかなりません。10人と定めながら、なぜ９人に

するのか、そのところをお聞きしたいんですけれども。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長、答えられますか。 

○福祉課長（柴田光章君） ちょっとお待ちください。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 答弁ではございません。 

  先ほど議案説明の中で、議案９ページをごらんくださいと申し上げましたが、議案の５ペ

ージから６ページでございますので、訂正させていただきます。 

（「議長、暫時休憩」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 暫時休憩をします。 

 

休憩 午前 ９時４６分 

 

再開 午前 ９時４７分 

 

○議長（板谷 信君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） すみませんでした。ちょっと新旧対照表の方に錯誤がありまして、

牧之原市が２人でございます。そのように訂正してください。失礼しました。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第５号、駿遠学園管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約変更
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についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第５号、駿遠学園管理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

変更については、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第８ 議案第６号 工事請負契約の変更契約の締結について 

○議長（板谷 信君） 日程第８、議案第６号、工事請負契約の変更契約の締結についてを議

題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第６号、工事請負契約の締結について、提案理由の説明を申し上

げます。 

  本案は、平成22年度地名簡易水道施設整備工事の請負契約の変更契約締結の議決を求める

ものであります。 

  本工事につきましては、昨年６月29日平成22年第２回議会定例会により規約締結の議決を

受け、その後、昨年12月９日平成22年第４回議会定例会により、工事内容の一部変更につい

て契約締結の議決を得た工事について、再度その工事の内容を一部変更し、その契約金額を

259万1,400円増額し、変更後契約金額7,533万9,600円で工事変更請負契約を締結しようとす

るものであります。 

  以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 
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  これから議案第６号、工事請負契約の変更契約の締結についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第６号、工事請負契約の変更契約の締結については、原案のとおり可決

されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第９ 議案第７号 平成２２年度川根本町一般会計補正予算（第

           ４号） 

○議長（板谷 信君） 日程第９、議案第７号、平成22年度川根本町一般会計補正予算、第４

号を議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第７号、平成22年度川根本町一般会計補正予算、第４号の概要に

ついて説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

1,107万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億9,958万9,000円とし

たいというものであります。 

  第２表では、繰越明許費の限度額をお願いするものです。 

  第３表では、地方債の借入限度額について補正したいというものであります。 

  今回の補正予算は、国の円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策である地域活性化交

付金のきめ細かな交付金事業並びに住民生活に光をそそぐ交付金事業の追加、千頭温泉ポン

プ改修に係る繰出金及び各事業の進捗状況により決算を見込んだ事業費の補正が主な内容で

あります。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  一般17ページをごらんください。 

  第１款議会費、第１項議会費は、77万6,000円の減額です。本年度12月議会で改正されま

した条例に基づく議員期末手当の減額と議会会議録作成業務委託の入札差金を減額するもの

です。 

  第２款総務費、第１項総務管理費は、4,040万1,000円の減額です。一般管理費は、本年度

末の退職者に係る負担金、文書管理費は、需用費、役務費、使用料について特別会計や補助

事業等への振り分けにより一般会計分が節約されたことによる減額、自治会振興費は、地域

自治会振興事業交付金について地区からの要望調査を踏まえ、平成23年度執行分を減額する
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ものです。 

  第２項企画費は、1,159万5,000円の減額です。まちづくり事業費は、市場開発調査・研究

事業費の減額、友好都市推進事業及び癒しの里づくり事業の実績による減額と市場開発推進

事業費の追加をお願いするものです。 

  第３款民生費、第１項社会福祉費は、210万3,000円の増額です。社会福祉総務費は、実績

による委託事業等の減額、心身障がい者福祉費では、実績見込みによる給付・サービス事業

の委託料、扶助費の補正と国の住民生活に光をそそぐ交付金事業として総合的自死予防事業

により施設の改修費と委託料を計上するものです。老人福祉費では、報償費、需用費、委託

料、補助金、老人保護措置費では、扶助費をそれぞれ実績見込みにより減額するものです。

介護保険費では、介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金返還金の増額と特別

会計へ繰出金の減額をお願いするものです。 

  第２項児童福祉費は、298万5,000円の減額です。児童福祉総務費、児童福祉施設費、子育

て支援対策費については、実績見込みによる臨時職員等の賃金、需用費を減額し、徳山聖母

保育園補助金、扶助費の徳山聖母保育園運営費、委託児童保育所運営費をそれぞれ増額をお

願いするものです。 

  第４款衛生費、第１項保健衛生費は、473万5,000円の減額です。予防費は、予防接種に係

る委託料及び扶助費をそれぞれ実績見込みにより補正するものです。簡易水道施設費は、地

名簡易水道施設整備事業及び国のきめ細かな交付金事業実施に伴う繰出金の増額をお願いす

るものです。 

  第６款農林水産業費、第１項農業費は、999万2,000円の増額です。農業振興費では、臨時

職員に係る人件費と各種補助金を、茶業推進対策費では、報償費、補助金を実績見込みによ

り、それぞれ補正するものです。農林業センター運営費、自然休養村運営費は、きめ細かな

交付金事業として、茶業技術センターのＴ－ＧＡＰ対応改修工事、自然休養村管理センター

のトイレ改修費の追加をお願いするものです。 

  第２項林業費は、740万4,000円の増額です。林業振興費、町有林管理費では、実績見込み

により委託料、補助金を減額するものです。林道費は、きめ細かな交付金事業として林道寸

又線改良事業費の追加をお願いするものです。 

  第７款商工費、第１項商工費は、4,354万6,000円の増額です。商工業振興費は、商工会館

建物改修費補助金の減額、観光費は、きめ細かな交付金事業として不動の滝遊歩道改修工事

費の追加、温泉施設費は、千頭温泉ポンプ改修工事の追加、接岨峡温泉ポンプ改修事業費の

減額に係る繰出金の補正をするものです。 

  第８款土木費、第１項土木管理費は、264万2,000円の増額です。国の追加補助によるＴＯ

ＫＡＩ－０総合支援事業の増額です。 

  第２項道路橋りょう費は、115万円の減額です。道路維持費は、町道に係る土地購入及び

登記費用の増額、道路新設改良費は、道整備交付金事業廃止による予定路線測量費の減額で
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す。 

  第３項河川費は、402万円の減額です。前城沢維持工事の工法変更による減額です。 

  第４項住宅費は、5,145万4,000円の増額です。きめ細かな交付金事業として、町営住宅高

郷団地、桑野山団地、大島団地等の外壁塗装、屋根改修等の工事費の追加をお願いするもの

です。 

  第９款第１項消防費は、34万5,000円の減額です。常備消防費は、常備消防事務委託料の

増額と常備消防に係る備品購入の入札差金を減額するものです。 

  第10款教育費、第１項教育総務費は、300万円の増額です。教育諸費は、国の住民生活に

光をそそぐ交付金事業として、町内小中学校の図書室への図書購入費を追加するものです。 

  第２項小学校費は、5,091万6,000円の増額です。学校管理費は、臨時職員の人件費の減額

ときめ細かな交付金事業として各小学校の空調設備工事、中川根第一小学校の校舎等の改修

工事費の追加、教育振興費は、平成23年度からの教科書改訂に伴う前期分の指導用教材の購

入費をお願いするものです。 

  第３項中学校費は、1,264万7,000円の増額です。学校管理は、臨時職員の社会保険料の減

額ときめ細かな交付金事業として、各中学校の空調設備工事費の追加をお願いするものです。 

  第４項社会教育費は、62万4,000円の減額です。社会教育総務費は、実績による中学生海

外英語研修事業委託料の減額と住民生活に光をそそぐ交付金事業として、図書ネットワーク

システム改良更新事業の追加、文化会館運営費は、実績見込みに伴う委託料の減額です。 

  第12款公債費、第１項公債費は、600万円の減額です。平成21年度借入分の町債の利子の

実績見込みによる差額を減額するものです。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  一般11ページをごらんください。 

  第９款地方交付税、第１項地方交付税は、5,498万3,000円の増額です。平成21年度の国税

の自然増収などを財源として国の経済対策に呼応するための地方負担分として追加交付され

たものであります。 

  第13款国庫支出金、第１項国庫負担金は、290万8,000円の増額です。実績見込みによる保

育所運営費負担金及び障がい者自立支援給付費負担金の増額と障がい者自立支援医療費負担

金の減額です。 

  第２項国庫補助金は、１億1,514万1,000円の増額です。民生費国庫補助金では、地域生活

支援事業費の減額です。土木費国庫補助金は、ＴＯＫＡＩ－０総合支援事業に係る補助金の

増額です。きめ細かな交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金は、円高・デフレ対応のため

の緊急総合経済対策である地域活性化交付金として交付されるものです。 

  第14款県支出金、第１項県負担金は、145万4,000円の増額です。実績見込みによる保育所

運営費負担金及び障がい者自立支援給付費負担金の増額と障がい者自立支援医療費負担金の

減額です。 
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  第２項県補助金は、867万3,000円の減額です。民生費県補助金では、実績見込みによる、

難病患者等居宅生活支援事業費補助金、多様な保育推進事業費補助金、重度障がい者（児）

医療費補助金等の補正です。衛生費県補助金は、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時事

業費補助金の追加です。農林水産業費県補助金では、森林整備地域活動支援事業費補助金等

の実績見込みによる減額です。商工費県補助金では、実績見込みによる緊急雇用創出事業臨

時特例対策事業費補助金の減額です。土木費県補助金では、ＴＯＫＡＩ－０総合支援事業に

係る増額です。消防費県補助金は、常備消防に係る備品購入実績に伴う減額です。農林水産

業費県交付金では、実績見込みによる中山間地域等直接支払制度交付金の減額です。 

  第17款繰入金、第２項基金繰入金は、392万8,000円の減額です。財政調整基金は、今回の

補正による一般財源の調整をさせていただくものです。長島ダム水源地域振興基金は、接岨

峡温泉ポンプ改修工事費の減額によるものです。 

  第19款雑収入、第５項雑入は、81万2,000円の減額です。中国上海万博博覧会出展助成金

及び中学生海外研修参加負担金は実績により減額するものです。 

  第20款町債につきましては、普通交付税等で財源が確保されたため臨時財政対策債を減額

するものです。 

  第２表繰越明許費につきましては、一般４ページをごらんください。 

  今回の繰越明許は、国の補正に伴う、きめ細かな交付金・住民生活に光をそそぐ交付金事

業の追加が主なものです。 

  第２款総務費、第２項企画費は、情報通信基盤整備事業としてブロードバンド整備の詳細

設計費ですが、現在、検討会において方向性を検討しております。その結果を踏まえての実

施となります。 

  第６款農林水産業費、２項林業費の林道蕎麦粒線改良事業は、工事現場付近において国の

直轄治山工事の工期と重なったため治山センターとの協議及び観光シーズンの交通規制によ

り年度内完成が見込めなくなったためです。 

  第７款商工費、第１項商工費の登山道整備事業は、冬季のため現場着手ができないことに

より、発注を３月にするため年度内完成が見込めなくなったためであります。 

  第８款土木費、第１項土木管理費は、国の追加により、この３月補正で計上するＴＯＫＡ

Ｉ－０総合支援事業であります。 

  第２項道路橋りょう費の町道維持補修事業は、地区からの要望のある９路線について実施

するものです。 

  第３項河川費は、県発注の国道362号前城沢橋補強工事と工期が重なり、年度内の完成が

見込めなくなったためです。その他の事業につきましては、きめ細かな交付金及び住民生活

に光をそそぐ交付金事業であります。それぞれ平成23年度に繰り越して使用できる限度額と

して計上させていただきたくお願いするものですが、経済対策である国の補正予算も含まれ

ておりますので、できるだけ早い発注をしたいと考えております。 
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  第３表地方債補正につきましては、８ページをごらんください。 

  臨時財政対策債の起債限度額を１億2,500万円に補正するものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） １番に指名していただいてありがとうございます。光栄でござい

ます。 

  通告に基づきまして、質疑をさせていただきますけれども、１点、通告してないものと、

それから最後の方に、今朝、朝方ですね、未明にメールを送ったんですけれども届いていな

かったということで、ここへ到着してから各課へ通告になった、これは法令や数字に関する

ものでありませんので、一応文書で通告してありますので、その点も加えて、たくさんにな

りますけれども質疑をさせていただきます。 

  まず最初に、歳出の方で18ページの２款１項８目自治会振興費、19節地域自治会振興事業

交付金の4,088万8,000円の減額についてですけれども、12月議会で5,676万3,000円計上し、

今回全協の説明では大きなものは間に合わなくて、９地区から100万円以下の備品購入の申

請が出て、１月25日現在で交付決定した587万5,000円と予備に1,000万円を残して減額する。

23年度予算にも1,000万円上乗せして5,088万円を計上しているが、重複分は６月議会で減額

補正するという説明がありました。 

  このことで、まず重複予算の計上の仕方、重複させてこのように最初から計上するという

やり方が妥当なのかどうか、その点を伺います。 

  それから、２点目は、19ページの３款１項１目の社会福祉総務費ですね。13節、書き間違

えました。社会福祉総務費です。13節の創造と生きがいの湯管理委託料604万5,000円を423

万8,000円に減額するものですけれども、減額の積算根拠というと細かくなると思いますけ

れども、大まかな内訳を説明してください。 

  それから、３点目は、徳山聖母補助金と運営費について通告をしたんですけれども、電話

で説明をいただいたことで大体納得できましたので、これは質疑から外します。 

  それで、４点目ですけれども、24ページの６款１項３目農業振興費の19節、細節24の中山

間地域等直接支払制度交付金についてですけれども、728万2,000円を215万7,000円減額する

ものですけれども、減額の理由は全協の説明では74.5haが54.3haに減ったこととか、17年か

ら21年の第２期までは10割交付だったが、22年から第３期に入り８割交付になったなどの説

明がありました。第３期では対象用地の緩和や小規模高齢化集落支援加算があるなどという

情報も先日というんですか、これまで二、三回、新聞などで目にしたんですけれども、知っ

たわけで、22年度からは反対に補助が増えるのかなと思っていたんですけれども、その今、

言った２つの理由で減額になるということで、この点について説明を伺います。 
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  それから、６款１項６目の農林業センター運営費で15節改修工事費982万円の計上ですけ

れども、茶工場のグレードアップを図り、安心・安全のモデル茶工場にしたいという説明で

したけれども、これは新しい研修センターと別棟だと思うんですけれども、何年に建設され

て、耐震はどうなっているかお聞きします。 

  それから、次は、25ページの６款１項９目自然休養村管理センター改修工事費489万9,000

円についてですけれども、昭和54年の建設ということで耐震基準前なんですけれども、当然

耐震補強が必要ではないか、あるいは済んでいるのかどうか伺います。 

  それから、最初に言いました通告していない点で、やはり先ほど町長の説明を聞いていて、

やはり一度は出したんですけれども、取り下げましたけれども、やはり聞いておかなければ

と思って質問させていただきます。 

  28ページの８款２項２目の道路新設改良費、13節委託料で200万円の減額の説明で、道整

備交付金の事業が廃止になったことに伴って予定路線の測量委託料の減額をするということ

だったんですけれども、道整備交付金事業というのは廃止にはなってないんじゃないかと思

うんですけど、その点についてと、それから、何か期限を切って第１期、第２期とかになっ

ているのかどうかわかりませんけれども、廃止になったということはちょっと聞いていない

んですけれども、私の情報不足か確認をいたします。 

  それから、予定路線の測量委託を中止するということなんですけれども、予定路線の改良

工事そのものをやめて、もう計画をなくしてしまうのかどうか、必要だったから計画に上げ

たのではないかと思うんですけれども、その点について伺います。 

  それから、同じページの８款４項１目の15節町営住宅修理5,145万4,000円について、この

金額の積算、大変大きな額で、それから、工事内容も細かいのではないかと思うんです。場

所も町営住宅幾つものところにわたってやるわけですので、こういう積算をどのようにやっ

たのか、だれがやったのか、とても疑問に思いますのでお聞きいたします。 

  それから、29ページの10款２項１目小学校管理費の15節工事請負費4,258万8,000円、それ

から、中学校管理費、15節工事請負費1,286万8,000円についても同様に、大変複数の工事に

なると思うんですね。一挙にやってしまうのかどうかわかりませんけれども、小学校だけで

も４校、中学校も２校ありますし、教室もかなりあると思うんですけれども、この積算が、

だれによって、どのように行われたのお伺いいたします。 

  それから、４ページの第２表の繰越明許費についてですけれども、４ページの２款２項の

企画費の情報通報基盤整備事業4,300万円の繰越明許について、これは当初予算では13節委

託料の細節７でブロードバンド整備計画詳細設計業務委託料として4,898万3,000円の予算が

上げられていたもので、その当初の予算審査のときに議論が沸騰して、その後も住民とか議

会も意見が分かれていて強い反対もある状況の中で、基本設計委託料の556万5,000円を執行

しただけで、あとは未執行になっている詳細設計の部分、そこを分けて予算を通したという

状況があったわけですけれども、議会の了承を得てからでないと執行しないという約束のも
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とに、そのまま１年間執行できないで今日まで来ているものです。今現在でも、この事業に

ついてどのような事業になるのかということも決まっていませんし、ましてや詳細部分など

全く確定していない状況で設計委託料額がこれで適正なのかどうかも確認されていません。

これを繰越明許にするということなんですけれども、一方では、先ほど最初にお聞きしまし

た地域自治会振興事業交付金については、全協の説明でも事業が固まっていないから繰越明

許には、事業というか、要望が固まっていないから繰越明許にはできないんだというふうに

説明をずっと行っているわけですけれども、それとの比較でも、この情報通信基盤整備事業

詳細設計部分の委託料の繰越明許というのは矛盾するものではないかと思うんですけれども、

どのように考えているかお伺いいたします。 

  それから、６ページですけれども、８款１項の土木管理費のところで、ＴＯＫＡⅠ－０総

合支援事業繰越明許費400万円について、これは申請があり、交付決定も済んでいるのかど

うかお伺いいたします。 

  それから、８款２項の道路橋りょう費、繰越明許のところですけれども、町道維持補修事

業で2,000万円の繰越明許を行うのが上がっているんですけれども、先ほど町長の説明にも

ありましたように、９路線の工事に対応するということですけれども、事業としては９路線

と言われますので、固まっているのかなと思いますけれども、発注はまだしていないという

ことで、なぜ今まで発注しなかったのかその理由をお聞きいたします。 

  次に、今朝来てから追加したものですけれども、１点目、ちょっと戻りますけれども、歳

出の方で19ページの３款１項２目の心身障がい者福祉費のところで、委託料や扶助費での減

額がずらっと出ています。また、老人福祉費や老人保護措置費での減額も並んでいます。す

べて実績に基づく精算による減額というふうな説明がありましたけれども、このことが事実

なんでしょうね。としても予算を立てるときには見込んで立てたわけですので、利用を見込

んで立てたわけですので、町民へのＰＲ、あるいは必要がある人への個々の働きかけ、それ

から、利用した場合の負担の心配など、また、こういうサービスがあること自体を知らなか

ったり、利用したくても利用できない、そういうことが原因で実績に達しなかったのではな

いかというふうに私は心配するわけですけれども、そういうことが考えられるかどうかお聞

きいたします。 

  それから、24ページの６款１項３目農業振興費、19節の特産物振興費補助金の減額、最初

の質問と同じなんですけれども、６款１項５目で茶業推進対策費の品評会報償費や19節の特

産物振興事業費補助金も減額をしていますけれども、基幹産業と言われるものの事業が、こ

のように減額をしていく、こういう補助によって一番力をつけていただきたいところなんで

すけれども、こういう実績による減額ということで、もっと積極的なＰＲ、あるいは活用を

図る働きかけとかが必要だったのではないかと思うんですけれども、当局はどのように考え

ているかお聞きいたします。 

  それから、次の25ページの６款２項２目林業振興費、13節委託料の減、６款２項４目の町
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有林管理費の13節の町有林造林事業委託料の減額などについても、同様の観点から当局の考

え方をお聞きいたします。 

  最後ですけれども、27ページの７款１項７目温泉施設費の28節温泉特別会計の繰出金

4,220万4,000円についてですけれども、この千頭温泉のポンプ取り替え工事をするための繰

り出しという説明が先ほどあったわけですけれども、千頭温泉は泉質が悪いために故障を繰

り返してきていて、いろいろ調査を行って、このたび大規模工事を行うという工事請負費が

温泉特別会計で4,202万4,000円、もう少し多く上がっているわけですけれども、このような

一般財源をつぎ込んで故障を繰り返す温泉について、もう今後こういうことを繰り返さない

という、この工事をやることで確信とか、あるいはこういう大規模な工事になった場合は、

どういうふうに決着をつけるのかという、そういう決意がおありかどうか伺います。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） それでは、一番最初に御質疑がありました自治会振興費、ページ

18ページの２款１項８目の件でございます。 

  重複予算も計上は問題ないかという御質疑でございましたけれども、今回の補正予算につ

きましては、議員御承知のとおり、全体枠から交付決定額と、まだ定まっていない未定の自

治体分を差し引いた残額を減額の補正としたものでございますので、問題はないものと考え

ます。 

  また、これはまた議案提出されてくると思いますけれども、平成23年度の当初の予算の計

上額でありますが、６月補正というお考えもありますけれども、４月から即対応できる額を

見込んで計上する予定であります。不用な場合につきましては、６月補正で減額を考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） それでは、質問に対してお答えいたします。 

  創造と生きがいの湯の関係でございます。指定管理料につきましては、その内容としまし

て賃金、光熱水費、設備の補修点検や清掃の委託料、温泉の使用料とか借地料などが主なも

のになっております。 

  今年度につきましては、年度当初から温泉部分の使用ができないということになりました

ので、シルバー人材センターとの協議をする中で、温泉部分を除いた施設部分の管理に対し

て必要な経費について再精査し、指定管理料と決めたものでございます。具体的には、夜間

とか祝日の管理人の賃金、それから、灯油代、温泉使用料、消耗品とか、そういったものを

減額させていただいたものでございます。 

  あともう１点、追加で通告いただいたということだったんですけれども、ちょっと確認で

きてなかったもんですけれども、申し訳なかったですけれども、障害関係の給付費等のＰＲ
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が足りないんじゃないかというような質問ではないかと思います。 

  確かに、制度的に予算枠をある程度確保しまして、申請があった場合には対応できるよう

な予算枠を確保させていただいております。ＰＲにつきましても、ある程度、該当の世帯に

対しては説明をさせてもらっておりますけれども、実際申請されない場合もありますし、先

ほども申し上げましたように、何か突然そういう給付関係が出た場合に対応するための予算

でありまして、毎年度余剰が出た場合に減額させてもらっているという状況であります。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 産業課長か建設課長か、どっちでも。産業課長。 

○産業課長（鈴木一男君） 鈴木議員の質問に答えます。 

  24ページの６－１－３中山間地域等直接支払制度交付金の215万7,000円の減額理由はとい

うことですが、215万7,000円の減額理由ですが、全協でも少し説明いたしましたが、第３期

集落協定の推進に当たって、第２期対策からの見直しポイント、これ４つほどありますが、

それを踏まえて対象地区に協議していただいた結果、協定集落は６集落が８集落と増加する

ものの、協定面積は74.5haから54.3haに減となります。予算額を変更する大きな理由となり

ました。 

  面積減の理由ですが、隔離、狭小地など、投資効果の低い農地を５年から10年管理するこ

とに、高齢化等の理由から農家が加入を避けたためと考えられます。 

  また、集落によっては達成目標に取り組むことにより、10割交付を受けていたが、第３期

対策で目標達成の要件が緩和されたとはいえ、自己所有地の農業経営を充実させるための方

策の１つに、達成目標が合致しなかったことなどが10割交付に移行できなかったことも減額

の要因となっております。 

  それから、６－１－６の農林業センター改修工事の982万円の何年に建設され、耐震はと

いうことですが、昭和54年度建設され、耐震建築物ではありませんが、センターは利用者が

限定されますし、防災上の避難所施設ではありませんので、今後、耐震診断等を検討してい

きたいと考えております。 

  それから、自然休養村管理センター改修工事489万9,000円ですが、これも農林業センター

同様、昭和54年度に建設され、耐震建築物ではありません。この施設は不特定多数の利用者

があることから、先ほど言われました地区集会所同様な耐震診断を今後、実施してまいりた

いと考えます。 

  それから、追加の質問ですが、農業振興費の特産物振興事業費補助ですが、これは前年度

に農家から要望等をとりまして、それを次の年に実施するわけなんですが、その実績が見込

みが少なかったということになります。詳しくは菌床しいたけのハウスが３件見込んでいた

ところが１件になったということと、柚子造成の88ａが65ａほどになったということで、今

後なるべく申請どおりとか、申請以上に実施できるようなことを考えていきたいとも思って

おります。 
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  それから、林業振興の方の６－２－２の林業振興費、林業関係の補助金等ですが、これに

ついても今後、林業関係者等とも協議をしながら間伐等の利用等も増えるように考えていき

たいと思います。また、国の方でも造林事業の考え方が切り捨て間伐から利用間伐に今後変

わっていきますので、自給率50％を目指すということで変わっていきますので、それらも踏

まえて関係機関と協議していきたいと思います。 

  その次の町有林の関係もそうでしたか。町有林は、これは国の方の予算配分から減額とな

ったものですので、ここらも県とか国に働きかけて造林面積等増えるような要望をしていき

たいと思っております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） それでは、建設課の関係の御質問につきましてお答えをさせてい

ただきます。 

  まず最初に、８款４項１目の町営住宅修理費の5,145万4,000円につきましてですが、積算

は、だれが、どのように行ったのかという御質問でございますけれども、工事費の積算につ

きましては、補正予算計上の概算工事を出すために町内の業者から見積書をとりまして、そ

れを参考にし、予算計上を今回させていただきました。 

  それから、工事の数量とか面積等、こういったものにつきましては、建設当時の設計書を

もとにはじいております。 

  それから、実施設計の段階になりますけれども、実施設計で工事費用を精算するに当たり

ましては、新たに複数の業者から見積もりを再度とりまして、その中から最も安いものを採

用し、積算をしてまいりたいと思っております。 

  それから、８款１項の土木管理費のＴＯＫＡＩ－０総合支援事業費繰越明許費400万円は、

申請交付決定済みのものかという御質問ですが、今回この繰り越しをお願いいたしますＴＯ

ＫＡＩ－０総合支援事業費のこの400万円につきましては、国の緊急経済対策によるもので、

耐震補強工事を行うと最高80万円の補助金が交付をされるというもので、平成23年３月２日、

本日になりますけれども、本日から３月25日までの期間に補助金申請を済ませ、交付決定さ

れたものに限るというものでございます。５件を予定をしておりますけれども、今後これか

ら募集をしてまいりたいと思っております。 

  それから、８款２項道路橋りょう費の関係ですが、町道維持補修事業で2,000万円の繰越

明許費、９路線の工事費で３月２日以後に発注するという説明ですが、今まで発注しなかっ

た理由は何かということでございます。 

  この町道維持補修事業費の2,000万円でございますけれども、これは12月議会の補正によ

り予算化をさせていただきました。先ほども質問の中にもございましたけれども、町道９路

線の工事を実施をするというもので、これまで工事実施箇所の測量と実施設計書の作成等を

行ってきました。この９路線の設計が今回完了いたしましたので、３月中旬に予定をされて
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おります入札会議におきまして発注を予定しているところであります。 

  発注しなかった理由は何かということですけれども、発注がここになったということにつ

きましては、特に特別な理由があるというものではございません。 

  それから、追加の質問で８款２項２目の道路新設改良費の委託料の関係でございますけれ

ども、道整備交付金事業ということで御質問でしたけれども、道整備交付金事業は、平成22

年度が最終年度、計画の最終年度でございました。そして、平成22年度で道整備交付金事業

は打ち切られるよという話もございましたけれども、幸いにも23年度から新たにまた継続を

されるということになりました。 

  御質問の委託料の該当する箇所は、町道野志本下村線になりますが、町道野志本下村線は、

この道整備交付金の中で県営の過疎代行事業ということで実施をしております。川根本町内

には、この過疎代行事業で実施をしている箇所が町道野志本線と小長井田代線という２路線

がございます。これは合併前から行っていた事業でありますので、特例ということで町道２

路線の過疎代行事業が今まで進められてきたという経緯がございますが、過疎代行事業は原

則１町村１カ所という原則がございます。そういったことで、どちらかを優先するかという

ことになりますと、町道小長井田代線はもう完成に近いということもありますので、優先的

に過疎代行事業で取り上げて事業を進めたいという意向もありました。ということで、今回、

野志本下村線につきましては、道整備交付金事業での工事の実施をやめたという経緯であり

ます。 

  まだ野志本下村線は改良途中でございますので、あのままではまだ完成ではございません

ので、今後何らかの有利な事業がありましたら、これらを取り入れまして計画をしてまいり

たいと思っております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（羽根田泰一君） 10款２項１目15節小学校費の工事請負費の4,258万8,000円

の件ですけれども、これは４つの町内小学校、４つありますね、それの空調設備の工事費と、

その中にはまた別に中川根第一小学校の手洗い場の改修工事、また塗装工事、それともう一

つは、グラウンドにグリーン、緑の砂をまくということで、それが入っていまして、トータ

ルで4,258万8,000円となっております。 

  また、10款３項１目15節の中学校の工事請負費ですけれども、この1,286万8,000円につい

ては、これは２つの中学校の空調設備工事の予算となっております。 

  それで、議員の質疑にありました小中の全教室へ空調設置とのことだが、積算は、だれが、

どのように行ったのかという質疑ですけれども、これについては町内の電気関係の会社にお

願いしましてやっております。その上で補正予算を計上しました。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（羽倉範行君） 27ページの温泉事業特別会計繰出金の関係です。千頭温泉の

ポンプ改修工事につきまして、今後の故障時の対応ということで御質問かと思います。 

  千頭温泉のポンプの故障につきましては、今後の方向性につきまして、１月に温泉利用者

との話し合いを持ちましたが、その中の話では千頭温泉を温泉地の玄関口と位置づけまして、

ほかの温泉地と連携して地域の活性化を図っていきたいが、それには千頭温泉利用組合の設

立が必要と、組合設立の意向を示してくれました。地域の活性化の１つとして温泉を掘りま

して、供給する条例を制定し、利用者から加入金を徴収し、この加入の契約という形で供給

をしております。源泉源が枯渇、空になって供給できなくなったというような理由がない限

り、現状では供給の義務があると考えております。 

  今後ポンプの故障等があった場合は、利用者、それから、温泉審議会等で十分協議し、ま

た長期の方向性も含めまして、話し合いを続けていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 質問にありました繰越明許費の関係のブロードバンドの関係です

が、情報通信基盤整備事業でございます。質問では、4,300万円の繰越明許費として上げた

扱いについて、ルール違反ではないかというようなことであろうかと思います。 

  この情報通信基盤整備事業については、平成22年度の当初予算において、詳細設計業務委

託料として4,898万3,000円の予算を計上いたしました。執行の段階で基本設計と詳細設計に

分けて、基本設計が終了した時点で住民説明会を開催して、その後、詳細設計に入る計画で

ありました。しかしながら、基本設計終了後に町が提示した事業の概要を説明した住民説明

会の段階や議員の皆様から多数御意見を受けました。現在、検討委員会で議論をして、時間

をかけて内容について調整をしている段階であります。このため、年度内に詳細設計に入る

ことができなかったというような状況でございます。 

  それらの中で、地方自治法の第213条１項の規定、これは繰越明許の関係を手続について

規定をしております。内容的には、予算が成立した事業を執行する中で、その年度内に事業

が終了しない見込みとなった場合、予算を翌年度に繰り越して執行することができるという

ものを適用させていただくことでございます。 

  質問の中でもありましたけれども、設計業務委託料が4,898万3,000円、それから、基本設

計が現段階でありますけれども、556万5,000円というような中で、それを差し引きをすると

4,341万8,000円ですね。それで4,300万の繰越明許の金額をのせさせていただいたというこ

とでございます。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 答弁漏れないですよね。10番。 

○１０番（鈴木多津枝君） そうですね、はい。 

○議長（板谷 信君） それでは、再質問ありますか。10番。 
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○１０番（鈴木多津枝君） 再質問をさせていただきます。 

  ほとんどのことが通告していたこともあってか解明されたわけですけれども、質問９でわ

かりますか、繰越明許について今、企画課の課長から情報通信基盤整備事業の繰越明許は自

治法第１項の規定を適用したということで、予算が成立しているものが執行できなかった場

合の繰り越しということだったんですけれども、自治法と言いましたよね、財政法じゃなく

てね。その私が問題にしているのは、この金額についてなんですね。詳細設計委託料の金額、

要するに、なぜ１年間執行できなかったかということを考えると、その中身がどういう整備

をしていくのかということが、まだ固まっていないわけですね。簡単に言えば、幹線だけに

するのか、あるいはＡＤＳＬも入らないようなちょっと離れたところだけ無線か何かでやる

のか、それとも町が最初、この詳細設計の金額を多分積算するときに考えていたであろう各

世帯まで双方向の端末を入れる整備にするのか。そういう今、分かれている議論の中で、あ

るいは中身はやるなという人もいるわけですけれども、そういう議論の中で私は詳細設計部

分、残された金額というのは非常にあいまいだと思うんですよ。確定されたものではない。

だから、委託をする、詳細設計を委託する事業の内容が確定したら委託をするということは

あるかもしれないですけれども、この額として、これが適切かどうかということでは全然適

切だと私は言えないわけだから、これは一たん減額をして当初予算に、その当初予算に間に

合わないにしても検討委員会などで方向が出されて議会の合意が出て、行政もこれでいこう

というふうな住民の了解も得られた時点で予算計上してくるのが正当なやり方ではないかと

いうふうに思っているんですけれども、行政としてあくまでもこの繰越明許費扱いにしたい

という理由ですね。そのあいまいな金額ではないかという私の指摘に対しては、どういうふ

うに考えておられるのかお聞きいたします。確定しているというふうに考えているのかどう

かですね。 

  それから、次の６ページ、８款１項土木管理費のＴＯＫＡＩ－０のところですね。ここで

も課長さんの説明を聞いて、答弁を聞いていますと、これから５件、一応予算をとってある

けれども、その分を繰越明許したいということですけれども、今後募集していきたいという

ことで、これも事業として固まっているのではないんではないかというふうに思うんですけ

れども、繰越明許、固まっているから繰り越す、地域自治振興、自治会の振興事業は固まっ

ていないから繰り越さないというふうな、その違いについてで説明にちょっとひっかかるん

ですけれども、この点、固まっていないんではないかと私、思うんですけれども、どうなん

でしょう、この２点目ですね。 

  それから、一番最後の温泉の特別会計の繰出金についてですけれども、答弁の中で、千頭

温泉を温泉町の玄関、何か玄関って答えられましたよね。位置づけて利用を進めたいと、だ

から、ここは重要な場所だから、私たちがこれまでずっと見聞きしてきた本当に大変な温泉

だな、そんなもの使うのかなと、旧中川根では梅島下の温泉、ちゃんと自噴し続けているん

ですけれども、それでも量が少ないといって使っていないのに比べて、玄関というふうな位
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置づけの答弁について、梅島下の温泉はもう温泉と考えていないのか、町の温泉と考えてい

ないのかと、この点が非常に気になりましたので再質問いたします。 

○議長（板谷 信君） ２点というか３点。企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 言葉にというか、残っている中で、4,300万の金額の計上の仕方

ということで、何かあいまいじゃないかというような意見、質問だったと思います。 

  先ほど申しましたように、繰越明許に計上する仕方として、結局、平成22年度の当初予算

の中で議決をされた予算が4,898万3,000円という金額であります。先ほど申したように、基

本設計については現在、検討会をしているところでございますけれども、それも入れまして

556万5,000円というような金額で現在推移しているところでございます。当初予算の4,898

万3,000円から基本設計分の556万5,000円を引くと4,300万という数字が出てきます。という

ことでございますので、この計上の仕方としては当初予算と先ほど言ったように議決をした

金額から今の基本設計など引くと、やはりその4,300万という数字が出てくる中で、今後に

ついては限度額を4,300万という考えの中で、その範囲内で実施をしていきたいという考え

がございますので、数字の出し方としては間違ってはいないんじゃないかと、こんなふうに

考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 同じ繰越明許。建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） それでは、ＴＯＫＡＩ－０総合支援事業費、繰り越し400万円に

つきましてでございますけれども、これは先ほど議員もおっしゃいましたけれども、最高80

万円で５件ということで予定をしております。募集期間は先ほども言いましたけれども、本

日から３月25日までの期間……すみません、募集期間ではありません。３月２日から３月25

日までの期間に補助金申請を済ませ、交付決定されたものに限るというものでございまして、

既に募集という形で新聞チラシによりましてチラシを各家庭に配布させて広報活動させてい

ただいております。 

  それと、この400万円の繰り越しの関係ですけれども、この400万円は最高400万円という

限度額になります。ということですので、５件を予定していたのが４件になるか、３件にな

るかというのは結果的なことでわかりませんけれども、うちとしては皆さんに活用していた

だくというためにも、これからも広報活動に努めて、なるべく５件達成するということで考

えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（羽倉範行君） 先ほどの千頭温泉の関係で説明の中に、千頭温泉を千頭温泉

地の玄関口と位置づけるというような説明をさせていただきましたが、説明にちょっと言葉

が足らず申し訳なかったんですが、これは旧町時代には千頭駅前ですか、あそこを玄関口と

いうふうな位置づけをしております。その中で、この先月、１月ですか、温泉利用者との話
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し合いの中で利用者の皆さんからの発言から、こういう言葉も出ましたものですから、この

ような説明をさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） いいですか。 

○１０番（鈴木多津枝君） 議長。 

○議長（板谷 信君） あります、はい。 

○１０番（鈴木多津枝君） 今の最後の課長の答弁なんですけれども、住民の方々がそうやっ

て言われたということですけれども、行政として位置づけている答えのように聞こえたわけ

ですよ。その点、行政はどうなんですか。梅島下の温泉はどのように位置づけているんです

か。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 今、梅島下の温泉というような言葉が出たもんですから、企画の

方でその点だけちょっとお答えさせていただきます。 

  梅島下のその温泉スタンドについてはコミュニティ施設ということで当初から計画をされ

て、住民の皆様に使っていただこうというような目的で設置をされております。商工観光の

方で管理をされているような温泉については、観光施設というかね、そういうふうな対象で

使い方を分けていると思っておりますので、梅島下についてはコミュニティ、地域の住民の

皆さんに使っていただこうというような目的の中で設置をされております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） いいですか。 

○１０番（鈴木多津枝君） はい。 

○議長（板谷 信君） ここで暫時休憩します。 

  再開は、11時10分にします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  質疑に入っています。 

  質疑はありませんか。原田議員、６番。 

○６番（原田全修君） ６番、原田です。 

  先ほどの鈴木議員の情報通信基盤整備事業繰越明許、これに関することでお伺いをして、

質問をさせてもらいたいと思います。 

  まず、私の方としましては、２款２項６目のこの情報政策費の中のブロードバンド整備計
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画詳細設計業務委託料、これは先ほどから議論されておりますように、当初予算額は4,898

万3,000円という額が計上されております。今回このうちの4,300万円を繰越明許費として計

上していきたいということなんですが、私としましては、これの相当額、4,300万円相当額

は減額補正をすべきだというふうに考えております。それについての、なぜこのような扱い

をしていくのかということについての質問でありますが、先ほど概要的には鈴木議員との質

疑の中で、おおよそ感覚としては把握はされておりますが、私の質問としましては、もうち

ょっと今から理由を申し上げますので、それについてのお答えをお願いしたいと思っており

ます。 

  この当初予算額の4,898万3,000円は、平成22年の１月、昨年の今ごろ、ちょっと前ぐらい

に提案がありました、ビーム設計という会社から、もともと平成21年度の委託費の中で設計

費という形の中で、あのレポートが出されたという、その提案、これは当町のブロードバン

ド整備事業16.6億円という、これの事業の設計にかかわる経費を、これまたビーム設計が見

積もった額4,898万3,000円の予算のうちの詳細設計費というものを、これをある意味ではそ

のまま平成23年度の予算に計上してあるということなんですが、これにつきましては、以来

いろいろな議論がされてきております。議会でも町長の答弁でも明らかなように、原案にこ

だわらない選択肢を持ってやっていきたいという姿勢も打ち出されております。どういうこ

とか、少し振り返ってみないといけないと思いますので、少し説明させてください。 

  これは、昨年の３月議会、１年前ですね。このときの私の質問の中に、こういうことがあ

って、町長の答弁を得ておりますが、私の質問は、町内の携帯電話の不感エリア解消も進ん

で、無線によるインターネットが可能となった。さらに、至近年の間に超高速化100メガビ

ット、これを3.9世代携帯というんですが、これが想定できる無線が主流になってきている

時代だと考えておると。事業計画案のシステムは３年前に開発された有線系、これはアイ・

コミュニケーションという会社、島根県の中小企業ですが、ここが開発された有線系である

ため16.6億円もの設備費が必要となってしまうと。また、当町が独自のこのような設備をす

る、ソフトウエアのシステム開発をしてしまいますと、今後の隣接市町との情報関連の広域

連携に支障が出る恐れもあると。こういったような、これはこれだけに限らず、もっと幾つ

か質問してきているわけなんですが、提案もしているんですが、町長はこれらについてどの

ように認識されていたのかという質問をさせてもらったときに、町長は「情報ツールの活用

で町の振興を図りたいという思いの中で、よい提案が業者から出てきたという認識でお諮り

したわけである」と、「今後は新しい技術も含めて基本計画を練っていく必要があるという

ふうに思っている」と、こういう答弁がありました。まさに、こういった今後は新しい技術

も含めた基本計画を練っていくという、こんなような答弁もされているわけですね。 

  ですので、平成22年度に入って、この１年間、こういったようなことも含めて検討してき

ているはずであるわけなんですが、そしてその後、この事業の住民の説明会だとか、あるい

は住民との懇談会とか、こういった中でも住民の方からの反応というのは、かなりこの原案
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に対していかがなものかと、あるいは今、急いでやる必要ないじゃないかと、どっちかとい

うと反対だというような厳しい意見も出ておると。そのようなこともあって、ブロードバン

ドの検討委員会も立ち上がったというような状況で、先ほど鈴木議員も言われているように、

まさにゼロに戻るといいますか、１に戻るといいますか、そんなような再検討の必要がある

という、こういう危惧にあるわけですね。 

  さらに、もう一つ、私がさっき言いました3.9世代という次世代のことを、そういう時代

に入っているんじゃないかということを前々から私ずっと指摘してきているわけなんですが、

そういったところへの選択肢というものを持つべきだということを申し上げてきているわけ

なんですが、２月１日の「光の道」構想の考え方、あるいは自治体の情報通信基盤の整備と、

こういったことにテーマを持った講演会が２月１日に当局の方の計画で開催されました。そ

のときに講師でお呼びした総務省の「光の道」構想策定のタスクホースのメンバーでありま

すインターネット総合研究所の藤原洋先生は、やはりこれからの時代というものを先取りし

ていく必要があるんじゃなかろうか。川根本町においてもＬＴＥ、超高速の携帯ブロードバ

ンド、ワイヤレスブロードバンド、こういったようなものの導入についての誘致をしたらど

うでしょう、こんなような話も実は講演の中で２度ほど声も出されております。 

  こういったように、こういう時代の中で状況は刻々と変化しているという、ですから、町

長もこだわらないということで多分答弁があったと思うんですが、実はこの繰越明許は、こ

の4,300万というのは、中身がまさにわかっていないわけなんですが、ほとんどそっくり

16.6億円の光ファイバーを張りめぐらすという構想のもとに詳細設計をやっていきたいとい

う、この予算がそっくり繰越明許がされているというふうな感じがあります。もしそうでな

いとするなら、その辺のところをしっかり説明をしていただきたい、これが私の質問の趣旨

であります。 

  とりあえず、第１回目の質問としましてはそういうことで、よろしくお願いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今、経過について原田議員の方から説明がございました。今回の繰越

明許の処理でございますけれども、今お話しがありましたように、基本設計、詳細設計と２

つに分けて、基本設計の部分が終わって、残りの部分を繰越明許ということでさせていただ

いたわけですが、町として提案してきた今回のブロードバンド事業でございますけれども、

この計画がまだ全くなくなったわけではないわけですよね。そのことを含めて、今、検討委

員会で議論しているという過程でございます。できるだけ早く検討委員会の結論を待って、

その中で方向を定めていきたい、そういう中でこの事業は今、22年度でやっている事業が引

き続いて継続されているものだという判断をまず１つ持っております。その中で、計画が変

わり得る可能性としてはございますけれども、現在、町で提案してきているものが全くなく

なったという状態ではございません。そのことも含めてという中での継続している事業だと

いう判断をしておりますので、その中で最大基本設計分を除いた部分を計上することによっ
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て、その中でできるだけ早くそういう詳細設計にとりかかれる、そういうことを期待してい

るという中での措置でございます。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 原田です。 

  ３回しか質問がないということだもんですから、あと２回しかなくなってしまうわけなん

ですが、そうであるならば、繰越明許をするということになりますと、中身は何を繰越明許

するんだということだと思うんですね。要するに、事業が継続しているといいますか、事業

検討が継続しているということは、もちろんそのとおりであります。ブロードバンドという

もの、ブロードバンド環境整備をするということは、もう絶対にこの地域としては必要なこ

とであるわけなんですが、それはワイヤレスブロードバンドであれ、あるいは場合によって

は原案のような形であれ、いずれにしても環境整備はする必要があるという認識はしっかり

持っています。 

  ところが、4,898万3,000円というものが計上された時点では、これは原案というものは

16.6億円の光ファイバーを張りめぐらせるという、こういう基本事業計画があっての基本設

計費であったわけですよ、そうですよね。ですから、そのこと自体をもう一度見直そうとい

う話になってくれば、これがいつまでもそこに存在しているということはおかしいんじゃな

いんですか。ですから、そこの部分については減額すべききだと私は申し上げているわけな

んですが、そうでないとするなら教えていただきたいのは、じゃ、こういうことです。

4,300万円を繰越明許するというなら、それが必要な部分であるならですね、必要な部分と

いうのは繰越明許されても、もちろん結構な話なんですが、中身は、どういうものが繰越明

許されているかということをお聞きしたいと思っています。 

  もう１点、基本計画、基本設計についてはスタートをかたけということなんですが、じゃ、

基本設計というものは、詳細設計はこれからと言っていますけれども、基本設計というもの

は、じゃ、どういうものを基本設計されたか、今はもう３月ですので、ほとんどもう成果品

もできていると思うんですが、どんなような成果品がありますか。それは、各基本設計とい

う形でいいでしょう。その基本設計の中に光ケーブルでやはり張りめぐらせるというものが

基本設計の中に入ったとすると、そっくり4,300万円はやはりその形でもって繰り越してい

くということであって、ブロードバンド委員会が今、検討していると言っても、その形だけ

のものであって、実はもう答えは決まっているんだみたいな話になっちゃう可能性があるわ

けですよね。ですので、そこのところをしっかり説明してください。まず繰り返します。 

  基本設計をしたというその設計の成果物はどういうものであるか。それはどういう形で次

へのステップにしようとしているのか。そして、4,300万円というのは必要な繰越明許だと

いうならば、どういうものが繰越明許の内容になっているのか、内容を教えていただきたい

と思っています。細かくでなくてもいいです。こういう項目が幾らだと、それで合わせて

4,300万だと、そういう形で答えをいただきたいなと思っています。 
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○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 基本設計については、皆様のところに概要版か何か、そういう形でお

示しはしてあるというふうに思っております。 

（「あれは21年度」の声あり） 

○町長（佐藤公敏君） あ、21年度。あの、今のあたかもＦＴＴＨ方式が規制、もう規定の路

線になっているかのような印象を与えるということでのお話でございますけれども、今まで

の経過をたどってみると、確かにＦＴＴＨ方式として、これがこの町にとって一番いいもの

である、ベストのものであろうということでの提案をいただいて、それを皆様方に説明を申

し上げ、一般町民の方にも説明会を開いてきたわけでありますよね。その中でいろいろな議

論が出てきた。技術もいろいろ進む。無線の方式もあるんではないか。そういう中でＦＴＴ

Ｈ方式が全くなくなったわけではなくて、ＦＴＴＨ方式も含めて、そのほかのいろいろな今

の検討をなされている段階だというふうに思っております。その中で、最終的にどういう方

式になるのかというのは、まさに議会で決まってくるというふうに思っております。議会の

皆さんの同意が得られなければ、この事業は進まないわけでありますので、そういう中でど

ういう方式がいいのか、それを検討するための今、検討会が行われているわけでありますけ

れども、その私たち町としては、この事業は22年度から継続していく事業だという認識の中

で、今回の補正予算での繰越明許ということでのお願いをしているわけであります。 

  したがいまして、だから、この4,300万がＦＴＴＨ方式だから、それが即そうなるという

ことではございません。ただ、可能性としてはそうなる可能性もあり得るということだとは

思っていますけれども、最終的には皆様方の判断をいただきますので、そういう中で繰り越

しさせていただいたということで御理解をいただければというふうに思います。 

  あと、そのテクニカルな面については、その予算をつくっていく部分については、財政担

当、あるいはそこの部署で検討しながら、こういう方法でということでございますので、私

にはテクニカルな面についてはわかりにくい部分もあるわけですが、今回の繰越明許費とし

ての扱いが間違った方法だというふうには認識しておりません。 

○議長（板谷 信君） 質疑ありません。 

○６番（原田全修君） いや、そうじゃなくて回答がないんです。4,300万円の中身を教えて

ください。4,300万の繰越明許の中身は、内容はどういうことですか。内容を教えてくださ

い。 

○議長（板谷 信君） その点について、企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 4,300万の内容ということでございますけれども、今、議員のお

っしゃっているように、検討委員会の方で現在、現状とかを確認しています。それから、既

設事業者の整備状況とか今後の整備に取り組むような形のことも報告を受けました。そうい

う中で、当然いつも情報通信基盤を整備するに当たっては、検討委員会の中でそれぞれの項

目の確認をする中で、幾つかの項目を照らし合わせると、１ついうのは、一つの確認事項が
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出ると思います。検討会の方でそれを確認されたものを議会の方に、決定機関の方に報告を

していただくようなことになると思います。ですから、提案された内容について中に組み込

んで設計の方にいく中で検討、設計を組まれると、検討委員会の方でやられたこと、それか

ら、議会の方で決定されたようなことについて組み入れて設計に持ち込んでいきたいと、こ

んなすみ分けになろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） ３回目になっちゃうんですね、これでね。 

○議長（板谷 信君） なりますね。 

○６番（原田全修君） 残念ながら回答になっていないんですよ、本当にね。4,300万円の内

訳というの、要するにこれが来年度持ち越して、これをさらにまた精査するなり、いろいろ

な検討を加えていこうということなんですが、ベースというのは何度も言っておりますよう

に、光ケーブルを張りめぐらそうという16.6億円というものがベースになった、もともとの

予算であったわけですよね、これ、詳細設計。ほとんど私が考える、思うのは、多分議会の

議員の皆さんもみんなそうだと思うんですが、そのままそっくり繰り越されちゃうじゃない

かということなんですね。ですから、じゃ、どんなものが繰り越されているのかということ

を、繰り越されている内容を教えてくださいって今、言ったんですが、内容が説明できませ

んね。この予算って一体何なんですか、じゃ、そうすると。先ほどの教育の関係で繰越明許

のエアコンの設置ありました、小学校、中学校、きちんとそういう説明がされましたよね。

それと同じように、4,300万ってどんな予算なんですかということをお聞きしたいと思うん

です。そういうものがちゃんと説明できなければ、繰越明許って言っても、何だかわけのわ

からんものがそのままそっくり流れていっちゃうと、そんなふうに議会はそれでも、そんな

ことでも承認するのかという話になってしまう。議会の責任上も、そういった内容をやはり

教えてもらういうことを問うていかなければならないと思いますし、また答えもいただきた

いというふうに思うんです。最後の質問になると思いますが、4,300万円の内容はつかんで

いないんですか、そうすると、説明できないんですか。中身ですよ。内容ですよ。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 中身ということでなくて、4,800何十万かの当初予算を22年度で組ん

だわけです。そのうち、これが一つの継続している事業だというふうに認識持っていますの

で、そのうちの500何十万でしたか、は消化したと、残りの部分について次年度に繰り越す

と、そういう中で22年度で完了しなかった事業の中で完了した部分と完了しない部分とで分

けているということで、御了解をお願いしたいというふうに思います。 

（「ですから、中身を教えてください」の声あり） 

○町長（佐藤公敏君） ですから、中身はこれから詳細設計に入っていくということで、その

一つ一つの積算については私は認識してはおりませんけれども、要するに、22年度の当初で
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組んだときに、その根拠はあるわけですよね。その中で22年度に完了した部分というのは、

いわゆる基本設計の部分は完了しましたと、詳細設計については、その内容についてはこれ

からその事業が変わり得る可能性としては持っていますけれども、町としては今まで提案し

てきたものをベストとしてとらえてきているわけでありますので、最大そこの部分を見積も

って4,300万を繰り越しすると、そういうことでのお願いでございます。 

○議長（板谷 信君） 中身の部分というのは当初予算で議決していますよね。そこの部分が

まさに中身ですよね。ただ、町長の説明としては、それをそのまま執行するんじゃなくて、

検討委員会の検討を待ってという、そういうことだと思うんですけれども。 

  もう１回答弁をお願いしますか。僕が言ってはまずいので。原田さんが聞きたいのは、そ

の4,000何万の内容でしょう。 

○６番（原田全修君） はい。 

○議長（板谷 信君） それでは、しばらく休憩します。 

 

休憩 午前１１時３３分 

 

再開 午前１１時３８分 

 

○議長（板谷 信君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 質問がございました設計の関係、詳細設計の関係で、予算の明細

というんですかね、それを確認してあるかという、それは確認してございます。その中で詳

細設計という言葉の中ではどういうものが含まれているかというような御質問ではなかろう

かと思いますので、大まかに言います。 

  これから整備をする中では、電柱の調査費用とか、建物に引き込む場合の状況調査とか、

それから、設計図書の作成、申請書等の作成が大きな金額を見るものだと思います。そうい

う中で、それから先ほど言ったように検討委員会の中でいろいろの項目がまた出てくる可能

性もあります。それらを含めて詳細設計の方に生かしていくということでございますので、

ただいま言ったもの、大まかなものだけ設計作業の中の項目を挙げさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） これで原田君の質問を終わります。 

  ほかに質疑はありませんか。５番、小藪君。 

○５番（小籔侃一郎君） 一般会計補正予算について質問させていただきます。幾らかといい

ますか、ダブる質問があるかと思いますけれども、お願いいたします。 

  今回、総額２億4,094万6,000円の繰越明許という数字が載ってまいりました。国の施策の

きめ細やかな交付金１億4,000万、光をそそぐ交付金1,800万と、２本の交付金合計で１億
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6,200万になるわけでありますけれども、残りの7,800万が町単独事業の繰越明許となります。

この中で、この7,800万の55％、半分以上がこの先ほど来、質疑が出ております4,300万円の

企画費の中の情報基盤整備事業であります。 

  振り返ってみますと、22年の当初、事業計画概要では約16億円で全世帯に光回線を整備し、

告知端末放送を設置し、独居世帯の見守り、健康指導、高齢者の健康福祉、町民への生活支

援、町内無料テレビ電話、これは月1,000円という使用料ですけれども、前面に出して、そ

して次世代に不可欠な超高速インターネットのサービスを検討していきますと、こういうも

のでありました。4,919万4,000円ですか、の計上がなされておりますけれども、御案内のよ

うに８月18日から10月１日の田代地区までの19の地区で地区説明会が開かれました。その内

容は様々でありましたが、総じて懐疑的、否定的な意見の中、肯定的な意見は少ないように

感じられました。私もほとんど参加させていただきましたけれども、そんなふうに感じまし

た。区によっては、住民アンケートをしたと、こういうところもありまして、事業に反対意

見が賛成を上回った結果が出たという報告もいただきました。議会でも慎重な検討をするべ

きと、こういうことで検討委員会ができて、現在、先ほど来お話しのように検討会が開かれ

ております。 

  そして、なるべく早くと、先ほど町長述べられておりましたけれども、23年度の予算書に

も検討委員会の報償費が39万3,000円上げられております。ということは４月以降も続くと

いうことでございます。その後、意向調査もあり、まだ時間はかかるかと思います。当初の

整備計画の基本計画さえ危うい、どのような計画になるのか、それによる詳細設計がどのよ

うになるのか、全くわからない現状では、繰越明許にするではなくて一たん減額補正して、

新たに具体的に決まった方向での予算を計上するのが予算編成の基本だと思うわけでありま

す。これは、昨年の中国等調査開拓研究事業の学習をすれば、おのずとそういうことになる

と思います。 

  ４つほど質問がありますけれども、あと２番目は、先ほど来いろいろ出ていましたけれど

も、12月議会で5,676万3,000円の事業費が決議され、３月までの実績見込み額1,587万5,000

円を差し引いた金額が、本日の補正予算では4,088万1,000円の減額補正が提案されておりま

すね、今やっておりますけれども、そして、23年度の予算案には5,088万8,000円の計上がさ

れております。差し引きますと1,000万円が余分に計上され、４月１日以降のこの項目、事

業の予算は6,676万3,000円というようなことになります。この自治交付金は各区の世帯割と

人口割で最高交付額が5,676万3,000円とされたものであります。そのときに、事業年度は初

めから22年、23年にわたり行うという提案がされたものでございます。この事業の未使用分

を繰越明許にするのは話がわかります。このままいきますと、４月１日から1,000万円は計

上されていても使うことのできない1,000万円ということになるわけでございます。予算拘

束された1,000万円が、ただ予算上に、計算書に載っておるということになります。 

  先ほどの新聞記事でも補正予算と当初予算の二重計上について聞かれましたときに、予算
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編成の原点に照らし、よくないと言われればそうかもしれないと、こういう町の対応があっ

たようでございますけれども、言いかえますと、二重計上と言われれば二重計上かもしれな

いと、こういうことでございます。そんなことで情報通信基盤整備事業は減額補正、自治交

付金を繰越明許にするのが妥当だと考えます。この２つの事業の言っている、述べておられ

る話の内容の整合性がとれていないのではないかというようなことを思います。貴重な税金

ですから、有効に使って予算を編成していくべきだと考えております。 

  ３つ目は、２款総務費、２項まちづくり事業費の13節友好都市訪問事業委託料135万3,000

円が計上されております。当初493万円と、当初予算ですね、合わせると合計で634万6,000

円が友好都市事業の経費となります。６月議会で、当時静岡県市町村振興協会より300万円

助成されるとの説明がありました。そして、県の内示決定の末は６月補正を目標に財源構成

も考えて対応していきたいと議会で答弁されております。この前の全協では、計上されてい

る135万3,000円は既に使ったものであると、こういう説明があったわけでございますけれど

も、決裁が終わったものを補正計上することが、一般的には予算が通ってから決裁されるべ

きものだと思いますけれども、そのことについては６月議会で「上海万博は予算編成の段階

では念頭になかった」と町長は答弁されました。当時、私は中国という殻の中であっちこっ

ち予算を使い回すのはいかがかなものかというような意味で、ヤドカリ会計という言葉で質

問しましたけれども、どこの予算を使った分を、流用した分を今、帳じり合わせをしようと

しているのか、それをお伺いいたします。 

  ４つ目に、２款２項企画費の市場開発調査研究委託事業600万、旅費200万、消耗品費100

万、その他の使用料100万、合計1,000万円を今回減額補正する上程がありますけれども、去

年の３月に上程された中国茶市場開拓調査研究事業1,000万円の予算であります。１年前に

この事業について自分なりに勉強し、調べを調査いたしまして、いろいろな観点から事業の

妥当性の問題点を提言してきました。そのときトップダウン事業ということでした。それで

６月議会では、プロジェクトチームを立ち上げ、８月末に報告したいというような報告があ

りました。内容は、中国の富裕層に川根茶を売り込む市場調査を８月の末、国内のイベント

に事業の組み替えを提案してきましたけれども、９月議会では、この組み替え事業は焦りが

あったとか十分精査されないまま上程したというようなことで、関係者の理解も求める段階

も踏めずに進められないという町長の答弁で、９月の上程を取り下げたものでございます。

９月議会で一たん減額して、新たな国内の市場調査に予算を組むべきだという提案もしてま

いりましたけれども、このトップダウン事業は、この１年間何をしてきたのか。川根茶のた

めに役だったのか。役立つどころか大きなマイナスイメージをこうむったと思います。プロ

ジェクトチームの本部長は、これをどう説明するのか。一般の企業では厳しく責任を問われ

ることでございます。トップダウン事業の本部長としてのどのように責任に対応するのか質

問をいたします。 

  以上、４点をお願いいたします。 
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○議長（板谷 信君） 答弁、総務課と企画と副町長。総務課長。 

○総務課長（西村太一君） ただいまの御質疑の２点目のところに、地域自治会振興交付金の

御質疑がありましたけれども、先般より何度か議題とされておりまして、重複をする点がご

ざいますけれども、まず最初に、自治会交付金につきましては地区からの要望調査によりま

して、平成22年度の実施分と、それから、要望後の３月まで対応できる予算を残して減額を

するものですということは御存じだと思います。23年度の実施要望分につきましては、まだ

未定箇所がございまして、当初予算でも対応をしていく予定でなっております。自治会の事

業としまして、繰り越しをする、要するに自治会の中で23年度に繰り越しする事業項目もな

いので、それらを明確にして年度分けをするという考えのもとに減額補正をしております。 

  ただ、議員御承知のとおり、枠だけが決まっているんじゃないかということでありますけ

れども、枠はあくまでも執行部の方の人口とか、それに基づく枠の額は確かに承知をしてお

りますけれども、その９地区の自治会の中にはどういうものをやっていこうということで、

今から検討されるという内容でございますので、それらが判明、わかった段階で今回のこの

繰越明許ではなくて減額して、また当初予算に計上するというのが適正でないかというふう

に判断をしたわけでございます。 

  ただ、もう一つつけ加えますと、それでは、平成22年度に残しております金額1,000万で

ございますけれども、それはどうなるかと思う点がございますけれども、もし自治会の方で

その事業をやらないということであれば、それは繰越金で23年度に持っていくという形にな

ります。 

  それから、23年度に残となります5,000万余の金額につきましては、1,000万分が含まれて

おります。これは先ほども申し上げましたように、４月から６月まで、６月の補正で対応す

ればいいんじゃないかという御質問がありましたけれども、それにつきましては６月まで待

てずに４月からやろうという、例えばの例でございますけれども、夏に向けて集会所の空調

施設をすぐに整備したいよということであれば、それをすぐできるような、即対応ができる

ような形ということで、ダブル計上にされているわけです。しかし、22年度にやった事業に

ついては６月の補正で調整をしていくという形になっていきます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 光ファイバーの関連の繰越明許の関係ですけれども、これは先ほ

ど前の議員さんにもちょっとお答えをさせていただきましたもんで、基本的には自治法の関

連ですけれども、規定によりましてそれを採用させていただいたということが、まず１点で

ございます。 

  それから、中国友好推進委託料補正の使い道といいますか、扱いということでございまし

たが、全協の方でも説明をさせていただきました。この補正額については、今回の市場開発

の1,000万円というものを全額減額するという方法をとらせていただく中で、減額を明確に
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したいというようなことでございます。その中で、委託料の中で、当初、市場開発調査研究

事業で計上しております600万円をすべて減額したというようなことが、ここの委託料の中

でも明確になるようにとの考えの中で、この中でも一部流用して執行させていただいた中国

訪問等の旅行会社への委託金額ということで、135万3,000円をあえて計上いたしまして、そ

の委託料の中で使途が明らかになるといいますか、明確になるような形で特殊な方法であり

ますけれども、135万3,000円をあえて計上してございます。 

  中国市場もあったですね。 

○議長（板谷 信君） 今のあれで、今の1,000万のあれでね、中国友好推進。 

○企画課長（森下睦夫君） 一応以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） ただいま御質問の中に市場開発調査研究につきましてのプロジェク

トチームとしての見解というようなことでいただきましたんですけれども、市場開発調査に

つきましては、３月当初におきまして御議決をいただいた中に、茶業関係の方々の意見を参

考というんですか、そういう中で執行に当たってほしいというような御意見もいただいた中

で、６月から８月にかけて４回のプロジェクトチーム等の中でも協議検討を経た中で、９月

に提案をさせていただいたわけなんですけれども、やはりその中でも議員さんの中から茶業

関係等のそういうお話し合いとか、そういう部分についてはまだまだ至ってはいないのでは

ないかというような御意見等もいただいた中、やはりそういう中で詰めの部分で甘い部分が

あったという反省の中に、その９月においての当初の予算計上の予定を見送りまして、それ

から以後、茶業関係の方々との御意見調整ということをまず優先ということでさせていただ

いたわけでありますが、その間におきましては11月、９月から11月、これは中旬までの間に

プロジェクトチーム、また何回か検討させていただいた中で、11月の後半、29日かと思いま

すけれども、そこから茶業に関係する方々、また、商工関係の方々とか一体的な形の中で御

意見をいただいて検討もいただき、12月、１月と検討の中で最終的なところで御意見等の調

整ができたという、こちらの判断の中で今回補正の方をお願いしたというところでございま

す。 

  議員御指摘のように、非常に混乱した中には私も反省をしております。ただ、これは長く

継続、非常に茶業、川根本町にとって非常に重要な産業でもありますので、こういうことも

反省の材料として23、24の中でぜひこれを挽回できるという言い方はおかしいんですけれど

も、これ以上に展開できるように今後検討して、また皆さんの御意見を伺いながら、先ほど

も言いました茶業関係の方々にも常時ですとか、これからお話し合いをしながら23、24の執

行に当たって、それを生かしていきたいと思っております。 

  以上であります。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） どれからいきましょうか。地域自治振興基金の簡単にいきますと、
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簡単というか単純にいきますと、４月からの1,000万の二重計上の件ですけれども、そんな

ことしなくて、なぜ繰越明許ではいけないですかという質問を１点しておきます。繰越明許

にしておけば、そういうような問題は生じないということでございます。 

  それから、委託料の600万円から流用してあったということが今、述べましたけれども、

その答弁の中に特殊な方法というようなことがございましたけれども、特殊な予算のからく

りというか、特殊なこれは技法だというようなことがありましたけれども、監査委員がお見

えですので、それは許されるものかどうか、予算が決まらない前に、もう使っちゃった予算

をこれ補正予算に上げているんですよね。そこら辺を聞きたいというのが、もう２点目。 

  それから、はい、そこでお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 議員の質疑の中でございますけれども、どうして繰越明許をしな

かったのかという御質疑だったと思いますけれども。 

（「繰り越しではなぜいけないのか」の声あり） 

○総務課長（西村太一君） ごめんなさい。繰り越しではなぜいけないのか。繰越明許をどう

してしないのかということだと思いますけれども、議員がおっしゃるとおり、繰越明許は可

能でございます。繰越明許をするか、それとも減額してその分の、その分というか、当初予

算に上げるかということで、かなり我々の財政の方とも検討をさせていただきました。 

  内容的に大きく分ける２点ございますけれども、まず最初に、先ほど来申し上げました９

カ所の地域、例えば大間地区をはじめまして、すみません、大間地区じゃなくて、接岨地区

をはじめまして、９カ所の地域が、まだ事業内容が確定をしていないというのが、まず１点。

その前に限度額が、それじゃ、決まっているじゃないのかということですけれども、確かに

限度額は決まってございます。ただ、限度額は決まっていてもあくまでも大枠でございまし

て、その地区、地域における事業内容もまだ未定でございますので、それに対するその事業

が23年度まで継続をするよということであれば、繰越明許がこれは非常に妥当な線じゃない

かということでございまして、とりあえず必要なものだけ、全体の中から必要なもの、交付

決定を受けたものと、それから、これから出てくる予定があるものを見込んで減額をさせて

もらったという理由から、繰越明許よりも必要なものだけとって減額をし、23年の当初予算

に計上するのが適当な方法じゃないかという判断をさせていただきました。それが、その理

由でございます。 

○議長（板谷 信君） 監査委員の方の……。 

○５番（小籔侃一郎君） そういう会計手法が許されるか、どうか。 

○議長（板谷 信君） 監査委員は、この議案の提案者にはなってないので、例えば例月出納

とか決算報告にはできると思う。そういうことで御理解お願いします。 

  ３つ目、３回目の質問ありますか。 

○５番（小籔侃一郎君） 頭が相当こんがらがってきましたけれども、新聞に記者発表のとき
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のこれ、あれだと思うんですけれども、2,700万円分の計画があるという発表をされたよう

ですけれども、自治振興基金ですね。これは広報に載っておりますから、多分そうだったと

思うんですけれども、３月31日時点で1,500万を上回る可能性というのはどうかということ

を１点聞きたいと思います。 

  それから、ブロードバンドのことで言いますと、もう自治振興基金は事業要鋼もしっかり

決まって、それを使って２年にわたり事業を行うという趣旨でございましたので、繰り越

し……。 

○議長（板谷 信君） いいですか。２回目の質問のときにブロードバンドは入ってなかった

ので、３回目ではできません。総括質疑……。 

○５番（小籔侃一郎君） １回目のときに入っていて……。 

○議長（板谷 信君） じゃなくて、２回目も入ってませんでしたね。 

○５番（小籔侃一郎君） そういうことですか。 

○議長（板谷 信君） そうです。 

○５番（小籔侃一郎君） はい。 

○議長（板谷 信君） そうです。 

○５番（小籔侃一郎君） そこら辺は理解しておりませんでしたけれども、それでは、今の件

についてお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 答弁をお願いいたします。副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） 地域自治振興事業交付金のことでお答えをさせていただきます。 

  全体計画の中、2,700万円余の計画が出ているということでありますけれども、まず最初

に、この要綱等もごらんになっているか思いますけれども、この地域自治振興事業交付金に

ついてでありますけれども、5,160万というのは、いわゆる限度額を明記してあるというも

のであります。こういう中において、主体として地域自治会ですけれども、こちらが22年度

及び23年度に限り実施する事業という形に対して、この限度額の交付金を交付するという定

めをしてあるものでございます。この中で22年度に実施済みのところが11地区あったと、そ

れから、23年度にやりますよというところが14地区あったということで、その中に、その中

で金額的にある程度の計画数値を出されたのが2,700万ということで御理解いただきたいと

思います。 

  ９地区については、22年度に行うか、23年度に行うかということも、まだ意思も表示がな

いという、いわゆる未定地区でございまして、これについて例えば22年度の中ではこの９地

区の部分が1,188万円の限度額があったということの中で、執行率として90％を掛けた中で

1,000万円が今後まだ22年度、あと予算編成のときにおいては２月から３月ということにな

りますけれども、この中でいわゆる事業計画等が、22年度の計画がなされる可能性のある金

額であるという形で計上をさせていただいたものであります。実施したものは587万5,000円

ということで、これらに合わせてさせていただき、なお、先ほど来にありますけれども、23
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年度の部分という部分、この部分でありますけれども、本来であれば６月補正でやるのが通

常の予算テクニックであるかと思うんですけれども、この自治振興、地域自治振興事業交付

金は当初23年度を目途としたいと思っていましたけれども、地域の強い要望という中で22年

度、いわゆる１月からの実施という形の中で、なおかつ事業として22年度に587万5,000円の

実施もございますということをかんがみますれば、４月から６月というようなところにも当

然その計画等が出得ると、また早急にこの22年の実績、備品等というような早急な実績等も

ある中では、当然考え得ることであるというふうなことの中から、７月からの交付等も視野

に入れた中で政策的に行わさせていただいたというものでありますので、御理解いただきた

いと思います。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君の質問は既に３回になりましたので、質疑を終わります。 

  ほかに質疑はありませんか。９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 一番最後の方になってしまったもんですから、ほとんど重複すると思

いますけれども、まず２款１項８目10節の地域自治体交付金4,088万8,000円の減額補正、こ

れ、先ほども質問がたくさんありましたけれども、計上根拠は何ですか。それと、年度内の

申請のために据え置いた1,000万の積算根拠も教えていただきたい。 

  それから、交付金の額もオーバーした工事等の分野別の取り扱いはどうするのか。先ほど

答弁にございましたけれども、限度額があって、限度額がないというのは、これは問題です

よ。5,676万3,000円という枠は、平等割と、いわゆる個人割でぴしっと出した、これはもう

限定額でしょう。ですから、そこでオーバーして申請しているのがかなりあると思うんです

よ。その辺の現状と、その限度額がこれはある程度目安だなんていうもんじゃないですよ、

これ12月に補正で議決しているんですからね、そういう考え方でやっていると困りますよ、

はっきり言って。 

  それから、総務企画費の情報通信基盤整備事業の繰越明許4,300万ですか、これは減額補

正するのが当たり前です、これ。要するに、いろいろへ理屈つけますけれども、工事協定を

あれでしょう、検討委員会にいっているのは、それが継続ですか。まだいつかわからないで

しょう。だから、これ何もかたくなになることもなしで、減額補正して、それでその次の段

階で物を考えていくというのが一番ベターではないかなと私は思いますけれども、その点。 

  それともう一つ、２款２項３目の先ほど答弁ございましたけれども、この135万3,000円を、

何で600万減額するのに、これ新たに135万、これもう執行済みのものをちょっとたるんでな

い、行政。へ理屈ばっかり言っているだけで、こういうことやって、これでいいだろうと思

ったって、本当にいいだろうと思ったんです。特別なこれ手段、執行手段だなんて考えてい

ると、これはもうレベルが高いんですよ、はっきり言って。私は素人ですから、もうその積

算の難しいことはわからないですけれども、要するに、だから、こんなにたくさん当初予算

の３月から６月の補正、９月の補正、12月の補正と、そのたんびにこういうの出てくるんで

しょう、二重計上とかいっぱい。だからね、１回、２回、人間というのは間違いありますよ。
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だけれども、ある程度予算計上する前に、組み込む前にちゃんと正当性を持ったやり方とい

うのもあなた方知らないわけじゃないでしょう。それでなきゃ、議会を少し甘く見てるんじ

ゃない。僕はそう思いますけれども、この４点ちょっとお答え願います。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 私の方につきましては２点ほど御質問があったわけですけれども、

まず第１点目としましては、御質疑の中に据え置いた1,000万円の積算根拠はあるのかない

のかという御質疑だったんですけれども、これは先ほど来、副町長からも答弁がありました

けれども、１月中旬現在の自治会のまだ定まってない限度額が1,180万円を示しておりまし

て、その90％分の1,000万円分でございます。 

  それから、２点目に、限度額があってないとはおかしいじゃないかということですけれど

も、それについて私どもの方では申してございません。確かに限度額は5,676万3,000円が限

度額でございます。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 市川議員の方の中で、やはり繰越明許の関係が質問にございまし

たのでお答えをしたいと思いますけれども、先ほど来からの答えになってしまいます。これ

は町の考え方としてですけれども、地方自治法の第213条第１項の規定がございます。その

中で繰越明許という方法をとらせていただいたわけです。この中身といたしましては、先ほ

ど言ったように予算が成立しての事業を執行する中で、その年度内に事業が終了しない見込

みとなった場合、予算を翌年度に繰り越して執行することができるというような規定がござ

いますので、それを繰越明許の手続をとらせていただきたいということでお願いをしている

ものでございます。 

  それから、市場開始調査研究事業の委託料の600万の減額の理由ということでございます

けれども、平成22年度の当初予算に市場開発調査研究事業を計上した際、茶価低迷が続く中、

何か手を講じなくてはと提案したものでありました。中国という今まさに高度成長を続ける

市場については、大きな販路拡大のターゲットであると考えまして、国内中国のエージェン

ト等の委託料として600万円を計上したところでございます。しかしながら、関係者の意見

をよく聞き、内容を十分検討してからの執行という議会からの御指導によりまして、これま

で役場内でのプロジェクトチームの結成、また関係団体との協議を重ねてきたところでござ

います。 

  こうした中で、当初掲げた事業費1,000万円、うち委託料600万円は全額を減額しまして、

平成23年度に予算を計上する事業を関係団体と連携しながら、４月以降、円滑な事業を推進

する中で、よい効果が得られるんではないかと考えております。よって、今ある600万円と

いう金額を一度、全額を減額しまして、23年度によいスタートができるために平成22年度で

すべきことを改めて補正予算に計上して、今回の予算計上という形になっております。 
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  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） 地域振興事業交付金の御質問の中にもあったかと思うんですけれど

も、1,000万円のところでありますけれども、先ほどの小藪議員のところでもちょっともし

かしたら、僕、言い間違えたのかもしれないんですが、９地区、未定の９地区の総額

「1,188万円」と申し上げたかもしれませんが、1,118万円、これに対して90％執行率掛けて

1,000万円ということで御理解いただきたいと思います。間違えて言いましたら、訂正させ

てください。すみません。 

○議長（板谷 信君） はい、市川さん、何か答弁漏れあります。 

○９番（市川昌美君） 135万3,000円っていうの、これどうして600万減額したって言ったじ

ゃん。 

○議長（板谷 信君） 135万3,000円、この補正だね、増額補正の部分ですね。企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 委託料の件のところだと思いますけれども、この委託料について

は市場開発調査の方で、先ほど言ったように600万円というものを計上させていただいたわ

けです。それで今回のそこの委託料の節の中では、最終的には404万7,000円の減額補正をお

願いする補正予算の提案となっております。その中で、その当初600万というものを非常に

大きな金額でありますので、その金額を明確に減額したということをお知らせをするという

ことと、日中友好関係費で今までに流用させていただいた金額を新たに、ここの委託料の中

で135万3,000円という金額を計上いたしまして、既に執行させていただいてあるんですけれ

ども、日中友好関係経費というものの中で135万3,000円というものを明確に説明をしたいと

いう中での金額の計上でありました。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 大勢の方の質問で苦しい答弁ですよね。600万が見えるように、その

まま減額して、それで135万3,000円を新たに計上した。テクニックですか。これ全体的に予

算の傾向ですよね、これ。こういう状況でやっていると、だから、こういうふうな、これ県

でもどこでも影響しますよ、これ。交付金でも何でも。もっとちゃんとやらないと、難しい

ことじゃないですよ。ちょっと間違ったら、全協あたりで差しかえも可能じゃないですか。

だから、それ全面的に変えなくてもできる話ですから、本当にやはりある程度その人が言っ

て、ああ、なるほどな、こういう方向への傾斜している話かなというときには、傾斜した方

向へ訂正した方がいいんじゃないかなと僕は思いますけれども、これで質問はやめますけれ

ども、全体的に私も前の議員たちの質問聞きながら、こういうことをずっといつまでもいつ

までもやっておると、最終的には川根本町のためにはなりませんから、今後善処していただ

きたいと思います。町長どうですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 
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○町長（佐藤公敏君） 自治振興事業、繰り越しにするか、あるいは新年度の当初に組むかと

いう部分の話でございますけれども、繰り越しとした場合は、もしかしてこの補正予算を組

んで以降に出てきた場合に、その部分が幾ら出てくるかわからないわけですよね。そうしま

すと、その３月までに執行するかもしれない、その部分を繰り越していく可能性が出てくる

と思うわけです。そういう意味で、22年度中に執行した部分が繰越明許の中に入っては、む

しろおかしいのではないか、そういうことから1,000万ですか、をダブル計上ということで

ございますけれども、その部分については、例えばダブルというお話ですと、その例えば当

初予算組むときに、例えば臨時交付金がありますよね。臨時交付金があったときに町の当初

の中に組んだけれども、それを前倒しで臨時交付金で組もうということでダブル計上した例

というのは今までにも幾つかあるわけであります。そういう意味で、ダブルの部分について

は御了解をいただきたい。しかも、その各区に交付する部分については交付要綱があって、

各地区ごとに上限が決められておりますので、それを超えて支出することはないわけです。

そのダブル計上することによって、その予算が実際以上に使われるということ、そういうし

っかりした措置がされているという中で御理解いただきたい。例えば先ほどの臨時交付金等

が出たときに、当初等に計上した部分が前年度に繰り越しという形で補正予算で組まれると

いうことでダブルの部分になる部分についても、そのすぐ後の補正でしっかり補正を組むと

きにもしっかり説明をしておりますし、補正のときには削っているわけでありますので、そ

こは間違いのないようにしっかり執行していくということでございますので、御理解をいた

だけたらというふうに思います。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） ２番、太田です。ブロードバンドの関係の繰り越しはどうであっても、

状況説明というのが全く伝わってきてないですよね。ですから、振り返ってみますと、去年、

基本設計はやったにしても、それから、詳細設計に入る段階でいろいろ紛糾して、それで検

討委員会へと移行してきたわけですね。１つ大きな節目をそこでつくっているわけなんです

ね。多分、検討委員会の検討委員のことは３月いっぱいで終わるというふうに、この前も聞

いていますけれども、その途中経過も検討委員のそういう、どういう結論が導き出されてい

くだろうかという予測も全く報告のホの字もないわけですよ。数字だけを明許でも暗許でも

何でも、とにかく節目節目をつけて23年度で何をやっていこうかという事業が見えてないも

んですから、その繰越明許の内容をと、こういうふうに質問しているんですけれども、事業

としては大筋では継続するんだけれども、この検討を踏まえて６月で終わって、町長は前に

は意向調査をやってというような手順を述べられておるわけですよ。そうすると、その次に

来る事業というのはどういうことを予測して考えているのか、その辺が説明がないと、繰り

越していく意味、趣旨というのは見えてこないところに納得性も理解も得られないところが

あるように思うんで、その辺をもう少しわかる範囲でお答えいただきたいなと思うのが１点。 

  それから、自治振興の件は、去年の12月にかなり要綱の変更を迫ったり、それから、12月
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にそれを補正で通したにしても、年明けで２月になると、もう区長さんの交代が始まるよと。

事業計画といろいろなことが混乱してくるので、どういうふうにして繰り組むんですかとい

うこともかなり私しつこく内容を尋ねて、当局の取り組み方には相当厳しい姿勢で臨んでほ

しいという期待を込めてお話ししてきたつもりなんですが、この5,600万のわずか３カ月前

に予算をつくっといて、１割しか執行しない。それで、見通しはこんなふうだって言うんだ

けれども、実際にはこれはあのときにばらまきじゃないかとか、行政の仕事の押しつけじゃ

ないか、丸投げじゃないかというところまで私、言ってきたんですけれども、この12月の補

正が決まってから今日まで、これを預かってきた行政当局は各区長さんとか事業部長さん、

会議の方々に対してどの程度わかりやすく説明をして、この事業の推進を図ってきたかとい

うことを尋ねたらば、１割しか努力していないという評価でいいのかどうか、そういう点を

どう考えているかをお聞きしたいと思うんです。 

  もう１点は、去年からずっと続いてきているのは、お金の余り方、剰余金の使い道につい

て、使途について繰上償還から始まって、そのことの使い方、どういうふうに有効に使って

いくかということを基本的な考え方、ポリシーがないから、いつもどたばた劇をやっている

という印象でしか見れないんですよ。だから、剰余金の有効な使い方についての考え方とい

うのが軸ぶれしているんじゃないかと、あれを出し、これを出したりして、その辺をもう１

回町長にお尋ねしたいと思います。その軸がぶれないように、どたばた劇が起こらないよう

なしっかりした考え方を前面に出さないと、これは町の町民のためにはなっていかないよう

に思うんですよ。きょうも時間かかりましたけれども、その辺の説明とか、経過というもの

がぴしっと踏まえた上での数字のとらえ方というのが表明されていないように思うんで、全

体的にそういったことをお答えいただきたいなと思います。 

  このままいきますと、お金の使い方ということは非常に重要なんで、どういう扱いにする

かというレベルの問題じゃないと思うんですよね。ぜひそのことを踏まえないと、この自治

振興費のことにつきましても、もう既に各自治会では区長の交代と役員交代が始まって、引

き継ぎはやると思いますけれども、各区長さんでは、この自治振興交付金のことについての

引き継ぎ内容というのは非常に不十分なんですよ。だから、現場の自治会の、老齢化してい

る自治会のお年寄りの役員さんが多い中でどういうふうに対応するかということを私お話し

してきましたけれども、そういうきめ細かな配慮がなされてないというのが実感だと思うん

ですが、その辺を含めて今の所見をお答え聞きたいと思いますので、お願いします。 

○議長（板谷 信君） ３点、町長。 

○町長（佐藤公敏君） 順序がちょっと狂うかもしれませんけれども、まず、ブロードバンド

事業については、先ほど申し上げましたように、22年度当初で予算を御決議いただいたわけ

でありますけれども、その中で基本調査と基本設計と、それから、詳細設計等に分けた。分

けたということはその基本設計が終わった段階で説明を申し上げて、いろいろな意見が、当

初いろいろな意見があったものですから基本的に分けたというのが１つありますけれども、
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その後にその基本調査、設計が終わって、町内の説明会に伺った。そして、もちろんその前

に議会の皆様方にも御説明をして、なかなか議論が分かれたというのが１つございまして、

その後に検討委員会をつくって、そこでしっかり検討しようではないかということで来たわ

けであります。 

  しかしながら、このブロードバンド、これは町民の皆様全体どうかはわかりませんけれど

も、ブロードバンドそのもののこれからこの町をつくっていく上で、その情報基盤を整備し

ていくことは必要だろうということについては、まあまあ御了解がいただけているのかなと。

それをどういう形で整備していくのかなという部分での検討委員会というふうに思っており

ます。そのときに、この事業は引き続いているという認識の中で今回繰り越しをさせていた

だいた。その繰り越し部分については、22年度当初で認められた部分の基本設計部分を控除

した額、残りを最大マックスを確保したということで繰り越しをさせていただきました。 

  それから、地域振興事業につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、繰

り越しするときに、その今の状況であれしますと、22年度で実施した部分が繰越金の中に含

まれていく可能性があるというふうに思うもんですから、その部分については当初に計上し

た方がいいんではないかということであります。この間にいろいろな形で区長さん、ちょう

ど今の時期は代わる時期でもありますので、それぞれの各区長さんが相談をし合って、その

中で３月までに実施できる事業ということで、23年度事業についての計画が入ってきている

地域もございますけれども、22年度中に完了できる事業ということが主に出てまいりまして、

全く計画できなかったところが1,000万ちょっとあったということでございますけれども、

これから区長さんが代わって、じっくりその23年度事業については検討するということで、

中身は総務課の担当に、その事業の説明に来ていただきたいというような地区もございまし

て、説明に行ったり、そういうことで何とかこの事業が有効に活用できるようにということ

で取り組んでいるところであります。 

  それから、いろいろな面でぶれているんではないかということでございますけれども、私

としては、その、何とかこの町の活力を取り戻していくということで、いろいろ計画をさせ

ていただいております。殊に地域振興事業につきましては、12月、その前の段階でお話しは

してきましたけれども、唐突な感じがあったのかもしれませんが、これからのこの川根本町

のまちづくりを考えたときに、いわゆる地域主権という時代はそれぞれの地域で、それぞれ

の地域の皆様がまちづくりに参画していくと、そういう仕組みをつくっていくことが極めて

大事だろうというふうに思っているわけであります。 

  そのような中で、今までにも地域での生涯学習ですとか、そういうことをやってまいりま

して、その地域住民の皆様方の意識がかなり高まってきているのではないか。それから、コ

ミュニティを大事にしようという動きの中で、いろいろなイベントですとか地域の鎮守のお

祭りですとか、そういうものも見直したり再考しようというような動きも出てきているとい

うふうに思っております。そのような中で、その地域にどういう応援ができるのかというこ
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との中から、今、地域振興交付金事業、こういう事業の中でその地域としても今まさに、あ

る意味で正念場というふうに認識しておりますけれども、考えるきっかけになればというこ

とで、22年度については予算計上した部分のごく一部しか計画が上がってきてない、実施し

てないという状況ではございますが、これから事業計画が上がってくるという中で、恐らく

予算限度いっぱいに使用されるんではないかなというふうに思っております。 

  また、これは地域の負担金の部分にも使えるということでございますので、地域で創意と

工夫を凝らすことによって、さらに大きく活用できるというものでございますので、皆様も

それぞれの地域で有効に活用できますよう、御助言いただけたらありがたいというふうに思

います。よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） ブロードバンドの基本設計、終わっているんですけれども、検討委員

会やってますが、もう一度基本設計やり直すという考え方が出てくるんじゃないかなと思い

ますし、先ほどの説明ですと、詳細設計の内訳は電柱とか引き込み線とか、そのための手続

ということになっているもんですから、そのような事業項目というか内訳で繰り越していっ

て説明がつくのかどうかというのは、やはり根本的にクエスチョン持つんですよね。ですか

ら、基本設計をやり直すようなことも考えられるかどうかということもお聞きしておきたい

と思います。 

  それから、自治振興の交付金の方は、行政側が忙しいというか、悪く言えば怠慢というか、

高齢化していますから、町全体も自治会の年齢層も、こういうものこそ出前か出張、自治振

興相談会でも出かけていってやるようなことを企画して、呼び起こし、呼びかけてやるとい

うような姿勢がないと、お金の数字が無機質で何もぬくもりのない事業経費というふうに、

予算というふうに映っちゃうんですよね。くれぐれもその辺をお聞きしたいと思います。し

つこいようで悪いですけれども。それを踏まえないと、私は極端に言うと、23年度が始まら

ないというぐらいまで考えるんですけれども、ぜひとも剰余金のことでいろいろつつかれた

り騒がれたりしますけれども、やはりそこら辺の気持ちのこもったところの答弁がないと、

はい、そうですかとはなかなか言い切れないと思うんで、もう一度その辺をお聞きしたいと

思います。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） ２点目の御質疑でございますけれども、もっと具体的に言います

と、もう既に全体枠を計画している地域が10カ所ほどあります。あと、まだ今のところ交付

決定をされて、まだ残っている地区もあります。そういうような形で、もうかなりの自治地

区から計画も出されてきておりますし、ただ、これは見積もりの額で出てきておりますので、

実際に入札なり、実際に見積もりとると数字が違ってくるかと思いますけれども、既に計画

が出されております。その中で、先ほども町長の方から答弁ありましたように、お出前、お

出かけ説明ですか、をやっているところもありますし、必要とあらばぜひとも担当の方に来
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てくださいよということで、説明を求める場合にはお電話いただければ、いつでも行きます

よということで申し上げてございますので、それらの対応はさせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） ブロードバンドの部分、だれか。企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 議員の方で先ほどの中で検討会をやっている中で報告の関係もち

ょっとお話しがあったと思いますけれども、全協の方でお話しをさせていただきましたので、

ただいま推進検討委員会の方でそれぞれ検討していることについて、確認されたこととか、

その確認事項を幾つか報告ができるようなことは報告をさせていただくというようなお約束

をしましたので、それは３月中に行いたいと、こんなふうに考えております。 

  その中で、検討委員会の方で先に12月の第１回目のときにもお願いをしたとおり、検討委

員会の方は原田議員さんからもよく質問がございまして、決定機関じゃないんだよというよ

うなことで、私もそういう項目を挙げて確認をしていって、その確認事項を提案していただ

くようなことにした、決定機関の方に、議会の方にといいますね、そういうふうなことでお

願いをしてありますので、その項目を先ほど言ったように確認されたことは報告をさせてい

ただくように考えております。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） ブロードバンド事業でございますけれども、まだどういう方向で整備

するのかということについては、これから変わっていく可能性があるということの前提の中

で、最大マックスというところで繰り越しをさせていただいておるもんですから、そこの部

分でひとつ御理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（板谷 信君） いいですね。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  大分おなかもすいてきたんですけれども、長い討論になるかもしれません。なぜかという

と、短くまとめてきたんです。ところが、ただいま大勢の議員の方への答弁を聞いていて、

これは簡潔に言えないと、メモも、本当に読めないぐらいのメモをいっぱい書きました。そ

ういう中で討論をさせていただきます。 

  今回提出された補正予算は、総額１億1,384万円に上る国の交付金で、１億7,000万近い事

業、生活改善センターや地名農林業センター、自然休養村管理センター、町営住宅などの維

持改修工事及び水道事業特別会計の工事費の繰り出し、小中学校の全教室へエアコンの設置
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や各校50万円ずつの図書購入費の交付などが計上されていて、そのほかにも事業実績による

精算に基づく財源や地方交付税の5,500万円近い追加交付、それから、ＴＯＫＡＩ－０への

国・県補助の増額で耐震補助枠の拡大、また12月議会などで既に予算化してあり、これから

発注となる繰越明許の土木事業も相当数に上り、また、子宮頸がんやヒブ乳児肺炎球菌ワク

チンへの県補助創設による補助増額を受けて、当町では先進的に自己負担ゼロ化の取り組み

の予算計上など、町民の命と暮らしを守る行政の姿勢が示された内容だと判断していました。

町内の商工業者にとっても本当に元気が出る内容ではないかと考えていました。 

  しかし、全協や先ほどの質疑でも、ほかの議員から厳しい指摘がされた地域自治振興事業

交付金の4,000万円余の減額についての説明では、要望が大きなものは間に合わなくて備品

購入などで決定した500万余のものと、プラスこれから申請が出る1,000万円を残して減額を

するという説明でした。これに対して、私は要望が少なかったのは、このことについて新聞

でも１割の要望しかなかったということで、１割の事業執行と載ったんですかね、１割とい

うことで、いかにも１割しか、この地域自治会振興交付金事業が年度内にはされないみたい

な新聞記事が出されたわけですけれども、私はこの地区からの要望が出されなかった理由と

いうのは、集会所の修繕の補助の裏に充てることを認めたことで、これは大きな事業になり

ますし、町の補助もつく事業ですので、町の補助裏ということで予算化というか、計上がで

きないということで、申請ができないということで、私は執行が大変低くなったのではない

かと考えています。 

  そして、区としては、やはりそのことを考えると、区としてこの補助裏、集会所の補助残

に対して、この地域自治会振興交付金を使うということは、いかに区にとって集会所の修繕

の負担金が重いかという、私はそのあらわれだと思います。せっかく町は地域の活性化のた

めにと思って、この交付金事業を計画したわけですけれども、本末転倒な、その地区の集会

所の負担金を、割合を見直すとか、なくすとか、そういうことはやらなくて、そこにも使っ

ていいですなどという、そういう最初の説明とはちょっと違った範囲を拡大しましたという

ふうなことで、振興交付金がそういうことに使えるようにしたということで、私は自治会か

らの申請が大変遅れているのではないか、簡単に買える備品ぐらいしか、少額なものしか出

せない状況になっていると思います。 

  そのことと、それから……、それなのに、先ほど最初の条例改正のときに質問しましたけ

れども、当局は、この地区の負担については見直さないと、こういう答えをはっきりしまし

た。この点に対する納得できないということが１点。 

  それから、ブロードバンド事業の繰越明許費扱いに対しても事業が見えてこない。町の計

画への反対が多い中で、住民感情を逆なでしている処理の仕方ということで、必ずしも財政

法に違反するやり方とは言えないというか、言うことは私はできないんですけれども、やは

り住民の皆さんが今、このブロードバンド整備事業に対して不安をたくさん抱いている。当

局からはその方針がまだまだ出せないほど議会の了解もとれていない。ましてや、検討会で
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も議論がスムーズに進んでいない。そういう中で当初予算で見込んだ、先ほど原田議員から

ありました16.6億円の事業に対する詳細設計、残りの詳細設計部分が繰り越されるというこ

とについては、やはり住民の間から今後、まだこの事業をそのまま各家庭まで端末を入れる

というやり方で行政はやるのかという不安の声が広がりかねないんじゃないか。もっと住民

の方々が納得できるような状況をつくって予算化をすべきだと私はそう思って、そのまま繰

越明許にするということに、かえってこの事業が住民のため、行政が考えている住民を守る

事業に使えるのかという点では、本当に住民の人たちの合意を得ることがますます難しくな

るのではないかと思えて仕方がありません。 

  それから、もう１点は、温泉事業特別会計の4,220万円の繰出金についてですけれども、

質疑への答弁から源泉が枯渇するまでは供給するという答弁がされました。私は、この答弁

を聞いて本当にびっくりしたんですけれども、町長はこの調査をするとき、1,300万円の調

査を委託をするときに、今回だけとにかくやらせていただきたいというふうなことを言われ

ました。私ははっきり覚えているんですけれども、それで１回やらせてもらい、今やめると

いうことでは利用している旅館の方々に申し訳ないから、１回はやらせてもらいたいと、今

後このような大きな修繕になることがあれば、そのときは廃止も含めて検討するというふう

に言われたはずです。それなのに、今、枯渇するまでは供給するという町の方針、初めて聞

いて私は本当に驚いたんです。ということは、枯渇するまで町は故障しても、故障しても、

この修繕を続けるんだと、この温泉の源泉供給を続けるんだと。その一方で、課長が安易に

口に出したことなんでしょうけれども、温泉の町の玄関の温泉なんだから、町の玄関と位置

づけて供給をするんだと、この温泉を活用し続けるんだというふうな、活用が必要だという

ふうな答弁がありましたけれども、決して川根本町には温泉が千頭から以北にあるわけでは

なくて、旧中川根でもありまして、旧中の梅島下の温泉は最初から確かに町民福祉、もし出

なかった場合は、わずかしか出なかった場合は、そのときの鈴木町長は、町民の福祉に使い

ますと言われましたけれども、それで、わずかしか出なかったから企画課で担当しているん

だと思うんですね、観光の方ではなくて、商工観光ではなくて。そういう状況で、梅島下の

温泉は、もうこのままの皆さんが持っていける人だけしか使えない。そういう状況のままで

置いておくのかと思うような、そういう答弁をされていること。 

  それから、この源泉が、千頭温泉の源泉がわずかな湧出もなくて多額なポンプを入れて、

ポンプは安くなったわけですけれども、高額な工事費でポンプを設置する。そして、ストロ

ー管を入れて温度を保つために下の方から吸い上げる、そういうやり方をするわけですけれ

ども、故障しないという保証はないと思うんですね。そういう中で、わずか３軒ですか、６

軒旅館がこの地区に、小長井と本川根地区にある中で、そのうちの３軒にしか供給を今現在

していないという、そういう状況なのに、今後も町民の貴重な財源を惜しげなくつぎ込むと

いうことに固執している、何の見直しも示されない、そういう答弁に対して、私は不公平だ

と、貴重な財源を、町民のみんなの財源を使うには本当に不公平で非効率な答弁だというこ
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とを黙認するわけにはいかないと考えて反対をするものです。 

  今回の補正予算が佐藤町長の命を守る公約に沿ったものもたくさんあって、さらには仕事

をつくる、町の業者に仕事をつくって、経営を何とか元気をつけたい、そういうことに力を

入れた内容であることは大いに評価をするものですが、支出の公平さ、効率性に対する考え

では行政トップとしての認識が甘いのではないかということを指摘をして、反対討論といた

します。 

○議長（板谷 信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。11番、髙畑君。 

○１１番（髙畑雅一君） それでは、議案第７号ですけれども、川根本町一般会計補正予算、

第４号に賛成の立場から討論いたします。 

  今回の補正予算ですけれども、国の緊急総合経済対策であります地域活性化の交付金、そ

れから、きめ細かな交付金事業、光をそそぐ交付金事業等の追加が主なものであります。そ

の中でも農林水産費では、きめ細かな交付金事業として茶業技術センターのＴ－ＧＡＰ対応

型の改修工事、それから、自然休養村の管理センターのトイレ工事も含まれております。商

工費、住宅費ですけれども、町営住宅の高郷団地、それから、桑野山団地、大島団地等の外

装工事、屋根の改修工事等も追加補正をしてございます。それから、教育費においては、小

中学校の図書の購入、それから、各中学校の空調設備の追加工事の予算も計上されておりま

すし、また、今この中で話題となっております繰越明許費のブロードバンド整備の詳細設計

費ですけれども、現在、検討会において方向性というのを検討しております。その結果を踏

まえての実施になりますので、詳細設計の繰越明許費については何の問題もないと、そんな

ふうに考えております。 

  それでまた、12月補正で計上されました地域自治会振興事業交付金の減額補正も含まれて

おります。この減額補正については、本年１月現在の地区の要望状況を踏まえて、３月まで

の駆け込み予測を予想し、対応できる金額を確保したという説明がございました。それから

また、平成23年度においても22年度に未執行があった場合でも、当初から対応できる予算を

確保するための予算を計上したとのことでございました。このことについては、今後適切な

執行管理が必要であることはもちろんでありますけれども、今回の補正の中には経済対策な

どの重要な事業が数多く含まれております。早期発注など、効果的な実施が図られるようつ

け加え、私の賛成討論といたします。 

○議長（板谷 信君） ほかに討論はありませんか。６番、原田君。 

○６番（原田全修君） ６番、原田です。 

  私は、この補正予算に反対する立場で討論をさせていただきます。 

  この大事な補正予算であるわけですので、当然大部分はといいますか、私がただいまから

申し上げるようなこと以外は、早期に対策をしていく必要があるだろうと思っておりますが、

ここの時点につきましては、やはりもう一度、再考を促すと、そういう意味でこの提案に対

しての反対討論ということであるわけです。 
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  まず、平成21年度の剰余金が６億円という、こういったこれもびっくりするような、そん

なついこの前、話がありまして、それも今となっては21年度の話ですから、許容せざるを得

ないということなんですが、その使い道としてどうなんだということで、当時も議論があっ

たわけですが、それで、その平成22年度の中で可能な限り有効にこの剰余金を使っていくべ

きだということから、町長御自身も積極的に使い方を考えていくという答弁もあったわけな

んですが、実際は今度のこの補正予算を見てみますと、そういった配慮がされておらずに、

ほとんどが平成23年度へ持っていってしまっていると。結果的に財政調整基金の繰り入れと

いうのは、むしろマイナスになっていると、今回はですね。本来は、これが相当プラスにな

っていってもらいたかったんですが、そういったところがなくて、トータルでいうと少し残

念な予算の内容にはなっております。しかし、今となってはといいますか、これをじゃ、新

しい事業を追加しろと言っても、これは今のところ難しいだろうと思いますので、この点も

今回の私の話の中からは外させてもらいますが、ブロードバンドの繰越明許につきましては、

これについては先ほど来、質問の中でも十分な答えがされていないという、そういったよう

なことから、これもやはり納得ができないということで、この繰越明許につきましては本来

は全額減額補正をすべきだというふうに思うわけであります。 

  私たちのこの町の一般会計予算の約30％にも相当する、この膨大なブロードバンド基盤整

備事業、こんなに大規模な事業を展開する、30％もの事業費を投入するようなブロードバン

ド事業を展開するような自治体は、全国見渡しても多分、川根本町ただ一つだけだろうと思

っています。ですので、いろいろな選択肢がある中で、十分な調整をして検討をして、それ

から最終的には決めていくべきだという、こういった提案を私は前々からしてきたつもりで

ありますが、こういったことがことごとく、なぜか曲げられた形の中で、これが進んでしま

っているというところに、実は大変な危機感といいますか危惧をしております。 

  それは、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、ビーム設計という会社がこれは設計

をしておりますし、16.6億円の事業も設計をしておりますし、4,900万の詳細設計費という

のもビーム設計であります。その22年度の560万と言いましたか、これが基本設計として使

われたということなんですが、これはもちろんビーム設計ですね。ほとんどがこういったと

ころの１社で大体進められているという、この提案をほとんどそのままそっくりこの議会に

も投げかけてきているという、もうちょっと自主性といいますか、自立性といいますか、そ

の主体性といいますか、そういったものをちゃんと入れた形で提案をしていただきたい。私

たちが、ここでうっかりしていますと、これはそのまま住民のところへ行ってしまう。これ

が結果的に住民への説明会であったり、あるいは住民懇談会のところでの当局の説明であっ

たりするわけなんです。ですから、もっと住民の意見を、あるいはその意見といいますか、

住民の感情といいますか、住民が求めている行政サービスというものをもっと分析した、そ

の上に立った同意をどういうふうに構築していくかという、そういう立場で、立ち位置で進

めていかないと、先にブロードバンドありきの形で、これをうまく使えば何とか生活が楽に
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なるかもしれないとか、楽しい世界が構築されるかもしれないみたいな、夢のようなところ

をそこに入れ込んでいって、そしてこれは必要なものだというような、そんなような言い方

をした、この推進の仕方というものは、やはり相当な疑問を持たざるを得ないということが

あります。 

  そういったことで、この繰越明許4,300万円は、それでは本当に必要なものであるのかと

いうことでお伺いしたところが、先ほどの話の中では、16.6億円の工事をやるという、その

前提で光ケーブルの天架をする電柱だとか、あるいは各家庭への引き込みをする光ケーブル、

こういったようなものを布設するためのその調査費だとか、あるいは設計書の作成だとか、

こういったところが4,300万円ですと、こういう話でした。これは明らかにそういった原案

を、ビーム設計の原案をそのままそっくり進めようとする、あたかもそれをもう政策誘導す

るかのような、そんなふうな思いもしてしまうような予算ではありませんか。 

  さらに、町長、先ほどこれは最大、4,300万円は最大調査費だと言われましたけれども、

実はこの内容を見ていきますと、この16.6億円の工事費は安くするために幾つかの工夫がさ

れているということなんですが、例えば大井川鉄道の鉄道敷にケーブルを敷設すると、これ

は安く上がるだろうとかという話がありましたけれども、こんなようなことをやっていきま

すと、これはケーブルといいますか、光ケーブルシステムそのものが根本を揺るがしかねな

い、はっきり言って非常に不安定なシステムになってしまう、危険性のあるシステムになっ

てしまうだろうということなんですね。最終的に、このブロードバンドシステムというもの

が、この町の単独のシステムであってはならないというふうに思います。要するに、現在Ｎ

ＴＴの黒電話と呼称します、各家庭に入っているこの電話ですね。こういった電話がやがて

ＩＰ化していく。ＩＰ化ということはデジタル化していく。そういったようなところへ向か

っていこうとしているときに、この我が町が自分たちの独自のシステムをつくっていってし

まうと、最終的にはＮＴＴのシステムと、この川根本町の独自のシステムがずっと将来とも

２本立てで進んでいってしまう。こんなような設備の二重化をするというようなことを実は

念頭に置いたような設計が4,300万円だと。しかし、これは最大値ではないと思います。で

すから、最終的にそういったような構築するシステムが仮に光ファイバーシステムで仮にあ

ったとしましても、最終的には非常に合理化された、例えばそのＮＴＴの方へ移管がされる、

譲渡される、そのような形でつくっていくような設計であれば、実は4,300万円ぐらいでは

とても済まないかもしれません。最大4,300万円と言いましたけれども、それはあくまでも

ビーム設計が提案してきた案に対する予算措置であろうと思います。 

  そのようなことから、とにかく今どうなるともわからないような、こういった調査設計費

を、これを繰り越す事業が、そういうテーマが存在しているから、これは事業の継続ではあ

りませんね。テーマが存在しているから、そのまま事業費を、予算値を繰り越すなんていう

ことは、これはやはりあってはならないことじゃないかと思いますね。ですので、そういっ

た意味でこの繰越明許、これが4,300万円というものがそのまま存在する限りは、私はこの
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原案に対しては賛成できないと、こういう観点で反対討論とさせてもらいます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに討論ありませんか。８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） ８番、中澤です。 

  それでは、私は議案第７号、平成22年度川根本町一般会計補正予算、第４号に賛成の立場

から討論いたします。 

  今回の一般会計の補正予算については、歳入歳出それぞれ１億1,107万3,000円を増額する

ものであり、その中の主なものは住民生活に光をそそぐ交付金事業、きめ細かな交付金事業

などの予算増額と地域自治会振興事業交付金事業などの予算の減額となっています。増額さ

れる交付金事業については、円高・デフレ対応などの緊急経済対策、このことにつきまして

は、先ほど髙畑副議長も賛成討論の中で言っておりましたが、そうした地域の活性化、そう

した交付金の活用により、地域の活性化を目的としている事業がたくさん含まれております。

また、この補正予算の中には社会福祉費、児童福祉、あるいは衛生費など、ワクチン等の接

種などに、住民に即必要な予算が組まれております。 

  ただいま反対議員の原田さんが情報通信基盤整備事業、このことについて反対しましたけ

れども、今、検討会が行われておるところでございまして、３月には、ある程度の方向性が

出ると私は見ておりますので、そこを注目して、このことについては余り触れたくないと、

こう考えています。 

  そうしたことで、予算計上の方法などに一部反対していられる議員もおられますが、それ

も多少私も理解できます。しかし、何といってもこの事業は、この補正予算、川根本町住民

にとって必要なものでありますので、そうしたことも含めて私は賛成といたします。 

○議長（板谷 信君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで討論を終わります。 

  これから議案第７号、平成22年度川根本町一般会計補正予算、第４号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第７号、平成22年度川根本町一般会計補正予算、第４号は、原案のとお

り可決されました。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時１４分 
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再開 午後 ２時００分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１０ 議案第８号 平成２２年度川根本町国民健康保険事業特

            別会計補正予算（第３号） 

○議長（板谷 信君） 日程第10、議案第８号、平成22年度川根本町国民健康保険事業特別会

計補正予算、第３号を議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第８号、平成22年度川根本町国民健康保険事業特別会計補正予算、

第３号の概要について説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ151

万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億8,943万2,000円としたい

ものであります。 

  これは、国保連合会の共同処理システムの新システム移行経費分担金と平成21年度の特定

健診等の実績に伴う返還金であります。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  国保６ページをごらんください。 

  第１款総務費、第１項総務管理費は、85万2,000円の追加です。これは、国保の各種業務

を行う、共同処理システムが新システムへ移行することに伴う、国保連合会への本町の分担

金です。 

  第11款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金は、66万2,000円の追加です。これは、平

成21年度特定健診及び出産一時金の実績により、返還金が生じたため追加をお願いするもの

です。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  国保５ページをごらんください。 

  第３款国庫支出金、第２項国庫補助金は、85万2,000円の追加です。これは、新システム

移行経費への財政調整交付金です。 

  第９款繰入金、第２項基金繰入金は、66万2,000円の追加です。これは国県返還金に伴う

ものです。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 
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  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第８号、平成22年度川根本町国民健康保険事業特別会計補正予算、第３号を

採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第８号、平成22年度川根本町国民健康保険事業特別会計補正予算、第３

号は、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１１ 議案第９号 平成２２年度川根本町介護保険事業特別会

            計補正予算（第２号） 

○議長（板谷 信君） 日程第11、議案第９号、平成22年度川根本町介護保険事業特別会計補

正予算、第２号を議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第９号、平成22年度川根本町介護保険事業特別会計補正予算、第

２号の概要について説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ329

万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億2,590万円としたいもので

あります。 

  今回の補正は、現在までの給付実績に基づき、今後の必要額と財源について精査し、増額

補正を行うものです。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  介護９ページをごらんください。 

  第２款保険給付費、第１項介護サービス等諸費は、27万7,000円の増額です。 
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  第２項介護予防サービス等諸費は、376万4,000円の増額です。 

  第３項高額介護サービス等諸費は、２万9,000円の増額です。 

  第４項高額医療合算介護サービス等費は、258万1,000円の増額です。 

  第５項その他諸費は、16万5,000円の減額です。 

  第６項特定入所者介護サービス等費は、24万7,000円の増額です。いずれも実績見込みに

よるものです。 

  第５款地域支援事業費、第１項介護予防事業費は、195万5,000円の減額です。 

  第２項包括的支援事業・任意事業費は、148万5,000円の減額です。事業の実績見込みによ

る減額補正です。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  介護５ページをごらんください。 

  第１款保険料、第１項介護保険料は356万8,000円の減額です。収入見込みにより減額する

ものです。 

  第３款国庫支出金、第１項国庫負担金は、６万2,000円の増額です。介護給付費の増に伴

う国庫負担金の増額です。 

  第２項国庫補助金は、221万6,000円の減額です。調整交付金の実績による減額と地域支援

事業費の見込みによるものであります。 

  第４款支払基金交付金、第１項支払基金交付金は、143万3,000円の増額です。介護給付費

の増による介護給付費交付金の増額と地域支援事業の減による地域支援事業交付金の減額に

よるものです。 

  第５款県支出金、第１項県負担金は、212万6,000円の増額です。これも介護給付費の増に

よる介護給付費県負担金の増額によるものです。 

  第３項県補助金は、21万6,000円の減額です。介護予防事業の減により減額と包括的支援

及び任意事業の増額によるものです。 

  第７款繰入金、第１項一般会計繰入金は、99万8,000円の減額です。介護給付費の増、地

域支援事業費の減に係る一般会計の負担分の補正をお願いするものです。 

  第２項積立基金繰入金は、667万円の増額です。介護給付費の増による一般財源の不足を

補てんするものです。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 鈴木です。 

  通告をしてあるんですけれども、少し事前に聞いてわかったことがありますので、そこを

外して質問１の３と５のところですね。19節の細節３と５について、まずお聞きします。 
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  細節３の地域密着型介護サービス費の１億950万7,000円を3,761万4,000円減額することに

ついて、34.3％の減と大きな減になっているわけですけれども、この理由。 

  それから、次、細節５の施設介護サービス費３億9,079万7,000円に対して1,883万9,000円

の増額、4.8％の増なんですけれども、この内訳をお聞きしたいと思います。 

  それから、その次の細節７の特定施設入所者生活介護サービス費367万7,000円に645万

9,000円増額で176％の増額になっているんですけれども、この理由についてもお聞きします。 

  それから、11ページなんで、あっ、ごめんなさい。今、聞いたのは９ページの部分です。 

  それで、11ページのところですけれども、２款４項１目の19節、高額医療合算介護サービ

ス等費100万円に2.5倍になる258万1,000円の増額について、理由などお答えいただきたいと

思います。 

  それから、12ページの５－１－１介護予防事業のところの13節、生活機能評価検査委託料

なんですけれども、408万9,000円を105万5,000円減額ということで、これもちょっと大きな

減額なんですけれども、その理由をお聞きいたします。 

  それから、同じページの19節の地域介護予防活動支援費助成金100万円を30万円減額する

のですけれども、３分の１の減額ということで、どのような活動への支援で、減額の理由は

何かということをお答えください。 

  それから、13ページの５－２－１の包括的支援事業及び任意事業費のところで20節扶助費

の細節１福祉介護手当660万円を102万9,000円減額するんですけれども、その内訳と理由を

お聞きいたします。 

  それから、歳入の方で５ページなんですけれども、１款１項１目の第１号被保険者保険料、

現年度分が356万8,000円減額になっていますけれども、特別徴収保険料で304万5,000円の減

額、普通徴収保険料で52万3,000円の減額ですけれども、この理由と対象人数は通告してい

ないんですけれども、もしわかれば教えてください。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） それでは、質問にお答えいたします。 

  まず最初に、地域密着型介護サービス費の3,761万4,000円の減額でございますけれども、

これはあかいしの郷の方でございますけれども、認知症対応デイサービスという事業を行っ

ておりますけれども、こちらの方の利用が非常に減っていると。通常のデイサービスの方で

認知症の方も見られているというようなケースが増えまして、そちらの利用が減っていると

いうことが１つでございます。 

  もう１点は、本川根の方に小規模多機能の施設ができましたけれども、これが４月予定だ

ったものが５月にずれ込んだというようなものが原因しております。 

  次に、施設介護サービス費の1,883万9,000円の増額でございますけれども、これは特養施

設とか老人保健施設ですね、こういったものの建設が進みまして入所が増えていると、計画

時点では予定してなかった施設等が建設されたというところで、そちらの方の入居が進んで
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おるというような状況でございます。 

  次に、特定施設入所者生活介護サービス費の645万9,000円の増額でございますけれども、

これは有料老人ホームなどの入居者の認可が受けられれば介護サービスが受けられるという

ことで、計画時点では24名ほどの予定をしていたんですけれども、12月現在ですか、48名の

利用があるというふうに非常に伸びていると、大きな伸びになっております。 

  次に、高額医療合算介護サービス等費ですけれども、285万1,000円の増額ということでご

ざいますけれども、これは介護保険と医療保険の合算の関係でございます。平成20年度の支

給分ですけれども、これは平成21年度に予定していたんですけれども、国保連とか後期高齢

者、広域連合のシステム、対応の遅れもありまして、実際は21年度はちょっと支払いができ

ないというような状況でありました。したがいまして、この分も平成22年度に支出というこ

とで今年度支出がかさんだためでございます。 

  次に、介護予防事業の関係で生活機能評価検査の委託料の105万5,000円の減額でございま

すけれども、これは特定健診時等に問診票を出していただいて、その状況から追加項目検査

を行うような、そういう形になっておりますけれども、そして特定高齢者を選定していると

いう状況でございます。健診の受診者は1,300人予算確保しましたけれども、受診が836人に

とどまったということで減額ということでございます。介護保険の関係の制度改正がござい

まして、来年度につきましては生活機能チェックのみで介護予防の対象と、そういう選定が

できるというようなことがありますので、来年度は範囲を広げまして実施していきたいと考

えております。 

  次に、地域介護予防活動支援費の助成金の30万円の減額でございます。これは、各地で介

護予防に取り組んでいただいている団体に対して、５万円限度の助成金を交付する制度でご

ざいます。ひとり暮らしの老人の見守り訪問とか、集会所等に集まっていただいてレクリエ

ーションゲームとか、そういった事業を行っていただいているというような団体で、町内20

団体ほど予算を計上しましたけれども、主なものとしまして赤十字奉仕団11団体、そのほか

ボランティアグループの３団体と、こちらの14団体の支出ということでございますので、全

員の控除分を減額させてもらうというものでございます。 

  次に、包括的支援事業及び任意事業費の中の福祉介護手当でございますけれども、102万

9,000円の減額ということでございます。年度当初75人分の予算を計上いたしましたけれど

も、現在の状況でございますと64名ということでございます。死亡された方とか施設入所や

入院されたため減少したということで不用額を減額させていただくということでございます。 

  次に、歳入の部分でございますけれども、保険料の減額理由でございますけれども、これ

は計画時点に比較しまして現状見ますと、所得階層ですね、段階ですね、これが高いところ

の人が実際減りまして、低い段階のところの層が厚くなったといいますか、そういった状況

で保険料の収入も減りましたので減額させてもらうということでございます。人数につきま

しては、細かい調べはしておりませんけれども、そういう状況にあるということで御理解い
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ただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 再質問させていただきます。 

  まず最初に、順番に、本当は順番でない方がわかりやすいかもしれせんけれども、順番に

聞きますね。 

  最初の９ページの２－１－１のところの細節５の施設介護サービス費についての増額の理

由で、町になかった施設ができたので入所者が増えたということですけれども、特養だと思

うんですよね、できたのは。特養の場合は住居も移してしまうんじゃないかなと思うんです

けれども、特養つくると、そのつくった町の介護保険料が上がるよということをよくうちの

町の社協の職員の方から私、怒られて、何回か言われたことがあるんですけれども、そうい

う認識とはちょっと違うのかなと、今の説明を聞いていて思ったんですけれども、うちの町

の高齢者の方がその新しい施設に入所されて、うちの町で出す分が増えたという説明ですよ

ね。住所を移すということがあるのかないのか、そこを教えていただきたいんですけれども。 

  それから、もし人数がわかったら何人、例えば町外のそういう特養施設に入所者がいらっ

しゃるということは、うちの町の需要を供給が満たしていないということになるわけですの

で、行政はそういうことをちゃんと把握しているのかどうか、その点をお聞きいたします。 

  それで、次の有料老人……、24人を見たけれども、48人の利用があったというのは、細節

７の答弁ですね。これも町外の、特定施設というのは町内にはないんじゃないかと思うんで

すけれども、町外の施設の利用かどうか、それも確認をしたいと思います。 

  それから、次に、11ページの２－４－１の19節についてですけれども、高額医療合算介護

サービス等費ということで、高額医療と介護の合算支給分だというふうな説明があったんで

すけれども、その支給分を予算計上していたんでしょうか。高額と介護の合算で限度額、負

担限度額ですか、本人負担の限度額が決められていると思うんですけれども、本人負担を除

く部分の経費かなと思っていたんですけれども、ちょっとそこのところを確認したんですけ

れども、それから、12ページの５－１、すみません、そこはいいです。 

  それから、最後じゃない、12ページの19、９節ですかね……。19節でいいのかな、19節の

地域介護予防活動支援費助成金100万円の件ですけれども、赤十字団体で11団体ですか、そ

れでその他のボランティア団体が３団体あって、当初の20団体の予定が14団体になったこと

による減だというふうに言われたんですけれども、１団体幾ら……。 

（「５万円」の声あり） 

○１０番（鈴木多津枝君） ５万円、隣で教えてくれた。１団体５万円、これは昨日聞いたん

ですけれども、聞こうかと思ったけれども、５万円ということで、その他のボランティア団

体というものはどういう団体なのか教えてください。例えば、私たちの徳山でもボランティ

アさんの団体がお弁当配達とか、いきいきサロンとかやっているんですけれども、お弁当配
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達のボランティアには全く何もないし、いきいきサロンの補助金は最初の立ち上げのときは

５万円だったのかな、年間、それがもう立ち上げ済むと社協から３万円だかしか来なくなっ

ているわけですよね。５万円この団体で支給しているということになると、どういう団体の

方たちが、どういうボランティア活動をやっていらっしゃるのか、そのことをお聞きしたい

と思います。 

  それから、最後ですけれども、歳入のところで所得の高い方が減っていて、低い方が増え

ていることによる保険料徴収額の補正だという説明ですけれども、それを聞いて大変な状態

というか、高齢者になっているんだなということを感じました。それで、このようにサービ

ス利用額が増えていくと、来年度つくる介護保険事業計画ですか、第５期になるんですかね。

保険料を、また見直しがあると思うんですけれども、こういう所得が減っていく、サービス

は増えていって保険料の値上げなんていうことを単純に考えているのではないかと、とても

心配でなりません。そのことについて行政はどのように考えているか、お聞きします。 

  以上です、２回目は。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） それでは、再質問に対してお答えさせていただきます。 

  施設介護サービスの関係で特養施設が新たにできたこともあって、そちらの方の費用が伸

びているというような説明させていただきましたけれども、町民の、当然こちらで支出して

いるのは町民でございます。施設によっては住所を動かす場合もございますけれども、そう

した場合にも住所取得ということで町民の扱いをさせていただいております。 

  人数ということでございましたけれども、ちょっと今、手元にそちらの方は調べはござい

ませんので、失礼します。 

  次に、特定施設の入所者生活介護サービスの有料老人ホームですね。これも同じ形でござ

います。町内にこういった有料の老人ホームがあるわけでございませんので、町外の状況だ

ということで御理解ください。 

  次に、高額医療の合算介護ですね。これは所得区分にもよりますけれども、高額医療費と

同様に、ある程度基準額をオーバーした分について返還ですかね、償還するというような形

の制度でございます。 

  次に、地域介護予防活動支援金の助成金の関係でございます。赤十字奉仕団以外の団体で

ございますけれども、久野脇にボランティアグループ、それから、崎平にも同じくボランテ

ィアグループがございます。それから、本川根には孫の手クラブということで、小さなお子

さんをお持ちのお母さんが老人との交流をしていただくというような３団体がございます。

そんな状況です。 

  あとは歳入の部分でございますけれども、先ほど説明しましたように、これは介護保険、

御存じのように３カ年の計画を立てております。それで、最初の計画年次の状況で見込みを

立てて所得階層を見ながら保険料収入を試算しますけれども、こういった経済状況の中で非
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常に下がっておるという事実がございます。したがいまして、来年度、次期の介護保険事業

計画立てることになっておりますけれども、その段階におきましては、こういった状況をよ

く見据えて、ある程度確かな見通しを持って保険料の方、算出していきたいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 最初のところでは、町外のそういう特養とか有料老人ホームとか

の施設に入られる方が増えたことによる増額が大きなところを占めているということですけ

れども、以前、特養建設を、特養のあかいしの郷を増設を求めたときに、町長は、町内の状

況を見て、その必要性が今のところないようなお答えをされました。待機者がそのとき60人

ぐらいいるということを、あかいしの施設の施設長さんから聞いたんですけれども、結局た

だ、名前を入れてあげているという状況があって、せっぱ詰まった緊急な状況にはないと、

そういう緊急な状況でも足りないという状況があれば増築などの要請も特養さん、あかいし

さんと話し合っていきたいというふうなこと、一般質問のときに答えられたんですけれども、

まさにこれを見ると、そういう必要性が出ていると判断できるものではないかと思います。 

  私はこういう施設を町内につくると、そこによその町からも入ってこられる。そうすると、

その町の介護保険料がものすごく上がるよということを言われたもんですから、なかなかそ

れも高齢者年金だけが頼りで、先ほども低額の所得者が増えているよということで介護保険

料が上がるのは本当に大変なことだな、何とか食いとめなきゃいけないなという思いも片方

であったもんですから、それ以降、余り言わなかったんですけれども、やはりこうやってよ

その町に出ていって、よその町の施設を利用するくらいだったら、私はうちの町にちゃんと

つくって整備して、うちの町で職場も増やせる、よそから入ってきた人の分も入ってくる、

そういう収入も入るというような、こういう事業にやはり町は前向きに積極的に、大いに積

極的に取り組むべきではないかと思うんです。 

  それと、その反面で、介護保険料、当然上がっていくと思います、施設ができれば、増え

ていけば。そういうことに対して、例えば今度の介護保険料決める事業計画では、低所得者

の人たちへの負担をどうやって軽減というか、重くならないように考えていくかということ

を真剣に取り組んでいただきたいな思いますけれども、その点について行政側の考え、２つ

聞いてしまいましたけれども、特養建設の必要性と保険料の低所得者への負担増をどう食い

とめる考えがあるかどうか。その２点と、それから、12ページの５－１－１の介護予防事業

で、生活機能評価検査が1,300人枠を確保していたのに836人にとどまったということで、や

はりこの私も医者とかかかるのは、自分自身がかかるのは大嫌いなんですけれども、でもや

はり、高齢者の方たちは事前にきちんと診ていただいて、検査していただいて、なるべく自

分たちで予防したいという気持ちをとっても強く持っていらっしゃるのに、なぜこういうふ

うに少ないのかなという疑問が大きくて仕方がありません。そういうまじめな、本当に前向
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きに健康を守っていきたい、お金かからないようにしていきたいと思っている人たちが多い

この町で、こういう低い状態というのをやはり行政は何とか食いとめなければいけないんじ

ゃないかと思うんですけれども、このことに対して、何か回答では来年度は生活機能のみで

できる範囲ので範囲を広げたいという答えだったんですけれども、ちょっと意味がわかりま

せんので、もう一度わかるように説明をお願いいたします。 

  それから、最後ですけれども、もう１点、ボランティア活動の点ですけれども、年間５万

円いただけるということで、ボランティアをやっている方たちはわずかなお金で活動をやっ

ているわけですけれども、活動の内容がお子様と老人の方々の交流などということで、規模

とか何かわかりませんけれども、現在、無償でボランティア活動、無償というか、社協の補

助金だけでやっている団体の人たち、そういう人たちも例えば重複で、これ申請できるのか、

重複はだめだよと言われたら、この助成金が多い方に移っても、そういうボランティア活動

をやっている団体は認められるのか、どういう基準が認めるのにあるのか、その点について

伺います。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 幾つか質問いただきましたけれども、まず、特養施設の検討でご

ざいますけれども、この件に関しましては、議員が御指摘のとおり、これまでも待機者の関

係でいろいろ議論されているところでございます。町内に特養施設をどうだというような打

診がないことはございませんので、そんなことも踏まえまして次期計画の中で細部を検討し

てまいりたいと考えております。 

  あと、保険料の設定でございますけれども、前回の見直しの際にそういった形で保険料の

段階を変更したというようなこともございます。これも今度の計画策定に当たりまして、同

じように検討、本日、御所見もいただきましたので考えていきたいと考えております。 

  あと、ボランティアの関係でございますけれども、これは地域介護予防活動支援事業費の

補助金交付要綱というものがございまして、介護予防に資する団体の育成支援図るための事

業ですね、具体的には疾病の予防、高齢者の健康管理とか、そういった内容、それから、安

否確認とか見守りの支援、それから、ひきこもり防止とか交流会というような、そういった

事業を計画していただいていると。おおむね５人以上の団体でやっていただいて、そういっ

た交付要綱の趣旨、基準に合致する団体であれば認められるというように御理解いただきた

いと思います。 

  あとは、生活機能評価検査の関係でございます。先ほどの若干最後の方につけ加えさせて

いただいたんですけれども、これまでは問診票を書いていただきまして、ちょっと気がかり

な方は血液検査とか、医師の診察とか受けていただくというような形できていたわけなんで

すけれども、介護保険の関係の制度が若干見直しされまして、生活機能のチェック、こちら

のみで介護予防の対象者と選定できるというような、取り扱いが変わってまいりました。し

たがいまして、これまでは国保の対象者とか、後期高齢者の対応者であったわけですけれど
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も、広く65歳以上の方にこの生活機能チェックをしていただいて、より多くの皆様から介護

予防にということに必要な方を把握しまして、介護予防事業に参加していただくように促し

たい、そういうふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第９号、平成22年度川根本町介護保険事業特別会計補正予算、第２号を採決

します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方、起立お願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第９号、平成22年度川根本町介護保険事業特別会計補正予算、第２号は、

原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１２ 議案第１０号 平成２２年度川根本町簡易水道事業特別

             会計補正予算（第２号） 

○議長（板谷 信君） 日程第12、議案第10号、平成22年度川根本町簡易水道事業特別会計補

正予算、第２号を議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第10号、平成22年度川根本町簡易水道事業特別会計補正予算、第

２号の概要について説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ440

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億1,890万円としたいというもの

であります。 

  今回は、地名簡易水道施設整備事業に係る財源更正ときめ細かな交付金事業の追加です。 

  第２表では、繰越明許費の限度額をお願いするものです。 
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  今回の補正予算は、国の緊急総合経済対策である、きめ細かな交付金事業として実施する

事業経費について計上するものです。 

  第３表は、地名簡易水道施設整備事業に係る地方債の補正をお願いするものです。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  簡水９ページをごらんください。 

  第２款水道事業費、第２項水道管理費は、440万円の増額です。きめ細かな交付金事業と

して、ろ過機塗装、配水池フェンス設置等の浄水場施設の維持修繕工事を計上しております。 

  第３款公債費、第１項公債費は、財源更正です。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  簡水７ページをごらんください。 

  第３款国庫支出金、第１項国庫補助金は、47万円の増額、第４款県支出金、第１項県補助

金は、22万円の減額です。これは、地名簡易水道施設整備事業に係る国・県補助金の変更に

よるものです。 

  第６款繰入金、第１項一般会計繰入金は、380万4,000円の増額、第２項基金繰入金は、

395万4,000円の減額です。これは、地名簡易水道施設整備事業及びきめ細かな交付金事業等

の一般会計及び基金分の変更によるものです。 

  第９款町債、第１項町債は、430万円の増額です。過疎対策事業債及び簡易水道事業債の

充当変更によるものです。 

  第２表繰越明許費につきましては、簡水３ページをごらんください。 

  今回の繰越明許は、国の緊急総合経済対策である、きめ細かな交付金事業であります。 

  平成23年度に繰り越して使用できる限度額として計上させていただきたくお願いするもの

ですが、経済対策である国の補正予算であるため、できるだけ早い発注をしたいと考えてお

ります。 

  第３表地方債補正につきましては、簡水４ページをごらんください。 

  これは、地名簡易水道施設整備事業に係る過疎対策事業債及び簡易水道事業債の充当変更

によるものです。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 質疑はなしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第10号、平成22年度川根本町簡易水道事業特別会計補正予算、第２号を採決

します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第10号、平成22年度川根本町簡易水道事業特別会計補正予算、第２号は、

原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１３ 議案第１１号 平成２２年度川根本町温泉事業特別会計

             補正予算（第３号） 

○議長（板谷 信君） 日程第13、議案第11号、平成22年度川根本町温泉事業特別会計補正予

算、第３号を議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第11号、平成22年度川根本町温泉事業特別会計補正予算、第３号

の概要について説明いたします。 

  第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

4,220万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,667万8,000円としたい

ものであります。 

  第２表では、繰越明許費の限度額をお願いするものです。 

  今回の補正予算は、平成22年１月に故障しました千頭温泉について調査検討を踏まえまし

た改修工事費の追加と接岨峡温泉ポンプ工事の減額です。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明させていただきます。 

  温泉７ページをごらんください。 

  第２款温泉事業費、第１項温泉事業費は、4,220万4,000円の増額です。千頭温泉ポンプ改

修工事費の追加と接岨峡温泉ポンプ改修工事の減額を計上するものです。 

  続きまして、歳入について説明いたします。 

  温泉６ページをごらんください。 

  第３款繰入金、第１項一般会計繰入金は、4,220万4,000円の増額です。今回の補正事業に

係る一般会計繰入金を計上しました。 
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  第２表繰越明許費につきましては、温泉３ページをごらんください。 

  今回の繰越明許は、千頭温泉ポンプ改修工事であります。早期復旧に向け、できるだけ早

い発注を目指すものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 説明が終わりました。 

  質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ３点お聞きいたします。 

  まず、７ページの２款１項１目維持補修費、15節工事請負費4,220万4,000円についてです

けれども、千頭温泉を引湯している旅館経営者などと、今後もし万一、また大きな事故が起

きたときなどの対応について、どのような話し合いをされているのか伺います。 

  それから、２点目、３ページの繰越明許費に工事請負費4,530万円が出ていますが、この

ポンプの耐用年数や積算根拠、それから、ストロー管による引湯の安全性、実績などについ

て伺います。 

  それから、３つ目ですけれども、この工事について入札を行うのかどうかをお聞きします。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（羽倉範行君） それでは、お答えいたします。 

  まず初めに、故障時の今後の対応についてどのような話し合いをしているのかというよう

な御質問ですが、１月ですか、温泉利用者との話し合いを持ちました。その中で、利用者の

意見としまして千頭温泉利用組合の設立がぜひ必要というようなことで、組合設立の意向を

示してくれました。今後は、またこの中で利活用の方法等を検討していきたいと思っており

ます。 

  また今後、ポンプの故障等あった場合や長期の方向性も含めまして、話し合いを続けてい

きたいと考えております。 

  それから、２つ目ですが、工事費4,530万円が出ておりますが、このポンプの耐用年数、

それから、積算根拠、ストロー管方式による揚湯の安全性、実績はという御質問ですが、ポ

ンプの耐用年数ですが、これは法定耐用年数ですが、15年であります。しかしながら、業者

の方が言うには、温泉の揚湯に使用する場合、井戸の泉質等によりまして寿命が異なり、一

概には言えませんが、温泉に使用した場合は９年から10年とも言われております。また、５

年に一度、ポンプオーバーホールと10年目のポンプ交換が長持ちするのに、そういったこと

をやった方が長持ちするというような助言もございました。 

  また、4,530万円の積算根拠ですが、4,530万円のうち3,800万円ほどが資機材費でござい

ます。そのうち約半分が揚湯管の資機材、それから、ポンプ・制御盤・水位計などの機材が

半分、残りの700万円ほどが現場及び一般管理費となっております。 
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  それから、ストロー管による揚湯の安全性、実績ということですが、千頭温泉は、井戸の

深い位置で温度が高いということもあり、またガスも発生し、また孔内も480ｍ付近から管

も細くなっておりまして、またそこの480ｍ付近から曲がりもあるため、このような方法が

施工にも支障がないというような方法で一番最適と判断をしております。また、事業者から

の情報ですが、この事業者が施工したのは、これまでに４カ所ほどを実施しております。平

成13年12月に実施したものが一番古く、やはりここも３年を目安にポンプのオーバーホール

を行いまして、現在も故障がなく稼働をしているということです。その他の箇所は最近実施

したもので、まだ１年から２年しか経過していませんが、これまでは故障もなく稼働してい

るとのことでございます。 

  それから、３つ目の御質問ですが、入札を行うのかという御質問ですが、指名競争入札を

予定をしております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） １問目ですね。故障のときの対応についてどのような話し合いを

していますかと聞いたんですけれども、それについては全然答えがなくて、利活用について

検討したいという答えだったんですけれども、絶対故障しないということはないんじゃない

かと思うんですよ。しかも、小さい故障で住民の人たちも納得できるような状況ならいいけ

れども、大きな故障になった場合に、どうするのか。町長は、これまでこのようなことを二

度、三度というか、もう一度と言いましたよね。もう１回というわけにはいかないというふ

うな答弁もされているわけですから、そのことはきちんと、今度の工事が最後だよというよ

うな話も中澤議員なども一般質問でやってありますし、そういうことをきちんと利用者と話

し合うべきではないかと思うんですけれども、その点について話し合いをしたのかどうか伺

います。 

  それから、２点目は、このポンプというか工法ですね、修理の工法について、深い位置だ

と温度も高く、ガスも発生すると言われたのか、発生しにくいと言われたのか確認したいで

す。発生しにくいというならわかるんですけれども、ガスがもし発生するんだったら、それ

をストロー管で揚げればガスは関係なくなるのか。今度の300数十万円のポンプというのは、

一応ガス対応型だとは言われていますけれども、私たちはガス対応型の水中ポンプというの

はもっと高いという説明を今までずっと受けてきたわけですから、それでガスの発生が多く

なるということでしたら、本当にこのポンプで、この井戸にふさわしいのかどうか。ほかの

ところは４カ所実績があって、１カ所は大変長い期間も使っているけれども、順調、順調と

いうか３年ごとにポンプのオーバーホールして２台を交代に使っているということですし、

ほかの３カ所については、まだ１、２年の実績しかないということで、本当に実績が試され

ているというふうにはとても思えないんですけれども、その点について大丈夫かということ

ですね。ガス対応型と言っているけれども、本当にガスが発生すると言われたんだったら、
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その対応がこのポンプでできるのかどうか。 

  そのことと、それから、１カ所でも長く使っているところでは３年ごとにオーバーホール

しているということなんですけれども、どれくらいの経費を３年ごとに、このオーバーホー

ルをすることで経費がかかっているのかどうか、その点についてお聞きいたします。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（羽倉範行君） まず最初の故障時の対応について話し合いをしているのかと

いう御質問ですが、現段階では、今、千頭温泉の復活ということで話し合いを持っておりま

せんが、今後、ポンプの故障があった場合とか、長期の方向性も含めまして話し合いを続け

ていきたいと考えております。 

  それから、次のガスの発生ですが、ガスも発生しというお答えをさせていただきました。

これは深いところでは水に溶けたような状態でありますが、地表に近づくにつれまして気泡

状態になるということですので、深い位置でポンプを動かす場合は、この方法がいいという

ような判断でございます。 

  それから、実績ですが、これは１つの事業所しかお答えがなかったものですから、１事業

所での４カ所施工ということでございます。 

  それから、ちょっとポンプオーバーホールの費用というものはちょっとつかんでおりませ

んが、前回ポンプの入れ替え工事をしたときには約500万弱ですか、かかりましたものです

から、そのぐらいはかかるのではないかと予想をしております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ポンプのオーバーホールの費用を確認していないということでは、

私はちょっと本気度が信頼できないなというふうに思います。このポンプについて私たちは、

疑問が全協でも出されたわけですから、よく確認をすべきではないかと思います。どれくら

いかかりますかと聞けば済むことなわけですので。それと、ストロー管をつけているので深

いところではガスも発生して温度も高いけれども、それをポンプは深いところに置くんでは

なくてくみ上げる間にガスがなくなって、ポンプに来るときには、温泉水が来るときにはガ

スはあんまりないよという説明だったんでしょうか。だから、そんなに高額な、高級なガス

分離のポンプをつけなくてもいいよということなんでしょうか。 

  それと、ストロー管というものの耐用年数、ポンプはこういう温泉井戸だと９年から10年

ぐらいではないかというふうに言われましたけれども、ストロー管というのは材質が何なの

かちょっとわかりませんけれども、耐用年数あると思うんですよ。これをつけかえるという

のは、ストロー管が大体高かったという説明、高いんだという説明ですので、もし取り替え

るとなると大変なお金かかるんじゃないかと思うんです、工事費も資機材費というんですか、

そこの材料、ストロー管そのものを購入しなきゃいけないから。そういうことについてどれ

くらいかかるのか、またちゃんと調べてあるのかどうか、その点もお聞きいたします。 
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○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（羽倉範行君） ガスの関係ですが、これは深いところですと、先ほども申し

ましたように水に溶けたような状態であります。ですが、地上100ｍ付近ですか、そこまで

揚がると気泡状態になってくるというような状況でございます。ですが、450ｍほどの付近

にポンプを据えつけますが、その時点でもある程度ガスを吸収、水に含んでおるもんですか

ら、吸収するもんですから、そこではガス対応のポンプが必要となってきております。 

  それから、あとＦＲＰ管ですか、とかサーマルチューブ、これの耐用年数ということです

が、これは水中に入っている以上、ある程度、長い年月持つのではないかと考えております。

特に今回、耐用年数等は調べてきておりません。 

  それから、先ほどのオーバーホールの金額ということですか、先ほどの前回やったポンプ

の入れ替え工事が500万と言いましたが、これはポンプ自体のものも価格に、金額に入って

いるものですから、ポンプを除いた部分が工事費としてかかるのではないかと思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今の３回目の質問にはございませんでしたが、鈴木議員の御質問の中

に流れているものの中で、今回限りというようなことを私、申し上げた覚えはないんですが、

今回限りということは申し上げておりません。基本的に温泉は供給する責任を負っていると

いう状況の中で、今回、温泉の改修工事をやろうとしております。しかしながら、これが今

後も何回も続くような事態というのは、町の財政にも大きな負担をかけますし、そういう中

で温泉に取り組まれる皆さんについては町の財政負担のことも考えて、しっかり営業努力を

やっていただきたいと、そしてそういう状況をつくり上げていく中で、あの周辺にも波及効

果が及び、千頭に温泉が必要だと、そういう状況をつくり上げていただくことによって、町

の議会の御理解もいただけるのではないか、そういう御理解をいただけるような状況をつく

るために精いっぱい頑張っていただきたいと、そういう思いで、私自身は業者の方に出会っ

たりするにはそういうことで、観光協会とか商工会にも申し上げておりますけれども、そう

いう方向で頑張っていただく、それが今後につながっていくのではないかというふうに思っ

ているわけであります。 

○議長（板谷 信君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。まず、原案に反対者の発言を許します。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 当議案に対して反対の立場から討論を行います。 

  現在、千頭温泉を利用している旅館は、千頭地区で千頭と小長井地区合わせて６軒という
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ことで、先ほど質疑でも言ったんですけれども、６軒ある旅館のうち半分の３軒しかないわ

けです。そのほか、町営の公衆浴場１軒と公的施設である創造と生きがいの湯の計５施設で

あるというふうに、24日に配られた資料には書かれていました。観光立町に大きな力を入れ

てきた旧本川根では、千頭駅付近の町の中心地に何とか温泉を当てたいと、歴代の行政トッ

プの方々があちこちと何度となく掘削したりしてうまくいかずに、わずかな湧出を得たこの

単純泉で温度も地下深くなければ温泉と認められない。にごりやガス混入がきつくて、たび

たびポンプの故障に見舞われてきた。こういう決してよい源泉とは言えない千頭温泉に一縷

の望みをかけて今日まで多額な経費をつぎ込んできたことも、24日の資料を見て大変よくわ

かりました。 

  昨年、引き続く故障によって１年以上給湯できなかった千頭温泉を、この間、接岨から運

んでいたわけですけれども、この間、2,000万円を超える２回の調査の末、今回ポンプ取り

替えなどで4,200万円を超える大規模な工事費を計上した補正予算が出されてきましたけれ

ども、先ほどの答弁からも今後、町外からの誘客に対して地元の人たちにもっと波及効果を

考えるように組合をつくって検討するようにというふうな要望をしているということはわか

りますけれども、本当にこの温泉が今回の修理によって波及効果をもたらすというふうなこ

と、私はなかなか考えられないと思います。それよりも３年に１回ぐらいでポンプをオーバ

ーホールしなければならないこと、また、工事についても安全にずっと使えるかどうかとい

う保証は全くないというよりも、心配の方が大きいわけです。まだ実績が１カ所だけで、そ

こも３年ごとにオーバーホールして今日まで順調に使っているということですけれども、本

当にそのストロー管の安全性、落下したら深いところに落ちてしまう。それをじゃ、どうし

たらもう一度つけ直すのかとか、そういういろいろな心配されることに対して、行政がどれ

だけ真剣に調べたり、どれくらいの費用がかかるかとか、入札を行うということだったんで

すけれども、こういう工事の入札を行うということですけれども、本当にそうやって入札を

やって業者が、入札に参加する業者があるとしたら、私はもっと実績があって、全国にあっ

ていいと思うんですね。うちの町で、ああ、これはいいなと行政が判断したように、ほかの

ところでも同じような井戸、余りよくない井戸を温泉として使えるならいいじゃないかとい

うふうな実績が出てもいいと思うんですけれども、本当に実績があんまりないということを

聞いても、信ぴょう性というんですか、この工法、ポンプを使うことに対する信ぴょう性と

いうのは、私は本当に信じがたいものだと思っております。 

  故障すれば接岨温泉の温泉源泉を運んできたりとか、ほかの方法をとらなければならなく

て、旅館を営業されている方たちの営業にも支障を来しているというのは、私はよくわかり

ます。だからこそ、この温泉、例えば旧中川根の梅島下の温泉は自噴で６ぐらいといいま

したっけ、増えていて、多い自噴をしていますし、単純泉ではありませんし、そういう温泉

はそのままにしておいて、千頭が観光客がたくさん千頭駅に降りるところだからということ

で、ここに何とか温泉をやらなければならないというふうに考えているようですけれども、
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私は旧本川根の温泉誘客といえば、やはり40年以上前から、金嬉老事件の以前から全国に秘

境の温泉として知られている寸又峡温泉こそが、やはり中心であり、誘客や波及効果の面か

らももっと根本的な行政の支援が魅力づくり、地元の寸又の方たちと話し合い、協力して魅

力づくりが絶対必要だと思いますけれども、今、お客が減るままになっています。 

  こういうことをしながら、千頭駅前で温泉がなくては絶対ならない状況が私はどうしても

わからないんですけれども、それより今、供給している３軒の旅館さんときちんと話し合っ

て、補償の問題など話し合って、泉質的にもよくない温泉だから、これ以上お金をつぎ込む

よりは補償の話をするとか、そういう対応も、行政の対応も必要ですし、町長は先ほど一回

限りなんて言った覚えはないと言われますけれども、私たちは全協でも、多分一般質問の中

澤議員の答えでも一回限りというふうに言ったかどうかはっきりと確認していませんけれど

も、やはり町長はこういう多額なお金を使うということは許されないことだろうと、繰り返

し使うことは許されないだろうふうな答弁をされているわけですから、やはり、この次はど

うするよという話を地元の方たちとちゃんと了解を得ないと、この事業は私は工事はやるべ

きではないと思っています。そういう行政の対応が、まだまだ何か生ぬるい、もう1,300万

円の調査費認められたんだから、あとはもうちゃんとやれるんだと、全部議会からゴーサイ

ンが出たんだというふうに考えているとしたら、私は住民の目はそんなに甘くないというこ

とを指摘しまして、反対討論といたします。 

○議長（板谷 信君） 次に、原案の賛成者の発言を許します。４番、中田君。 

○４番（中田隆幸君） ４番、中田でございます。 

  それこそ、議案第11号、川根本町温泉事業特別会計補正予算に賛成の立場から討論をやら

せていただきます。 

  それこそ、この温泉を使って営業しております３つの旅館、１つの温泉施設、もう一つは、

私のうちの前にございます創造と生きがいの湯と、この５つがあるわけでございますが、こ

れが１年間とまったままでかなりのダメージを受けていると。これは私が見る限りでありま

すが、あそこの私の前の創造と生きがいの湯は、シルバー人材で年寄りがパートで来て、あ

そこで働くことを助けていただいていると、こう言っている人もおる中で、やはりこれだけ

のお金をかけて、やはりやるべきだと私は賛成の立場から言うわけでございますが、なぜか

といいますと、ここに寸又峡温泉、接岨峡温泉、白沢温泉、それと中川根にあります梅島下

の温泉と、この千頭温泉が一体となって、この町の発展のためにやるべきだと思っておると

ころでございます。 

  これは先ほど課長も言いましたけれども、この営業している皆さんに今後、本当にやって

いただいて、これがこの町のためになるんだと、こういうことを切にお願いできるように、

またそういう委員会を立ち上げて、ここを大切にしていくための今までの調査費のためにも、

今やらなければならないと私は思い、ここで賛成の立場から討論をさせていただきました。 

○議長（板谷 信君） ほかに討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで討論を終わります。 

  これから議案第11号、平成22年度川根本町温泉事業特別会計補正予算、第３号を採決しま

す。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第11号、平成22年度川根本町温泉事業特別会計補正予算、第３号は、原

案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１４ 議案第１２号 平成２３年度川根本町一般会計予算 

◎日程第１５ 議案第１３号 平成２３年度川根本町国民健康保険事業

             特別会計予算 

◎日程第１６ 議案第１４号 平成２３年度川根本町後期高齢者医療事

             業特別会計予算 

◎日程第１７ 議案第１５号 平成２３年度川根本町介護保険事業特別

             会計予算 

◎日程第１８ 議案第１６号 平成２３年度川根本町簡易水道事業特別

             会計予算 

◎日程第１９ 議案第１７号 平成２３年度川根本町温泉事業特別会計

             予算 

◎日程第２０ 議案第１８号 平成２３年度川根本町いやしの里診療所

             事業特別会計予算 

○議長（板谷 信君） 日程第14、議案第12号、平成23年度川根本町一般会計予算から日程第

20、議案第18号、平成23年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算までを一括議題と

します。 

  御異議ありません。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第12号から議案第18号まで一括議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 議案第12号、平成23年度川根本町一般会計予算の概要について説明い
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たします。 

  平成23年度当初予算は、56億4,500万円です。前年度と比べ４億6,000万円、率にして

8.9％の増額となる予算を編成させていただきました。 

  平成20年度から国の経済対策等に係る地域活性化関連の補正予算において、本町はこの平

成22年度３月補正までで約９億600万円の交付金をいただき、163本の事業を展開しておりま

す。 

  このような中、平成23年度予算につきましては、国の経済対策に呼応した事業の展開とし

て、住民の生活環境の向上を重点に地域の要望にこたえられる予算編成に努めました。 

  歳入歳出予算書の項目ごとの区分の金額は、第１表のとおりであります。 

  地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、第２表のとおりであります。 

  地方自治法第230条第１項の規定により起こすことのできる地方債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、第３表のとおりであります。 

  それでは、具体的な項目に入る前に、一般会計について、大まかな説明をさせていただき

ます。 

  平成23年度予算編成に当たっては、東海地震や集中豪雨等の災害対策、医療福祉面での健

康福祉対策、情報通信基盤整備などの安心して暮らせる環境基盤整備、住民の地域づくり活

動やその活動拠点となる施設整備への支援などの住民主役のまちづくり、富士山静岡空港か

ら南アルプスまでの大井川流域一体となった施策の展開や恵まれた資源を生かした情報発信

による地域の元気再生を目指した予算編成に取り組みました。 

  まず、歳入予算から見ていきますと、財源の構成では、自主財源が38.6％、依存財源が

61.4％となっております。 

  地方交付税が38.1％、町税が22.5％、国・県支出金が11.3％となり、財政調整基金などの

繰入金が10.8％、町債が8.4％を占める割合となっています。 

  地方交付税では、国勢調査における人口減少による減額の影響はありますが、国の交付税

予算措置額の伸び等を勘案し、前年度と同額を計上しました。 

  町税につきましては、退職者の増加や昨今の景気低迷による町民税個人分の所得割が減額

となります。 

  国庫支出金の増額は、障がい者自立支援給付費の伸びが主なものであります。 

  県支出金は、林道開設・改良事業の伸びにより32.6％の増となっています。 

  自主財源では、集会所等修繕の増加に伴う負担金により分担金及び負担金が34.5％の増、

財政調整基金を含む繰入金は、積極的な事業展開を図るため３億4,622万3,000円、率にして

133％の増となりました。 

  歳出予算の目的別の構成比では、子育て等の支援、各種福祉サービスの実施などに係る民

生費は20.8％、自治振興事業、町営バスの運行、環境対策の推進、地域情報網の整備に関す
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る総務費が18.6％、住民の健康づくり、環境衛生の向上や飲料水供給施設・水道施設整備の

促進による清浄で安定した水の供給を図る衛生費は11.1％、小中学校の管理運営、町民の社

会教育やスポーツ振興を図る教育費は9.9％、農林業の振興、農産物・林産物の搬出に寄与

する農林道の整備に係る農林水産業費が7.8％を占めています。 

  また、起債の元利償還金である公債費は、14.5％と依然、大きな割合を占めています。 

  性質別では、地域要望に沿った町道・林道の改良や生活環境整備の増額により投資的経費

が13.9％で、前年度より70.7％の増となっております。 

  義務的経費は、退職者補充の抑制に伴う人件費や公債費は減額ですが、扶助費において、

障がい者福祉費、児童福祉費の伸びにより7.1％を占め、前年度より20.3％の増となったた

め3,104万2,000円、率にして1.3％の増額となりました。 

  物件費では、総合計画後期計画策定費等の各種計画の策定が含まれています。 

  なお、物件費の減額と補助費の増額は、ごみ処理と常備消防事務委託料が物件費から補助

費へ移ったことが主な理由です。 

  それでは、項目別に歳出から説明させていただきます。 

  第１款議会費は、8,888万6,000円です。前年度と比べ2,566万5,000円の増額です。議員年

金制度の廃止による負担金の増が主なものです。 

  第２款総務費は、10億4,941万9,000円です。前年度と比べ１億2,075万7,000円の増額です。

元藤川グラウンド改修工事等の町有施設の維持工事、平成22年度からの継続であります地域

自治会振興事業交付金と集会所の機能向上のためのコミュニティ施設整備事業費補助金、新

規として町内集会所耐震補強事業などの安全対策や川根本町総合計画の後期計画策定経費、

川根茶等の市場開発調査・推進事業費、中国龍泉市との友好都市推進事業費、島田市と共同

開催のＳＬフェスタ事業を計上し、地域の元気再生を目指します。 

  第３款民生費は、11億7,459万7,000円です。前年度と比べ8,766万5,000円の増額です。子

育て支援センターや放課後子どもプラン事業の実施や外出支援事業の充実、新たにひとり暮

らしの高齢者を対象とした救急情報キット整備事業により、安心して子供を育てられる福祉

の環境づくりに努めます。 

  第４款衛生費は、６億2,854万6,000円です。前年度と比べ2,968万7,000円の増額です。子

ども医療費助成事業として、23年度から中学３年生まで食事療養費を除く医療費全額支給の

ための経費、インフルエンザ予防接種助成の拡大や町単独分を含んだ子宮頸がんワクチン接

種助成、各種予防接種助成費や町内医療機関の医療機器整備の推進により、安心して暮らせ

るまちづくりを目指します。 

  第５款労働費は、191万4,000円です。 

  第６款農林水産業費は、４億4,165万9,000円です。前年度と比べ9,079万5,000円の増額と

なりました。耕作放棄地対策をはじめ、有害鳥獣対策、間伐の促進や林道整備により本町の

景観整備を含めた茶業・林業の振興を図ります。 
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  第７款商工費は、３億1,158万7,000円です。前年度と比べ6,130万7,000円の増額です。経

済対策として、引き続きプレミアムつきお買いもの券発行事業費補助、住宅リフォーム推進

事業を盛り込んでいます。また、キャンプ場、登山道など観光施設修繕工事やイベント等に

よる情報発信により交流人口の増加を目指します。 

  第８款土木費は、２億1,038万2,000円です。前年度と比べ2,160万4,000円の増額です。道

路や急傾斜地対策等の推進により快適で安全な社会資本整備に努めます。 

  第９款消防費は、３億7,119万5,000円です。前年度と比べ5,652万1,000円の増額です。常

備消防への委託費のほか、消防団の設備更新、自主防災会の防災資機材購入費補助、新たに

災害時の安全対策として茶工場等の防油堤の改良費等への補助として、少量危険物貯蔵施設

整備補助金を計上しました。また、静岡県総合防災訓練が大井川地域を会場として本年８月

27、28日に開催されます経費を計上し、防災意識の高揚を図ります。 

  第10款教育費は、５億1,453万3,000円です。前年度と比べ80万1,000円の増額です。小中

学校の校務用パソコン整備、南部小学校複式学級対応のための講師経費、本川根中学校の格

技場耐震工事、小中学生の英語・県外研修により教育環境の充実を図ります。 

  第11款災害復旧費は、1,637万3,000円です。前年度と比べ58万6,000円の減額です。災害

が発生した場合の応急的な復旧経費を計上し、迅速な対応に努めます。 

  第12款公債費は、８億2,090万9,000円です。前年度と比べ3,419万3,000円の減額です。こ

れは、過去の過疎対策事業債等の償還完了によるものです。 

  第13款予備費は、1,500万円です。前年度と同額を計上しました。 

  次に、歳入でございます。 

  第１款町税は、12億6,778万円です。前年度と比べ3,850万3,000円の減額です。退職者の

増加や昨今の景気低迷により、町民税個人分、所得割が大きく減少しています。 

  第２款地方譲与税は、5,000万円です。 

  第３款利子割交付金は、100万円です。 

  第４款配当割交付金は、100万円です。 

  第５款株式等譲渡所得割交付金は、20万円です。 

  第６款地方消費税交付金は、7,500万円です。 

  第７款自動車取得税交付金は、1,800万円です。 

  第８款地方特例交付金は、1,800万円です。 

  第９款地方交付税は、21億5,000万円です。前年度と同額です。普通交付税は21億円、特

別交付税を5,000万円計上させていただきました。 

  普通交付税については、平成22年度の国勢調査人口の減による影響はありますが、国の交

付税予算措置額の伸びより同額としたものです。 

  第10款交通安全対策特別交付金は、100万円で、前年度と同額です。 

  第11款分担金及び負担金は、4,785万4,000円です。前年度対比1,228万2,000円の増額です。
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集会所等大規模修繕費負担金、保育料が増額となっています。 

  第12款使用料及び手数料は、6,198万1,000円です。前年度対比130万1,000円の減額です。 

  第13款国庫支出金は、２億1,950万6,000円です。前年度対比2,257万4,000円の増額です。

障がい者自立支援給付費負担金が増額となっています。 

  第14款県支出金は、４億1,534万6,000円です。前年度対比１億202万3,000円の増額です。

国庫同様、障がい者自立支援給付費負担金の増額と林道開設・改良により道路整備交付金事

業、森林環境保全整備事業の追加、県総合防災訓練に係る大規模地震対策等総合支援事業林

業交付金事業の追加が主なものです。 

  第15款財産収入は、3,594万2,000円です。前年度対比217万6,000円の増額です。 

  第16款寄附金は、2,000円の科目設置です。 

  第17款繰入金は、６億663万2,000円です。前年度対比３億4,622万3,000円の増額です。特

別会計繰入金が科目設置の３万6,000円で、基金繰入金が６億659万6,000円です。23年度は、

通常事業に加え地域の要望にこたえるための事業経費として、財政調整基金を４億6,000万

円と大幅に繰り入れて事業の展開をしていきます。 

  第18款繰越金は、１億円で、前年度と同額です。 

  第19款諸収入は、１億55万7,000円です。前年度対比13万6,000円の増額です。 

  第20款町債は、４億7,520万円です。前年度対比1,570万円の増額です。過疎対策事業債が

１億530万円、公共事業等事業債が1,510万円、教育施設等整備事業債が480万円、臨時財政

対策債は３億5,000万円です。 

  以上が平成23年度一般会計予算の概要です。 

  よろしく御審議くださいますようお願いし、提案理由の説明といたします。 

  続きまして、議案第13号、平成23年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算の概要につ

いて説明いたします。 

  国民健康保険事業特別会計の総額は、歳入歳出それぞれ９億7,850万円で、前年度と比べ

2,150万円の減額です。 

  歳入歳出予算書の項目ごとの区分の金額は、第１表のとおりであります。 

  それでは、項目ごとに歳出から説明させていただきます。 

  第１款総務費は、2,523万5,000円です。主な内容としては、職員人件費、共同処理業務委

託料、賦課徴収に要する費用などです。 

  第２款保険給付費は、６億6,628万7,000円です。療養給付費、高額療養費のほか、出産育

児一時金などの計上があります。 

  第３款後期高齢者支援金は、１億1,148万8,000円です。 

  第４款前期高齢者納付金は、医療費及び事務費の拠出金として30万6,000円です。 

  第５款老人保健拠出金は、24万9,000円です。 

  第６款介護納付金は、5,210万3,000円です。 
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  第７款共同事業拠出金は、9,623万3,000円です。高額医療費共同事業拠出金として保険財

政共同安定化事業拠出金を計上しています。 

  第８款保健事業費は、1,501万1,000円です。特定健康診査等事業費、特定健診及び特定保

健指導費用、人間ドック費用助成事業などを計上しております。 

  第９款基金積立金は、43万7,000円です。 

  第10款公債費は、2,000円です。 

  第11款諸支出金は、114万9,000円です。 

  第12款予備費は、1,000万円です。 

  次に、歳入でございます。 

  第１款国民健康保険税は、２億4,986万円です。 

  第２款使用料及び手数料は、2,000円です。 

  第３款国庫支出金は、１億6,707万9,000円です。 

  第４款療養給付費交付金は、3,919万9,000円です。 

  第５款前期高齢者交付金は、２億4,600万2,000円です。 

  第６款県支出金は、2,344万2,000円です。 

  第７款共同事業交付金は、8,946万8,000円です。 

  第８款財産収入は、43万7,000円です。 

  第９款繰入金は、6,299万円です。一般会計繰入金が5,898万8,000円で、基金繰入金は400

万2,000円です。 

  第10款繰越金は１億1,000円です。 

  第11款諸収入は、２万円です。 

  以上が平成23年度国民健康保険事業特別会計予算の概要です。 

  よろしく御審議くださいますようお願いし、提案理由の説明といたします。 

  次に、議案第14号、平成23年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算の概要について

説明いたします。 

  後期高齢者医療事業特別会計の総額は、歳入歳出それぞれ１億710万円で、前年度と比べ

300万円の減額です。 

  歳入歳出予算書の項目ごとの区分の金額は、第１表のとおりであります。 

  それでは、項目別に歳出から説明させていただきます。 

  第１款後期高齢者医療広域連合納付金は、１億694万5,000円です。医療保険料と保険基盤

安定負担金です。 

  第２款諸支出金は、15万5,000円です。 

  次に、歳入でございます。 

  第１款後期高齢者医療保険料は、7,883万1,000円です。 

  第２款使用料及び手数料は、２万4,000円です。督促手数料です。 
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  第３款繰入金は、2,811万2,000円です。一般会計繰入金です。 

  第４款諸収入は、13万2,000円です。 

  第５款繰越金は、1,000円の科目設置です。 

  以上が平成23年度後期高齢者医療事業特別会計予算の概要です。 

  よろしく御審議くださいますようお願いし、提案理由の説明といたします。 

  次に、議案第15号、平成23年度川根本町介護保険事業特別会計予算の概要について説明い

たします。 

  介護保険事業特別会計の総額は、歳入歳出それぞれ10億6,280万円で、前年度と比べ5,390

万円の増額です。 

  歳入歳出予算書の項目ごとの区分の金額は、第１表のとおりであります。 

  地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、第２表のとおりであります。 

  23年度が第４期介護保険事業計画の最終年度になります。給付費の見込みに基づいて、必

要額を計上させていただきました。 

  それでは、歳出から説明させていただきます。 

  第１款総務費は、3,771万2,000円です。職員人件費、介護認定審査会、賦課徴収などの経

費が主なものです。 

  第２款保険給付費は、９億9,820万5,000円です。 

  第３款財政安定化基金拠出金は、1,000円の科目設置です。 

  第４款基金積立金は、６万8,000円です。 

  第５款地域支援事業費は、2,677万8,000円です。介護予防事業や二次予防事業対象者把握

事業を実施する経費、福祉介護手当などを計上させていただきました。 

  第６款公債費は、1,000円です。一時借入金利子の科目設置です。 

  次に、歳入でございます。 

  第１款保険料は、１億4,586万7,000円です。 

  第２款使用料及び手数料は、３万7,000円です。 

  第３款国庫支出金は、２億7,721万7,000円です。 

  第４款支払基金交付金は、３億151万7,000円です。 

  第５款県支出金は、１億6,231万5,000円です。 

  第６款財産収入は、６万8,000円です。 

  第７款繰入金は、１億7,570万円です。一般会計繰入金が１億6,700万7,000円、積立基金

繰入金が869万3,000円です。 

  第８款繰越金は、1,000円で、科目設置です。 

  第９款諸収入は、７万8,000円です。 

  以上が平成23年度介護保険事業特別会計予算の概要です。 
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  よろしく御審議くださいますようお願いし、提案理由の説明といたします。 

  続きまして、議案第16号、平成23年度川根本町簡易水道事業特別会計予算の概要について

説明いたします。 

  簡易水道事業特別会計当初予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億6,950万円で、前年度と

比べ5,500万円の増額です。 

  歳入歳出予算書の項目ごとの区分の金額は、第１表のとおりであります。 

  地方自治法第230条第１項の規定により起こすことのできる地方債の目的、限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法は、第２表のとおりであります。 

  23年度には、地名簡易水道施設整備事業の完成により中川根地域の主な施設整備が終了と

なります。 

  それでは、歳出から説明させていただきます。 

  第１款総務費は、3,577万2,000円です。職員人件費と事務費です。 

  第２款水道事業費は、１億9,831万円です。地名簡易水道施設整備事業、田代・大沢の配

水池等設置工事を計上しております。 

  第３款公債費は、１億3,441万8,000円です。過疎債、水道債の元金及び利子の支払いであ

ります。 

  第４款予備費は、100万円です。 

  次に、歳入でございます。 

  第１款分担金及び負担金は、９万円です。 

  第２款使用料及び手数料は、１億1,222万4,000円です。給水使用料が主なものです。 

  第３款国庫支出金は、2,236万5,000円です。 

  第４款県支出金は、158万円です。国庫・県とも地名簡易水道施設整備によるものであり

ます。 

  第５款財産収入は、114万6,000円です。 

  第６款繰入金は、１億4,899万7,000円です。一般会計繰入金は１億2,127万4,000円で、施

設建設と公債費への支援が主なものです。基金繰入金は2,772万3,000円です。 

  第７款繰越金は、248万6,000円です。 

  第８款諸収入は、１万2,000円です。 

  第９款町債は、8,060万円です。地名簡易水道施設整備に伴う過疎対策事業債及び簡易水

道事業債によるものです。 

  以上が平成23年簡易水道事業特別会計予算の概要です。 

  よろしく御審議くださいますようお願いし、提案理由の説明といたします。 

  次に、議案第17号、平成23年度川根本町温泉事業特別会計予算の概要について説明いたし

ます。 

  温泉事業特別会計当初予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,270万円で、前年度と比べ410万
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円の増額です。 

  歳入歳出予算書の項目ごとの区分の金額は、第１表のとおりであります。 

  温泉を町内温泉施設へ良好に供給するための経費を計上するものです。 

  それでは、歳出から説明させていただきます。 

  第１款総務費は、1,177万4,000円です。職員人件費、事務費と接岨峡温泉からの温泉運搬

経費です。 

  第２款温泉事業費は、2,077万6,000円です。寸又峡温泉引湯管布設替事業、接岨峡温泉ポ

ンプ改修工事など、施設を良好に管理運営するための経費を計上するものです。 

  第３款基金管理費は、５万円です。 

  第４款予備費は、10万円です。 

  次に、歳入でございます。 

  第１款使用料及び手数料は、462万9,000円です。 

  第２款財産収入は、５万円です。 

  第３款繰入金は、2,791万7,000円です。一般会計繰入金です。 

  第４款繰越金は、10万円です。 

  第５款諸収入は、4,000円です。 

  以上が平成23年度温泉事業特別会計予算の概要です。 

  よろしく御審議くださいますようお願いし、提案理由の説明といたします。 

  最後になります。 

  議案第18号、平成23年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算の概要について説明

いたします。 

  いやしの里診療所事業特別会計当初予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,230万円で、前年

度と比べ170万円の増額です。 

  歳入歳出予算書の項目ごとの区分の金額は、第１表のとおりであります。 

  それでは、歳出から説明させていただきます。 

  第１款総務費は、3,476万9,000円です。医師の報酬、職員人件費等診療所の運営経費です。 

  第２款医業費は、738万円です。医薬材料費、検査手数料です。 

  第３款諸支出金は、1,000円です。 

  第４款予備費は、15万円です。 

  次に、歳入でございます。 

  第１款診療収入は、2,986万6,000円です。 

  第２款使用料及び手数料は、15万1,000円です。 

  第３款繰入金は、1,228万円です。一般会計繰入金です。 

  第４款繰越金は、1,000円です。 

  第５款諸収入は、2,000円です。 
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  以上が平成23年度いやしの里診療所事業特別会計予算の概要です。 

  よろしく御審議くださいますようお願いし、提案理由の説明といたします。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 予算の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

  質疑は議案第12号から議案第18号までのすべてについて総括的な質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案第12号から議案第18号までは、11名の委員で構成する

予算特別委員会に付託したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第12号から議案第18号までは予算特別委員会に付託することに決定しま

した。 

  お諮りいたします。 

  ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第１

項の規定によって、議長を除く11名の議員を指名したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、予算特別委員会は議長を除く11名の委員を選任することに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎散  会 

○議長（板谷 信君） お諮りします。 

  予算特別委員会開催等の都合によって、３月３日から３月15日までの13日間、休会にした

いと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、３月３日から３月15日までの13日間、休会とすることに決定しました。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 
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  本日はこれで散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４１分 
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開議 午前９時００分 

 

◎開  議 

○議長（板谷 信君） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  なお、説明員は３月２日の日と同様ですので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（板谷 信君） 諸般の報告を行います。 

  ３月４日、７日、８日、９日、10日の５日間、平成23年度予算審議のため、予算特別委員

会を開催し、終日熱心に御審議をいただきました。 

  なお、11日には平成23年度事業実施予定箇所の現場視察も行っていただきました。誠にあ

りがとうございました。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（板谷 信君） 日程第１、一般質問を行います。 

  通告制により、通告された質問者は、市川昌美君、鈴木多津枝君、太田侑孝君、森照信君、

原田全修君、中澤智義君、小籔侃一郎君、山本信之君であります。順番に発言を許します。 

  再質問については、議会運営の申し合わせにより一問一答方式とします。 

  なお、許された質問時間は30分ですので、的確に質問、答弁をするようにお願いします。 

  ９番、市川昌美君、発言を許します。 

○９番（市川昌美君） ９番、市川でございます。情報通信基盤事業についてを質問いたしま

す。 

  平成22年当初予算に計上された情報通信基盤整備事業の詳細設計業務委託事業4,919万

4,000円は、予算特別委員会での激論の中、町長の議会の合意がなければ予算の執行は行わ

ないという一言で異例の決着を見ました。生活関連の他の予算が町民の生活に大きくかかわ

っているからこそ、苦渋の決断だと思いますが、この判断が正しかったのか、その判断の是

非が問われる問題として、私の中にいまだにくすぶっております。いわくつきの案件はほか

にもありました。川根茶の中国市場開発研究事業費1,000万、これも紛糾したことを覚えて
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おりますが、この予算1,000万もこの３月の補正で減額され、ゼロとなっております。 

  あれから１年、情報通信基盤整備事業も議会の合意が得られずに現在に至っていますが、

この間、区長会の後押しが欲しくて、長野県の下條村へ業者とともに現場視察、結果、やは

り反対が多くて断念すると思いきや、住民説明会を各地区で行い、猛烈な反対に遭っても、

10月25日から９カ所で町政懇談会、その内容も各地区の要望事項とブロードバンド事業の話

題が多かったわけですが、最後に立ち上げたのは議会４名、町民代表、有識者、賛成多数の

構成は前もってわかっておりましたが、決定機関でないこと、ゼロからの協議ということで、

議会も検討委員会の立ち上げに反対せず、委員会の進捗状況を注視することになったという

いきさつがあります。 

  いつものことですが、プロジェクトを強行するときには行政の強引な手法が先行するもの

ですが、議会、民意、町民の大多数が反対する案件を、これだけ執拗に推し進めるというよ

り、ごり押しの原点はどこのだれの性格を反映したものか。議会の一部ではキリシタンの踏

み絵と何ら変わらないことととらえております。もともとこの計画は前任の町長が立案した

もので、町長、あなたが目指す新しい風のキャッチフレーズを含めた公約、住民の声を反映

させるまちづくりの理念とは余りにもかけ離れていることに気づきませんか。 

  内外のメディアは東日本大震災の惨状を告げる映像一色で、これからの復興の推移、この

ほか東京電力福島第１原発の１号基に続き、水素爆発が３号基にも及んだ現状を息を潜めて

見守るしかありませんが、リーマンショックの傷もいえない今、それ以上の景気後退を予測

するように、日本経済におけるダメージは深刻で、国の財政悪化は確実に本町にも波及する

はずです。 

  税収12億ちょっと、国からの交付税24億と基金の取り崩しが財源、大盤振る舞いができる

財務内容ではない現状を見るときに、目的基金まで財政調整基金に入れて自由に使ってしま

ったら、予算が組めなくなってしまいます。農業、特に基幹産業のお茶がだめ、北部の観光

がだめとなったら、若者の定住どころではない、若者のいる場所がなくなります。ブロード

バンド事業が町の活性化へのカンフル剤になりますか。 

  中山間地域の宿命というか、電波の不感地帯は数箇所ありますが、そこはわずか限られた

戸数、地域ごとの部分解消の道も策もあります。佐藤町長、あなたには絶大な権限がありま

す。とともに、これから５年、10年、町民の福祉と安全な生活を見据えた政策を立案し、実

行する重責を担っております。 

  最後に、あなたは積極的に情報通信事業を推進したくはないのではありませんか。 

  それでは、５点質問いたします。 

  検討委員会の現況はどうなのか、報告の時期はどうですか。 

  町民の大半が反対する現状にどうこたえますか。 

  各地区での説明会で明言したアンケートの実施はどうなったのか、明確にお願いします。 

  16億6,000万、それ以上とも言われているが、この設備投資に概要報告とは裏腹に年間１
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億以上とも言われる管理運営費が町財政を圧迫するのは当然のこと、町長トップとしての答

弁をお願いします。 

  上長尾、高郷、梅高地区が独自で行ったアンケートの結果、その多くを無視することは町

民への背信とならないか、お願いします。 

  以上。 

○議長（板谷 信君） ただいまの市川君の質問に対し、町長の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤公敏君） 皆さん、おはようございます。このたびの東北関東大地震に対しまし

て、大変多くの地域で大きな犠牲を受けられました。被災地の地域の皆様方に心からお悔や

みとお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 

  それでは、市川議員の質問にお答えいたします。 

  情報通信基盤整備事業推進検討委員会は、平成22年12月22日に第１回委員会を開催し、本

日現在６回の委員会を開催しました。第７回委員会が３月24日に開催され、それまでの委員

会での討論について取りまとめがされるものと思います。 

  この委員会については毎回公開され、傍聴者も数人おられます。議事概要についても委員

会終了後に２、３週間以内にホームページ上で公表され、議員の皆様にも配付しております。

この議事概要を見ていただければ、状況については確認していただけるものと思います。 

  次に、報告についての質問にお答えします。 

  議会への報告ということになりますが、第７回委員会で取りまとめたものを議長あてに文

書により報告させていただくことになっております。その内容については、第７回委員会で

の協議事項となっておりますので、御了承をお願いします。 

  次に、２番目の質問でございます。 

  町民の大半が反対する現状にどうこたえるかということでございますけれども、情報通信

基盤整備事業については、合併時の新町建設計画の主要プロジェクトとして計画され、川根

本町総合計画に引き継がれております。昨年度実施したアンケートでも、個人では51％、事

業者では79％の方が光ファイバーの整備を推進すべきと答えられております。また、事業費

が12億円以上かかることを提示した第２回アンケートでも、86％の方が、町が事業主体とな

って情報通信基盤を整備することに賛同してくださいました。これらの多くの方からの賛同

の御意見があったことも事実であります。 

  確かに説明会において、住民の方から、テレビ電話機能つきの告知放送端末機を利用した

サービスや、全体事業費について批判的な御意見を言われたこともございます。そうした御

意見も含めまして、現在開催されております検討委員会からの報告や、委員会での御意見を

参考として、再度検討すべきところは検討し、住民の方々の御理解を得て慎重に計画を進め

ていきたいと考えるものであります。 

  次の質問でございますけれども、各地区の説明会で提言したアンケートの実施はどうなっ
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たのかということでございますけれども、さきの質問でお答えしましたとおり、検討委員会

での御意見を参考に、再度事業を検討する必要があると考えております。検討した上で幾つ

かの選択肢を示し、比較しながら事業内容を固めていきたいと思います。そのような経過を

踏まえ、事業が固まってきた段階で加入意思の把握を含めた意向調査を行いたいと思います。 

  次の質問でございます。10月12日の全員協議会で町が提示した計画では、事業費は最大で

16億円という説明をしております。また、その時点において必要な管理運営費は、人件費を

含め6,000万円から7,000万円程度としております。その管理運営費も利用料金によって賄っ

ていきたいという計画でありました。現在、検討委員会での御意見を参考に、事業内容を再

検討していきたいと考えておりますが、事業費、運営費とも現提示案が最大であり、その金

額以上では到底住民の皆様に御理解いただけないものと考えます。また、利活用方法を含め

た事業内容の再検討とともに、利用料金についても検討していきたいと考えております。 

  次の御質問でございます。上長尾、高郷、梅高地区で行ったアンケートについてでござい

ますけれども、御質問の地区で行ったアンケートについては、住民説明会への出席が少ない

状況の中、事業が理解されているのか疑問であったこと、事業費や全世帯に関連するサービ

ス内容からも、地域の皆様に大きな関心を持っていただきたく、現状のお考えをお聞きした

いということだったと受け取っております。検討委員会での議論の取りまとめとともに、こ

の地域でのアンケート結果などを受けとめ、事業の再検討に生かしていきたいと考えており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 私は12月22日第１回情報通信の、いわゆる検討委員会に傍聴として出

席いたしました。委員会のタイトルに推進という２文字が追加されているのに驚きました。

全協での検討委員会の立ち上げの説明では、ゼロからの論議の始まる検討委員会であり、決

定機関ではないという説明であったから、また初回から３名欠席、過半数の出席で会議が成

立しているにもかかわらず委員長が決まらない。また、東海総合通信局の課長の講演、「光

の道構想」は原口大臣時代に立案したもので、来年度の予算もわからない。従前の施策に沿

った説明をするとのこと。多難な門出であり、この行き先が案じられるような第１回でござ

いました。この点につきまして、今までの数回やりました会議録も見させていただきました

けれども、これは議会に対するどういう方向性をするための検討委員会なのか、ちょっとこ

の会議録を見て疑問に思ったことがございましたけれども、その点どのようにお考えですか。

質問いたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 推進という言葉を使ったということでございますけれども、情報基盤

整備事業については、町として進めていきたいということで、情報通信基盤整備そのものに

ついては、賛成されている方がかなりいらっしゃるのではないかというふうに思っています。
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また、その内容についてどのような、いわゆる町が今まで提案してきた光ケーブルを張ると

いう方法でいくのか、あるいはそのほかの無線をという方法があるのか、そういう部分につ

いて検討していただくということで、ブロードバンド整備事業そのものは推進していきたい

という思いからでございます。 

  それから、検討委員会の内容等につきましては、本来私も出席できる部分については出席

したいというふうに思っておりますけれども、なかなかほかの用務等ございまして出席して

おりませんので、検討委員会の内容についてはちょっと答弁をいたしかねますので、担当の

方からお願いしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 検討委員会の内容でございますけれども、最初の推進委員会につ

いては、先ほど議員がおっしゃったように、決定機関ではないというお話の中で委員の皆様

にお願いをしてございます。 

  その中で、項目を挙げましてそれぞれ現況を確認していく、それとか事業者の現状の中で

今後の取り組みですか、推進についてどういうお考えを持っているとか、それから町として

どういうような利活用ができるかとかいろいろな項目を挙げまして、それぞれを確認をした

中で議会の方、議決決定機関の方に項目を挙げて報告をしていくというような形で、提案と

いいますか、委員会の方にお願いした経緯でございまして、今までについては、６回やった

中では情報通信基盤整備事業は必要であるというような、１つの委員の皆様から認識をいた

だいているところでございます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 検討委員会の議事録の中でちょっと目についた御意見がございました。

ブロードバンド整備はインフラ整備だというが、社会資本というなら国の施策に基づいたも

のであり、総務省も残された10％の未整備地域に対して、2015年までにどうするかと救済策

を立てている。町は国がやらないから町がやると発言しているが、これは問題であり、公設

民営も方法だが、維持が財政を圧迫すると言っている。これはまさに正論であり、検討委員

会の原点でありますが、他の委員からは最初から専門的な話を進めるでなく、この検討して

いる基盤が町には有効であり、住民サービスが向上することを議論することであると反論し

ておりますが、まさにこの落差は次元の違いを感じますが、どういう基準で委員の選考をし

たか、ちょっと教えてください。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 委員の選考についてでございますけれども、この推進検討委員会

をお願いするに当たっては、議会の方で検討委員会を設置をして、議会の方と行政との中で

進めていきたいというようなことが当初のお願いでございましたけれども、議員さんの中か

ら一般の方を入れて検討委員会を進めた方がいいではないかと、そういうふうな御意見でご
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ざいましたので、その中に議員さんプラス観光業者とか商工関係、福祉関係、教育の関係の

方をお願をいして12人と、それから国の方、県の方、それから女性のまちづくりの関係の方

をお願いして、12人程度でという話の中で選ばせていただきました。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 話をちょっと変えます。質問の要旨を変えます。 

  先ほど町長の答弁で、管理運営費は大体6,000万ぐらいだと、これはいわゆる使用料で賄

うんだという答弁でございましたけれども、機械一式は大体５億2,000万円ぐらいですか。

電子機器で構成されているため耐用年数は五、六年と、これはどの方に、詳しい方に聞いて

も言います。こういう数値が概算の見積もりの、いわゆる想定する見積もりの中に載ってい

ない。それから人件費も載っていないでしょう。結局5,000本以上の電柱なんかの、一体あ

れが借用の電柱なのか、ではその借用料がどうなのか、そういうものが全く載っていないこ

れ、概算ですよね。そうするとこの状況でいきますと、要するにこれに載っておりますもの

を見ますと、とてもこの数字でやれるようなものではない。もちろんこれはある程度想定す

る事業収支だと思いますけれども、一番肝心なもの、電気料もないし、そういう形でこれ、

町の負担がとんでもなく大きくなってくるじゃないかということと、民間の会社はこれ引き

受けませんわね。そうすると指定管理者制度みたいな形になってくるんではないかと思いま

すけれども、ここら辺の積算の根拠というのをちゃんとこれ、精査しておりますか。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 事業費の関係の中で、経費の関係をお尋ねになったかと思います。

その中では、支出の部については人件費、それから電柱使用料、電気料等、今お話にあった

ものは中に含めての経費の見込みで、先ほど町長が言った金額、約その金額ということでお

話をさせていただいたことが過去にあろうかと思いますので、今言ったことについては人件

費、電柱使用料、電気料等含まれているということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 要するに、このいわゆる見積もりで見ると、１年目がいわゆるインタ

ーネットですね。これが500件、それが７年目には1,000件になると、そういう予測で書いて

ありますけれども、またＩＴ告知、これは恐らく全戸に等しい2,725件、これどういう計算

をしたのかちょっとわかりませんけれども、この辺の全く予測できないような数字を出して、

そしてこれが管理運営費、このいわゆる使用料で賄えるという根拠は何ですか。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 事業費の中から、特に収入の部の中で、今おっしゃった加入件数

の関係が基本になりますけれども、3,000世帯の90％プラスある程度の事業所数の加入を見

る中で、それからインターネットが配信できるような状況の中で加入世帯500くらい、それ

から年が経過する中で、加入努力によってある程度の数が、加入が見込めるという中で積算
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をして利用料を積算したところが、この時点では１年目の収入合計としては5,766万ぐらい

というような見込みの中で計算をしたものでございます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） だから私が言いますのは、上長尾、高郷、梅高のこのアンケートを注

目するんですよ。ということは、質問の仕方がはっきりしている。ということは、これは

422世帯というと１割のようですよね。それで末端告知、この端末機、これが15％ですよ。

そして地上デジタル放送のいわゆる月額500円のは８％、そしてインターネットを申し込み

ますかという問いには34戸、9.3％です。これでどうしてこういうふうな積算ができますか。

ですから私が言うのは、町長先ほどあいまいに言いましたけれども、アンケートをきちっと

やらないと確たる数字をつかむことができない。それをある程度方向性ができたらやるとい

うのは、何のためにやるんですか。最初にこれをやって、とても採算ベースに合わなければ、

やるかやらないかということを決定しない、そういう材料にしなければアンケートの意味が

ないでしょう。その点いかがですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） いろんな説明会をやっていろんな御意見を伺った、そういう中から検

討委員会というものになっているわけであります。それから最初のいわゆる加入者がこのぐ

らいあればという計算でございますけれども、それと上長尾地区を含む３地区のアンケート

調査、調査の時点が違いますので、町としてはこのぐらい加入していただけるのではないか

ということで、今の基本計画の中で採算ベースを考えているわけでありますけれども、いわ

ゆる町民説明会をやったあの当時の時点で今の３地区のアンケートをとったら、今の議員か

らお話のあった数字ということで、これはこれからの検討委員会等を経過して、それから住

民の皆様方にもう少しわかりやすくといいますか、そういう中で意思を確認していくわけで

ございますけれども、そういう中で変わっていくこともあり得るのではないかなというふう

に思っています。 

  いずれにしても、加入者がある一定以上あるということが、こういう事業を進めていく上

での大きな前提ともなりますので、そういうものを、そのために今こういう検討委員会なり

そういう過程を経ているということで、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 私が何でいわゆる管理運営、どういう形になっていくかちょっと今予

測はされませんけれども、そんなに16億も町の単独事業で、単独とは言いませんけれど、県

で４億ですか、くれて、この事業をやるという方向性は別に構いませんけれども、財政的に

きつくありませんか。27年までには同報無線の更新もあるでしょう。これも10億ぐらいかか

るでしょう。 

  総務課に伺いますけれども、今、元利で町債の残高幾らありますか。 
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○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） ただいま手元に残高の資料を持っておりませんので、ちょっと調

べさせまして報告させていただきます。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 要するに市道の起債残高も残っているでしょう。こういう状況で、財

務内容を見ればそれほど余裕があるような川根本町じゃないんですよ。その辺を含めて、財

政的なその裏づけを考えて、これ27年までは総務省の計画だと、国が援助するということを

言っているんですが、そういう段階で、町単で何で泡食ってやらなくちゃならんような、こ

れ本当にそんなに急がなくてはならん事業ですか。その点いかがですか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） ただいま資料によりますと、23年度末の残高という形でございま

して、これにつきましては62億3,000万ほどということでございます。大変答弁が遅れて申

し訳ありません。 

○９番（市川昌美君） 議長。 

○議長（板谷 信君） その前の質問に答弁。副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） この事業を単独で行うかどうかということでありますけれども、当

然国の光の道構想の補助金、いわゆる補助枠該当ですか、相当する部分の３分の１、それか

ら県の補助枠相当の４分の１と、総枠の中では調整あろうかと思いますけれども、これをお

願いしてやっていくと。そのほかについては、財源については合併特例債をお願いしていく

と、最終的にはその合併特例債を適用された場合には、その額の70％が交付税算入されてい

くということであります。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 先ほど総務課長から、いわゆる町債残高、元利と言いましたけれども、

62億……、69億、まだ元利償還をやっていないですから、新年度の予算は動いていないです

から69億5,607万2,000円じゃないですか。 

○議長（板谷 信君） さっきの数字、23年度末の数字です。22年度末のものもわかりますか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 22年度末の現在高見込み額ですと、合計しますと64億7,200万で

ございます。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） 元利というと利息が入って、これはいわゆる予算書に載っているのは

元金だけでしょうということ、借金というのは元利が入らなければ、こういう慣例で元金だ

け載せてありますけれども。 

○議長（板谷 信君） 残高ですから。 

○９番（市川昌美君） そうでしょう。 
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○議長（板谷 信君） 議員質問しているのは残高ですよね。 

○９番（市川昌美君） 残高。 

○議長（板谷 信君） 22年度末の残高。 

○９番（市川昌美君） だから元利を含めての残高。 

○議長（板谷 信君） 総務課長、もう一回答弁してください。22年度末の残高。 

○総務課長（西村太一君） 22年度末の現在高見込み額でございます。残高64億7,200万でご

ざいます。 

○議長（板谷 信君） ９番、市川君。 

○９番（市川昌美君） だから、私が質問したのは、これ水道債もあるから、その総額が幾ら

だかということを、概略でもいいので聞きたかったんですけれども、結局余りしっかりした

答弁もらえませんでしたけれども。これに16億、ましてやまだほかにいっぱいある関係で、

この大きな震災まだ今続いていますけれども、こういう問題でもう子ども手当とかどんどん

切ってくるでしょう。だから、交付税法も改正するということで、自民党と合意して、これ

もある程度の内示が今に入ってくるような形になると思いますけれども。「治にいて乱を忘

れず」という言葉、私好きですけれども、本当にこんないいかげんな予算を組んでいると大

変になりますよ。 

  それから、今度答弁していただくときには、本当にきちっとした数字を出していただきた

い。ということは水道もまだ出ていないし、町の借金というのは、町の借りた金、総額のこ

とを言うですからね。だからその点を含めて私は、あ、いいです、答弁は。じゃ、私の質問

はこれで終わります。 

○議長（板谷 信君） これで９番、市川君の一般質問を終わります。 

  次に、10番、鈴木君の発言を許します。 

○１０番（鈴木多津枝君） 改めまして、おはようございます。そして、11日に起きました未

曾有の大災害になっている東北関東地域の東日本大震災、本当にたくさんの犠牲者が出まし

て、もう毎日テレビを見ていても胸が詰まる思いですけれども、先ほどに続きまして心から

犠牲者の皆さん、そして被災者の皆さん、お見舞いとお悔やみを心から申し上げます。 

  最初に、一般質問１回目の質問をさせていただきます。 

  23年度の予算で、行政は個人の町民税を前年より2,410万円少ない２億5,490万円の計上と

しました。減収の理由を、おととしリストラが増え、65歳過ぎても働いていた方々が減って、

前年より６％還付だと思いますけれど、申告をする人が多くなったとの説明でした。町民の

生活がますます大変になっていることを示すものだと思います。少ない年金だけが頼りの高

齢者や、売り上げや仕事がなかなかもらえない商店や業者、新茶の準備を控えて何かと出費

が出ていく茶生産農家など、収入や年金は減る一方なのに、国保税や介護保険料、後期高齢

者医療保険料はいや応なしに引かれて、固定資産税や住民税が引かれる月は食べ物も医者も

我慢している。山も畑も税金代わりに町に買ってもらいたいと深刻な声が寄せられるこのご
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ろです。当町でも月々ある程度の給与が保障された人とそうでない人の格差が拡大する一方

で、介護サービスもこれ以上増やすお金がないと言って、紙おしめを洗って使っておられる

方もおられます。閉塞感を脱出できる元気のあるまちづくりを目指しておられる町長に、少

しでもその足がかりになればと思い、通告をしました。前向きな御答弁を期待いたします。 

  最初に、国保税の値上げを回避することを求める質問です。 

  23年度予算で、国保会計は、国保税が4,400万円も増額の１人当たり約９万円、今年度の

平均で約７万円より２万円も高い保険税額が計上されました。私は、またいつもの腰だめ予

算で、本算定で医療費の高見積もりや、国・県などの負担金や繰越金が確定すれば、税で埋

めなければならない数字はどんと下がって、担当課長や町長が言われるなるべく税を上げな

いようにしたいとの言葉が実現できるだろうと、その言葉を信じ、大丈夫と軽く考えていま

した。しかし、そんな単純な私の姿勢に議長は、この予算を見る限りでは税を上げないなど

ということは言えないと、警鐘を鳴らされたのです。 

  そこで、値上げをしないよう、不足が生じた場合は一般会計からの繰り入れで回避する考

えがあるかを町長に伺いましたが、やるとの答えはいただけませんでした。もし本算定時に

今の税率では不足が生じたとき、値上げを食いとめるためには基金を取り崩して充てるか、

ほとんどの自治体が行っている一般会計からのその他の繰り入れをすることしかありません。

加入者が高い国保税の支払いに苦しんでいるとき、多額な基金をため込んでいる必要はない

と私は思うのですが、それでも基金は限りある財源で医療費の２カ月分という目標を残そう

とすれば、もう五、六千万円使えるかどうかわからないところまで来ています。 

  そこで、何としても国保税の値上げ回避をするために、ほとんどの自治体が行っている一

般会計からの繰り入れをぜひ行っていただきたい。そういう考えがおありかどうか伺います。 

  ２点目は、加入者の平均所得に対する平均税額の割合は幾らか伺います。 

  ３点目は、所得の１割を超える人がどれくらいおられるか伺います。 

  ４点目は、当町で所得に対する税率が最高の方の所得額とその割合、所得額に対する税額

の割合は幾らか伺います。 

  低所得者への減免の実施と周知について、どのような状況か伺います。 

  ２点目ですけれども、特別養護老人ホームあかいしの郷の待機状況と住民の不安解消につ

いてどのように考えておられるか、以前にも伺ったんですけれども、最近の状況をお伺いし

ます。 

  また、具体的な状況の中で箇条で質問しました。 

  １、特養へ入所希望の待機者数。 

  ２、ひとり暮らしや老々介護、独身の男性が働きながら親を見ておられる状況など、深刻

な状況をどれだけ把握されているか。 

  ３、今後の施設整備の必要性をどのように考えておられるかについて伺います。 

  ３点目は、総合支所など旧本川根地区へ救急車の予備車を配備する考えはないかについて
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お伺いします。 

  委員会審査の中で、以前衛生消防組合の議員だった方から、タクシー代わりに使っている

など、そういう使い方の指導をすべきだという意見が出され、議論になりました。そのよう

に明らかに救急車の使用を控えるよう、指導が必要な使用事例がどれくらいあったか伺いま

す。 

  また、広い地域で高齢者も多く、町外からの交流人口も多い当町ですが、夜間はお医者さ

んがいない地区も多い当町で、救急車が１台しかないのでは助かる命も助からない。手遅れ

になってしまうことも考えられます。１台しかない救急車をもう一台増やして、北部の救急

時間の短縮のためにも総合支所など北部地域へ置く考えはないか、お伺いします。その場合

どれくらいの経費がかかりそうなのか、試算をぜひ示していただきたいと思います。 

  ４点目ですけれども、当町の最大の課題である若者定住のまちづくりについてです。 

  １点目は、子供が増えている地名地区で休園中になったままの保育園を再開するべきと思

いますが、再開のお考えがないか、検討するお考えがないか、お伺いいたします。 

  ２点目は、地名地区の乳幼児数。 

  ３点目、現在保育園に通っている乳幼児の人数。 

  ４点目、地名地区の出生数の推移と今後の見通しを伺います。また、地名地区だけでなく、

子育て生活環境がよい徳山や下泉地区などへ若者定住住宅建設の取り組みをされる計画はな

いか、またその計画をぜひ持っていただきたいということを求めます。町長のお考えをお伺

いいたします。 

  この若者定住住宅建設のことでは、先日、茶茗舘で議員と語る会が開かれた折も、若者定

住策が熱心に議論される中で、高齢者と若者が同じ地域に住める住宅をつくって、子育て支

援と高齢者見守りなど、交流し合い、助け合って生活する環境をつくっている自治体がある

という話が紹介され、まさに当町にぴったりのアイデアではないかと思いました。ぜひこの

ような住宅づくりを進める考えはないか、再度お伺いいたします。 

  最後に５点目ですけれども、昨年６月に議会が全会一致で決議した、「核兵器廃絶・平和

のまち宣言」を町そのものの宣言として、町民、子供はもとより町外者へのアピールや平和

の活動の取り組みなど進める考えはないか、お伺いいたします。 

  以上です。御答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの10番の鈴木君の質問に対して、町長の答弁を求めます。町

長。 

○町長（佐藤公敏君） それでは、鈴木議員の質問にお答えいたします。 

  まず、ほとんどの市町で行われている一般会計の繰り入れで値上げ回避を、国保税の関係

でございますけれども、県下市町で行われている一般会計からの法定外繰り入れを実施して

いる保険者は、保険給付費に占める基金保有割合が10％を下回っている保険者が大半を占め

ている状況です。法定外繰り入れというのは、国民健康保険に加入していない町民の皆さん
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からも負担していただくということになるため、慎重に考える必要があります。ただ、基金

のあり方については、医療費の急激な支払いが生じた場合に対応するために医療費の支払い

に充てながら、保険税の安定した運営のために活用していきたいと考えております。 

  次に、加入者の平均所得に対する平均税額の割合はということですが、平均所得額に対す

る国保税額の割合は、平均で9.7％となります。ただし、被保険者が違います介護分は含ん

でおりません。ここで言う所得額というのは、国保税を算出するための基礎所得額を用いて

算出していることを申し上げます。これに基づきまして算出いたしますと、１人当たり平均

基礎所得額は56万8,818円で、１人当たり平均国保税額は５万5,336円となります。 

  所得の１割を超える人の割合はという質問でございますが、基礎所得額に対して国保税の

割合が１割を超える世帯の割合ということでお答えします。国保税は所得割のほかに資産割、

均等割、平等割の４方式での世帯課税となりますので、子供や施設入所者、年金受給者、高

齢者等の所得がない被保険者も含まれます。このような被保険者が多いことから、基礎所得

額の１割を超える世帯については約68.3％となります。 

  基礎所得額の少ないこれらの多くの世帯は、７割、５割、２割の軽減により国保税は軽減

されます。７割軽減される世帯の年税額は１万2,500円となり、１カ月約1,041円の計算とな

ります。国保の財政運営に当たり、応納応益の賦課方法の観点から、広く多くの皆さんから

の御負担をお願いするものです。 

  当町で所得に対する税率が最高の方の所得額と税額はという質問でございますけれども、

所得金額3,824万4,000円で、国保税額は医療分限度額の47万円、支給分限度額の12万円、介

護分限度額の10万円となり、合計限度額69万円となります。 

  低所得者への減免実施と周知ということでございますけれども、低所得者へは７割、５割、

２割軽減により負担軽減が行われています。また、失業による国保加入者へも所得割の70％

を軽減する減免が対応されています。病気等による納付が困難となった世帯に対しても、納

付猶予や減免相談を随時対応しております。また、周知については広報紙、ホームページ、

納税通知書送付時を活用して実施しております。 

  次に、２番目の特別養護老人ホームあかいしの郷の待機状況と不安解消をということにつ

いての御質問でございます。 

  特養への入所待機者数はという御質問ですが、県による平成22年１月現在の県内所在の特

別養護老人ホームでの住所市町ごとの入所申し込み高齢者数の報告によりますと、川根本町

で県内の特養へ入所申し込みをしている高齢者の延べ人数は109人、実人数は65人。これは

申し込んでいる方と実際の人数、重複して申し込んでいる方がいらっしゃいますので、延べ

人数で109人、実人数は65人ということであります。そのうち、本人及び家族の状況などに

より入所の必要性が高いと思われる方が８人となっています。 

  次に、ひとり暮らしや老々介護、単身男性が親を見ているなど、深刻な状況の把握はとい

う御質問ですが、平成22年４月１日現在における高齢者福祉行政の基礎調査結果によります
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と、町内の65歳以上のひとり暮らし世帯数は441世帯。夫婦のみ世帯は498世帯、子供などと

の同居世帯1,260世帯、その他高齢者のみ世帯52世帯となっております。この中で特に支援

の必要な世帯等の把握につきましては、民生委員や医療機関からの情報提供や、ケアマネジ

ャーからの相談、また地域包括支援センターによる高齢者把握実態調査などにより状況の把

握を行っており、必要性がある場合には随時地域包括支援センターによる見守り訪問を行い、

必要なサービスにつなげるなど対応しています。 

  また、被保険者の自立支援に必要な介護サービスの提供のみならず、必要性があり事業の

対象となる場合には、在宅高齢者配食サービス事業や緊急通報システムサービス事業などの

福祉サービスの提供も行うことにより、在宅生活への支援も行っております。今後も在宅で

の支援の必要な方の状況の把握につきましては、関係機関等と連携を図りながら、地域包括

支援センターを中心に、把握に努めていきたいと考えております。 

  次に、今後の施設整備の必要性をどのように考えているかという御質問ですが、町では現

在、平成21年度から平成23年度を計画期間とする第４期介護保険事業計画に基づき、介護保

険事業を実施しております。現計画におきまして、高齢者サービスの受け皿の１つとして、

居宅介護サービスの充実を図るため、地域密着型サービスに位置づけられている小規模多機

能居宅介護事業所の指定を行い、在宅での生活継続を支援するサービスの充実を図っている

ところであります。 

  特別養護老人ホームの整備につきましては、短期入所施設、デイサービスセンター、訪問

介護等の居宅サービスを併設することが原則となっており、特養と一体整備し、地域の介護

ステーションとしての役割を担うことになっているため、町内のサービス事業所間のバラン

スや公平性を図っていくこと、また県と情報交換を行っていくことが必要と考えております。 

  今後の施設整備の必要性につきましては、施設整備に伴う給付費の増による介護保険料の

上昇抑制対策や、町内のサービス事業所間のバランスを図りながら検討を進めていく必要が

あることから、本年度実施しました高齢者一般調査及び住宅要支援・要介護認定者調査の分

析結果や、県の調査結果等を踏まえ、来年度の次期介護保険事業計画の策定に向け、町の保

健福祉サービス推進協議会等で協議し、今後も計画の基本理念である元気な高齢者が多いま

ちを目指し、自立支援と介護予防の推進を図りながら、将来必要となるサービス提供体制を

計画的に整備し、介護保険事業の円滑な推進が図られるよう取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

  次に、総合支所など旧本川根地区へ救急予備車の配備をという御質問でございます。まず

救急予備車の配備についてお答えをいたします。 

  御質問の救急車をタクシー代わりに使っていると批判される救急車の使用状況についてで

ありますが、川根本町内における平成22年度中の救急出動件数と輸送人員は、出動件数が

350件、搬送人員は311人、容態の変化は軽症135人、中等症122人、重症54人となります。内

容を見る限り、一般的に言われる救急車のタクシー代わりの利用については、入院のために
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救急車を使う等の傷病を含まない出動事案については、本町内ではないと聞いております。 

  次に、予備車設置に係る費用と方法についてですが、川根北分遣所に平成20年度まで配備

されていたと同様に車両を配備したと仮定しますと、必要になるのは車両購入と配置人員の

増員が必要になります。まず車両購入ですが、高規格救急車が、搬送を含む車両代が約

2,200万円、搭載する資機材が約1,300万円、１台約3,500万円になります。配置人員の増員

ですが、現在川根北分遣所は14人体制で、ポンプ車１台、救急車１台を運用しています。予

備車が配備されると仮定すると、現在の14人体制から７名を増員し、21名体制で運用するこ

ととなります。うち、救急救命士が現在３人のところ６人に増加する必要も生じてまいりま

す。 

  次に、若者定住のまちづくりをということで御質問でございます。 

  現在休園している地名保育園の再開に関する御質問でありますが、まず先に乳幼児数及び

保育園通園者数及び出生数推移と今後の見通しについてお答えいたします。 

  乳幼児数は全体で213名、そのうち保育園通園者数は131名です。 

  次に、地名地区の乳幼児の状況ですが、総数で34名、そのうち17名が保育園、２名が幼稚

園へ通園している状況であります。当町の出生数は、ここ５年間の平均で年34名となってお

り、人口統計上の指標とされている合計特殊出生率も、平成17年から21年度の５カ年を平均

すると1.17であり、平成20年度の全国平均の1.37、県平均の1.44に比較し大きく下回ってい

る状況にあります。 

  保育園は児童福祉法第39条において、日々保護者の委託を受け、保育に欠ける乳幼児を保

育することを目的とする施設と位置づけられており、すべての乳幼児が入園するわけではあ

りません。本町における保育園は、公立２園、私立１園の３園体制で、定員総数140名に対

し、通園児は128名という状況にあります。いわゆる定員割れの状態であり、都市部で問題

となっている待機児童問題も発生しておりません。 

  地名地区における乳幼児数は、議員御指摘のとおり、若者定住促進住宅完成に伴い増加し

ていることは事実でありますが、先ほど申し上げた町全体の出生数や保育園の状況をはじめ、

施設の適正配置や規模、管理運営などの財政面を含め、町として総合的に判断したとき、地

名保育園の再開は厳しいと言わざるを得ない状況にあると考えております。 

  次に、若者定住住宅建設の取り組みをという御質問でございますが、現時点では新たに若

者定住促進住宅の建設といった具体的な構想は持っておりませんが、平成23年度におきまし

て、町営住宅等の長寿命化計画を策定することとしております。この計画は住宅政策に関す

る時代の変化、町民の要望等を踏まえ、川根本町が抱える住宅や住環境にかかわる課題を分

析し、将来的な住宅需要動向を把握し、良質な住宅、住環境整備の方向性と実現のための方

策等を定めるもので、今ある町営住宅の適正な管理や修繕、建て替え等の計画とあわせ、若

い世帯向けの町営住宅や多くの世帯の人が一緒に暮らせる団地建設の必要性といったことも

含めた、将来の住宅需要を的確に把握するための調査等も行っていく予定でございます。 
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  最後になりますが、「核兵器廃絶・平和のまち宣言」についてという御質問でございます。 

  御質問の「核兵器廃絶・平和のまち宣言」につきましては、現在県内35市町のうち、本町

を含め25の市町が同様の宣言をしております。このうち10市町の例規集に宣言の内容を記載

しておりますが、核兵器廃絶・平和のまち宣言を条例化している市町はなく、いずれも決議、

あるいは議決された内容が記載されているものであります。 

  町といたしましては、昨年６月29日に町議会全会一致で決議されました内容を遵守し、今

後町としてどのように取り組んでいくのかということを皆さんとともに考え、平和なまちを

実現していくことが最も重要であると考えております。県内での核兵器廃絶についての具体

的な取り組みにつきましては、各市町ともホームページでの広報や懸垂幕の掲示、各種平和

記念式典への参加、派遣、補助金の交付などが中心となっておりますが、特に焼津市や静岡

市では1954年に起こった第５福竜丸の被爆事件を風化させることなく、核兵器廃絶と平和へ

の願いを込めた「３.１ビキニデー集会」の実施などの取り組みが行われておりますことは、

報道等でも御存じのことと思います。 

  町におきましても、８月の終戦記念日での戦没者への黙祷や、10月の戦没者慰霊祭での平

和への呼びかけをはじめ、原水爆禁止のための協賛金の交付を実施しているところでありま

す。こうした活動の実施ももちろん重要でありますが、全国的な組織として日本非核宣言自

治体協議会という組織があり、この協議会では比較都市宣言呼びかけや各自治体の平和事業

推進などの活動を行っております。この協議会へは現在全国で269の自治体が加入し、静岡

県では焼津市、藤枝市、三島市、富士市の４市が加入しておりますが、今後は県内の他の市

町の状況なども踏まえながら、こうした協議会への加入も検討し、町としての取り組みを行

っていきたいと考えております。 

  以上であります。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） では、再質問をさせていただきます。 

  まず最初に、国保の値上げを回避するということについてですけれども、一般会計から繰

り入れるしか方法がないと私は思うんですけれども、町長はそれに対して一般会計からの繰

り入れ以外に回避できる方法があると思われますか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 一般会計から法定外繰り入れということでございますけれども、その

前に国保特別会計を長く維持していくという方法の中には、１つとして、これは鈴木議員、

一番嫌うところでありますけれども、まず保険税を見直すということが１つあろうかと思い

ます。そういう中で考えていくのが一番オーソドックスな考え方だと思うんですよね。ただ、

その中でどうにも耐え切れない部分があったときにどうするのかということでの議論が、そ

こであるんだろうというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 
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○１０番（鈴木多津枝君） どうしても耐え切れない状態というのは、今、当町にはないと考

えておられますか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今現在、そこをこれから年度末に向けてどういう動向をたどっていく

のかということが１つあろうかと思いますけれども、今後の検討課題になってくるんだろう

というふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ぜひ検討課題に入れてもらいたいと思いますのは、１割、先ほど

の答弁でも、国保税が所得の１割を超しているお宅が、人数ですか、68.3％もいらっしゃる

という答弁でした。そして、私がちょっと簡単に計算しただけでも、例えば所得が200万あ

る方、そのお宅でも４人家族で固定資産税10万円ぐらいあれば、国保税は29万3,590円なん

です。これは30万円近い、所得の15％になるわけですよ、うちの町では。確かに所得がたく

さんある方は、頭打ちもありますし、何とか値上げも耐えられるだろうと思います。でも、

本当に所得の低い人たちが、たとえ７割、５割、３割の軽減率があっても、値上げになれば

その軽減された中での値上げが起きるわけだから、本当に生活の中で大きな負担を占めてい

るというこの国保税、行政としては値上げを回避する努力をするというのが当然ではないか

と思うんですけれども。値上げを、町長は足りなければ税率を上げるのが一番オーソドック

スだというふうなことを言われましたけれども、本当にそのように考えていらっしゃるんで

しょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 余り詳しくない人があれなんですが、基本的に国民が負担し合って、

その中で保険制度が成り立っていくわけでありますけれども、その負担は税で負担していた

だく部分と、それから国庫なり県からいただく、町が負担する部分、そして基金等の積み立

てもしておりますので、そういうものの中で対応していく。応納応益という中で、基本的に

は被保険者が加入し合って、相互の助け合いの中で運営していくというのが、基本的には保

険制度としての本来あるべき姿だというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 国保は、保険制度、国保と言いますけれども、国民健康保険制度

と言いますけれども、保険制度ではなくて社会保障制度なんです。それは、後の国保の反対

討論のところで述べようと思っていたんですけれども、国保法第１条に、国民健康保険事業

の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民健康の向上に寄与することを目的とすると

いうふうにうたってありまして、国民全員が、もうほかの保険には入れない人たち、どんな

に所得がない人たちも、みんなここに入れなければならない、国がつくった制度なんです。

それで、所得の多い人たちには相応の保険料、それは仕方ないと思います。でも、本当に所

得に対する１割以上の保険料があって、それでいいと町長はお考えでしょうか。 
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○議長（板谷 信君） 国保税を上げない方法、どういう方法があるかというのを担当の課長

の方へ振っていいですか。 

○１０番（鈴木多津枝君） はい。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） 一番の方法としましては、先ほど町長が言われましたように、

保険税の見直しというのは１つの方法と思いますけれども、ほかに基金が私たちのところに

おきましてはほかの市町、保険者よりもあるものですから、それについても考えていく方法

があると思います。 

  いずれにしましても、国保の問題につきましては、国保運営協議会というのが、委員会が

ありまして、その御意見を伺いながら、基金のあり方自体についても考えながら、今回の場

合ですとこういう大災害等あった場合も考えながら、基金の全体のあり方を考えながら、基

金と取り崩しも含めた保険税の見直しというものも含めて考えていくのが、そういう方法も

あるのではないかと思います。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 大災害のときには、今回の大災害でも保険証なしでも無料で受診

できるように、すぐに指令が出されましたね。基金がない自治体は大災害のとき困るという

状況はないんですけれども、認識がちょっと違うんじゃないかなと思います。 

  それで、基金がほかの自治体よりもあるから、値上げをしないために、私は値上げをする

ということではなくて、値上げを回避するためにどういう方法があるかということを聞いた

わけですよ。だから税の値上げがまずありますという答えはおかしいと思うんです。まず基

金を使うか一般会計、今も課長も一般会計の繰り入れには一言も触れませんでしたけれども、

一般会計の繰り入れか、この２つしかないんじゃないでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） 方法としてはその方法と思いますけれども、軽減等につきま

しては、国や県の支援もありますものですから、全体としては軽減することによって低く抑

えることはできるんじゃないかと思います。 

○１０番（鈴木多津枝君） ちょっと今わからない、もう一回、最後の方が聞こえませんでし

た。 

○生活健康課長（西村 一君） 保険基盤安定の軽減される世帯が多くなった場合は、国・県

の補助も受けてやることによって、被保険者の負担も少なくなるのではないかと思います。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 確かに所得が低い当町は、ほかの自治体に比べたら保険基盤安定

のお金が、国・県からの入ってくるのが多いということで、医療費を使っている割には国保

税安くて済んでいるという状況は確かにあります。だけど、私が問題にしているのは、最初

に言いました今年の予算、4,400万円国保税増額、腰だめではないかと私はいつも思ってい
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るんですけれども、確かにそういう状況になって上げなくて済むということがほとんどです

ね、繰り入れがあったり、歳入見込みが当初予算より増えた、医療費は当初予算で上げたよ

り下がった、そういうことで国保税上げなくて済みましたということで、これまでほとんど

来ているわけですよ。入ってくるのが多い医療費もそんなにどんどん増えてはいないという

ことで、国保税の据え置きが実現しているわけですけれども、課長も行政担当の職員も言う

ときにはいつも、もう厳しい状況ですと、何かこのままでは置いておけない状況ですという

ことをいつも言われるじゃないですか、説明のときに。ということは、国保税の引き上げも

あり得る、もうそういう状況に来ていますよということをいつも言われているんじゃないで

すか。そういう気持ちで言われているんじゃないでしょうか、状況として。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） 今回の予算を立てるに当たりましては、いつもよりも医療費

等精査しまして、また交付税ですね、交付税についても最初から予算上入れさせていただい

て、いつもよりも厳しい予算にしております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ということは、議長も言われたように一大事の状況というか、税

を増やすよと、これだけ増やさないと、税収がないとやっていけない状況に近づいた、より

近づけた予算だということなんですね。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） 言われるとおりです。それでまだ繰越金等についてまだ決ま

っておりませんので、その辺も精査して、今度６月ですか、議会運営委員会という組織があ

りますので、そこで検討して伺いながら来年度、23年度の本算定に備えていきたいと思いま

す。 

○議長（板谷 信君） それ、国保運営協議会ですか。議会じゃなくて。 

○生活健康課長（西村 一君） 国保運営協議会です。失礼しました。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 繰越金がどれだけあるかは全くわからないから、それにある程度

上げてありますよね、1,000万でしたっけ。 

（「１億」の声あり） 

○１０番（鈴木多津枝君） １億上げてありますよね。あと多くても2,000万ぐらい増えるか

どうかという状況ですよね。そうすると、4,400万円増額している国保税収入額、そこには

到達しないわけですよね。すべての見積もりが今までに比べてとても現実に近く、厳しく精

査して計上した予算だよということであれば、本当に現実的に議長が言われたように国保税

上げないなんていう甘い見通しはないだろうと、私、しかられたんですけれども、このまま

でいくと本当にそのことが現実になるわけですよ。そこで、基金の取り崩しか一般会計から

の繰り入れしかない、その基金というのは限りがあるもので、今年足りない分全部基金から
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入れる考えがあるんですか。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） その点についても、先ほども言いましたとおり、基金のあり

方等考えながら、保険税の見直しと両方考えながら運営委員会でお諮りしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） あと１点お願いします。議長、公平な立場で審査する役目ですので、

余り何回も議長、議長と引き合いに出さないようにお願いします。 

  10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 大変ありがたいアドバイスをいただいたものですから、何回も使

わせてもらっています。 

  基金の使い方は協議をする、あり方については今後考えると、一般会計からの繰り入れに

ついては、今後考える中に入れないんですか。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） うちの方は最初に町長の方からお話もありましたとおり、今

の基金の状況を県内の市町に直接お聞きしましたところ、基金がほとんどない市町が多いも

のですから、私たちのところはまだ基金があるということですので、それを中心に考えてい

きたいと思っております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） それもちょっと、私は古い資料で正確ではないかもしれませんけ

れども、平成18年の国保の白表紙というんですか、白版、県から発行しているのをもらって

あったものですから見たんですけれども、一般会計からのその他の繰り入れをしている自治

体で、町段階では、例えば富士川町は一般会計から繰り入れ611万8,000円入れているんです

けれども、基金も4,835万5,000円取り崩しているんですよ。基金がないわけじゃなくて、取

り崩しています。それから森町も一般会計から2,000万円繰り入れをしていて、基金も6,500

万円取り崩しをしています。この年川根本町は基金から258万2,000円しか取り崩して入れて

いませんでした。そうやってどこの町も基金も取り崩しながら一般会計からの繰り入れもや

っている、ほとんどそういう実態じゃないんですか。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） 私たち川根本町としまして、直接保険者である35市町にお聞

きしましたところ、ほとんどの市町村において保険給付費に占める基金保有額の割合という

んですか、どのくらい、１年間にその割合についてお聞きしたところ、10％以下というのが

35市町村のうちの24、それから未回答であるところが３つ。あと10％以上というのは８市町

でして、それでほとんどのところが、10％以下のところが一般会計の繰り入れをやっている

という実情を把握しております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） うちの町はちなみに何％になるんですか、基金の保有高の方は。 
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○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） 今のところ39.10％です。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） それでは、とりあえず値上げを回避するために基金を１割以下取

り崩す考えがありますか。 

○議長（板谷 信君） 生活健康課長。 

○生活健康課長（西村 一君） それも含めて、国保の運営協議会の方にかけたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） もうこの問題は最後にして、町長にお聞きしますけれども、値上

げを回避するという考え方はあるのかないのか、お答えください。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 先ほど税、それから基金、繰り入れ、３つの中でどう埋めていくかと

いう話をしてきていると思うんですけれども、従来もできるだけ国保税は上げたくない、引

き上げは回避したいという方向で来ているわけですよね。そういう中で、今大変厳しい状況

に来ているということについては、鈴木議員も承知した中でこういう御質問をされているん

だろうというふうに思います。基本的に引き上げは回避したい、そういう気持ちを持ちなが

らも、どうしてもお願いしなければならない場合もあり得ると思うんですよね。 

  でも、今基金の保有についても、ある程度よその市町に比べて持っているというようなお

話も伺いましたので、そこら辺も含めて運営協議会の中で御議論をいただければというふう

に思っております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 町長が値上げは回避したい、基本的にはそう思っておられる、そ

してどうしても上げなければならない状況のときにはお願いしなければならないと言われま

したけれども、どうしても上げなければならない状況では今はないわけですね。4,000万例

えば足りないにしても、基金は39％もあって、4,000万、5,000万繰り入れをしている自治体

から比べてももっとたくさん保有している。本算定のところで行政が出してくるものに私は

注目するわけですけれども、どうしても値上げをしなければならない状況ではない、厳しく

てもということを申し上げて、次の質問に移ります。 

  あかいしの郷の待機状況をお聞きしましたら、どうしても今必要、入所が必要性が高いと

いう方が、あかいしだけではない御答弁だったかもしれませんけれども、当町に８人いらっ

しゃる。在宅でいらっしゃるということなんでしょうか。在宅かどうかをお聞きします。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 待機者の関係でございますけれども、これは今、入所希望という

ことで在宅の方の数字でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 
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○１０番（鈴木多津枝君） 本当にすぐにという人でも８人いらっしゃる、そして申し込みが

65人待機状況に、重複を除けばあるということで、本当にこれは大変町民の方たちが、施設

が欲しい、特養が欲しいという声があっちへ行ってもこっちへ行っても聞かれるという状況

になっているんですけれども、この数字を見て当然だなと思いました。計画の中で増設につ

いてぜひ検討していただきたいと思います。 

  それで、地域包括支援センターがこういう人たち、もう大変な状況の人たち、高齢者を抱

えるお宅の対応、相談に当たっているということですけれども、今、地域包括支援センター、

何人いらっしゃいますか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） ５人でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ５人で対象世帯は何件なんですか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 実際、包括のメンバーが担当して回っておりますのが、約200世

帯でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 200世帯に１件ずつ入るとしても大変な日数かかりますね。５人

でいいと考えていますか。把握できる状況になっているかどうか、一人一人を。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 当然のことながら、マンパワーというのが大変必要ではございま

すけれども、現状５人のメンバーで何とか回っているというような状況でございます。人数

を増やせればそれはそれにこしたことはございませんけれども、いろんなバランスもありま

すので、５人で頑張っているという状況でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 本当に大変な状況だと思うんです、包括の方は。精神面から賃貸、

介護、もうすべてのことを対応しておられるわけですから、ぜひマンパワーを増やさないと、

ブロードバンドを進める進めると町は言っていますけれど、そのブロードバンドをもし実行

した場合、各世帯に入れた場合でも、連絡が来て対応できる体制がなければ何もならないわ

けですよね。何も住民サービスにならない、高齢者の見守りにもならない。ですから、町民

の中にネットワークをつくるのも大事ですけれども、やはり町の中にもっと包括の方々がも

う少し余裕を持って町民に当たれるようにしていかなければいけないんじゃないかと思いま

すけれども、町長、この点について、人を何とか増やしていきたいというふうなお考えがな

いか、お聞きします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） マンパワーを確保するということは、大変重要なことだというふうに
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思っております。いずれにしても、その人の人間がかかわることによって、心と心のつなが

り、そういうものをつくり上げていくことが福祉の上では大変重要なことだというふうに思

っています。いきなり採用するかというお話でございますけれども、実情をもう少ししっか

りとらえて、その上で考えさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ケアをする方がぎりぎり余裕のない状態では、本当に心が通った

温かいケアをしなさいという方が無理だと思うんですね。やはり少しは余裕がある状況で、

こういう一番、最前線で働いている方たちのところをまず充実させていただきたいと思いま

す。 

  次に、救急車についてですけれども、高規格救急車を配備することしか、その予備車の配

備ということは、高規格車でなければならないんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 一応患者を搬送する場合には、それなりの設備が必要でございま

すので、高規格車が認められている車でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 前に北分遣所に置いていた予備車の、あれくらいのものではだめ

なんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） あれは高規格車ともう言わないわけですけれども、ただ艤装を含

んでありますので、それなりのやはり資材等が載っております。ですので、救急車と認める

車でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 救急車として使用できるということですね、あれくらいのもので

も。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 先ほど御説明しているのは、救急車というのはいろんな規格があ

りまして、高規格というのは、いろいろ、即対応できるような艤装も含めたものでございま

して、救急車というのは、今現在はどの程度の救急車というのは、ちょっと私も専門家でな

いものですからわかりませんけれども、高規格に近い救急車のことを示しているんじゃない

かと思っております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 島田市には高規格車以外の救急車がありますか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 島田市のは少し把握してございませんけれども、うちの方は北分

遣所でございますので、ちょっとこちらの方では把握してございません。 
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○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） では、質問を変えます。 

  救急車を要請したときに、重複してすぐに行けません、出動中ですというような事例がど

れくらいあったか、わかりますか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 手元の方にはそれはちょっと調べてございませんけれども、北分

遣所、南分遣所、また島田の方からも応援体制が整っておりますので、今のところそれなり

で、各分署で対応されていると思っております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） それでは、当町の搬送平均時間というのは出ていますか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 大変申し訳ありません。その辺も数字を把握してございません。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 救急車、予備車が必要という通告をした理由は、やはり町民の命

が守られているのか、そういう体制になっているのかということが第一にあるわけですので、

ぜひ、これはこれで終わりということではなくて、そういう実態を調べて、本当に必要かど

うか、きちんと町民の命を守る立場で検討していただきたいと思います。 

  最後に、若者定住のまちづくり……。 

○議長（板谷 信君） 答弁いいですか。 

○１０番（鈴木多津枝君） はい。じゃあ。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 決して時間がどうのこうのということじゃございませんので、重

症患者の場合には救急救命士も乗っておりまして、そこで判断してドクヘリ、要するにドク

ターヘリを即対応するというような体制でやっておりますので、時間というよりもそういう

ような判断を救急救命士がされているという現状でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） ということは、そんなに当町では救急体制というのは不備ではな

いという認識でしょうか。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） その判断はちょっと非常に難しいと思いますけれども、とりあえ

ず緊急の場合、重症患者の場合にはドクターヘリを即利用させていただいているというのが

現状でございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 最後に、地名保育園についてですけれども、再開は厳しい状況だ

というふうなお答えが先ほどあったんですけれども、何が厳しいのかを具体的に教えてくだ
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さい。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 町長の方から答弁させていただいたとおりでございまして、確か

に若者定住促進住宅の完成ということで、幼児の方が増えていることは事実でございます。

ただ、町全体の出生数とか定員割れにある保育園の状況、それからまた施設の適正な配置、

規模、それから財政面、そういった面も当然考えた上で判断しなければならないという状況

にありますので、現状厳しいというようなことでございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 適正に施設が配置されている状況だとお考えですか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 議員御承知のとおり、公立２園、私立１園ということで、地理的

にも北部、中部、南部というような形で、必要数ですか、定員割れの状況ということでござ

いますので、私としては適正な配置であるというふうに考えております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 北部、中部、南部ではなくて、北部、中北部、中部じゃないです

か。南部とはどこのことですか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 中部といいますか、川根本町ということで地理的に見れば北部、

中部、中南部というんですかね。議員さんのおっしゃるとおり位置関係は人によって判断も

違うかもしれませんけれども、一応３カ所ということで、先ほども申し上げましたとおり、

定員数に対して、140名に対して128名ということで足りているということで。すべてが適正

というわけではございませんけれども、ある程度そういった需要も地理的なバランスも見て

配置されておるというふうに考えております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 若者が増えるまちづくり、若い人たちが住んでくれる、子育てを

してくれる、子育てしやすいまちづくりを目指しているんではないでしょうか。それが一番

の大きな目的ではないですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今回の国調でも10.2％というような大幅な人口の減少率が続いている

中で、人口を確保したいというのは当然でございますし、そのために若者が定住して出生数

も増えていく、そういう状況をつくり上げていきたいというのはやまやまでございます。そ

ういう中で、保育園も幾つもあればそれにこしたことはないわけですが、現在その待機児童

がいるというような状況でもありませんので、そういう中では今の形で当面行きたいという

ふうに考えているわけであります。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 
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○１０番（鈴木多津枝君） 地名保育園は休園中ですよね。再開してはいけない何か理由があ

るんですか。待機児童がいないから再開しないというふうな答弁が繰り返されているような

気がするんですけれど、地名地区、また地名に可能なよその町からも来るかもしれない、隣

の町からも来るかもしれない、葛篭や石風呂のことも考えますと、結構保育園を運営するの

に適正な位置に、適正な子供がいるんではないですか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 近隣の市からこちらの方へというようなことも考えられないわけ

ではございませんけれども、現実問題そういったケースはほとんどございませんので、そう

いった観点からは現状の形でということでございます。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 現実問題ないのは当たり前ですよ、隣の町に一番近いところで上

長尾の三ツ星保育園なんですから。もし地名にあれば考えられると思いませんか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） それこそ実際そのあたりのニーズ調査といいますか、そういった

ことをしておりませんのでちょっと判断できませんけれども、そういったことを検討する場

があれば、そんなこともする必要があるかと思いますけれども、町の姿勢としまして、現状

３園の体制が妥当だというような考えでおりますので、そういった点で御理解いただきたい

と考えております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 子育て支援の立場から、休園中の保育園を再開しようという気は

ないんですか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） 子育て支援という側面からは、当然近くに保育園等があるという

ことは好ましいことではございますけれども、やはり先ほども申し上げましたとおり、いろ

んな点で検討した上での判断をしなければならないというように考えております。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） それでは、いろんな点で検討するその中の１つに、地名の、せめ

て若者住宅に住んでいらっしゃる方々に、保育園再開を望むか望まないか、そのアンケート、

意向調査みたいなのをやっていただきたいと思いますけれども、どうですか。 

○議長（板谷 信君） 福祉課長。 

○福祉課長（柴田光章君） アンケート調査につきましては、私個人の判断というわけにはい

きませんので、また上司と協議したいと考えています。 

○議長（板谷 信君） 10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 保育園は、保育所は町長の最初の答弁で保育に欠ける子供しか入

れないところで、すべての子供がこれだけ、地名地区に34人いても入れるというわけではな
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いと言いたかったんだと思うんですけれども、私は今の若い夫婦の人たちの状況を見ますと、

やはり夫婦で働かないと生活が維持できないという、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に

住んでいれば、それも共働きしなくてもいい場合もあるかもしれないんですけれども、ほと

んど夫婦で働いてやっと子育てができるという収入しか得られていないんじゃないかと思い

ます。 

  そういう中で、やはり保育園のニーズというのは若い人たちに大きい、そういう中で保育

園の再開、地元にある保育園を休んだ、休園のままにしておくということに非常に違和感と

いうんですか、この町が本当に子育て、若者定住、子育て支援を考えている町なんだろうか

と。知事が平太さんと語る会のときも言われましたよね、地名に若者定住のところ行ってき

て、保育園があるといいですねと言われました。保育園実際にあるんだけれども、知事は知

らないからそうやって言いましたけれども、町長はそういうふうなことを考えて、何か今ま

での経過に固執しているみたいですけれども、ぜひアンケートも行って、再開すればいいこ

となんですからそういう方向、希望が多かったら再開しようというふうな検討もしていただ

きたいと思いますけれども、そのことについてどうでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

  最後の答弁お願いします。 

○町長（佐藤公敏君） 確かに近くにあればいいわけですけれども、いろいろ地域の中を見て

みますと、かなり遠方から通園している方というのはいらっしゃるわけであります。ですか

ら、たまたまその地名という地域に若者定住促進住宅ができて、最近乳幼児が増えてきたと

いう状況はあるわけですが、今の状況で即再開ということには言えない、そういう状況だと

いうふうに思っております。したがいまして、なかなかあれなんですが、現状ということで

当面よろしくお願いしたいというふうに思っております。 

○１０番（鈴木多津枝君） アンケートについてはどうですか、町長。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） アンケートをとるのは構わないんですが、再開を前提としたアンケー

トはなかなかとりづらいというところもございますので、いろいろ意向を伺うことは構いま

せんけれども、再開が前提ということにはなりませんので、そこら辺はなかなか微妙な問題

もあるかなというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） 許された時間が過ぎました。 

  これで10番、鈴木君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

  再開は10時55分とします。 

 

休憩 午前１０時４７分 
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再開 午前１０時５５分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 先ほど市川議員から御質問があったときに、人数の関係で、検討

委員会の委員ということで、私、質問に対して12名とお答えをしましたけれども、ちょっと

訂正をさせてください。 

  委員長が１名、委員が12名、合計13名。委員は12名ということで言いましたので、合計で

は13名ということで御訂正をお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） それでは、２番、太田君の発言を許します。２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

  ちょうど今から１年前、３月議会をやっていたんですけれども、その１年間を振り返って

みますと、ちょうど中国竜泉市との友好提携、あるいは川根茶の中国市場調査研究というよ

うなことが盛り上がりまして、大変議論が高まっていたときであります。ちょうど今ごろは

お茶の価格が大変不透明で低迷しそうという危機感と、ちょうど茶業者大会等がありまして、

非常に関心が高まった時期でありました。それからあと、３月末に凍霜害が発生したという

ようなことで、大変お茶の成り行きにつきましては心配でありまして、広がる不安の中で何

とか頑張ってお茶を終わったというような経過がありました。 

  その後は御存じのとおり地域情報通信基盤整備事業、16億円余のこの事業が問題化して、

クローズアップしてきたというような経過があります。皆さんそれぞれ思い起こされると思

うんですが、それから６月議会の協議を経て、７月ごろからお茶について中国市場の調査研

究は国内市場の方へ振り替えるというか、転換すべく、企画課と産業課と商工観光課の３課

で、副町長をリーダーにした市場調査プロジェクトが発足されました。 

  このころから転換が始まったわけでありますが、ちょうどそのころに、水面下といいます

かわからないことが多かったんですが、ＪＡ大井川と島田信用金庫に対して４億3,200万円

余の繰上償還の話が進められて、これは結局、実施できなかったという経過でありますけれ

ども、そんなお話が進んでおったと。 

  一方、区長会の中では、早い段階から各区自治会へ交付金の話が、いい話だよということ

で、町長の方から話が案内されていたというようなことがありました。それはもう御存じの

とおり、地域振興交付金事業のことであったわけでありますが、この交付金の実施要綱につ

いても、全協の中では修正についてすったもんだやってきたわけでありますが、5,600万余

の補正予算で実施することが決まってきたわけです。 

  そういう経過で来たんですけれども、先ほど今お話ししましたお茶の市場調査研究の、こ

の役場の中でのプロジェクトということは、これもまた３回ほどの会議を経て、次は市場拡

大調査研究ということで、茶業団体関係者に呼びかけての市場拡大調査研究の説明会という
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会議が11月21日、あるいは12月21日、今年１月下旬の計３回開催されてきたという経過があ

りますが、その内容を聞いてみますと、御存じのとおり市場調査研究の1,000万円の予算の

消化をどうするかというような、事業アイデアを求めるような状況だというようなことも聞

いておりますし、苦境にある茶業産業の振興政策を政策決定していくというような根本的な

政策とはほど遠い経過として移ってしまっているわけであります。 

  22年度のこのような１年間の経過の結末として、今年のこの３月議会における22年度一般

会計の補正予算の中では、地域自治振興交付金事業についての、これにつきましても12月議

会で成立した、承認された、それからわずか３カ月で5,600万円の予算が4,000万以上も減額

補正となるというような経過は、御存じのとおりであります。 

  また、同じようにブロードバンドの情報基盤整備の事業につきましては、詳細設計委託料

ということで4,900万円を予算化していたわけでありますけれども、これも先ほどから質問

にありましたような、検討委員会への検討を移して、23年度への事業内容が不明なままに

4,300万円の繰越明許ということになってきたわけであります。そう思っているうちに、今

度は千頭温泉の問題は引き続き継続されておりまして、これも4,200万円の補正をして4,530

万円をかけて千頭温泉のポンプ改修工事を進めるということになってきたわけであります。 

  以上のとおり、ざっとこの１年間を目ぼしいところを拾い上げてみたんですけれども、こ

の流れというのは、どうもきっちりとした政策信念に基づいて、政策に沿って事業推進して

きたということではなくて、どうも思いつきのようで、拙速にどたばたやってきたというよ

うな感じが否めないわけであります。私はその21年度の決算の繰越金というものも、これ新

聞で指摘されていたわけでありますけれども、どうも交付税の剰余金の取り扱い、使い方に

ついて、どうもあの手この手を考えてきてやってきて、どうも剰余金が目立たないように計

上と扱いについて見えにくくするような操作をするような意図があったのではないかなとい

うような疑いたくなるような感じを持ってきたわけであります。 

  23年度の新年度を迎えるに当たって、予算検討をしてきたわけでありますけれども、そう

いう１年間を経過して、やっぱり去年１年間のそのお金の使い方、剰余金はどうであったの

かということを明確に内容、内訳、そしてそれがどういうように政策事業へ使ってきたのか

ということをお尋ねしたいと思います。 

  さらに、２つ目としては、その剰余金というのは23年度の事業、政策の中にどのように活

用され、生かされようとしているのか、そのポイントだけを町長にお尋ねしたいと思います

ので、この２点について質問いたしますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ただいまの太田君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 太田議員の質問にお答えいたします。 

  剰余金の経過と内訳につきまして御説明をさせていただきます。 

  平成21年度決算につきましては、３月上旬に臨時財政対策債の借り入れを検討する上にお
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いて、予算上では発行限度額満額を計上し、予算編成をしていました。例年３月下旬に交付

される特別交付税をある程度見込み、繰越金や財政調整基金等の繰り入れを調整しておりま

すが、平成20年度からの地域活性化交付金等の大規模な交付金を考慮し、特別交付税の見込

みについては前年度実績のように見込まず、臨時財政対策債を満額の３億4,600万円借り入

れたことが大きな要因となっております。 

  また、平成21年度は平成20年度から地域活性化事業の補正により、地域の要望等に対して

交付金を活用し、例年の補正以上に実施できました。これら経済対策等の事業の実施に当た

り、大規模な補正予算でしたが、その大部分は交付金で対応できたため、一般財源の負担が

予算規模の割には少ない額で対応できたため、例年より基金の取り崩しが年度末前で軽減さ

れたことも１つの要因です。 

  次に、政策事業への活用についてお答えします。 

  今回の剰余金につきましては、基本的には住民生活の向上のための施策、特に補助事業で

は対応できない事業への活用をしていきたいと考えております。まず平成22年度予算におい

ての対応ですが、12月補正におきまして、地区要望に対応した生活道路の維持修繕事業、登

山道の安全確保対策事業や、地域自治会振興のための交付金の創設を行いました。 

  なお、残額につきましては、平成23年度以降の事業の実施に備え、財政調整基金に積み立

てる予算を計上しました。 

  続きまして、２点目の23年度のつながりについて御説明します。 

  平成23年度予算は、56億4,500万円の前年度と比べ、４億6,000万円の増額となっています。

大規模な事業はありませんが、地域の要望を踏まえ、生活環境の向上を重点に補助事業では

対応できない事業や、景気対策事業の継続による地域の活性化を目指し、予算編成をいたし

ました。 

  なお、これらの財源につきましては、財政調整基金の繰り入れにより対応しており、一般

財源化しておりますので、主な事業につきまして御説明をいたします。 

  道路改良、施設整備などの普通建設事業におきましては、町道の維持改良を昨年度９路線

から17路線、林道改良は６路線から10路線、キャンプ場等の観光施設維持整備、町内集会所

耐震事業、集会所の改修などのコミュニティ施設整備や、地区内にあります防火用用水修繕

工事など、先送りしていました事業を計上しております。 

  補助金につきましては、住宅リフォーム推進事業補助金の増額、茶工場等の防油堤設置へ

の助成である少量危険物貯蔵施設整備事業費補助金、猫の避妊・去勢手術補助金の創設や、

プレミアム商品券発行の継続が挙げられます。 

  以上、主な事業につきまして御説明しましたが、平成23年度は22年度に剰余金を積み立て

ます財政調整基金を繰り入れ、身近な施策の展開により、安心して暮らせる環境基盤整備を

目指してまいります。 

  なお、平成22年度の特別交付税でありますが、本年度は12月に2,068万6,000円交付されて
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おります。例年３月にはルール分と特殊事情を考慮した分が３月中旬に交付されます。本年

度も16日に交付予定の連絡がございましたが、今回の東北地方太平洋地震の影響により、交

付が延期され、現在のところ交付時期は未定であります。平成21年度は３月交付分として３

億27万7,000円交付されておりますが、今年度につきましては地震等の影響の有無等を含め、

交付額につきましては見込みは難しい状況であります。 

  以上であります。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） 今、答弁されて大体大枠ではわかってくるんですけれども、その前の

段階でもう一つお聞きしておきたいんですが、１年間の経過をよく見てみますと、大変重要

な問題が内在しているというふうに私は思うんです。特に全協の中でというのは、町民には

一般には見えにくいわけでありますけれども、例えば繰上償還の取り下げとか、お茶の市場

調査費の組み替え問題とか、あるいはプロジェクトの内容が非常に企画力に乏しいとか、ま

た先ほど言いました自治会振興費の交付金の要綱の修正とか、事業の立ち遅れとかいろいろ

あるわけですね。これは非常に大枠といいますか、そういう面では町政の事業力の力不足と、

あるいはトップリーダーとしての指導力の不足と、そういう点と、特にそれはある面では重

要な責任問題がここに内在しているというふうに私は思うんです。その辺をしっかり、責任

性についてどの程度町長は認識されているのか、まずそれをお聞きしたいと思います。 

  市場調査の関係、中国の関係も1,000万円下げてしまったわけですけれども、金額の問題

じゃないと思うんですよね。政策事業に対する責任性をどう認識しているかということを、

まずはお聞きしたいと思います。お願いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 繰上償還の話でございますけれども、町としては長期的な財政の安定、

そういうことも考えて今回21年度で剰余金が出てきたということで、繰上償還ということも

１つ考えたわけでありますが、議会の皆様の中には、今こういう景気が低迷した時代の中に

あっては、もう少し市中に回るような方策を考えるべきではないかというお話もございまし

て、そういうことで少し遅れましたけれども、年度末の補正、あるいはその分を基金に、財

調に積み立てまして、23年度以降に取り崩して利用できるというようなことにしたわけであ

ります。 

  それから、お茶の関係でございますけれども、大変お茶が厳しい環境の中にある、しかも

今年は、凍霜害の話はその後の話になるわけですが、そういう中で川根茶がなかなか売れな

い、売れてもコストが十分反映されない、価格が安い、そういう状況の中で、茶業から離れ

ていく方がいらっしゃる。そういう状況の中で何とか茶業の振興を考えなければいけない。

そのためにはまずはお茶が売れる状況をつくっていかなければいけない、そういう１つの思

いから茶業の市場開拓というところに注目したわけであります。当初中国という、急ピッチ

で成長しておりますそういうところを想定したわけでありますけれども、政治体制も違いま
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すしお国柄も違う。そういう中国というのは、なかなか生活習慣も違いますし、水も違う、

いろんな状況の中で難しいだろうという御意見を伺いまして、そういう中で何とか茶業の振

興に努めていくということは、行政としてもこの町にとっては大変重要な産業でありますし、

必要なことだろうということの中から、計画を中国から国内中心にということで切り替えて

きたわけであります。 

  ９月のときには議会、新聞報道等もちょうどその時期にされたということもございまして、

議会の全協の話の中で取り下げさせていただいたわけでありますけれども、その後、茶業関

係者、あるいは観光協会、商工会、そういうお茶にかかわりの深い皆様方の御意見も伺いな

がら、町の産業でありますお茶の市場開拓、そういう事業について検討してきて、ようやく

３月の補正の中で1,000万はこの間執行することなく全額削減をさせていただいたわけであ

りますけれども、その中で３月の補正の中で当面新茶の時期を控えているわけでありますの

で、そこに向けて川根茶のイメージアップといいますか、掛川の深蒸し茶、テレビ報道等も

ございまして何とか川根茶のイメージアップを図りたいということでつながってきたわけで

あります。 

  この間に政策の転換がなされたというようなこと、あるいは自治振興交付金事業につきま

しては、何とか12月には要綱をまとめたいということで来たわけですけれども、なかなか詳

細について検討が不十分な部分もあって、できれば新年度スタートということで来たわけで

すが、その以前にできれば１月からというような説明をしていたという関係もございまして、

早くやってほしいという地域が一部にございまして、そういう意味で若干不備な要綱を提案

する中でスタートしたわけでありますけれども、気持ちとしてはこの事業についても、これ

からのまちづくりを考えてまいりますと、地域コミュニティの核としての自治会、あるいは

これからは新しいＮＰＯ等の組織も出てくるかというふうに思いますけれども、そういう住

民サイドで地域を考えていただく、そういうことも大事だろうということから、今回の交付

金事業につながったわけであります。 

  いずれにしても、その地域に今力をつけていただきたい、地域でいろいろ考えて有効に使

っていただけるような交付金制度にしたいということで進めてきたものであります。この間

に、先ほどいろいろ紆余曲折といいますか、したところの責任はどうか、トップリーダーと

しての責任はどうかという問題でございますけれども、そういう意味ではしっかりした指導

性が発揮できなかったという点では、反省をするところは大きいというふうに思っておりま

す。 

  いずれにしても、お茶の市場開拓にいたしましても、なかなかこういう方向でいけば必ず

お茶が売れるというような明確なものがあってという中でなくて、皆さんで議論し合ってそ

の中からということで、電通ですとかそういう大きいところに、博報堂ですとかというよう

なお話もございましたけれども、まずは茶業にかかわる皆さん方で議論をし合って、まず知

恵、工夫、そういうものを出していただく中で汗を流し、そういう中からつくり上げていく
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ことがひとつ大事なのかなということも考えまして、皆様方から見るとそのプランそのもの

が稚拙な部分はあったかと思いますけれども、こうすれば明確にうまくいくという道筋が見

えない中で、幾分試行錯誤というようなことも繰り返しながら、模索していかなければなら

ない課題だというふうに思っております。 

  いずれにしても、もたもたしたことについては申し訳なかったというふうに思っておりま

す。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） 地域自治振興交付金のことでちょっと確認というか、お伺いしておき

たいんですが、23年度の予算も5,000万余とってありますね。これは各自治会、区の方で例

えば集会所改修工事しても３分の１とか分担金があって、その分担金の方に回してもいいと

いう条件になっていますので、極端に言うとこの5,600万が全部分担金に回っても、この掛

ける２倍の最大限、そういった工事要望というのが出てくるということも予測されるわけで

すが、それについての対応についてお答えいただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 今議員がおっしゃることは想定されると思いますけれども、それ

に対応するためには、やはりメニューがまだ今のところ整ってございません。そういう大き

な事業が出てきた場合には、当然６月補正で対応しなくてはならないと考えております。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） ということだろうと思うんですけれども、ひょろひょろしていると間

に合わなくなってしまうということもあるんで、私の今手元に、たまたま役員やっているも

んですから、区の事業の要望書を町へ出して、その区事業要望対応状況というのが出てきて、

区長さんのところへ来ているわけです。私は事業部長をやっているものですから。そうする

と、この工事とかいろいろ小規模とか対応を書いてあるんですけれども、これはどんなふう

にまとまって工事状況があるのか、その内容というのは当然道路のことがあるのか、集会所

のことがあるのか、あるいは道づくりのことがあるのか、いろいろあると思うんですよね。

それがどの程度、前に副町長も答えられたように、23年度予算で対応していくと、反映して

いきたいと、こうおっしゃっているので、その辺は見据えた上での予算編成になっているか

というこのことと、それから地域自治振興費の5,000万以上のその予算と幅のあるとの関連

についてどんな整合的な考え方を持っているか、お聞きしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） まず最初に、今議員おっしゃいましたように、各地区から私の自

治会はこういうふうなものをメニューとして取り上げたいよという地区もありますし、また

まだ未定ですよという地区もございます。とりあえず今現在把握できる範囲内で一応全体枠

が決められておりまして、その枠の部分を22年度に実施したものを除いた差額を計上してご

ざいます。 
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  先ほど来申し上げましたように、未定の場所が出てきた段階において、例えば先ほどおっ

しゃっているのは、例えばコミュニティ施設の補助裏を出した場合にはどのくらい増えてく

るのかというのが予測もつかないものですから、それらについては６月の補正で対応せざる

を得ないんじゃないかなというふうに考えております。 

  全体的な枠というのを、これはまたどの程度の規模になるのかというのが、まだ私の方で

も把握できかねますので、それについては今後それに対応できるような体制を整えていきた

いと思います。 

  ただ、自治振興基金の交付金につきましては、全体枠というのが定まっておりますので、

その範囲内ということでございますので、その分については先ほど来町長が説明しておりま

すように、財政調整基金を取り崩しまして、それで対応していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） 自治会の関係は、先ほど町長の答弁にあったように、剰余金を先送り

されてきたものを優先してやっていきたいというような意向もあったんですが、やはりこの

自治振興交付金の事業とこの区の要望書とのすり合わせ等、これは物すごい大事だと思うん

ですよね。しかも、今ちょうど新役員が選ばれて交代時期に入っていって、またいつもと例

年と同じように、５月か６月ですか、要望書を今度新年度に出せと、こうなっているもので

すから。そうすると、今この３月から６月に向けて、これをどのように、極端に言えば各自

治会、区長さんと事業部長さん含めて個別にヒアリングをやるような考えがあるかどうかを

お聞きしたいと思うんです。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） 今回の自治振興交付金でありますけれども、先ほど来の御質問の中

で、補正予算で4,000万余を減額したというものは、これは前の初日のときに御答弁をさせ

ていただいてある中にもありますように、補正予算の中では、要は22年度の部分とそれから

22、23年の未確定部分、これを残して、23年度以降部分等については減額させていただくと

いうことで、結果的にそういう数字が出たわけで、その部分で既に23年度に計上したいとい

うような部分ですね、それから未確定の９地区の部分、約1,000万、それを合わせて23年度

に計上させていただいたということで、まず御理解をいただきたいと。 

  それから、そういう中において、既に自治会の中から23年度事業で集会所関係等も取り組

みたいという協議をされておりますものにつきましては、例えば藤川集会所の部分とかです

ね、そういうものについては、既に23年度予算の中に計上もしてございます。 

  もう一つ区道関係も、これもいわゆる町の負担率が高いという中においても、一定の協議

もさせていただいております。それから、22年度のところで区の要望があった件目等につい

ても、前提の中でお話し合いと、調整等もさせていただいているわけでありますけれども、

先ほど来の話の中にあります23年度にどのように取り組むかというまだ未定のところについ
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て、その辺についてはこれから補正予算等で、当然個別の調整等お話し合いもしますし、そ

ういう協議は進めていくということになりますので、当然ほかのとのバランス等も考えれば、

補正予算計上を前提としているというふうにお考えいただいてよろしいかと思います。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） それと関連してくるのは、23、24年度で予定している集会所の耐震工

事の問題があるんですね。これは耐震診断をして、設計して工事ということになると思うん

ですが、必ず集会所のほかの改修工事と絡んでくるわけですね。構造が先なのか、屋根が先

なのかと、いろんな難しい話があるんで、その辺の区分けについての考え方をお聞きしたい

と思うんです。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 確かに議員がおっしゃることは、確かにそうでございまして、せ

っかく集会所の補修をやって、実は耐震の補強の対象になったということになると、ダブっ

てしまうし、無駄だということがあると思います。そういう点につきましては、例えば耐震

補強の診断を先にやらなくてはならないもんですから、診断をやって判定をしてどの程度の

耐震補強をしようかというのが、やはり先決になろうかと思います。その中で、今の考えて

いる例えば屋根の補修とか、壁の補修とかというのが出てくると思います。ですので、それ

なりについては先ほど副町長からも説明がありましたように、それぞれ各自治会と相談をし

ながら進めなくてはならないという、非常に必要なところがございます。そのような形で担

当課としては進めていきたいと考えております。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） ちょっと先ほどの部分で申し遅れている部分もありますので申し上

げますと、それと関連で言いますが、例えば今言われている御質問は、藤川集会所等の耐震

等もあわせた中、いわゆる耐震化については、56年以前の建築物について、町有施設及び自

治会所有のものでありましても、その耐震補強ということを前提に、今回予算で取り上げさ

せていただいております。12施設でありますけれども、この予算について、当然今年度は耐

震診断、それから最終的には詳細設計というような部分まで入りますけれども、その流れの

中において、当然自治会の方で今回対象とします集会所修繕等を、そのところで重複といい

ますか、工期的に重複する部分は当然調整をしていかなければならないものですから、例え

ば耐震によって側面等が集会所修繕等にあるんであれば、耐震のところ等の調整をさせてい

ただくと。ただ、今回、今想定している藤川については、屋根部分については先行しても当

然問題ないですし、逆を言えば屋根の部分を修繕したという段階においての、想定の中の耐

震のところをしていけば、側面等がより適正に行われていくのではないかというふうにも理

解をしております。 

  もう一点、先ほどちょっと申し忘れたといいますか、例えば自治会振興の交付金について、

いろいろな事業の中で、24年度でずれ込むというような場合も、想定もあります。そういう、
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その場合22、23年度の交付金ではございますけれども、その場合は繰越明許的な取り扱いと

いうようなものも考慮に入れさせていただきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ２番、太田君。 

○２番（太田侑孝君） 大枠では大体そんなところの質問できたわけですけれども、実は予定

にはなかったんですが、昨日、おとといも産業課へ行きまして、緑肥の種まきということで、

農林業センターで手がけてくれるような話を聞いております。六、七種類の緑肥、いわゆる

牧草類の関係だと思うんですが、それは前々から質問してきました、放棄茶園の抜根の後に

そういう緑肥をまいて育てていけば荒れることを防げるということのテストの種まきをもう

既にやってくれるというようなことを聞いておりますので、ぜひ大幅に予算を回してあげて

成功させていただきたいということが１点。 

  それから、昨日、おとといあたりから地震・津波・原発の問題で、これ川根本町の中のサ

ークルＫにも電池はないんですけれども、建築資材が、コンパネ１枚がもうほとんどストッ

プになっていて全然入手できないというような、建築・建設資材が入手できない状態になっ

ておるもんですから、各自治会で施工しようと思ってもなかなか難しい場面があるので、早

くその辺の商工的な資材関係のリサーチをお願いして、対応していただきたいということが

１点と、もっと重要になってくるのは、一番茶に備えて重油とガスが相当確保しにくいんじ

ゃないかということで、特に重油の方は問題にもう既に上がっておりますので、早くこれを

手配、心配していただきたいというお願いを緊急としてお願いしておきます。 

  努めていろいろな産業の影響力が出ておりまして、各自動車工場も生産ストップというこ

とになると、電気・電子関係とかいろんな町工場とか下請工場というのが、女性のパートの

方まで影響が出やすいというようなことが予測されてきつつありますので、早目の情報収集

と対応をお願いしまして、質問を終わりたいと思います。お願いします。 

○議長（板谷 信君） 答弁ありますか。副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） 貴重な御意見ありがとうございます。 

  当町でも、地震起きました後、防災担当と町内におけるガソリン、それからそういうガソ

リン類ですね。それについての備蓄関係の調査も行って、まず安全であるということは、回

答は得ております。 

  それから、防災関係出ましたものですからお答えさせていただきますと、当町においては、

月曜日に緊急の課長会議を開きまして、当面の対応等も協議をしておりますけれども、その

前の土曜日におきましても、午前から所管課長、それから町長、私が集まりまして、今後の

対応等を協議をさせていただきました。その中で、被災地におけるいわゆる救援資材という

ものも、既に毛布を1,000枚、それから簡易トイレ1,000セット、これは昨日もう既に発送し

ておりまして救援をしております。第２次の食料、非常食について5,000食については回答

しまして、本日か明日に発送というようになるというようにしております。これについては、



－128－ 

今後当町における災害等も想定に入れておかなければなりませんものですから、予備費等の

充用をしまして、緊急にうちの方の備蓄の方にも対応していきたいというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） これで太田君の一般質問を終わります。 

  次に、７番、森照信君の発言を許します。７番、森君。 

○７番（森 照信君） 初めに、東日本大震災におかれまして甚大な被害を受けられました地

域の方々に、心よりお見舞いを申し上げます。 

  では、観光振興、森林の取り組みについてお伺いいたします。 

  地域経済の疲弊や少子高齢化、人口減少、観光客のニーズの多様化など、１つの地域や自

治体では対応できない社会的な要因もあり、観光客の減少と観光を取り巻く環境は、厳しい

状況にあります。富士山静岡空港の開港から１年半が過ぎ、間近に第２東名の開通を迎える

ことになります。静岡空港に大きな期待を持ちました。しかし、余り効果が見られません。

第２東名開通をにらみ、地域資源を生かした交流促進、観光の振興はどのように認識をして

いるのか、お伺いいたします。 

  また、本町においては活用されていない観光、交流の資源が眠っているのではないかと思

われます。その利活用に地域の人たちを巻き込んで、積極的に取り組む姿勢が必要であると

思われますが、お考えを伺います。 

  寸又峡再生計画のもと、露天風呂を生かした地域活性化について、検討会を始めているよ

うです。取り組みについてどのようにとらえているのか、お伺いいたします。 

  次に、森林への取り組みについて。 

  本町ばかりではなく、全体的に林業については厳しい状況が続いておりますが、周りがそ

うであるからといってそういうわけにいきません。町の面積94％が森林の本町にとって、林

業というものは大切なものであり、林道の整備、機械化というコスト削減、間伐等環境の方

面には大きく力が入っておりますが、肝心な材の利活用についてはほとんどといって動きが

ありません。循環型の林業、植えて、育てて、切る。その流れが切れています。どんどん縮

んでいく地元材の有効利用、拡大、認証材の取り扱い、製材加工場の問題をどのようにとら

えているのか、お伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの森君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 森議員の質問にお答えいたします。 

  観光振興について、その認識はとの御質問でございますが、観光産業は本町の基幹産業で

あるお茶や林業とともに、地域の活性化を図る重要な柱であるというふうに思っております。

観光の停滞は、地域住民の生活と生業に大きな影響を及ぼし、地域全体の停滞を招くところ

となります。これまでも、観光はトータル産業と言われますように、川根本町にとっては観

光振興による経済効果は大変大きいものと思っており、今後も観光による地域活性化を図っ
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ていきたいと考えております。近年、余暇時間の増加やライフスタイルの多様化が進み、

人々の観光行動や観光に対するニーズが大きく変わってきております。 

  現在進めておりますまちかど博物館は、川根本町でも22件が認定を受け、活動しておりま

すが、この中にはお寺、工房、喫茶店、お茶屋さんなどが登録されており、個人のコレクシ

ョンや伝統のわざ、手仕事などを仕事場などで説明しながら見ていただくことができるとい

う博物館となっております。町内でもこのほかに観光農園をやろうとしている方、木工、工

芸など伝統のわざを持っている方など、多くの人材がいると思われ、この方たちを掘り起こ

し、ネットワークを図り、現在進めておりますエコツーリズムとも連携をさせまして、観光

事業を推進し、地域の活性化を図っていきたいと思っております。 

  平成23年度には、まちづくり観光協会でもホームページのリニューアルを計画しておりま

す。そういった方々についてもホームページに掲載し、周知を図っていければ励みにもなり、

活性化に結びつくものと思われるところであります。 

  次に、寸又峡の露天風呂構想についてでありますが、現在の露天風呂は老朽化も進んでい

ることから、過疎地域自立促進計画にも挙げられておるところであります。寸又地区におい

ても、露天風呂を含めた温泉街の景観づくりについて話し合いが持たれているところでもあ

ります。地域の皆様にも温泉街の姿をどうしたいのかを伺いながら、また温泉審議会等での

協議もお願いしながら進めていきたいというふうに考えております。 

  次に、森林への取り組みについてという御質問でございます。 

  地域材の有効利用拡大について、ＦＳＣ認証材を今後どのように活用するのかということ

でありますが、当町のＦＳＣ森林認証林面積は、全体森林面積の７％であります。ＦＳＣ認

証材として平成20年度に約20㎥、21年度には約120㎥ほど開拓できております。これまでＦ

ＳＣ森林認証林及び木材の生産を拡大させるために、林家や森林組合との協議を進めてきて

おりますが、成果は上がっていないのが現状です。現在ＣＯＣ業者と連携して、首都圏への

アプローチを検討しております。 

  具体的には、雑貨類と家具類の卸売業者、ある首都圏自治体が進めている二酸化炭素固定

認証制度への参画による木材流通量の拡大であります。この取り組みではＦＳＣが条件とな

っておりませんが、連携相手先は当町がＦＳＣ森林認証に積極的に取り組んでいることを評

価していただいております。ＦＳＣ認証材や認証製品に対する先方の期待は、やはり大きい

と実感しているところであります。また、責任ある森林管理を担保できるＦＳＣ森林認証の

森林を有していることは、販売においても優位性や注目をいただくツールになっていると考

えております。このようなＦＳＣ森林認証の状況において、当町のＦＳＣを生かしていくた

めに、今後の展開を具体的に説明させていただきます。 

  これまでは事務局を中心に普及、啓発を進めてまいりましたが、メンバーもＦＳＣジャパ

ンフォーラム参加などを通してスキルアップし、自信もつけてきております。メンバー、事

務局において町内林家、森林組合への加入促進を続けていきます。特にメンバーは森林組合
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の中核的な組合員でございますので、森林組合が実施している集約化施業団地、これは小規

模森林所有者も含まれている団地でありますが、ここへのＦＳＣへの加入を協議していきま

す。 

  次に、ＣＯＣ業者開拓、つまり認証材の流通については、当面は既存の出荷先及び県森連

天竜営業所への出荷を通して、直送販路を開拓していくことを模索していきます。国内外に

おいて、ＦＳＣをはじめ、森林認証制度に基づく森林管理面積が急速に、それと同時に加工

流通の認証であるＣＯＣ認証取得者数も増加しているという状況が顕在化してきております。 

  当面の森林管理の実情、施業の状況、小規模自治体の特性を踏まえますと、現場コミュニ

ケーションこそが当町の森林林業の復活のかぎだと考えております。現状の認証森林の適正

な管理、ＦＳＣ森林認証の事業展開が当町の林材業を先導していくように、最終的には認証

林の拡大による適正な森林管理ができるように、これまで以上に職員には現場、森林組合、

森林所有者のもとに足を運ばせたいというふうに思っております。森林組合に対しましても、

ＦＳＣへの理解、行動、そのような取り組みをさらに強化していただけるように働きかけま

す。 

  浜松市では、ＦＳＣ認証林に関する造林補助金の市単独補助や、認証木材の利用拡大の施

策を、森林管理のみならず、製材、流通、建築といった地域産業全体を見据えた戦略として、

補助制度を駆使して展開しております。当町においても、森林管理ばかりでなく、町の産業

全体に波及させていく必要があると認識し、事業者への普及に努めてまいりますが、町内で

の展開は思うように進んでいないのが現状であります。 

  その理由の１つとして、町内の製材、流通関係業者が極めて少ないことが挙げられます。

小規模な事業者がどのように取り組んでいけるのか、引き続き木材関係、建築関係の町内業

者との意見交換を進めていきたいと考えております。 

  林業は全体として地域産業という側面がありますので、業界の意向を踏まえた取り組みと

していきたい。現在のＦＳＣ認証林面積が非常に少ないことから、供給体制としても脆弱で

あると認識しております。森林組合に対して理解を求め、森林林業再生プランに基づく集約

化施業地を中心に、認証林面積拡大を図りたく思っております。 

  なお、素材を生産して丸太を供給する林業振興ばかりでなく、製材業や建築業についても

関連していただけるように、協議を続けていきたいと考えております。 

  ＦＳＣ基準による環境、社会、経済に配慮した森林管理が町内全域でなされるよう、議員

各位、町民の皆様にお願いを申し上げます。また、Ｆ－ｎｅｔ大井川のメンバーが先導して

いくことに大きな期待をしたいと思います。 

  次に、農林業活性化の取り組みでは、地域材を使った家づくりが高くなっているが、その

取り組みはという御質問です。 

  地元材を使った家づくりに関する制度につきまして、平成23年度に再構築した県産材利用

促進関係の事業、市町においても近隣の静岡市、浜松市や島田市をはじめ、当町でも定住対
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策事業として取り組んでいるところであります。特に浜松市はＦＳＣ森林認証木材の普及や

需要拡大策として、補助金を上乗せするなど非常に目を引く取り組みをしております。住宅

建築に国産材を使っていこうとする動きは全国的に加速化しており、大手や中堅の住宅メー

カーも取り扱いを始めております。町内では、古民家再生と地域材を使ったリフォームを県

内に先駆けて取り組む建築事業者も出てきております。 

  当町の新築件数は、年間20棟程度であり、町内業者と大手住宅メーカーとの割合はほぼ半

分半分だと承知しております。これらのことを踏まえて、林業振興や木材産業振興を考えて

みますと、当町の人口や企業の立地状況を踏まえれば、森林蓄積量に比べて需要量は極端に

少ない状況であると判断できます。当町内において需要拡大を図っていくことと同時に、町

外に需要先を求めていくことも必要であります。このことから、公共施設において杉やヒノ

キの使用事例をつくりつつ、展示効果を高めていきたいと思っています。 

  これまでウッドハウスおろくぼや、茶茗舘、そして最近では内装材やオフィス家具に木材

をふんだんに使用した総合支所など、先駆的に取り組んでいると考えております。また、質

問にあるとおり、住宅をテーマに考えると、木造住宅の場合、雑貨類、家具類、内装材とし

ての需要量よりもはるかに多くの木材を使うということは承知しております。一方で、構造

材においては人口乾燥木材が主流となってきており、また集成材や単板積層材というんです

か、それと針葉樹合板も主力となりつつあります。 

  当町の木材は、県森連静岡営業所、島田市スンエン市場、島田市内製材工場への入荷が主

流であります。10年ほど前に藤枝市内の工務店と、島田市内製材所で形成された「大井川の

木で家を作る会」が、当町の木材を中心に地域材をテーマとした住宅建築に積極的に取り組

んでおり、町としても連携を深めています。木材の流通においても、他市町の木材関係業者

が大きく関与しております。このことから、大井川流域材とか県産材とか、もしくは国産材

といったカテゴリーで考えていくスタンスも必要だと思います。 

  これらを踏まえて、町内においては、施主となる住民の意識を高めていくと同時に、工務

店や大工さんに意識的に地域木材を使っていただけるように努めていきたいと考えています。

建設課所管の定住促進住宅、商工観光課所管のリフォーム補助を主力に、地域産業として取

り組んでいく、それと同時に、町外需要にかかわっていけるような取り組みも行っていきた

いと考えております。 

  以上になります。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） それでは、再質問させていただきます。 

  観光庁によりますと、試算では定住人口１人分の年間の消費額を賄うには、消費意欲の旺

盛な外国人７人、日本人の場合は宿泊客で24人、日帰り客で79人の観光客を増やす必要があ

ると言っております。やはり地域の活性化をするには、観光が重要なものであるととらえて

います。先ほど町長も、各地域には資源が眠っているんじゃないかと言っておられました。
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観光農園などとか、そういうものを掘り起こしてやりたいというんですけれども、これ口ば

かりで言ってもだめなものですから、専門の職員とか関係者というものを、そこにつけてや

るような考えはありませんか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 確かに近年の観光利用者の動向を見てみますと、動きも従来と違って

小人数で歩くとか、あるいは中高年の夫婦で歩くとかというような形で、いわゆるパックで

動くというよりも、何といいますか、個人の嗜好で歩くというような旅行形態に変わってき

ているというふうに思います。そういう意味で、観光の動向を把握しながら、それにしっか

りした対応を練っていくという上では、専門の御意見を伺うことは大切だというふうに思っ

ております。 

  現在、これは緊急雇用の関係でございますけれども、エコツーリズムの推進に当たっては、

ホールアースから人材を緊急雇用で使用させていただいたりとかということで、エコツーリ

ズムの協議会にいたしましても、会長の内海さん、東海フォレスト御出身でございますけれ

ども、そういう方々の御意見等も伺いながら進めているところであります。必要に応じて専

門家の御意見も伺いながら、いろんな形で現在取り組んでいるところではあります。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） 取り組んでいると言っておりますけれども、やはり観光というのは１

カ所ばかりじゃなくて、町全体を見据えた観光じゃなくてはいけないですよね。そういうと

ころからいきますと、やはり地域の資源を掘り出すということは、なかなか口で言っても言

えないから、その地域に行って、直接出合って話をするなり、見るなり聞くなり、行うなり

しなくてはなかなかできないものです。ですから私が言うのは、そういうのをする職員とか

関係者の人を、たくさんというと大変ですけれども、何人か出したらいいじゃないかと提案

しているわけですけれども、どうですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 寸又峡という地域を例にとってみますと、現実的にこれは寸又峡とそ

の人との個人的なかかわりという中で来ていただいて、時折来ていただいたり、出向いて指

導受けたり、そういうふうな関係を持っている県ですとか、あるいは団体、中央会とかそう

いう方との連携の中でいろいろ検討されているということも存じ上げておりますけれども、

そういう人を町として年間雇えるかというような話になりますと、またいろいろ御協議もし

なければいけないというふうに思っていますけれども、現在は今のようなかかわりを深めて

いくために行っていただきたいというふうに思いますし、いろんな形で派遣していただくた

めに必要なもの等については、ある程度については考慮してもいいんじゃないかなというふ

うには思っています。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） 50年の歴史のある寸又峡も含めて、観光というのは町全体で取り組ん



－133－ 

でいくものでありますし、活性化というのは観光が一番ということでありますので、今ここ

でどうのこうのあれですけれども、前向きな形で取り組んでいっていただきたいと思ってお

ります。 

  寸又峡の再生計画ということについて、露天風呂構想があります。昨年ビニールシートで

露天風呂を試みたということで、結構大きな、大変好評もよかったということでありました。

その中で、地域で意見を統一して露天風呂を生かし、そして活性を図ろうと、勉強会を開い

ておりますけれども、そういう形で動き出しております。町長も寸又峡を中心に観光の振興

策を進めたいと言われております。この計画についてどのようなとらえ方をしているのかお

伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 観光振興という中で、温泉が占める部分というのはかなり大きいとい

うふうに思っております。殊に川根本町の場合、寸又峡を中心にして幾つかの温泉があると

いうことで、温泉を積極的に利活用していくことは大変大事なことだろうというふうに思っ

ています。これは今回たまたま千頭の温泉のポンプの故障の関係から、千頭の温泉に限らず

寸又峡温泉、あるいは接岨峡温泉に対しましても、温泉を有効に活用していくために地域で

もう一度検討してほしいということで、最近町の担当も出向きましていろいろ打ち合わせを

行っております。そういう中で、今回先ほど森議員からお話がありましたような露天風呂の

構想が出てきております。 

  これは昨年、黒川温泉、それから由布院温泉、そして長湯温泉ですか、ここ数年脚光を浴

びている九州の温泉地に行ってまいりました。その中で、入浴施設が大変大きな様子になっ

ているという実態を見てまいったわけであります。殊に黒川温泉は、いずれにしても九州と

うのは温泉がふんだんに出ておりまして、黒川温泉のいわゆるドンと言われる、何とおっし

ゃいましたか、名前がちょっとど忘れして……あ、後藤さん、後藤哲也さんのお話ですと、

２日あれば温泉ができてしまうということで、ブルで掘ってコンクリートを埋めてそこの周

辺に石を植える、そうするとお湯は引っ張り込めばもう沸いたお湯が流れてくるわけであり

ますので、大変簡単につくれるというお話。そして、更衣室については丸太づくりで、黒く

塗って、古くからいかにもあったような形にする。そして修景、あそこは修景が大変立派に

できているわけですけれども、周辺から山の生えている木を持ってきて植えるということで、

植えた瞬間からもともとあったように見える。そういう技術を駆使して、大変町並みの雰囲

気とそれからその中での露天風呂展開ということで、手形等も使いながらやっているわけで

あります。 

  それから、由布院についても景観、あるいは町の風情づくりに大変苦労されて、あそこは

中谷健太郎さんですとか溝口薫平さんですとか、特別な人もいらっしゃったという背景もあ

りますけれども、大変その後にもいろんな施設が張りついてきているということであります。 

  それから、長湯温泉はドイツのバーデンバーデンですか、あそこからあの知恵をかりた施
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設ということで、温泉の湯の質も炭酸泉でございまして、それを有効に使ってやっていると

いうことであります。そういう意味で、寸又峡の温泉も美女づくりの湯として、あるいは秘

湯の温泉として一時代を画してきたわけでありますけれども、近年３分の１にまでに宿泊が

減っているという状況がございますので、いずれにしてもこの地域の観光をとらえたときに、

寸又峡温泉に人があふれて、それが接岨なり、井川なり、千頭に、そして周辺に散っていく

という今までの経験から見てそういうことが言えるわけでありますので、そういう意味で寸

又峡の再生は非常に大切だというふうに思っております。その中で露天風呂をどう位置づけ

るのか、あるいは寸又峡の、あそこは24軒あった旅館が現在12軒ということで、空き旅館あ

るいは空き店舗もあるわけですけれども、それらのできるなら活用も含めて、あそこの再生

というものは考えていく必要があるんだろうというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） それこそ、今までと違って自分たちで動くということは、それなりに

責任があると思います。中途半端なことはできないわけでありますし、町としてもその思い

を真摯にとらえて、できる限り支援、協力をしていただきたいと思います。 

  次に、林業の方に移らせていただきますけれども、時間もあれですけれども、私が言いた

いのは、先ほども町長もＦＳＣにしろ、木は直送を主体にやっていきたいと言っております

けれども、私が言っているのは、加工施設とか製材というものを何とかしてもらいたいとい

うことを言っているわけでありまして、その辺はどうとらえておりますか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 確かに素材だけで出しておりますと付加価値も少ないということでご

ざいますので、付加価値を高めて、できるだけ地域にお金を落とすということを考えれば、

製材ですとか、あるいはもう少し先の加工施設、そういうものが当然必要になってくるかと

いうふうに思っております。現在製材所が１軒だけになってしまってということであります

ので、誠にこれについては何とも難しい問題だと思いますけれども、何とかそういう加工ま

でこの地域でできるということが、本来望むべき姿だというふうには思っております。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） 浜松市ですよね、先ほど言いましたけれども、ＦＳＣ関連で森林管理

や天竜材住宅への助成ということで２億3,000万余。それで目玉商品として生産物流の基地

づくりを進めるということで、地元の木材、製材業者が組織した組合を事業主体として、大

規模な素材集約センターと加工施設をつくり、天竜材の新たな販路拡大を目指す事業にして

いくということで、６億500万助成をするということであります。それで、そのようなこと

をやれと言うわけではありませんけれども、やはりそれぐらいの、うちの方も94％の森林を

持っているものですから、それぐらいの心構えを持って動いていただきたいと思いますけれ

ども、その辺はどうですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 
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○町長（佐藤公敏君） 大政令市の浜松市並みにはとてもいかないというふうには思いますけ

れども、いずれにしても、94％を森林が占める、その森林に蓄積された材もかなりのものに

なってきているというふうに思っています。伐期が来ながらもなかなか間伐すら十分にいっ

ていないという状況を考えますと、何とかこういうせっかくの町の資源でもありますので、

これを何とか活用できる方向を考えていかなければいけないだろうというふうには思ってい

ます。 

  今の浜松の事例を具体的によく存じ上げませんけれども、製材関係なり工務店の関係なり、

そういう方々がまずは自発的に組織をつくって、その地域の素材を生かした建築なり、利活

用の方向を考えているということで、まずはそういう動きが１つ出てくるというのが、それ

をどうサポートするのかというのが本来の形かなというふうには思いますけれども、また担

当のほうでもそういうことも含めて、地域で何とか素材生産業者から建築工務店、そういう

方まで生きられるような方法を、何とか講じていければというふうには思います。 

○議長（板谷 信君） ７番、森君。 

○７番（森 照信君） 先ほども町長も地元の工務店や大工さんに積極的に地元の木を使って

もらいたいというようなことを言っていますけれどね、やはり何回も言うようですけれども、

やはりそこには加工施設製材というものがなくてはいかん。浜松市でも、やっぱり市が最初

に始動するというんですか、そういう立場をとっているもんですから、こちらの人に任せる

じゃなくて、ある程度この町で手を引っ張るというですか、そういう形をとってもらわない

となかなか、これから私は、山が、さっきも何回も言うんですけれども94％の中、お茶がだ

め、観光が何もかも衰退している、その中にあって、私はこれから林業というものは非常に

町が活性化していくには一番大切なものだと思っております。ですから、林業というのは１

代じゃなかなか、１代、２代じゃなかなか、３代、４代もかかってやっと物になるというも

んですから、やはりそういうものの施設等も長い目で見て、すぐぽっと成果が出るというん

じゃなくて、長い目で見てそういう方向性を見出してもらいたいと思います。 

  最後に、前向きな意見を言ってもらいたいと思います。終わります。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 本当に自分の代で切れなくて、孫、子の代で、それでもまだなかなか

切れないというような林業の現状を見ますと、私も若いころ国有林との分収関係の、分収林

の役員もやりまして、当時の植林に取り組んだ地域の先輩の皆さん方の苦労をひもときなが

ら、何十周年記念かの折に資料をつくったんですけれども、本当に苦労を考えると、自分の

代には使えない、それを次の世代のために育てる、そういう思いを考えたときに、涙が出る

ような思いがしたわけでありますけれども、何とかこういう方々が生きていけるような環境

をつくっていかなければならないと思います。 

  それから、今の政権の中でも新経済成長戦略ですか、その中で林業というものを大変大き

くとらえております。新しい林業が、これからの地域の活性化の中に林業の果たす役割が大
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きいというような、そういう意味で林業にも幾分風が吹いてきているのかなという感じもご

ざいますし、地域材を使って公共建築物も、低層なものについては地域材でつくろうという

ような法律もできてきていますし、そういう中で何とか林業が活力を持てることができます

ように、そのために町としても森林組合ですとか森林関係者、製材、あるいは工務店の関係

者等ともそういう話ができるような、そういうかかわり合いを持っていけるように努めてい

きたいというふうに思いますので、そういう意味で何とか林業の先行きが明るくなりますよ

う、森議員は専門家でもございますし、またいろいろ御指導いただければありがたいという

ふうに思っています。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） これで森君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  再開は１時とします。 

 

休憩 午後 零時１２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  一般質問を行います。 

  ６番、原田全修君の発言を許します。６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 原田でございます。 

  午後の初めですので、東日本大震災及び福島第１原発の大事故に遭遇されている多くの東

北関東地方の皆様には深甚なる哀悼の意をあらわし、またお見舞いを申し上げたいと思いま

す。 

  本日、私は川根本町の産業振興、地域振興の基盤強化ということについて、町長にお伺い

をいたしたいと思っております。 

  まず、今３月議会は町長の平成23年度施政方針を示すべきときであったと思われましたが、

３月２日初日の議会冒頭のあいさつでは全く触れておりません。地域の元気再生、安全安心

のまちづくり、住民が主役となって取り組めるまちづくりを目指すというような関連的な表

明で終わってしまっているというようなことから、この際、一般質問の形で平成23年度に臨

むに当たって、町長の姿勢をお伺いしたいと思うわけであります。 

  今回の国勢調査の結果から見ますと、川根本町の人口動態状況は見過ごすことができない

ような状況にあるところであります。平成17年の8,988人から、平成22年度の8,072人へと

916人の減少ということになっておりますが、年平均183人の減少、減少率は県内トップの

10.2％ということであります。 
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  第１次川根本町総合計画では平成28年度の目標人口を7,300人としており、年平均153人の

減少を想定しているということでありますが、現況はそれよりも20％も多い状況になってお

ります。65歳以上の高齢者が増えているというような状況の中で、生産年齢人口の減少は、

およそ年200人ぐらいに達しているのではないかというように思われます。相当数の働き盛

りがこの町を出ていくというような現況があるんだろうというふうに見ております。こんな

状況をどのように町は分析をしているかということを、まずお伺いをしたいと思います。 

  そして、町長は３月議会の冒頭のあいさつの中で、定住人口の増加とともに、観光など交

流人口の増加の施策の展開が必要だと言われておりますが、生産年齢人口の減少は先ほど申

し上げましたように、年200人くらいに達しているような状況ではないかと思われ、とても

定住人口の増加どころではありません。人口減少化傾向の改善に向けて、当町の産業振興、

地域振興の基盤強化にどのように取り組もうとされているのかということをお伺いしたいと

思います。 

  ２月26日に、かわね四季の会というボランティアのグループが主催してくれました町議と

語る会。このテーマは、人口の減少化への対応として危機感を持って、テーマを「目の前が

明るくなる話、だれでも安心して心豊かに暮らせるまち、川根本町」こういったようなとこ

ろでの町議との語る会が開催されました。私はこの中で、私限られた時間でありましたので

十分な説明ができなかったんですが、当町の振興、再生には隣接市町との広域連携は不可欠

であるものと思うということから、総務省の推奨する定住自立圏構想に取り組んでいくべき

ではないかというような話をちょっとさせてもらいました。この定住自立圏構想に取り組む

用意がこの町にはあるかということを町長にお伺いをしたいと思っております。 

  そして最後に、計画されている当町のブロードバンド基盤整備事業は、これらの振興策に

どのような貢献が期待をしているのかということをお聞きしたいと思っております。 

  ３月３日の川根本町情報通信基盤整備事業推進検討委員会、ブロードバンド委員会は、こ

の第６回の会合が新聞に報道がありましたが、この新聞の報道では、かいつまんで申し上げ

ますと、ブロードバンドの環境整備は町にとって必要だとの基本認識をすり合わせた。委員

からは、過疎の中で若者を呼び寄せるには、町と同じような情報社会をつくる必要がある、

あるいは事業費を負担してもらえる今が整備のチャンスではなどの意見が上がった一方で、

整備は必要だが、タイミングや進め方は社会の状況や技術進歩を踏まえるべきだと、まだま

だ議論が必要だとの意見もあったと。あるいは別の新聞では、さらにワイマックスやＬＴＥ

などのワイヤレスブロードバンドによる整備についても、実現性を含めて検討する必要があ

るとの意見を盛り込むことで合意したというような報道がされております。 

  私もこの１年間、こういったことについての質疑をさせてもらってきましたが、全体的に

見てこのブロードバンド関係につきましては、行政も議会も、あるいは住民の皆さんも、全

体のレベルが、意識のレベルが上がってきた、スキルアップがされたんではなかろうかと思

っておりますが、まだまだこの内容については議論が必要だろうと思っております。川根本
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町の産業振興、地域振興の基盤強化については、こういったようなところとのブロードバン

ドとの基盤整備という、これがまた当然ながら関係してくることだと思いますので、こうい

った点についてお伺いをしたいということで、よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの原田君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 原田議員の御質問にお答えいたします。 

  平成23年２月25日に発表された平成22年国勢調査の速報値のことについてであります。こ

れは速報集計であり、内容は十分つかめておりませんので、現時点で確定的な分析や評価を

申し上げることはできませんが、平成17年10月１日の確定値8,988人から、平成22年10月１

日の速報値8,072人、増減数がマイナスの916人、増減率がマイナス10.2％と、県下で一番減

少幅が大きかったという結果を受け、この状況をどう受けとめたのかということについての

御答弁をさせていただきます。 

  当町での人口減少の要因は、やはり死亡数が大きく出生数を上回り、重ねて転出者が転入

者を大きく上回っているということだと、だれもが思うように、私どもも感じているところ

であります。高校を卒業し、進学あるいは就職のために当町を離れていく若年層がかなり多

くあると思いますし、大学を卒業したからといってまた川根本町に戻ってきてくださるとい

う数は、余り多くはないと思っております。若年層の数が減るわけでありますので、当然出

生数もどんどん減っていくというのは、言うまでもないことであります。若い人たちにこの

町に住んでいただくための雇用の創造や住環境の整備、重ねて子育て支援をどの町よりも充

実していくなど、魅力のある環境を整えていく必要を、今回の結果を踏まえて強く感じてい

るところであります。 

  次に、産業振興についてはということでありますけれども、当町の人口減少の改善に向け

ての産業振興についてでありますが、当町において過疎化、高齢化による農業従事者の減少、

茶園管理の機械化と基盤整備の遅れ、荒茶化工場の老朽化による品質低下、安心安全な茶づ

くりに対する消費者ニーズの急速な高まりへの対応など、深刻な問題を抱えております。し

かし、茶業は町の農業の生産基盤としてだけでなく、貴重な地域資源としての景観形成や国

土保全など、さまざまな多面的役割を担っていることからも、茶業の活性化を図っていくこ

とが重要だと考えます。 

  なお、近年の茶価の低迷、農家の高齢化や担い手不足などによる耕作放棄地の拡大等が大

きな問題となっていることから、地域グループでの取り組みの実践などを推進しながら、耕

作放棄地のこれ以上の拡大の防止と減少に向けて、地域農業者の皆さんと協力して取り組ん

でいるところであります。 

  しかし、問題は担い手が少ないということでありますが、荒茶生産の茶業だけでは経営で

きない様々な理由も多く、今後農業を維持していくためには可能な限り農業経営の若返りを

進めるとともに、年間を通じて安定した雇用が必要であると考えています。 

  森林、林業についてですが、森林所有者の林業経営は弱体化してきており、農業との複合
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やサラリーマンとの複合では林業を維持できない状況にあるなど、森林管理を林業として維

持できる森林所有者数も年々減少してきております。このため、集落単位や森林組合を中心

に、施業の共同化や集約を進めていく必要があります。当町でも森林組合が主体となって、

坂京地区で集約化施業の取り組みが始まりました。 

  一方、国においても森林林業再生プランにより、木材自給率50％を目指した施策展開が始

まり、木材の生産体制、需要拡大に大きく切り替わってきており、森林、林業の担い手につ

いては、施業の集約化等地域の森林管理の担い手として森林組合が中心になるようにしてい

くとともに、増大する森林生産については新規参入が図られ、林業事業体の育成と関連し、

現場作業については、自ら判断できるような自発的な林業労働者を育成、確保していく必要

があります。さらに、森林利用者等が森林に入ることが減少していることに対し、現場状況

の把握等を担う新たな取り組みを考えていかなければなりません。 

  また、産業振興という意味では、農林水産業をより強くするという観点からも、観光産業

の振興を図ることが重要になってくると考えます。農林水産業の振興とともに、観光振興を

図ることによって観光・交流人口が増大すれば、経済的にも社会的にも大きな効果が生まれ

るからであります。 

  観光・交流人口が増えるということは、地域外から来訪者がこの地域に足を運び、地域の

中で時間とお金を消費する機会が増えるということでありますので、この地域でとれた農林

水産物に付加価値をつけて消費していただくことができれば、その分地域にお金が落ちるこ

とになります。地域の中での調達率を高めることが活性化のポイントとなります。農林水産

業など既存産業の活性化が図られると同時に、新規産業の立地も可能となりますし、雇用機

会の拡大や住民所得の向上にもつながってまいります。 

  また、社会的効果としては、観光客の来訪により、観光客との交流が生まれ、交流を通し

て地域イメージの向上や地域住民の地域への思いや誇りを強くすることにもつながります。

やがてこの地域を好きになった人たちが移り住むというような新規定住者の増加さえも期待

されるようになります。地域社会や地域経済の活性化がもたらされることによって、地域資

源の活用、環境の保全と創造、地域文化の伝承と保存、人材の育成など大きな効果も期待さ

れます。観光産業は単なる観光業者にとってだけでなく、広く地域全体の振興に大きくかか

わることから、トータル産業と呼ばれております。 

  このように、経済的、社会的に高い効果をもたらす観光産業を振興するには、まず他地域

との明確な差別化を図ることが大切であります。地域ならではのオリジナリティーあふれる

魅力を磨き上げ、効果的に情報発信する必要があります。そのために、大井川流域ならでは、

川根本町ならではのイメージづくりを図らなければなりません。また、大井川流域で総力を

挙げて地域としての魅力を最大限に発揮すべきであり、単なる点としての観光地づくりでな

く、面としての地域づくりという視点から取り組むことが大切であります。 

  グローバル化が進み、富士山静岡空港も開港した今は、中国など成長が期待される新たな
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マーケットでそれなりの地位を確保するためにも、空港、南アルプスを結ぶ大井川流域周遊

観光ルートを目指して広域的な連携が求められるところであります。 

  地域観光の魅力を向上させるには、地域の長所、特性を活用し、他地域との差別化を図る

ことであります。大井川流域ならでは、川根本町ならではのまちづくりを進めることが大切

だと述べましたが、お茶、温泉、ＳＬ、アプト式鉄道、森林、大井川、茶畑、その中でも

人々の暮らし、文化、人情など材料は豊富でありますし、人々の心をいやす観光地としての

潜在力は持っていると思っております。 

  地域振興については、地域がとにかく元気であることが重要だと考えております。今回創

設しました自治交付金にしましても、いやしの里事業にしましても、住民や自治会が知恵を

絞り、協力し、汗を流し、自らまちづくりの活性化のために活動していくことが地域振興に

つながっていくのではというふうに考えております。魅力ある楽しい話題が絶えない、こん

な地域であれば住んでみたい、住んでいたいと思えるはずですし、先ほども述べたように子

育ての環境を強力に支援していくなど、若い方々をどんどん呼び込めるような施策を講じて

いく必要があるというふうに思っております。 

  広域の連携についての御質問ですが、昨年４月に島田市長の呼びかけで、この地域、大井

川流域に存在するたくさんの協議会を再編していこうということになり、すべてがというわ

けではありませんが、幾つかの協議会が統合され、共通の問題、目的に向かってより強い広

域の連携が図られるものと考えております。 

  また、議員の言われる定住自立圏構想についての御質問ですが、先ほども述べましたとお

り、近隣市町村との連携により地域活性化を図っていくつもりで、平成23年度新たな協議会

が発足するわけです。議員が言われる定住自立圏構想に取り組むことは、様々な財政措置も

講じられ、これから検討していくべきものではあると思います。当然、当町は周辺市町村に

位置することとなるのでしょうが、それには中心となる市町があって初めて定住自立圏構想

が成り立つわけで、相手が要ることでもあります。当町がどのような市と何を目的に、それ

が医療なのか、福祉なのか、公共交通なのか、今後研究していかなくてはいけないというふ

うに思っております。 

  それから、地域振興を考えた場合に、定住は外せない問題だというふうに思っております。

検討委員会の御意見でも、特に購買能力の高い年代に当たる若者人口の減少が著しく、今後

地域の商業に大きく影響してくるという御心配をされました。もちろんブロードバンドが整

備されればこの問題が解決されるというものではありません。しかし、一度都市部の進んだ

情報通信環境で生活された方がこの地域に戻ってくる、また定年退職後に移り住んでくると

いう判断材料として、ブロードバンド基盤の有無が大きくかかわるものと考えております。 

  また、産業振興にもかかわるものですが、観光事業に与える影響は大きいものと考えます。

ホテル・旅館などの宿泊業については、ブロードバンド環境の整備なくしては他地域との競

合に打ち勝つことは厳しいとの御意見もあります。また、地域からの情報発信などにより、
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宿泊業が活性化することにより、観光業全体が活発化する。そして観光・交流人口が増加す

ることで、地域全体が活性化されるということも十分考えられます。 

  このように、地域振興等にどう貢献するかという御質問にお答えしたわけですが、ブロー

ドバンドを整備するだけでこうした方向に進んでいくというものではありません。他の施策

と絡めていくことでより効果が上がり、地域振興に有効なツールの１つとなり得るものと考

えております。 

  以上。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 実は今、ただいまの町長答弁は、こういった施政方針といいますか、

考え方を３月議会の初めに実は聞かせていただきたかったなと思っているわけなんですが、

その中で幾つか今確認ができましたので、さらに個別に質問させてもらいたいと思っており

ます。 

  この我が町が、川根本町が10％もの人口減少が起こっていると、ゆゆしき問題ではあるん

ですが、ある意味ではこの大井川流域という全体をとらえてみたときにどうなのかという判

断も必要だろうと思っております。私はこの川根本町だけで物を考えるのではなくて、最低、

先ほど具体的な提案をいたしました定住自立圏構想、こういったようなものをもっと具体化

していくことによって、そしてそれぞれの地域がそれぞれのその役割を果たしながら、想定

される人口確保、あるいは活性化、こういったところへそれぞれの役割分担をして取り組ん

でいける姿勢ができるのではないか、そういうふうに思うがために、こういった構想を進め

ていく必要があるんだろうと思っております。 

  実はこの構想そのものが具体化しなくても、実際はもう経済圏、あるいは文化圏、こうい

ったところを見ましても、この地域は島田を中心としたこの流域一帯で運用しているといい

ますか、これはもう実感でありますので、この辺をもっと具体的にはいろんな形で進めてい

く必要があるだろうというふうに思っております。観光交流にしましても、これは川根本町

だけでできるわけではありません。島田の静岡空港を中心にした、あるいは横岡の第二東名

のインターチェンジを中心にした、こういったところを玄関口とした交流人口の誘致をする

という、こういった考え方で勉強して進めていく必要があるんだろうというふうに思ってお

ります。 

  そういった観点からお考えを、もう一つその辺のところを意識したお考えをお聞きしたい

なと思っておりますが。よろしくお願いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 定住自立圏構想といいますと、中心市と周辺市町のおつき合い、連携

ということになるわけですけれども、中心市で考えると人口が５万人以上、少なくとも４万

人を超える。それからもう一つの要件として、昼間と夜との人口の割合、これが１以上であ

るという必要がなってまいります。その点で、たまたま今、島田市という話が出ましたけれ
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ども、島田市はその中心市としての要件を現在は欠いております。そういう点が１つありま

す。 

  しかしながら、定住自立圏構想でなくても、少なくとも川根町を含む島田市ということで、

隣接の市町で歴史的にも最もかかわりの深い流域の町でもございますので、そういう意味で

島田市との連携は今後ともさらに強めていく必要があるというふうに考えております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 総務省は、平成20年ですか、定住自立圏構想という、こういった構想

を発表といいますか、提唱をしてきたという経緯にあると思うんですが、この地域もそうい

ったこれからの静岡空港、こういったような１つのこの地域の拠点をうまく使った連携が必

要だろうというふうに思っております。さらには井川方面を含めた大井川流域、こういった

ような観点で、連携した観光政策というものも必要だろうというふうに思っています。 

  そして、こういった観光というところを１つとってみましても、最後にお聞きしましたブ

ロードバンドの基盤整備事業、こういったようなものは町長の答弁にもありますように、１

つのツールにはなってくるだろうというふうに思っております。そういった意味で、例えば

寸又峡の、先ほど森議員のお話の、ある意味では続きにもなるわけなんですが、寸又峡とか

こういった当町の観光拠点をＰＲをする上においても、こういったブロードバンドツールと

いうものは有効に活用できるんだろうと思っております。 

  そういう意味で、実は私はブロードバンドの委員でもあるわけなんですが、現在町が示し

ております原案であります光ケーブルを町内に張り巡らせるＦＴＴＨでもって、これが１つ

のＰＲの手段だということを言っているわけなんですが、選択肢の１つとしてはあるかもし

れませんが、私、観光というところを意識した場合には、やはりこれからの新しいブロード

バンドの主流になってくるだろうと思われますＬＴＥだとか、あるいはワイマックスだとか

という、こういったような新しい新技術を導入するというようなことも、大きな戦略の１つ

になってくるんだろうというふうに思っております。この辺についてはその観光産業と絡み

合わせてどのようにお考えになっておりますか、お聞きしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） これからは観光も国内ばかりでなくて、世界に向けて発信していく必

要もあるというふうに思っております。そういう意味で、このブロードバンド環境をよくし

ていくということは、これからの産業振興にとっても観光振興にとっても大変重要なものだ

ろうというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） ブロードバンド、一概に言いますと、一般的にはスピードで言います

と１メガビット以上ということを１つのブロードバンドというふうに言うわけなんですが、

今特にブロードバンド委員会の中でも話が出ておりますのは、超高速というようなところ、

高速あるいは超高速という、10メガビット以上くらいのところを意識したような話になって
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いるわけなんですが、こういったようなところを１つの基準にとっても、私は光ケーブルだ

けでなくて、こういったＬＴＥやワイマックスといったようなものを導入する、これは町独

自、町がその基盤整備をするんではなくて、事業者が基盤整備を図っていくんだと、その後

押しをするというのが、あるいは助成をするというようなことでしょうか、これが１つの行

政体としての役割としてここに参加できるんではなかろうか、こんなふうにも思っているわ

けなんですね。 

  そういう意味で、ブロードバンドといろいろ言われていますが、ＬＴＥとかワイマックス

とかという、こういったようなところについての事業者の導入、事業者の誘致を図る、こう

いったようなところについてのお考えはどうでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） ブロードバンドを整備していく中で、どのレベルまで必要なのかとい

う問題は１つあろうかと思います。町としては最もこの地域で望み得る最もいいものはとい

う観点から研究を進めてきているわけでありますけれども、どんなレベルがいいのかという

ことで、現在検討委員会も持っているわけでありますので、そういったところの検討ももう

少し待ちながら、何通りかの提案が出てくるのかなというふうに思っておりますので、そこ

ら辺も見ながら、皆さんの御意見も伺いながら進めていけばいいのではないかというふうに

思っております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 町の方は、１つの原案として昨年のブロードバンドの説明会のときに

提案をした形そのままになってしまっているわけなんですが、町長は私の質問、過去の質問

の中で、新しい技術を取り入れるということは、当然検討をしていくべきだということを言

っておりました。あれから１年たったわけなんですが、マスコミの報道とかいろんなものを

見ていったときに、私、先ほどスキルアップしたと言ったんですが、ＬＴＥって何だ、ワイ

マックスって何だ、そういったような知識がだんだんできてきたんじゃなかろうかと思って

おりますので、今後この川根本町がどのような形で生き残っていくのか、活性化していくの

か、こういったものを考えていったときには、どんどんもうこの辺の考え方といいますか、

変えていくといいますか、進歩させていく必要があるんだろうと思っております。 

  最も私が心配するのは、原案であります光ケーブルを張り巡らせるというこのルートだと

か、あるいは方式だとか、それからそこに登場してくるようなアプリケーションだとか、こ

ういったようなものを眺めたときに、果たしてこれが10年後にこれが耐え得るものであろう

かということを考えていったときに、これは下手をすると宝の持ち腐れ、あるいはどぶに金

を捨てるようなものだというような、むしろそのくらいの危険性を感じている原案であると

いうことから、いろんなことを申し上げてきたわけであります。 

  したがいまして、その原案に余り固執することなく、もっとフリーに検討をすべきではな

いかというような１つの選択肢としてＬＴＥとかワイマックスとかと、こういうことを提案
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してきているわけなんですね。ですので、ぜひそういった柔らかな発想のもとにこれからの

ブロードバンド整備、これはこれを観光事業にどういうふうに発展させるかというように考

えていっていただきたいなというふうに思っておりますが、いかがですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 原田議員はそうおっしゃるわけですけれども、今まで委員会に参加さ

れた方等の御意見等伺ってみても、原田議員とは違う見解を持っておられる方もいらっしゃ

るわけであります。ただ、私としては、とにかく検討委員会で今はその検討をしていただい

ている段階で、必ずしも町が提案しているものに固執するわけではなくて、最もこの地域に

とっていいブロードバンド整備事業というのはどういうものなのか、そういう中で幾つかの

提案の中から判断して、皆さんで決めていけばいいのではないかというふうに思っておりま

す。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） これは１つの基本方針といいますか、町を経営する上において、自分

はこういうことをやっていくんだという強い信念のもとに提案をして、いろんな議論に参加

してもらいたいなと思うわけなんですが、今の場合はブロードバンド委員会の方の検討結果

を待つといいますか、そういうことも言っておられますが、その前にもうちょっとちゃんと

した経営方針みたいなものが必要ではないのかな。 

  先ほど私、Ｓ新聞社が言っておりました、若者の定住を図るためにもブロードバンド環境

が必要なんだということを言っておりますけれども、実は私、ＬＴＥ、ワイマックスに少し

こだわるのは、ＬＴＥ、ワイマックスをこの地に導入することは非常に難しいんだというよ

うな、こういった概念をもとにした光ケーブルを張るしかないんだというような検討がされ

るところに危険を感じているわけなんです。 

  というのは、都市居住の経験をした、例えば若者のＵターンが、こういった新しい技術を

持ったブロードバンド環境をこの町がつくっておかないと、島田までは帰ってきたけれども、

川根本町には帰ってこないというようなことがあっては何でもないわけなんですね。ですの

で、なるべく早目に、早目にといいますか、いち早く取り込んだ、こういったブロードバン

ド環境をよくしたものにチャレンジをしていって、若者定住を図る、あるいはＵターンを促

進する、こういった政策が必要ではないかと思われるためにこういうことを言っているわけ

です。 

  若者定住を図るためには、私はやはり新しいブロードバンド環境というものをつくってい

く必要があるだろうというふうに思っていますが、この点については町長のお考えはどうで

しょう。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） この事業を進めていく背景には、やっぱり人口が減少していく、そう

いう背景の中で何とか定住人口も増やしていきたい、あるいは新規の産業も興していきたい、
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そういう思いの中で、将来への重要なインフラ整備という位置づけの中で考えているわけで

あります。したがいまして、若者が喜んで来てくれる、そういうブロードバンド環境をつく

っていくということは、極めて大事なことだというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） このブロードバンドを議論するときには、相当中身のことも理解をし

ていかないと、話がなかなか議論になっていかないわけなんですが、１年たったところだっ

たもんですから同じような質問をさせてもらいました。 

  私は十数億、あるいは20億になんなんとするようなこういった事業をこの町が果たしてこ

れからやっていき、そしてその後またメンテナンス、そして設備更新、こういったようなも

のに耐えられる財政運用ができる町なのかといいますと、ここのところが非常に問題であろ

うかというふうに思っております。そういった意味では、国がやってくれないなら町がやる

というような、そんなような言い方をするのではなくて、やっぱり事業者が参入するような

いろんな条件整備をする、そして助成もする新たな施策というものが必要ではなかろうかと

いうふうに思っております。 

  先ほど町長のお話の中で、この地域の産業振興、あるいは地域振興、どういったことを考

えていくかということの中で、林業と観光の話はさきの森議員のお話の中にありましたので、

感覚としては同じだろうと思うんですが、例えば茶業振興、茶業基盤整備という１つ事例を

とっても、この中の１つの事例としましても、例えばの話なんですが、今、防霜ファンが大

分寿命といいますか、耐用年数が過ぎているというようなことを聞くんですが、この設備更

新、じゃどのくらいの費用がかかってくるのか。こういったことをざっと試算しますと、一

昨年、三津間防霜ファン組合が実施した14ヘクタールでしょうか、ここで2,800万円という、

これを該当させていきますと、600ヘクタールのこの当町では約12億円の経費が必要になっ

てくると、こういったようなものがここ数年から10年ぐらいの間に必要になってくるだろう。

こういったような大きな財政負担がまた町、あるいは町民にかかってくる、こういったよう

なこと。 

  あるいは、森議員が申し上げました製材所工場、加工工場を設置しようというような、こ

ういったようなところで基盤整備を図っていこう、林業基盤整備を図っていこうという話に

なりますと、ここにやはり６億とか７億とかと、こういう必要な経費がかかってくる。観光

事業にしてもしかりですね。 

  いろんな基盤整備を図っていこうとすると大きなお金がかかってくるというようなときに、

ブロードバンドの方で先にお金を使ってしまうと、これはどうしようもなくなってしまうだ

ろうというふうに思うわけですね。 

  ですので、例えば農業基盤整備なんかでは、今後私、先ほどそんな事例を出しましたけれ

ども、どんなふうな形で基盤強化をしていくお考えか、お聞きをしたいと思っております。 

○議長（板谷 信君） 町長。 
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○町長（佐藤公敏君） 農業基盤の整備ということでございますけれども、今の600ヘクター

ルに防霜ファンをつくるとなると、12億というようなお話もございました。いずれにしても、

計画をつくっていく過程では、投資したものとそれからそこから返ってくるもの、そして投

資するもののメンテの部分ですとか減価償却ですとか、いろんなもろもろを考えて投資して

いくわけでありますけれども、自治体の行う事業については、いろいろ有利な借り入れの方

法等もあるわけでございますので、そういうものも考慮していくと、12億、あるいは16億と

いうようなものについても、かなり違ってくる部分はあるかというふうに思っています。 

  それから、管理していく部分については、それなりの心構えが必要だというふうには思っ

ております。農業基盤、正直申し上げて農業基盤をこれからどうしていったらいいのかとい

う問題については、大変その担い手が高齢化しているという背景の中で、しかもお茶を取り

巻く環境を見たときにも、現実に需給のバランスが崩れていく、しかもこう、人口減少時代

に入っていくという中でありますので、なかなか難しい問題ではあるというふうに思ってお

ります。 

  今、明確にこういう方向でというものを言えるものでもございませんけれども、今持って

いる川根茶というブランドですね、これは最近下流の方の深蒸し茶が話題になりましたけれ

ども、川根は川根の持っているお茶の持ち味、川根茶といっても１つの明確な基準があって

川根茶というわけではございません。とりあえずこの川根地域に産出されるものがある一定

以上入っていれば、川根茶という商品名をつけて売っているわけでありますけれども、いろ

んな川根茶があるというふうに思っています。苦味のきついもの、あるいは甘味の強いもの

とかいろいろつくる人の個性というものもございましょうし、それから最近ですと紅茶です

とかフレーバーティーですとか新しい展開も見られますように、そういういろんなお茶があ

って私はいいのではないかというふうに思っております。 

  そういうもろもろの、いろいろなお茶を産出するこの川根地域、そして茶畑の広がる川根

地域、その中に人情味豊かな人たちが暮らす川根地域、そういうものをこれからも継続して

いくための、そのための基盤づくりが大事だということで、申し訳ありませんが、明確に答

えられませんけれども、これを茶業関係者、あるいは流通関係者ともども、林業についても

そうでございますが、考えていく必要があるのではないかというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 先ほど林業の振興策の方で森議員の提案のあった、付加価値をつける

ための工場の設置とか、こうったようなところは相当な大型の投資が必要になってくるわけ

なんですが、今ただいまの話にありましたような、茶業の振興も、荒茶を販売すればよしと

いう話ではなくて、やはり茶業の振興は付加価値をつけるための、あるいは加工工場だとか

製品工場だとか、そういったようなものも必要になってくるだろうと思っています。 

  私は、基盤整備というのはそこまでいかなければならない、６次産業なんていうことも言

うわけなんですが、そういったような基盤整備、基盤強化というものを、やっぱり一番初め
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に打ち出しておいて、そういったようなものをうまく使うがための実はブロードバンドであ

るというような考え方を持っていくべきであろうというふうに思っているわけでもあるわけ

なんです。 

  話を転じて、この地域はやはり高齢化率が40％も超えたというようなこともありますので、

あるいはこういった高齢化の町を１つの売り物にする、福祉の町といいますか、こんなよう

なところでの地域振興策もあるかもわかりません。そういった意味から言っても、医療、介

護、看護というところは相当な、これまたきちんとした整備が必要だろうと思うんですが、

例えば訪問看護ステーションなるものが仮にこの町にできたとしますと、相当なこの町をＰ

Ｒする、あるいは住んでいる住民の安心を醸し出すということになると思うんですが、訪問

看護ステーション、こういう１つの事例を取り上げまして、こういったようなものを設置し

たらどうかというようなことをお考えになったことはありますか、お聞きします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） なかなかお医者さんには苦労する地域でもございます。24時間体制で

なかなか医療を対応していくというのは難しい状況の中でありますので、そういう看護ステ

ーションというようなお話も聞いたこともありますけれども、今後の課題としてはそういう

ことも考えていく必要もあるのかなというふうには思っております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 喫緊の課題として、この地にお医者さんの確保がだんだん難しくなっ

てくる。これはすぐにでも考えておかなければならない話だろうと思いますし、看護、介護

というこの地域としての課題は、やはり見守り支援、本当の意味の見守り支援という体制の

中で、しっかりしていかなければならんと思っています。 

  鈴木多津枝議員の中に、包括支援センター増員の必要もあるだろうという話ありましたが、

こういった福祉関係の事業所といいますか、事業者、従事者といいますか、こういった人た

ちをもっと増員をする、これはまさにその雇用の場を広げるということになるわけなんです

ね。ですので、人口減少と絡めて考えていきますと、こういった自前で本来やるべき事業と

いうものは、積極的に手を打っていく必要があるだろうと思っています。福祉事業というも

のについて、この地域としては取り組んでみる必要があるんだろうというふうにも私は思っ

ておりますが、いかがですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 福祉施策は大変重要な、こういう山間部の高齢化が進んでいる地域で

もありますので、そういう人たちがお年寄りの話し相手になってくださる人がいらっしゃる、

それだけでもそのお年よりにとっては大変ありがたいことだというふうに思いますので、そ

ういう、本来なら都会ですと民間の業者があって、いろんな形で参入してくるということで

ございますけれども、先ほど来のブロードバンドのお話にしましても、なかなか採算がとれ

ないこういう過疎の地域でということで、すべてが行政にというようなところにかかってく
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るわけでありますので、なかなかその中でどの部分を拾い、どの部分を捨てていくのか、捨

てるといいますか、選択していくのかという部分になりますと、なかなか難しい問題もある

というふうに思っております。 

  喫緊の問題、それから長期的に見たときに大事な問題、いろいろその都度都度のとらえ方

の中で選択がされていくわけでありますけれども、すべてを対応できるということになれば

こんな結構なことはないわけですが、なかなかすべてにわたって取り組んでいけるという状

況にもございませんので、そういう中で取捨選択といいますか、集中と選択といいますか、

中で悩みながら選択していくということだろうというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 取捨選択しながら取り組んでいくという、当然のことなんですが、優

先順位として何から始めていかなければならないかといいますのは、やはり住民の安全安心、

特に高齢者の見守り支援体制だとか、こういったものはしっかりしていかなければならない

だろうと思っております。そして、数字にもあらわれてまいります10％もの人口減少、これ

は大きな危機感を持ってやらなければいけないだろう。こういったところを考えていきます

と、すぐにでも手を打たなければならないものが幾つもあるわけですね。これはしかし同時

進行をかけるしか多分ないだろうと思っています。私はやるべきだろうと思っています。 

  その中で、もう一つ申し上げますと、南部小学校が今年４月から複式学級に入っていくと、

これが皮切りで中央小、第一小と、こういったところへ波及をしていくといいますか、そう

いう現象が出てくるわけなんですが、実はこういった子供たちが急激に減少している中で、

例えば親御さんたちは、御父兄はここに対しても相当な危機感を持っているというふうに私

はとらえております。 

  これは余りいい事例ではないかもしれませんが、この小さな学校では、特に子供たちの教

育環境はよろしくないということから、もっとちゃんとした子供の資質を伸ばすようなとこ

ろの学校へ転校させてあげたいというような親心から、この地を離れていくというような、

そういう現象も最近は私は幾つか見ております。残念な話なんですが。ですので、教育環境

といいますか、こういったようなものはきちんとしていかなければならない、あるいは学校

統合ということも考えていかなければならない。学校統合を考えていくと、学校がなくなる、

その地からなくなるということは、地域の元気が失われていくというようなことから、地域

の反発も招きかねない。 

  しかし、それに対抗して、私この杉山町長の時代からも申し上げたんですが、佐藤町長の

ときも一度申し上げておりますが、子ども農山漁村交流プロジェクトですか、こういった川

勝知事がその協議会の理事をやっておりましたが、こういったようなことにも積極的に取り

組んでいく必要があるだろう。 

  しかし、私、今まできょう申し上げているのは、いずれにしても大きな投資が、やはりま

とまった投資が必要だろう。こういったようなことから、当町の産業振興、地域振興の基盤
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強化、これにはお金がたくさんかかっていきます、やろうとすればお金がかかっていきます。

ですから、こういったところへ先に手を入れる必要があると、優先順位としましてはね。そ

ういうふうな中で、最小費用で最大効果を出すような施策というものが必要だろう、ブロー

ドバンド基盤整備についても、やはりそういう考え方を持っていくべきだろう、こういうこ

とで提案をしているわけであります。 

  学校のところに戻りますけれども、小学校に戻りますけれども、子ども農山村漁村交流プ

ロジェクト、こういったような事業、こういったようなものにも手を挙げていくべきだろう

と私は思っておりますが、いかがですか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 勉強不足もございまして、その農山村交流プロジェクトですか、その

事業内容そのものを十分存じ上げておりませんけれども、字づらから伺っておりますと、農

村、山村と海辺、あるいは都市との交流を促進するというような事業だというふうに思いま

すけれども、細かいことがわかりませんので何とも言えませんが、いずれにしても相互の交

流ということはお互いに、都市の人にも山村を知っていただく、山村部の人も都市を知る、

相互理解の上でそういう交流ということは大変大事なことだというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 先ほど言いましたように、私、きょうは少し投資的経費といいますか、

こういったようなものが引っかかってくるような基盤強化、こういったところに町長のお考

えがどの辺にあるかということをお聞きしたかったということで質問をさせてもらっている

わけなんですが、ブロードバンドにまた戻っていきます。 

  こういった地域振興としては、このブロードバンド整備ということは、これは重要なこと

だろうと思っています。しかし、最小費用で最大効果をねらっていくと、これは当然のこと

であるわけなんですが、あわせてこの地域だけで、先ほど言いましたような、この川根本町

だけで物を考えるのではなくて、流域、あるいは島田市を中心としたこの全体の中で地域振

興を図っていくという物の考え方が必要だろうと思っています。そうしますと、ブロードバ

ンドにしましても、やはり隣接市町との協調といいますか、そういったことはこれは１つの

条件になるだろうと思っております。その辺についてどうでしょう。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 質問の中で、やりとりの中で福祉の問題から教育の問題から、いろい

ろ産業振興の問題から、大変幅広く議論されたわけでありますけれども、ブロードバンドと

いうものを整備することによって、すべてとは言いませんけれども、それらの振興にとって

もブロードバンドが有効な１つのツールになるのではないかという考えのもとに今日まで進

めてきているわけであります。もちろんその中で、16億という数字だけがひとり歩きしてい

る感じもあるわけですが、緊急、茶業の問題ですとか人口が減っていく、お年寄りが大変だ、

そういう切実な問題ももちろん対応していかなければいけませんし、それとあわせて長期的
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な問題にも対応していかなければいけない。 

  そういう中でのいわゆる合併特例債という、これは利用するには年限的にも最終いつまで

にということもある、そういう中での選択でありますけれども、有利な起債を使うことによ

って何倍かの効果を上げられるという、そういう中での御提案をしているわけでありますけ

れども、いずれにしても、このブロードバンドはこの町にとって必要なものだろうというふ

うに思っております。 

  それから、島田市を含め静岡市、あるいは吉田、牧之原、藤枝、焼津、そういった周辺、

あるいは流域の市町との連携ももちろん大事でございますし、殊に大井川にあって南北に接

触する島田市とのおつき合いというのは、大変大事だというふうに思っております。もちろ

んそういう情報通信基盤を整備する上でも、隣接の市町とのつながりといいますか、そうい

うことも十分考えていく必要はあるかというふうには思いますが、とりあえず私たちの町と

してどういうふうに進めていくのかということを、まずは議論していくことが大事だろうと

いうふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ６番、原田君。 

○６番（原田全修君） 隣接市町との連携ということは、この情報通信関係においても非常に

必要な話なんですが、実は原案で、私も原案に固執したくはないわけなんですが、やはりこ

れをたたき台にしてという事務局側の提案の中で、ブロードバンド委員会もやっているもの

ですから、どうしてもそこに引っかかるわけなんですけれども、余りに町の独自性といいま

すか、これが出過ぎていて、例えば金谷のほうからアクセス回線といいますか、光ケーブル

を、こちら現在もこうあるわけなんですが、それとは全く別に町独自のケーブルを張ってい

こうというような、こういう考え方をしたりしますと、後々の隣接市町との連携は全くでき

なくなってしまう、こういうおそれもある。あるいはＮＴＴとの連携も全くできなくなって

しまう。これは孤立した設備をつくってしまうというようなことになるわけなもんですから、

先ほど言いましたような連携ということが大事だと、初めに連携をどうするんだということ

は、検討の一番初めの条件として持っていくべきだろうと思っています。 

  そして、実は原案でいきますと、16.6億円ということなんですが、これは初期投資のお金

であって、その後の維持管理、あるいは設備更新、こういったところを考えていきますと、

年間単なる維持、設備更新ですね、設備更新に必要なお金というのを年平均額にしますと、

これは当局の方から、私、二度ばかり請求をしているんですが、回答がないもんですから、

私なりに試算をしてみますと、年間約１億円くらいの設備更新をする必要がかかってくる。

先ほど町長のお話にありました維持管理は、年間6,000万から7,000万円ぐらい運営管理費が

必要だと言いましたけれども、さらにプラスといいますか、設備更新の費用は１億円ぐらい

毎年かかってくるという、こういうような状況の中で、先ほどの基盤強化というところ、産

業基盤強化、地域振興基盤強化、こういったようなところへ回すお金が減っていってしまう

可能性が出てくると、こういう危険性があるわけなものですからこういうことを申し上げて
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いるわけです。 

  ですので、ぜひそういったことを念頭に置いたこれからの基盤整備ということを、もう一

度心を改めていただいて、進行して、進めてもらいたいなと思っていますが、最後に質問と

して、これで終わらせてもらいますが、よろしくお願いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） いろいろありがとうございます。原田議員の御質問の趣旨はよく理解

できますので、そういうことも含めて考えさせていただきたいと思います。 

○議長（板谷 信君） これで原田君の一般質問を終わります。 

  次に、８番、中澤君の発言を許します。８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） 一般質問に入る前に、今回、東北関東地方で大地震が起こり、被災し

た皆様にお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方々に哀悼の意を表します。一日も早

い復旧をお願いいたすものであります。 

  それでは、通告に基づき一般質問を行います。 

  バブル経済がはじけ、さらにリーマンショックで日本の経済は失われた20年と評されてお

ります。その間、国は経済、福祉を支えるために未曾有の国債を発行して、円高・デフレ現

象を引き起こし、企業は合理化と生き残りをかけて海外へ進出、国内は失業者と弱者が増大

しております。私たち川根本町の地場産業、観光事業にも大きな影響を受けているところで

す。しかし、私たちはこの川根本町を、この地をこよなく愛し、他地域に負けない川根本町

とし、後世に引き継ぎたく強く思っております。 

  地域の発展を願い考える中で、川根本町の観光事業について質問を行います。森議員、さ

らに原田議員が触れまして重複する部分があるかと思いますが、御了承ください。 

  今、日本人の関心事は、お笑い、グルメ、温泉、健康、美容だと言われております。この

５つの中で、お笑いは川根本町にはありませんが、ほかの４つは本町にもあります。四季の

自然の中での森林浴による健康、美容のための温泉、山菜や山の魚肉の珍味でのグルメ、そ

れぞれのものを結びつけて売り出したら、誘客に有効に働くものと確信いたします。おのお

の町内温泉地で既にこうした取り組みはしておりますが、温泉を中心に有効に利用して、誘

客にもっと力を入れるべきだと考えます。しかし、それぞれの温泉地にそれぞれの課題があ

り、そうした課題を行政はどのように取り組み、対応していくかを今から問いたいと思いま

す。 

  まず第１点として、これは寸又峡の再生についての課題でありますが、私はこのことにつ

き、12月の一般質問でも取り上げました。町長の回答は、寸又峡温泉の再生に図っていきた

いと明言し、いろいろな形で御意見を伺えたらありがたいとも答えておりました。その中で、

寸又峡温泉地にあります見にくい廃屋や、あるいは閉店した商店街などの施設の対策であり

ます。温泉地のイメージダウンとして観光客に不評でありますこの廃屋や閉店した商店、持

ち主の責任としてこのまま放っておいていいのかどうか、この対応について問いたいと思い
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ます。 

  第２点として、奥泉から寸又峡温泉へ行く道路でございますが、大型バスが入れないこと

です。地元の人たちの話ですと、３カ所ほど曲がれないところがあると言っています。海と

山と旅行する計画をした観光客が逃げてしまう例は、年に何回もあると地元の人たちは言っ

ています。ぜひ再生に向けてのこの点を行政に伺いたいと思います。 

  次に、接岨峡温泉の課題ですが、私が一番心配していることは、温泉源泉地の所有者との

トラブルです。地主との契約が切れて未更新のまま温泉を利用していますが、その後話し合

いを持っているかどうか伺います。この問題が解決しないと、接岨峡温泉の提案も事業拡大

も前に進まず、投資などはもってのほかだと、こう考えるからであります。行政の見解と状

況をお伺いします。 

  次に、千頭温泉ですが、千頭温泉は寸又峡温泉と違い成分が少なく、健康や美容に結びつ

かない単純温泉です。開湯してから10年、千頭温泉の利用業者が増えない原因がここにあり

ます。千頭温泉は当初の事業としても３億4,123万、平成14年にポンプ故障で2,540万、21年、

22年の復旧で6,700万を投じています。１月20日、温泉審議会並びにその後の議会で、温泉

利用者が誘客活動を積極的に行うという条件で復旧を認めました。行政は温泉施設利用者と

話し合ったと報告を受けていますが、今後千頭温泉の誘客活動にどのように取り組んでいく

のか、お伺いします。 

  以上のことを回答をお伺いしたい、一問一答でこの質問をしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ただいまの中澤君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 中澤議員の質問にお答えいたします。 

  なお、最初の質問の中でかなり詳しいところに入っておられましたけれども、正直申し上

げて最初の質問でそこまでちょっと具体的な問題にまで、後の一問一答の中でよければお答

えしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「結構です」の声あり） 

○町長（佐藤公敏君） はい、じゃすみません。 

  それでは、まず温泉事業についてということで、町内温泉の抱える課題と対応の方からま

ずお答えさせていただきます。 

  町内には、現在４つの観光温泉と住民のためのふれあい温泉１カ所があります。寸又峡温

泉は、昭和37年に湯元から大町区に引湯されたもので、温泉管も古くなり、平成12年から布

設替え工事を行い、平成23年度に260ｍを計画しておりますが、これが完了しますと1,020ｍ

を残すところとなります。寸又峡温泉は自噴しており、温度42.7度、毎分370を湧出して

おります。開湯以来、高度経済成長に後押しされるように順調に発展し、秘湯の湯、美女づ

くりの湯として広く知られるところとなりましたが、近年は全国各地で温泉掘削、観光地化

が進み、景気の低迷、交通不便などもあって宿泊客が３分の１にまで減少しております。旅

館など観光施設も減少し、組合員も減少する中ではありますが、観光一筋に頑張っておりま
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す。 

  寸又峡では露天風呂の老朽化も課題になっております。それから、先ほど中澤さんがおっ

しゃられましたように、旅館も24軒あった旅館が12軒になったり、あるいは飲食店、お土産

店で廃業するということで廃屋、それから空き店舗等が幾つか出てきたということで、それ

も大きな課題かというふうに思っております。 

  それから、次に接岨峡温泉でございますが、昭和54年５月に湧出、温度26.5度、毎分32

で現在ポンプアップをしております。平成６年にポンプを交換、以後16年ほどが経過をし、

ポンプの交換時期を迎えております。ニュー久保山のオープン、それから接岨峡温泉会館へ

の引湯により次第に観光客も増え、井川線のアプト式鉄道へのつけ替え、県道接岨峡線の開

通、そして地区内民宿への配湯などにより発展の兆しが見え始めましたが、景気低迷等によ

り宿泊客は大幅に減少をしております。 

  また、接岨峡温泉については中澤議員御指摘のとおり、温泉源泉土地等の地権者との土地

賃貸借契約に関して課題がございます。弁護士と相談をしながら円満な解決に向け、今後と

も進めていきたいと考えているところであります。 

  千頭温泉は平成８年12月に湧出、当初は温度、湧出量ともかなりのものでありましたが、

最近では温度も25.3度、湧出量も毎分44となりました。千頭温泉は旧本川根地域の中心域

に位置することから、大きな期待が寄せられましたが、既に景気が低迷状態に入っていたこ

ともあって、期待どおりには発展できない状況となっております。３月補正では揚湯ポンプ

設置工事について議会の御承認をいただきましたが、千頭温泉は単純泉であるため、温度を

確保することが課題となっております。千頭温泉の故障後、利用者の方々には何度か説明会

などを行い、話し合いの機会を持ってきました。その席で千頭、小長井地区の活性化が話題

となり、利用者から組合等をつくり、地域の活性化に向けて協議していきたいとの意見も出

され、現在町としても組合等の設立に向けて支援を行っているところであります。 

  それから、八木の白沢温泉ですが、「もりのいずみ」としてコテージ「もりのくに」とあ

わせて直営でオープンしました。その後第３セクター、株式会社もりのくにが経営に当たり

ましたが、経営不振に陥り、現在は株式会社時の栖が指定管理者として管理運営に当たって

おります。 

  このように、課題を抱える温泉ではありますが、今日まで地域の振興に大きな役割を果た

してきたことも事実であります。今後これらの温泉をどう再生させていくのかということで

ありますが、これらの温泉の再生は川根本町の再生と直結する大きな課題であると考えてお

ります。観光はトータル産業であり、町の活性化にとって極めて重要であることは、先ほど

来ほかの方の御質問の中でも申し上げましたが、地域資源の中でも温泉は極めて大きな要素

でありますので、再生に向けてそれぞれの地域の皆さんと話し合っていきたいと思っており

ます。 

  観光地の活性化、温泉地の活性化には、民間の皆様の自助努力が何よりも大切であり、民
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間の皆様との連携が不可欠であると考え、商工観光課では千頭温泉の今回の揚湯ポンプの故

障に際して、寸又峡、接岨峡、千頭地区の皆様と話し合いの機会を持ちました。それぞれの

地域ではどのように温泉の再生を図っていこうとしているのか、まず地域で考えてほしいと

考えたからであります。それぞれの地域がそれぞれ課題を抱える中ではありますが、自ら考

えることによって新しい道も開けていくものと信じております。町としても、これを契機に

地域の皆様の意見を聞きながら、町内温泉の活性化に向けた取り組みを進めてまいりたいと

考えております。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） 私は寸又峡温泉のことで、温泉街の環境整備、そうしたことを考えた

ときに、見にくい廃屋や閉店した商店街、そうしたものに対してどう考えるかということを

申し上げましたが、そうした点をもうちょっと具体的にお答えしていただきたい。 

  それともう１点、先ほど道路のことで、大型バスが入れないということも言ったわけです

が、そのこともひとつお答え願いたい。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 寸又峡温泉の中に幾つか見られる廃屋の関係でございますけれども、

今回寸又峡で話されたお話の提案の中に、廃屋を利用したいろんな施設づくりみたいなもの

もございました。ただ、これはそれぞれ地権者があって、その所有者がどういう感じをお持

ちなのか、ぜひ使っていただきたいという意向が所有者にあって、それを受けて寸又地区で

どうこうしたいという話があれば、容易にできると思いますけれども、そこがスムーズに行

くのかどうかという問題が１つあるんじゃないかなというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） 建設課長。 

○建設課長（大石守廣君） それでは、ただいまの御質問ですけれども、奥泉から寸又峡間の

県道、この中で道路の幅員が狭くて大型の観光バスが通行できない箇所が３カ所ほどあり、

その対応はという御質問でございますけれども、実は昨年７月になりますけれども、島田土

木事務所の川根支所、大間区長、大井川鉄道、それから建設課、それに加えて測量業者、こ

の５者によりましてこの県道の奥泉から寸又峡間の道路整備長期計画の作成についてという

ことで、現状と課題、それから今後についてということで話し合いを持ちました。その中で、

御質問にありましたとおり、大井川鉄道から、道幅が狭く、長さ12メートルある大型の観光

バスでは通行不可能な箇所が確かに３カ所あるということで、現状報告がございました。そ

のほかにも地元の方から、すれ違い困難な箇所や冬場における路面凍結箇所、それから見通

しの悪い箇所等幾つかの改良工事の要望がございました。 

  県ではこのときに出されました意見や要望等を踏まえまして、奥泉寸又峡間の道路整備長

期計画というものを作成する予定で、現在進行中であるということで聞いております。今後

この計画が具体的に作成されていきますと、優先度の高い箇所から計画的に工事を進めてい

っていただけるものと期待をするところであります。また、町といたしましても早期着手、
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早期完了、早期完成を目指しまして、土木事務所をはじめといたしまして、関係機関への要

望活動を積極的に行っていきたいということで考えております。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） 道路につきまして、明快な回答をいただきました。ぜひこれからそう

した目的でしっかりとやっていっていただきたいと思います。また、寸又峡の温泉街の閉店

した商店や、あるいは廃屋につきまして、町長がおっしゃられるとおり、持ち主が当然ある

わけでありますので、その人たちとそうした話し合いをぜひ、思惑だけでなく、一度そうし

たことを当たっていただきたい、このように思います。 

  それから、確かに先ほど森議員も言われましたが、町長も触れたわけですが、先般翠紅苑

で寸又峡温泉の50周年記念の再生事業という勉強会がございまして、今県の職員であります

溝口久さん、たしか由布院の観光ということで黒川温泉へ町長とともに行ってきたというこ

とを前回聞いた、その人だと思います。その人の構想で露天風呂、岩盤浴槽、あるいは家族

風呂、そうした構想で黒川温泉の二番せんじというような形で構想を聞きました。そうした

ことを50周年事業としてやりたいというような提案でございました。そのとき、行政の方も

参加しておりました。そうしたことでその提案を受けて行政はどのように感じたか、ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（羽倉範行君） それでは、寸又峡の勉強会に出席をさせていただきました。

私は計画の方をちょっと聞く側に回ったわけですが、現在それこそ廃屋とか店を閉めている

ところが結構見えます。そういったところを利活用して、例えば休憩所をつくったり、喫茶

店をつくったり、外風呂ですか、というようなことも計画を練っていると。 

  また、元のテニスコートですか、あそこら辺もビオトープですか、というような計画も出

てきているということでお話を聞きました。また、元の中島屋ホテルですか、の跡地が今更

地になっているんですが、そこら辺にも露天風呂をというような計画であります。それこそ

先ほど町長が申したように、地域の方々が自らの考え、活性化に向けてやっていきたいとい

うことで、その意気込みを期待をするところでございます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） たしか聞きまして、たとえ二番せんじであってもそうしたことで観光

客が誘致できると、そういう確信が持てれば私は積極的に支援していくべきだと思います。

何より地域の衆の熱意と行政の思い、そして議会の理解が大切ではないかと、こう思いま

す。 

  それでは、次に接岨峡の先ほど触れました地権者とのトラブルでございます。 

  たしか千頭温泉に接岨のお湯を運ぶということで、地権者から目的外使用だと、そういう

ことで地権者にも何も言わない、失礼ではないかというような抗議文があったと前に聞きま
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したが、これは本当なんでしょうか、伺います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（羽倉範行君） 現在、千頭温泉の方に温泉を運搬しているわけなんですが、

その件で地権者から、土地の所有者から、それは違法ではないかというような文書があった

んですが、これも弁護士とも相談しましたが、特に問題はないというような回答を得ており

ます。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） 今後どういうことが起こるということは、何としても源泉のところの

地権者でございますので、やはりたとえ弁護士と相談したといって、構わないといって片づ

けるべきものではないと思います。やはり何か礼を尽くしておかないと、後の解決に難しく

なるだけじゃないかなと、そんな感じを持ちます。そうしたことで恐らくまた今後何か問題

が起こった場合には、もう少し、たとえしかられようと何をしようとこちらの誠意を見せて

おくことが大事じゃないかと思いますが、その点、町長、どうでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 温泉の源泉のところには温泉権といいますか、それと土地の所有権、

それとは別に温泉権というのは、これは町が持っているわけで、その温泉の利活用について

は町の判断でできるかというふうに思っています。ただ、ポンプが交換すべき時期を迎えな

がら交換ができない、それはその土地への立ち入りを禁じられているということで、なかな

か入っていけないわけであります。どうにも温泉が、ポンプが壊れたというような場合には

強行でも入っていけるというようなお話も伺っていますが、そういう形でなくて、できれば

了解を得ながら進められる、そういう状況に持っていくのが本来でありますので、そういう

意味で今までもその都度都度礼を失しないようにお話はしてきているわけですが、了解をい

ただけないということで、現在入ることができない。貸借期間の更新もできない状況で現在

いるわけであります。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） ぜひ、確かにそうしたポンプを取り替えたり何かして立ち入りしなけ

ればならんという時期は必ず来るわけですので、事あるごとにやはり地権者には礼を尽くす

ようなことをしておいていただきたいと、私はそう思います。そうでないとやはり心配で、

これから接岨温泉を考えたときに、投資する、あるいはこうしたことをしたらいいじゃない

かと提案しても、やはりそれが足かせになると、こう思いますので、そんな点を行政の方は

心して行っていただきたいと、こう思います。 

  それから、千頭温泉でございます。 

  先ほど町長の方の話でも説明がありましたが、何か温泉施設利用者たちは組合をつくって、

これからの誘客活動等を進めていきたい、行っていきたいというような話がございましたが、
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それを支援していくと、このようなお話でした。支援していくという意味は、もちろん活動

に、話し合いに乗ったりするんですけれども、その組合にやはりお金も出していくというよ

うな、そうした意味も含んでいるんでしょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今現在、お金を出していくということは特に考えていません。たしか

接岨峡温泉についても、あるいは寸又峡温泉にしても、観光協会から回っている補助という

のは、イベント等通してあるというふうに思っていますけれども、千頭温泉でもそのような

組合をつくって何かイベント等を企画した場合には、それなりの観光協会なりからの支援の

方法というのはあるかというふうに思いますけれども、町から直接というのは今のところほ

かの温泉地でもないですよね。そういうことですので、今ほかの組合と同じような扱いで考

えていきたいというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） それならわかりました。 

  それと、もう１点伺いたいなと思うのは、温泉審議会の中でちょっと聞いたわけですけれ

ども、何かあの温泉を発掘するときに、小長井、千頭あたりの旅館の人たちが絶対引湯する

だということで、それを担保に署名をしたようなことを言っておりました。そうしたものが

残っているのかどうかちょっとお聞かせください。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（羽倉範行君） 引湯の署名ですか、というものはございません。ただ、当然

町が配管をする計画があったものですから、そのときに希望をとったということで記録は残

っております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） そうしたことならわかりますが、何かそれを話に当然町が温泉はずっ

と配湯するべきだというようなことを言っておりましたので、その点を以前議会でも何かそ

うした約束事があるかということを聞いたわけですが、ないと言っていましたが、一部聞い

たら、いや、あのときに署名したというようなことを言っていましたので、残っているかと

思って聞いたわけです。 

  私たちは千頭温泉の復旧を認めたわけですけれども、千頭温泉は、ほかの温泉もそうです

けれども、利用業者が少ない上に、これから財政支出も間違いなくこれ、行われるというこ

とでございます。この前の復旧予算を認めるときも、たしか業者の方から４、５年後にはポ

ンプの点検をするようにというようなお勧めがありました。当然長持ちさせるためにそのポ

ンプを点検するためには、予備のポンプを買っておいて、４、５年後には今の復旧工事みた

いなもので坑内管、それからポンプ、その下についているストロー管すべてを引き出して、

そしてポンプを取り替えるということになりますので、その費用がどのくらいかかるものか、
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恐らく今の工事から考えれば大体わかってくるんじゃないかと思います。坑内管、あるいは

ストロー管が今の工事で幾らかかるのか、ちょっとわかりましたら数字を出していただきた

いと思います。 

○議長（板谷 信君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（羽倉範行君） 今の段階で試算はしていないわけですが、前回ポンプを交換

した９月ですか、21年９月、そのときには500万ほどの金額がかかっております。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） 500万といいますけれども、以前は坑内管の四百何ｍだけだったと思

います。今度は下にまだ600ｍ以上のストロー管がついているわけですので、それを全部引

き出してポンプを替えるということになるもんですから、私はそんなお金では済まないと思

います。今の復旧工事であっても4,530万かかるわけですので、ポンプは350万だとそういう

ことでございました。幾らストロー管、坑内管がその中に入るわけですが、それが入ったに

してもかなりの工事の経費というのがかかると言っております。 

  そうしたことで、千頭温泉は配湯を始めて、平成11年に配湯を始めたと聞きますので、12、

３年かかったわけですが、今度の工事で坑内管は全部新品に取り替えるということでござい

ます。そうしたことでございますので、当然坑内管もだめになるということですので、当然

次から旅館や各施設に引湯している管も当然耐用年数なんかが来ると、こう考えますと引湯

管なんかやった工事は当時１億2,000万ぐらいかかったわけですから、当然10年後にはその

くらいのお金がかかってくるとそう思うわけです。そうしたことで、これからも財政支出を

し、財政負担がかかっていくと、こういうことです。そうしたことですので、先般鈴木議員

が町長に補正予算のところで千頭温泉についての見解を、違うということであったわけです

が、私はそのことを少し触れたいと思います。 

  実は、昨年９月の決算委員会の中で、定例会その後で私は一般質問と、千頭温泉に対して

質疑を行っております。そのときの町長の答弁はこの定例会の記録に残っております。「財

政負担がかかるということで、これからもいつまでも繰り返すということについては、しっ

かりと利用者とも、あるいは周辺の、周辺といいますか千頭地域の方々ともお話し合いをす

る中で、場合によっては供給を廃止せざるを得ないと、そういう状況も想定しつつ対応して

いかなければならない」と、こう答えております。 

  さらに、質疑については「お客さん誘致のための営業活動、そういうものをしっかりやっ

ていただき、そして来ていただくことによって周囲の施設に普及する、そういうことがどう

しても大事な要素になってくると思いますので、そういうところも含めて、最悪の場合には

断念せざるを得ないということもあり得ると思いますので、そうしたことも含めてしっかり

と説明しながら進めていきたい」と、こう言っております。「基本的には何とか継続してい

きたいと、そういう気持ちでいるのは本音でございます」と、こういう、質疑に対して答え
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ております。 

  この財政負担を繰り返すということに対しての町長の答弁、あるいは私が触れました千頭

温泉ですが、温泉条例３条に、町の発展に寄与すると、こういう２つの点について一般質問、

さらに質疑をしたわけですが、町長はこのように答えています。それに対してこの前の鈴木

議員のあれには、町は温泉の体をなしていれば供給をし続けなければならないと、そういう

義務があると町長は答えました。その点のことを整合性というんですか、そうしたことをち

ょっとお話ししていただきたいと、このように思います。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 鈴木議員の御質問は、今回限りというようなお話だったというふうに

思います。ですから、繰り返し繰り返しそういうことが続くなら、場合によっては供給停止

もあり得るというようなことを申し上げておりますので、必ずしも今回限りということでは

なかったというふうに思います。 

  それから、３条の今関係で、町の活性化に寄与するという点と、それから第９条が温泉供

給について温泉条例に書いてあるんですが、そこの９条だけでとらえていくと、供給する義

務を負うているというふうに思っております。 

  しかしながら、町が際限もなく財政負担をしていくということが、これ、町民の税金をそ

ちらの方に回すというお話ですので、そういう意味で問題がないのかといえば、問題はある

というふうに思っております。そういう意味合いでそこの部分をしっかり理解をしていただ

いて、お客さんに入ってきていただける、町民の皆様方から見ても、これは接岨峡温泉も寸

又峡温泉も同じでありますけれども、殊に千頭温泉は町からの一般財源の負担が大きい、そ

ういうことになっておりますので、そういう意味で町民の皆様方が頑張れと思って後押しし

ていただけるような頑張りを見せていただきたいということで申し上げたわけであります。 

  議会でも大変厳しい目で見ているので、そういう中で、そういうお話の中から千頭の皆さ

んも組合をつくって、何とかというところにまできているんだろうというふうに思います。 

  いずれにしても、大変町の財政の中にこういうことが繰り返されるということは、必ずし

もその問題がないというふうには思っておりませんので、そういう意味で千頭の皆さんとも

しっかり話し合いしながら頑張っていただきたいというふうに思っています。 

○議長（板谷 信君） ８番、中澤君。 

○８番（中澤智義君） まさに町長のおっしゃるとおりでございまして、要は投資した金額、

あるいは千頭温泉を掘削した目的、その目的がしっかり達成されているか、またその目的に

対して努力しているか、そのことが町民に理解されないと、私たちも住民に説明がつかない

わけでございますので、このことは行政も議会もしっかりとこの後を検証して、そして判断

を誤らないようにしなければならんと、こう思います。 

  今回は復旧を認めたわけですけれども、ぜひこの後のことを我々もしっかりと検証して、

千頭温泉を地域の活性化のためになるような、そうした方向に皆さんとして努力していただ
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きたい、このように思います。そうしたことを希望いたしまして私の一般質問を終わります。

もし回答がありましたらよろしくお願いします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） そういうことで、それぞれの温泉を持っている地域、頑張っていただ

けるように、殊に千頭温泉についてはそういうことでお願いをしていきたいというふうに思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） これで８番、中澤君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は45分とします。 

 

休憩 午後 ２時３９分 

 

再開 午後 ２時４５分 

 

○議長（板谷 信君） それでは、休憩前に引続き会議を再開します。 

  一般質問を行います。 

  ５番、小藪侃一郎君、発言を許します。５番、小藪君。 

○５番（小籔侃一郎君） ５番、小藪でございます。初めに、３月11日午後２時46分に起きた

東北関東大震災で被災された地域の被災者の皆様、関係者の皆様、自治体にお見舞いを申し

上げます。 

  まず先に、22年度の事業から質問をさせていただきます。それから23年度予算についてお

伺いいたします。太田議員も振り返っておりました。そしてまた原田議員とも重複する部分

があると思いますが、よろしくお願いいたします。 

  22年度事業から始めます。 

  22年度事業、中国関連２つの事業におきましては、去年の今ごろ３月議会はかんかんがく

がくの論議を展開した記憶がよみがえります。といいますのは、22年度目玉事業、話題の事

業といいますか、企画といいますか、トップダウン事業の友好都市推進事業と中国等川根茶

販路開拓調査研究事業、そして情報通信基盤事業であったわけであります。話題づくりが予

算の根幹ではありません。 

  １年前の３月議会では、中国竜泉市との友好都市推進事業については、人口28万人以上の

都市と人口8,500人の川根本町との対応等の疑念を質問し、答弁で町長は、伝統文化、福祉、

環境、観光などたくさんの交流を進め、まちづくりにも生かしていきたい。県の御指導を仰

ぎ、平成22年度中にはある程度の形を整えていきたいと考えておりますと述べておりました。

その後８月に上海万博ステージ参加の折に、議員２名を含む訪中団、そして10月にふじのく

に3776訪中団で町長と議員２名訪中され、それ以後は時間が過ぎたままとなっているように
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思います。その後の展開があったかどうか、まず伺います。 

  ２つ目の中国等川根茶販路開拓調査研究事業では、世界一の茶生産国に川根茶の販路開拓

の困難さを示し、現況を考え、国外より国内に、とりわけ現場に投資するよう提案したわけ

であります。当時の答弁で、予算計上の甘さ、準備不足の点もございますので、慎重な上に

も慎重を期して皆さんの合意が得られなければ進めることはできないと述べられておりまし

た。 

  ６月議会では、３月30日の凍霜害もあり、中国等市場開拓事業は中止として、1,000万円

は予算減額し、中国等外国よりも国内での販路開拓事業を訴え、直ちに茶業戦略対策を補正

予算に上げ、早急に実行すべきと提案してまいりました。町長はそのときは庁舎内プロジェ

クトチームを立ち上げ、本部長に副町長にお願いして、町全体として取り組んでいくとも述

べておりました。 

  ９月になりまして９月議会では、８月31日全員協議会でプロジェクトチームは中国等外国

から国内へと事業内容を変更し、事業を提案しましたが、議会では関係団体との調整、詰め

の甘さは否定できないもので、議会に提案するのを取り下げたと述べられ、再度提案をして

いきたいとも述べておりました。12月議会町長答弁では、茶の市場開拓については水面下で

検討している状況の中で、具体的な進捗はしていないということでありますと述べておりま

した。 

  そして、この23年の３月議会ですね、初日、22年度補正で、中国等市場開拓調査研究事業

1,000万円は減額補正されたわけであります。まさに砂上の楼閣だった事業であります。新

たに市場開発推進事業として補正予算が上がり、23年度につなげていく体制となったわけで

あります。以上が中国関連の２つの事業の１年間の大雑把な流れかと思います。 

  私は22年度中、中国関連に振り回された感じさえあります。特に中国市場開拓調査研究事

業は、大切な税金の使い道として無駄遣いといいますか、現状無視と言える方向に行かない

ように議会の働きがあった結果が、外国から国内へ事業変更したものと考えております。わ

かりやすくといいますか、例えて言えば、事業という車が税金という燃料をもらって脱輪し

ないように、あるいは住民の目指す目的に向かって走るように、そしてハンドルさばきを間

違わないように、議会と町の両輪が同じ走行車線を走るようにしてきた１年だったと思いま

す。その結果、外国から国内の方向を走るようになったことはよかったと思っております。

この車のナビゲーション、目的地を変更して走る道筋を正しい方向に修正できたのかなと思

います。 

  現在の車のナビゲーションは変更目的地設定をしますと道順を示し、寄り道、方向間違い

をすると瞬時に正しい行き先の路線変更を指示しますが、本庁の、この町の軌道修正ソフト

機能はまさに１年がかりでありました。事業費1,000万円の何倍かのロス、損失ですね、が

あったと考えます。プロジェクト本部長は、議会初日の補正予算質疑で、反省とこのツケは

23年度に挽回していく旨発言がありましたが、予算執行責任者である町長の責任の対応を伺
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います。 

  さて、次に佐藤町政２回目の予算編成であります。 

  23年度当初予算は56億4,500万円と、22年度当初予算に比べて４億6,000万円の増額、パー

セントで8.9％と高い伸び率です。それに加えて３月補正での国のきめ細やかな交付金事業

１億4,400万円、住民に光をそそぐ交付金事業1,800万円と、22年度予算で情報通信基盤整備

事業の4,300万円など、５件の事業がそれぞれの理由でできなくて、23年度にやることにな

った7,800万の繰越明許事業、合計ですね、２億4,000万円も合わせると、実に58億8,500万

円の事業が３月からの事業ということになります。実質投資的金額は、これを足しますと約

10億2,500万円となります。22年度の去年の投資的経費は５億円弱ですので、23年度は22年

度の２倍余りの投資的経費となります。わかりやすく言えば繰越明許分を含め、この３月か

らは去年の２倍の仕事量をこなしていくことになります。町長部局職員は、単純に言います

と22年度の２倍働く意気込みでないと事業ができないということになります。 

  昨年６月議会で職員の士気向上についての町長の思いを伺う質問で、有能なリーダーたる

より有能な人材を使いこなすリーダーたれという言葉もございますと語り、職員が士気を高

め、維持をできるようなマネジメントができるかどうかということだろうと思っております

と言って、努力していきたいと述べております。事業予算執行の町長の決意を伺います。 

  平成23年第１回定例会の冒頭あいさつは、原田議員も述べておりましたが、昨年のそれに

比べて、調べてみましたら約１ページほど少なく、今回は全体の行数90行でございました。

川根本町の分はその中で20％、わずか18行足らずで、まさに言葉足らずの感じがいたします。

そんな短い中に、定住人口、交流人口の増加を図ることが重要、地域の元気再生、地域住民

が安心して暮らせる安心安全のまちづくり、地域住民が主役となって取り組めるまちづくり

を挙げて、積極的に取り組んでいくと述べられました。このテーマについて、テーマごとの

主な施策を、町長として２回目の予算編成の意気込みと事業予算に載せた期待をお伺いいた

します。子育て支援事業、健康医療環境の確保事業は、本町の現状から評価したいと思いま

す。 

  再質問は景気、経済、防災の一部についてお伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ただいまの小籔君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（佐藤公敏君） 小籔議員の質問にお答えいたします。 

  まず、中国との友好提携の関係のお話でございますけれども、10月にふじのくに3776訪中

団で、関係者で訪中したわけですが、その後展開があったかという質問でございます。 

  今回、訪問時の中で、10月12日に浙江省人民大会堂にて竜泉市長の梁憶南市長とお会いし、

お話をさせていただき、今後良好な友好関係を築いていくために行ったり来たりを繰り返す

中で互いの信頼関係を高めていきましょうというようなお話をさせていただきました。市長

も理解を示していただいたところであります。そのような中、関係者と話をさせていただい
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た中で、平成22年３月末までに、要は今年度中に当町へ訪問はお考えかという質問に対しま

しては、市長の方から平成22年度内は無理だとの回答をいただいておりました。新年度に入

ったら伺いたいということで、５月にできれば市長御自身がお見えになりたいというお話が

ございました。 

  しかしながら、今回発生しました東北関東大地震、これの情報を聞いたということで、お

電話がございまして、日本国内の情勢に配慮するとの考えから、今回５月９日、10日、１泊

２日の予定で検討されていたようでございますけれども、今回の事態に伴って延期したいと

の連絡が、３月14日にそういうお電話をいただいたところであります。そのような状況でご

ざいますので、今後につきましてはお互いに日程を調整しながら進めることになろうかとい

うふうに思っております。 

  お茶の市場開発調査研究事業については、お茶が売れない、売れても安いという状況の中

から、お茶の販路開拓が必要だということで、22年度当初予算に計上したものであります。

中国をターゲットとしたことから、議会でも議論を呼んだところであります。その後、副町

長を本部長に企画、産業、商工観光課の３課にまたがってプロジェクトチームを編成し、茶

業関係者をはじめ、商工会、観光協会等の皆様方の検討会も重ねた上で案を練り直して、３

月補正で当初の1,000万円を減額し、新たに市場開発調査推進事業として400万円を計上して、

23年度以降に続けていくこととさせていただきました。今後は川根茶の国内市場開発に向け

て、また川根茶のある川根本町を全国にアピールできるよう努めてまいりたいと考えるもの

であります。 

  それから、平成23年度当初予算編成につきましては、平成20年度からの国の経済対策等に

係る地域活性化関連の補正予算において、本町はこの平成22年度３月補正までで約９億600

万円の交付金をいただき、163本の事業を展開しております。この地域活性化対策において

は、地域の要望や町の懸案である事業の中で交付金を活用し、展開することができました。

このような中、今後も国の経済対策に呼応した事業の展開や、地域経済活性化事業の継続が

必要であると考えております。平成23年度予算においては、大規模な事業はありませんが、

住民の生活環境の向上を重点に３本の柱を核としたまちづくりを目指し、予算を編成しまし

た。 

  １つ目は、地域の元気再生ということであります。国勢調査の速報値が発表され、本町は

県下で最も人口の減少率が高いという結果となりました。地域の元気は町の風土に根差した

歴史・文化・産業、人の知恵など地域資源や人材をいかに活用できるかが大切であります。

住宅リフォーム推進事業、プレミアム商品券発行などによる地域内消費の活性化や、川根茶

の市場開発調査推進事業、富士山静岡空港から南アルプスまでの大井川流域が一体となった

施策の展開や、恵まれた資源を生かした情報発信により、地域の元気再生を目指していきた

いと考えております。公共事業等にもかなり配慮した予算となっているというふうに思って

おります。 
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  それから、２つ目の安心して暮らせる環境基盤整備ということでありますが、東海地震や

集中豪雨時の大災害に備え、今回たまたま東北関東大地震ということで大変大きな被害を受

けておりますけれども、これらを見ながら集会所の耐震補強事業、防油堤の設置助成の創設、

それから医療福祉の分野では各種予防接種への助成、町内診療施設の充実やひとり暮らし老

人を対象とした救急情報キット整備、それから町道など生活環境施設の整備や情報通信基盤

整備につきましても、検討会等の意見をいただきながら進めていくという予定でおります。 

  ３つ目は、住民主役のまちづくりであります。まちづくりの原動力は、そこに住む住民で

あり、地域コミュニティの核である地域自治会の力が重要であります。その活動拠点である

集会所等の施設整備や、地域自治会振興事業による地域づくり活動の支援をしていきます。

また、23年度は川根本町総合計画の後期計画策定の年となっております。住民の皆様から意

見を聞き、情報の公開や共有により、共感できる施策づくりをしていきたいと考えておりま

す。さきにも述べましたように、23年度は22年度に積み立てました貴重な基金を有効に活用

し、だれもが安心して暮らせるふるさとを目指し、計上させていただきました事業を展開し

ていきたいと考えております。 

  最初の答弁としてはこんなものですが、あと一問一答の中でよろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） では、再質問でお願いいたします。 

  先ほど冒頭の質問の中で、予算執行責任者である町長の責任の対応を求めますと、ちょっ

と厳しい言葉なんですけれども、副町長は反省と、このツケは23年度に挽回していくという

言葉がありましたが、町長はいかがでございましょうか。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 茶業の関係、1,000万執行できないまま終わったということでありま

す。それからいろんな点で議員の皆様方にもお手数をかけたということで、そういう意味で

は誠に申し訳なかったというふうに思っております。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） 安心して暮らせる地域づくりというような話の中でお話ございまし

たけれども、それにつけても東北関東大震災、テレビで連日放送されておりますけれども、

日がたつにつれて、時間がたつにつれて被害の状況は大きく、想像を絶する深刻な状態にな

っていると思います。この地域も東海地震が言われているわけであって、明日は我が身かと

思うと寒気がするわけでございます。 

  身近な問題として、できるところから備えをしていかなければならない、そんな意味でお

伺いいたしますけれども、１つは防災同報無線の戸別受信機についてであります。川根本町

約3,000世帯のうち、３分の１に当たる1,000世帯が設置されていないと、こういう状況であ

ります。屋外のスピーカーで聞くことになりますが、部屋の中におりますと聞きにくいので

あります。特に寒いこの時期ですと、窓あるいは雨戸が閉まっていてなおさら聞こえないと
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いう状況でございます。早くこの戸別受信がついていない1,000戸にこの無線受信機を設置

するようにすべきだと、そんなふうに思います。お伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） ただいま議員がおっしゃることは間違いございませんけれども、

現在、今設置されているのがアナログ式といいまして、今度これからデジタル化に対応でき

るような機種になろうかと思います。それに伴いまして、旧中の世帯が多いと思いますけれ

ども、それを整備していかなくてはならないと考えているところであります。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） なるべく早い実現を望みたいと思います。これに関して、２つ目は

備蓄倉庫、旧本川根地域内には、これは合併前に設置されたものであると思いますが、各集

落ごとに防災倉庫とは別に備蓄倉庫といいますか、そういう備蓄倉庫があります。この備蓄

倉庫というのは本当にこの地域に合った災害対策だと思います。町の防災倉庫１カ所で集中

的に管理するでなく、各集落ごとにあるというのは本当に心強いものがあります。この地域

はそれぞれの集落が離れて、あるいは分散している地形的状況を考えると、毛布など入った

備蓄倉庫は必要だと思います。これは早急な対応をしてほしいと、こういう住民の声も多く

あります。今現在こういう大震災の後ですので、早急にといっても限りはあるかと思います

けれども、設備をする準備は早急にしていただきたいなと思うんですけれども、各集落ごと

に備蓄倉庫を設置するかどうか、設置してほしいということについてお伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今回のような地震がいつ起こるかわからないという状況の中でありま

す。旧本川根町時代には議員おっしゃるように、合併の前に整備したところでありますので、

旧中川根町側にないということで、川根本町と同じ状況になるように検討していきたいとい

うふうに思います。とりあえず検討という言葉を使わせていただきます。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） 今検討という言葉の中に、前向きというような表情をとりましたの

で、そんなふうにとっておりますけれども、前向きに検討してほしいと思います。 

  次に、予算関連に、23年度の予算に移りますけれども、国のきめ細やかな交付金事業と、

住民生活に光をそそぐ交付金事業の補正予算案、それから繰越明許された項目をですね、こ

れらの。中心に、23年度一般会計とあわせて前年の当初予算に対する実質的伸び率を計算し

てみました。 

  その結果、総務費の自治振興費は602％、企画費の情報政策費は、22年度ブロードバンド

4,300万円が繰り越されていますから、執行予定金額を対象にすると実質153.79％、民生費

の社会福祉総務費は、光をそそぐ交付金1,300万円が繰り越されて、伸び率125.95、衛生費

の簡易水道設備費はきめ細やかな交付金370万円が繰り越されて100.96％、農業費はきめ細

やかな交付金1,471万9,000円が繰り越されて111.5％、林業費はきめ細やかな交付金1,320万
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円が繰り越されて155.8％、商工費はきめ細やかな交付金394万3,000円が繰り越されて

112.58％、道路橋梁費は138％、住宅費はきめ細やかな交付金5,145万4,000万円が繰り越さ

れて513.37％、消防費が117.85、教育費が光をそそぐ交付金510万円ときめ細やかな交付金

5,767万8,000円、計6,277万8,000円が繰り越されて112.38％の伸びであります。 

  以上11項の中で伸び率が目立つのは、１位が総務費の自治振興費602％、２位が513％の住

宅費、３位が155の林業費、４位が企画費の情報政策の153％、５位が138％の道路橋梁費で

あります。 

  以上の資料が、これは独自の切り口でありますので説明資料にはありませんけれども、き

め細やかな交付金制度の交付金の目的は、円高、デフレ対応のための緊急総合経済対策、新

成長戦略実現に向けたステップということでありました。本町の内容は伸びた大部分が建設、

建築分野のもので、国の円高、デフレ対応のための緊急総合経済対策の施策のきめ細やかな

交付金事業すべてこの分野に一本化しているわけであります。それはきめ細やかな交付金計

画の一覧表にも、建設業の活性化と景気回復ということでくくってありますけれども、全額

がこの部門に渡っておりますけれども、この一本化した町の見解を伺います。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） ただいまの質問でございます。きめ細やかな交付金のすべてを建

設関連事業だけにした町の見解ということでございますけれども、このきめ細やかな交付金

でございますが、地域の活性化、ニーズに応じたきめ細かな事業を対象としております。対

象事業の分野につきましては、橋梁の補修、電線の地中化、都市部の緑化、森林の路網整備

のほか、その他として地元の中小企業、零細事業者の受注に資するインフラ整備等が対象事

業とされております。 

  今回の補正予算によるきめ細かな交付金に関する国・県からの情報提供では、今までハー

ド事業に限り充当可能であったものが、今回はハード事業、ソフト事業ともに交付対象とさ

れる可能性があるとの情報もございました。しかしながら、平成23年１月４日には実施事業

を取りまとめた実施計画を提出する必要があり、制度がもうこの時点では不確定な状況の中、

先行して事業の選定を行う必要がございました。交付金制度要綱については、平成22年12月

17日付で正式に示されたことでございますけれども、住民生活に光をそそぐ交付金が基本的

にソフト事業の実施を念頭に置いていることなどを考慮し、きめ細かな交付金の事業選定に

つきましては、地元の中小企業等の受注に資する建設事業等を計上するに至ったものでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） やや時間不足というような側面も緊急対策ということであったのか

なという、今答弁を聞いていて思いました。それにつけて、交付にこのように建設、建築部

門に集中したということで、これが19件、約１億5,000万円ですけれども、それと自治振興
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交付金事業、これは11年度末完了が条件という当初の条件でございますけれども、それから

住宅リフォーム推進事業、道路新設改良事業、町営住宅改善解体工事、学校校舎工事等で大

工工事、あるいは土木、左官工事、建築、塗装、電気など、地元の業者の仕事量は多くなっ

て結構なことでございますけれども、23年度中にこの工期が達成できるかどうかのめどはつ

くのかどうかというのが心配になってきます。この震災がありまして、特に心配されるわけ

でありますけれども、質問は、この震災の前の時点での、できるという調整のめどはついて

いたのかどうかお伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 今回の事業につきましては、各課から取りまとめをお願いした中

でございまして、企画課の方で全部事業が実施できるかどうかというのはちょっと、確認は

ちょっとわかりませんけれども、その時点では年度内に事業が実施できるということで、皆

さん各課から事業をいただいたと、こんなふうに解釈しております。 

○議長（板谷 信君） 副町長。 

○副町長（小坂泰夫君） きめ細かな事業と住民に光をそそぐ事業というのは、平成22年度の

繰り越し予算ということで繰り越しをすると。ということは、従来からいうとこの繰越明許

事業は、次年度の予算に先行して行うということになりますので、即効性があるという形で

かなり先行してやっていけるというふうに理解しております。 

  その次の、次年度の予算については、ある程度の余裕期間を持って始めていくということ

ですので、一般的に言えばその事業は年に平均してならして先行してやっていけるのではな

いかというふうに理解しております。 

  なお、この事業、平成23年度の事業についても、地元の事業者が積極的に活用できるとい

う、そういう方向性で取り組んでおります。よろしくお願いします。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） ということでございますけれども、商工費や農業費、先ほど数字述

べましたけれども、商工費は11項目中８位で、農業費は11項目中10位と、この伸び率から言

って申し上げているんですけれども、伸び率から言って低く、先ほどの土木建築に比べて極

めて不均衡な予算編成ではないかというような感じを持ったわけでございます。今年は事情

があってこのような予算だが、来年度はこの部分に重点を置くというメッセージもなかった

わけで、伸び率の低い分野は、ああ、捨てられたかなと思わないでもないわけであります。

余剰金をやりやすいところ、予算をやりやすいところに単純に配分したものであるというよ

うな見方もされがちであります。町の主要産業とされる観光、茶業の関係の伸び率は低いわ

けであったわけであります。いろんな状況があるかと思いますけれども、観光、農業は間接

的、側面的な要素が多くて、知恵と工夫でこれも公共事業のようなより直接的な予算配分が

可能であったのではないかと、そんなふうにも考えられます。 

  例えて言えば、観光網にしては敬老町民に民宿あるいはホテルの割引クーポン券とか、そ
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んなこともできたんじゃないかと。先ほど来町長は、観光はトータル産業だと言っておりま

すので、そこに投資することによって下々に流れるということだと思います。茶業関係振興

策につきましても、23年度のお茶の肥料の助成とかこういう状況でありますので、なってお

りますけれども、重油等は値上がりした傾向はさきからわかっておりましたから、重油等の

燃料費の助成とか、いわゆる現場に投資する知恵もあったかなと思いますけれども、そうい

う点についてお伺いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 今年総合計画を見直すということで、観光振興ですとか、あるいは産

業振興については、先ほど小籔議員からもお話があったように側面的といいますか、まず方

向性を議論する部分も必要だというふうに思っています。例えば観光振興についても、プラ

ンづくりをやりたいというようなお話もあったわけですけれども、総合計画のまず基本のと

ころ、そこをやってというようなことでちょっと後回しになった部分もあります。しかしな

がら、今の状況を考えると緊急性もあるというふうに思っておりますので、そういう意味で

はしっかり、予算の中では反映されておりませんけれども、将来のまちづくりに向けての議

論はしっかりやっていきたいというふうに思っています。 

  それから、即効性のある、例えば観光でクーポンとかいうお話ございましたけれど、今回

の地震でそれこそ人の動きが悪くなるというふうに思っています。そういうことで、恐らく

これから県も、県の観光協会もいろんな形で人が動くための策を講じてくると思うんですけ

れども、場合によってはまた皆様方の御理解を得て、そういうものへの上乗せみたいな形で

この地域に入ってくるような施策は講じていく必要があるのかなというふうには思っていま

す。 

○議長（板谷 信君） ５番、小籔君。 

○５番（小籔侃一郎君） 今答弁されたように、今年のこういう状況になりますと、予算の柔

軟な対応が求められると思いますけれども、それにつけてもこの震災で地震、津波、それか

ら原子力とトリプルパンチで、経済的、社会的マイナス要因は想像できにくいほど大きいも

のであると思います。当然静岡県、そして川根本町にも生活を含め、町の産業にも大きな影

響があると思い、考えられます。いたずらに不安をあおることでなく、県との連携のもと、

川根本町のこの予算執行対応の対策ですね、事前に最善を望み最悪を考えるというようなシ

ミュレーション等を十分に検討していく必要があるかと思います。そんなふうに現在思って

おりますけれども、既に一部は始まっているかと思いますが、このような柔軟な予算対応、

震災とか景気に対しまして予算の柔軟的対応、対策を練る必要があると思います。対応をお

伺いして質問を終わりますけれども。 

○議長（板谷 信君） 総務課長。 

○総務課長（西村太一君） 先ほど太田議員の質問の中でも申し上げましたけれども、今その

対応をやっている最中でございまして、やはり今議員がおっしゃいましたように、柔軟まで
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はいくかどうかちょっとわかりませんけれども、非常に歳入の方も今、不確定要素が挙げら

れておりますので、それらを見ながらそれに対応していきたいと、そういうふうに考えてお

ります。 

  あと、今のまた太田議員の答弁の中にも町長からありましたけれども、交付税の問題とか

いろんな問題がどのようにこちらの方に配備されるのかというのも、不確定要素がまだあり

ますので、それを考えながら取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（板谷 信君） いいですか。 

○５番（小籔侃一郎君） はい、ありがとうございました。 

○議長（板谷 信君） これで小籔君の一般質問を終わります。 

  続いて、３番、山本君の発言を許します。 

  ３番、山本君。 

○３番（山本信之君） ３番、山本信之です。 

  通告したとおり、今回平成22年度補正予算において、市場開発調査研究事業の1,000万円

を全額減額し、新たに市場開発調査推進事業として310万が計上され、平成23年度にも1,200

万余の予算が計上されています。この１年間、なかなか進まなかった研究事業と今後の推進

事業について、一体どういった違いがあるのかお伺いいたします。 

  また、平成22年度に入ってこの１年間、お茶を中心とした販路の拡大を目指した市場開発

事業の執行を、町民皆が期待したところです。今後行っていく市場開発調査推進事業は、そ

の町民の期待にこたえる効果を上げてくれるのでしょうか。そして、今後この推進事業はど

ういった方向性を持って進めていくおつもりか伺います。 

  次に、情報通信基盤整備事業について質問します。 

  町では、川根本町内における地域情報化を総合的に推進するため、川根本町情報通信基盤

整備事業推進検討委員会を設置されました。この委員会は、昨年12月下旬から約３カ月間に、

計７回の委員会を開催すると聞いています。本日の時点で第６回まで開かれていますが、そ

の進捗状況はどうなっているのか、そしてこの委員会で出されている貴重な御意見を今後の

事業にどう生かしていくのか伺います。 

  また、３月２日に平成22年度当初予算に計上された詳細設計業務の委託事業が、一部が繰

越明許されました。この事業の来年度においての進めについて伺いたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ただいまの３番、山本君の質問に対し、町長の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤公敏君） それでは、山本議員の御質問にお答えします。 

  まず、お茶の市場開発調査推進事業についてであります。 

  １番目の事業の違いはという御質問ですが、過日、補正予算の説明の中でも御説明いたし

ましたが、平成22年度当初予算に茶価低迷が続く中、何とか手を打ちたい、講じなくてはと

提案したものが市場開発調査研究事業でありました。中国という、今まさに高度成長を続け



－170－ 

る市場は、大きな販路拡大のターゲットであると考えたわけですが、関係者の意見をよく聞

き、内容を十分検討してからの執行をという議会からの御指導により、これまで様々な形で

検討してまいったわけであります。 

  役場内プロジェクトチームの発足、あるいは関係団体の方々から様々な御意見を伺い、産

業課でのアンケート結果も真摯に受けとめながら、少々時間はかかったわけですが、もう少

し足元も見つめながら事業の内容を住民の皆様と一緒に再検討させていただき、このたび市

場開発調査推進事業として計上させていただきました。団体の皆様の後押しも心強く、調査

研究というよりは一歩でも前に前進していくことが重要だと考え、事業名を市場開発調査推

進事業と改めました。 

  事業の違いはという御質問ですが、今回関係団体も一体となって、今現在抱えている問題

に取り組み、事業内容を検討し、町全体で地域の活性化を目指す、そういう方向で予算計上

をさせていただいたということが大きな違いであります。 

  そして、２番目の御質問にあります事業により得られる効果は何かということですが、今

回の市場開発調査推進事業は、平成21年度産業課で実施しましたお茶のアンケート結果及び

県立大岩崎教授の分析結果をも踏まえ、もっと川根茶、川根本町の認知度を上げていくこと

について、皆が共通の認識を持って推進していく事業内容を盛り込んでございます。 

  ４月に入り、早速関東圏において地下鉄内の窓の上のポスター約1,300枚、主要地下鉄駅

内に横１ｍ50cm、縦１ｍの大きなポスターの掲示を考えておりますが、これは川根茶、川根

本町を関東圏の方によく知っていただくために実施するものであります。また、時を同じく

して新宿の街頭ビジョンを活用し、15秒ＣＭを放送することで川根茶、川根本町を認知して

いただきたいと考えております。 

  また、川根茶、川根本町をＰＲするためのリーフレットの作成についても、３月の補正予

算で作成を開始しておりますので、茶関係者、観光関係者、商工関係者の皆さんすべての方

に活用していただき、川根茶、川根本町を町外に発信していこうと考えております。加えて、

異業種間の連携により、これは宿泊施設や観光施設で品評会等のお茶を提茶し、またお茶の

入れ方を観光客の皆さんに体験してもらい、町内でおもてなしをしていこうとするものであ

ります。また、縁側カフェ等の企画を推進し、町内でおいしい川根茶が楽しめる場所を創設

していくことも大切なことだと考えております。 

  こういった取り組みを、行政だけでなく住民の方々と一体となって展開していくことが重

要であり、皆で一生懸命取り組んでいくことでよい効果が生まれてくるのではと思っていま

す。 

  ３番目の質問にあります今後の方向性ということですが、この市場開発調査推進事業は、

今町が抱える問題として、茶価の低迷など、民間だけではなかなか突破できない課題につい

て、行政も住民も一体となって何とか道を切り開いていかなくてはとの思いから始まりまし

た。私といたしましては、前回２月１日に議員の皆様にお示ししましたが、平成24年度を１
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つの区切りとして、問題解決に向かっての切り口として調査推進事業を執行していこうと考

えています。23年度、24年度においての施策の中である程度の結果を見、だんだんと民間で

行っていけるもの、また行政が負わなければならないもの、力を合わせて取り組んでいくも

のなどのすみ分けができてくるのではと考えています。そういった中で、25年度以降の施策

について、さらにどういったことが必要かを皆で検討していかなくてはならないと考えてお

ります。 

  次に、情報通信基盤整備事業についてであります。 

  情報通信基盤整備事業推進検討委員会は、12月22日に第１回委員会を開催し、本日現在６

回の委員会を開催しました。また、第７回委員会が３月24日に開催され、それまでの委員会

での議論について取りまとめがなされるとのことです。約３カ月という短期間に７回もの委

員会に出席していただいた委員の皆様には、大変感謝しているところであります。町としま

しても、この委員会で取りまとめられた御意見を最大限尊重し、今後の検討に生かしていき

たいと考えております。 

  その委員会の状況でありますが、第６回までに町内におけるブロードバンド整備の必要性

について認識を共有することができたと報告を受けています。また、基盤整備をするだけで

なく、利活用の部分を充実させることが、町の将来に有益であるとの意見も出されておりま

す。高齢化率が高い当町にとって、医療、健康、介護などの分野におけるＩＣＴ、情報通信

技術の利活用は必要なことであります。また、教育分野における利活用の必要性についても、

委員の皆様が認識されているとのことであり、町の将来を担う子供たちへの教育のために有

効に利活用できるよう、努力していきたいと思います。 

  次に、23年度における事業の進め方についてであります。７回目の検討委員会が３月24日

に開催され、それまでの議論が取りまとめられたとのことです。町では検討委員会からの報

告書とともに、議論の中で出された御意見も参考にして、情報通信基盤整備事業を再検討し

ていきたいと考えております。これから第７回委員会が開催されるということですので、具

体的にどの部分を見直していくかということは明言できませんが、なるべく早く幾つかの選

択肢を示して、事業費や提供サービスについて情報を提供し、そのメリット、デメリットを

説明していきたいと思います。 

  そのためには、利活用についての検討を進める必要があります。この町にとって有効な利

活用方法を見きわめながら進めていきたいと思います。町民の皆様に対しては、ある程度事

業の計画がまとまった時点で御意見を聞く機会を設けたいと思います。それまでは検討委員

会などの場において御意見を聞きながら進めていきたいと思います。最終的には町事業への

加入意向を含めた調査を行いたいと思っております。 

  以上であります。 

○議長（板谷 信君） ３番、山本君。 

○３番（山本信之君） 市場開発調査研究事業について、得られる効果を伺います。 



－172－ 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 市場開発調査は、基本的にはお茶の市場が広がる、要するにお茶が売

れるということですね。一番ねらっている効果は、お茶を少しでも売りたいということでご

ざいます。そのことを通してＰＲ活動等行いますので、川根茶のＰＲ、そして川根茶のある

川根本町を広く知っていただき、できればこの地域へ来ていただいて、さらに町のイメージ

が膨らんでいくというような、そういうような効果を期待しております。 

○議長（板谷 信君） ３番、山本君。 

○３番（山本信之君） 今後の方向性についてもう一回伺います。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 先ほどもちょっと町長のほうからお答えをしたと思うんですけれ

ども、これからの事業の進め方でございますけれども、23年度にいろいろ事業を推進してい

くわけですけれども、その中でまた検証していく中でまた24年度につなげるようなすみ分け

をしていきたいと。さらにまた25年度以降の施策についても、皆で検討していく必要がある

かということで進めたいと思います。 

○議長（板谷 信君） ３番、山本君。 

○３番（山本信之君） この市場開発調査研究事業についてはいいです。 

  それでは、情報通信基盤整備事業について、平成23年度にも検討委員会に関する予算が計

上されています。どのような形で検討委員会を進めていく計画でしょうか。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 検討委員会の開催については、23年度についても予算計上をさせ

ていただいてございます。これは平成22年度においては、委員会の設置要綱の中では、平成

23年３月末日までが期限、任期となっております。委員会の中で引き続き検討が必要なこと

もあるではないかというような意見も出されているわけでございまして、これらを考慮した

中で、23年についても検討が必要であればというような目的を持った中で予算計上をさせて

いただいてあります。 

  以上です。 

○議長（板谷 信君） ３番、山本君。 

○３番（山本信之君） 検討委員会では、利活用を考えることが事業をする上で重要なことで

すが、どのような分野で利活用を優先すべきと考えていますか。 

○議長（板谷 信君） 企画課長。 

○企画課長（森下睦夫君） 今の御質問は利活用ということであろうかと思います。それぞれ

医療分野とか行政分野とか福祉分野、個々に言うとたくさんありますけれども、そういう分

野について、検討委員会の中でも利活用について検討して、それらで確認をしながら提案を

していくような形で進めていきたいと思っております。 

○議長（板谷 信君） ３番、山本君。 
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○３番（山本信之君） 情報通信基盤整備事業について、防災関係はどのように関連づけて整

備されるのか。 

  また、先週３月11日に東北関東地方において発生いたしました大地震について質問いたし

ます。 

  今回の地震は、国内で起きた地震のうち、マグニチュード9.0という最大級の巨大地震で

あり、過去に類を見ないほどの大災害となっていることは、既に皆様御承知のことと思いま

す。被災された方、東北地方を中心に広範囲にわたり、数十万人が避難生活を強いられ、亡

くなった方々、今もなお行方不明になっている方々を含めると、１万人を超えると放送され

ており、最悪の事態を招いております。さらに、市町によっては被害を受けられている地域

も複数あり、同じ日本に住む国民として、本当に信じられない大災害が起こってしまったと

考えております。私たちの地域も東海地震という巨大地震にいつ襲われるともしれない地域

に住んでおりますので、とても人ごととは思えない状況だと思っております。 

  そこで、私はこの大災害時において、次の質問をさせていただきます。 

  １点目は、被災地への物資や義援金などの支援について、現時点でも全国各地から続々と

物資の供給や義援金などの支援の申し出がありますが、町ではどのように考えているかとい

うことを伺いたいと思います。 

  ２点目は、このような大災害時には、全国各地からの支援も不可欠であると思いますが、

町として職員を現地に派遣する考えがあるかということを伺いたいと思います。 

  ３点目として、このような非常時でありますので、町の様々な行事等についての対応も検

討しなければならない状況にあると思いますが、今後どのように対応を考えるのかをお伺い

したいと思います。 

  以上３点ですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（板谷 信君） 町長。 

○町長（佐藤公敏君） 東日本大震災ということでございますけれども、何十万人という方々

が被災され、現在までに数千人ものとうとい人命が奪われるという未曾有の大災害というこ

とで、大変な問題だというふうに思っております。 

  町の方としましては、町長はじめ関係課長、また防災担当者等において、もちろん副町長

も入っているわけですが、３月12日の土曜日でございますけれども、午前に急遽集まって対

策会議を開きました。それから、３月14日には緊急で課長会議を開いております。それから、

既に実施済みのものがあるわけですが、支援については昨日３月15日の午前でありますけれ

ども、毛布1,000枚とそれから簡易トイレセット1,000セット、これをとりあえず緊急支援と

いうことで送ってございます。それから明日でございますが、非常食を5,000食、今後人的

支援についても検討をしていきたいとうことでおります。 

  それから、町の行事等への対応ということもございましたけれども、地震の翌々日ですか、

ファミリーマラソンですとか茶業者大会ございましたけれども、これらについてもこういう
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非常事態ということでありますので、中止なり延期ということで対応をさせていただいてお

ります。それから、いろんな形で３月というのはお別れの時期でもございますので、送別会

ですとかいろいろあろうかと思いますけれども、そういうものについても自粛というような

ことで考えております。 

○議長（板谷 信君） ３番、山本君。 

○３番（山本信之君） それでは最後に、このたび東北関東地方で発生した東日本大震災で犠

牲となられたすべての方々に心より哀悼の意を表します。 

  以上で終わります。 

○議長（板谷 信君） これで山本君の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問は終わります。 

  それでは、ここで暫時休憩いたします。 

  この後、議会運営委員会を開催し、その後全員協議会を開きます。議会運営委員会は議員

控え室で行いますので、議会運営委員会の委員と、行政側で副町長、総務課長の出席をお願

いします。 

  町長、教育長職務代理者、その他の議員は大会議室の方へ移動願います。大会議室の方で

全協を行います。 

 

休憩 午後 ３時５５分 

 

再開 午後 ４時５２分 

 

○議長（板谷 信君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎会議時間の延長 

○議長（板谷 信君） 本日の会議時間につきましては、日程の都合によりまして延長をいた

しますので、あらかじめ御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程の追加 

○議長（板谷 信君） お諮りします。 

  ただいま議員から発議１件と議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件と、常任委員会

の閉会中の所管事務の調査の件が提出されました。これを日程に追加し、お手元に配付した
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追加議事日程（第２号の追加１）のとおりの日程とします。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、追加議事日程（第２号の追加１）のとおりの日程とすることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２ 議案第１２号 平成２３年度川根本町一般会計予算 

◎日程第３ 議案第１３号 平成２３年度川根本町国民健康保険事業特 

             別会計予算 

◎日程第４ 議案第１４号 平成２３年度川根本町後期高齢者医療事業 

             特別会計予算 

◎日程第５ 議案第１５号 平成２３年度川根本町介護保険事業特別会 

             計予算 

◎日程第６ 議案第１６号 平成２３年度川根本町簡易水道事業特別会 

             計予算 

◎日程第７ 議案第１７号 平成２３年度川根本町温泉事業特別会計予 

             算 

◎日程第８ 議案第１８号 平成２３年度川根本町いやしの里診療所事 

             業特別会計予算 

○議長（板谷 信君） 日程第２、議案第12号、平成23年度川根本町一般会計予算から、日程

第８、議案第18号、平成23年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算までを一括議題

とします。 

  本案について予算特別委員長の報告を求めます。委員長。 

○予算特別委員長（中澤智義君） それでは、予算特別委員会に付託された平成23年度川根本

町予算について、審査と結果を報告します。 

  ３月２日、本会議終了後、正副委員長選出を行い、委員長に私、中澤智義、副委員長に中

田隆幸君が選出されました。 

  予算審査は３月４日、７日、８日、９日、10日の５日間で実施されました。厳しい日程の

中でしたが、平成23年度一般会計予算１件、特別会計６件の審査を行い、それぞれの所管課

長、室長等の説明を受けて審査を進めました。 

  ３月11日には午前中、資料館やまびこ等５カ所の施設を現地視察を実施しました。現地視

察後、議案第12号、一般会計予算からいやしの里診療所事業特別会計予算まで採決を行いま

した。採決の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第77号の規定により報告いたし

ます。 
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  議案第12号、平成23年度川根本町一般会計予算、原案どおり可決。 

  議案第13号、平成23年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算、原案どおり可決。 

  議案第14号、平成23年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算、原案どおり可決。 

  議案第15号、平成23年度川根本町介護保険事業特別会計予算、原案どおり可決。 

  議案第16号、平成23年度川根本町簡易水道事業特別会計予算、原案どおり可決。 

  議案第17号、平成23年度川根本町温泉事業特別会計予算、原案どおり可決。 

  議案第18号、平成23年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算、原案どおり可決。 

  次に、審査の経過の意見、質問、要望等について全体を報告すべきですが、今回の審査の

結果を委員長報告としてまとめ、議長に提出し、今議会にはその中の幾つかを抜粋して報告

いたします。 

  生涯学習課、歳出、10款４項１目社会教育総務費、11節、消耗品の増額理由はとの質問に、

赤石太鼓の法被代であると説明がありました。13節、中学校海外英語研修に参加した生徒の

割合はとの質問に30％。19節、古典芸能伝承について、補助金以外に活動そのものを町で支

援してほしいとの要望がありました。社会教育団体補助金について、様々な意見が交わされ

ました。 

  10款４項２目生涯学習推進費、19節、新規事業、地域生涯学習活動派遣事業は、文化協会

の発展を目指し、会員を派遣することであるとの説明があった。文化協会は補助団体なので、

その派遣事業の経費負担について、担当課へ明確な説明を求めた。 

  10款４項３目文化会館運営費、13節、自主事業パートナー業務について意見が交わされた。

委員から、事業の丸投げになることが懸念されるので、町民の要望を聞いて事業を進めてほ

しいとの要望があった。 

  10款４項４目資料館運営費、資料館の位置づけについて、教育施設、観光施設、地域のた

めの施設、町全体の資料館でないのかとの質問があり、建設時は観光施設、現時点では生涯

学習課所管としている。今後は町内の文化的なものの展示を考えていきたいとの説明が担当

課長からあった。これに対し、今後地域の観光施設として考えてみたらどうかとの意見があ

った。 

  10款５項１目保健体育総務費、カヌー競技の普及、指導等について町の体制を整えてほし

いと、委員からカヌーの町推進について多くの要望が出された。 

  10款５項２目海洋センター運営費、18節、Ｅボート購入（底辺を広げるため）臨時職員も

増員するとの説明があった。 

  10款５項３目体育施設費、川根本町弓道場の防矢ネットの設置と町営野球場のファウルラ

インの埋め込み工事の予算との説明があった。また、町営サッカー場の整備については総合

計画に基づき検討していくとの説明があった。 

  総務課、２款１項８目自治会振興費、19節、寸又の集会場はコミュニティ施設ではなく町

の施設であるとの説明があった。集会場施設整備費用の取り扱いについて（本川根地区は補
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助金、中川根地区は負担金）委員から様々な意見があった。 

  ２款１項９目庁舎管理費、太陽光によるエネルギーの還元状況は、本庁分は売電までいか

ない状況、総合支所は約3,000円、月程度の売電との説明があった。 

  ２款１項11目山村開発センター等運営費、11節、光熱水費が総合支所より多いことについ

て質問があり、公の施設であり夜間使用する分があるためとの説明があった。 

  ２款１項13目諸費、防犯灯のＬＥＤの交換について、100基分で補助率２分の１、限度額

２万円との説明があった。 

  ２款５項３目県議会議員選挙、投票所減による高齢者への対策について質問があり、選挙

管理委員と検討するが、投票率はさほど変わっていないとの説明があった。 

  ９款１項２目非常備消防費、18節、６分団１部、７分団３部に積載車を購入する（２人乗

りの積載車はなくなる）との説明があった。 

  ９款１項３目消防施設費、雑収入は道路拡幅に伴う補償費であるとの説明があった。17節、

梅高のポンプ置き場は私有地なので、公用地にしてほしいという要望があった。これに対し、

ほかの地区にもあると思うので今後調査し、整備していきたいとの説明があった。 

  ９款１項５目静岡県総合防災訓練事業費、13節、チェーンソーの講習会は、消防団員対象

であるとの説明があった。18節、防災倉庫の整備については、希望地区には３分の１の負担

で整備できるとの説明があった。 

  12款１項公債費、平成23年度の臨時財政対策債については、国・県の資料から推計し、限

度額の範囲内で計上した。 

  議会事務局、１款１項１目議会費、４節、議員共済制度の廃止による負担金の増額で、負

担率は100分の88.5であるとの説明があった。議事録作成支援システムの導入により、その

成果が町民に反映する（委員会や会議等の内容が町民にお知らせできる）よう要望があった。 

  ２款７項１目監査委員費、１節報酬の減額については、実績による日数の減であるとの説

明があった。 

  生活健康課、２款４項１目戸籍住民基本台帳費、住基ネット利用者数について質問があり、

23年２月末で187名、全体で1,061名となっていると説明があった。 

  ３款１項９目後期高齢者医療費、２、３、４節、人件費については、組織替えによるもの

との説明があった。 

  ４款１項１目保健衛生総務費、平成22年度助成事業による現時点のヒブワクチン既被接種

児童は13名であるとの説明があった。 

  ４款１項２目母子保健費、８節、言語聴覚士の謝礼が減額になっていることについては、

今まで旅費分を報償費に含めて予算計上していたが、報償費と旅費に分けて計上し、回数の

減などによるものではない。また、ほかの雇い上げ専門職についても同様の形の予算計上と

したとの説明があった。 

  ４款１項３目予防費委託料と扶助費の予算措置の違いについて質問があり、委託料は直接
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委託契約された医療機関へ支払うもので、扶助費は委託医療機関で接種できなかった者が接

種費用の全額をいったん個人で支払い、後に町が償還払いにより接種者に助成するためのも

のであると説明があった。 

  ４款１項４目健康増進費、13節、健康増進計画食育推進計画の策定委託料については独立

した計画であるが、１つにしたもので策定したいという説明が担当からあった。 

  ４款１項５目診療所管理費、上長尾診療所の収益減は本川根診療所と同じ扱いになったた

めと説明があった。 

  ４款２項１目衛生費、13節、一般廃棄物処理委託料は、収入分（売電）が減っているため、

負担金が増額したとの説明があった。 

  建設課、６款２項５目林道費、町単独事業が多いが、これは県単独補助対象外の部分と

100万から200万の事業は町単で考えているとの説明がありました。 

  ６款２項７目中山間地域林業整備事業費、委託料と工事請負費の積算については職員が行

うとの説明があった。 

  ８款１項１目土木総務費、12、13節、登記手数料と分筆委託料の未登記件数と執行ペース

についての質問があり、道路台帳では確認できないので公図を見てやっていくとの説明があ

った。20節、地域材活用住宅建設促進事業補助金については、３棟を見込んでいるとの説明

があった。 

  ８款２項１目道路維持費、13節、小規模改修業務は、本年度やり残したところや、今後要

望や道路パトロールで見つけた箇所など、おおむね50万以下の事業について行うとの説明が

あった。 

  ８款３項３目砂防費、13節、指定調書作成についての質問があり、危険地域を指定する調

書作成業務は、面積、被害想定区域等の測量が主な内容であるとの説明があった。 

  11款１項２目13節、測量設計委託料については、災害が起こった場合の予算措置である。

工事請負費は50万が計上されているとの説明があった。 

  出納室、２款１項４目会計管理費、地域振興基金（元金１億円）ユーロ債の状況について

質問があり、平成49年６月満期で昨年６月に61万3,954円と、12月に104万698円の利子がつ

きました。金利は変動があるとの説明があった。 

  企画課、２款２項１目企画総務費、１節、総合計画ワークショップのワークショップ開催

回数は６回、30人を目標にしている。公募を取り入れることも考えている。13節、総合計画

策定業務委託は、取りまとめだけで550万2,000円もかかるかとの質問があり、予算の範囲内

で行うと説明があった。議会は議決事項としたいため、議員は委員から外すことも承知して

ほしいとの意見があった。 

  ２款２項２目広報公聴費、広報紙広告収入減についての質問があり、ＰＲ不足なのかイン

ターネットバナー広告収入がなかったため、72万で計上した。広報紙の広告料実績がバナー

広告分を上積みしたものとの説明があった。 
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  ２款２項３目まちづくり事業費、19節、まちづくりリーダー人材育成事業について質問が

あり、個人、団体でスポーツ大会など、全国大会に行くときの宿泊料等８割を補助するもの

で、過去には徳山ホタル事業、今年度は中川根中ギネスに挑戦事業も補助していくとの説明

があった。 

  ２款２項４目環境企画費、19節、クリーンエネルギー機器導入促進事業補助金についての

質問があり、太陽光発電20基、太陽熱、エコキュート117基、ガス給湯器５基との説明があ

った。 

  ２款２項５目情報政策費、19節、自主共聴施設事業費補助金について質問があり、まだ地

デジ対応していない組合への補助金（単年度）で、500万は国の補助金であるとの説明があ

った。 

  ２款２項７目路線バス対策費、大間地区はスクールバスが運行していないため、大鉄バス

を利用し遠距離通学の助成をしているとの説明が副町長からあった。 

  商工観光費、２款２項６目ダム水源地域振興費、13節、長島ダムふれあい館への町のかか

わり方について質問があり、来年度は町が借りて管理を行い、その間に運営方針を固め、管

理を引き受けてくれる団体を探す計画である。緊急雇用対策で賃金に充てるとの説明があっ

た。 

  ７款１項３目観光費、登山道整備についての質問があり、大札山から山犬段から板取から

沢口山のルートで、２カ所の看板設置と歩道整備であるとの説明があった。 

  ７款１項４目音戯の郷運営費、音戯の郷は内容も含めて抜本的な改革をしてほしいとの要

望があり、千頭周辺の活性化につなげるよう進めていきたいとの説明が担当者からあった。 

  ７款１項５目茶茗舘等運営費、14節、土地借上料の契約単価の見直しについて検討してほ

しいとの要望に対し、総務課と検討したいとの説明があった。 

  ７款１項６目ウッドハウスおろくぼ運営費、指定管理者の運営状況についての質問があり、

４社の中から大新東を選考した。決算については的確に報告を求めているとの説明があった。 

  ７款１項８目もりのくに運営費、工事請負費は、もりのコテージ等10棟の屋根塗装工事で

あるとの説明があった。その他、観光費に年間１億円前後充てているが、今後財政に影響す

ることが予想され、精査して事業に取り組むよう意見があった。 

  福祉課、３款１項１目社会福祉総務費、13節、福祉センター管理委託料100万の減額理由

について質問があり、指定管理料の繰り越しや内容精査によるものだとの説明があった。ふ

れあい・いきいきサロン事業について、実態に合わせて見直してほしいとの要望があった。 

  ３款１項２目心身障がい者福祉費、福祉介護手当のＰＲについての質問があり、民生委員

が訪問して状況を把握しているとの説明があった。民生委員の仕事内容などの状況を判断し

てほしいとの意見があった。 

  ３款１項３目老人福祉費、13節、緊急通報システムサービス事業は、委託業者は富士急テ

レコムで、現在104台設置しているとの説明があった。次年度は20台分追加計上していると
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の説明もあった。 

  ３款２項２目児童福祉施設費、保育所運営委員会開催前に予算案が出ていたことについて

の質問があり、本来は委員会前に行って予算を計上するものであり、今後は早目に開催する

との説明があった。 

  税務課、13節、予算減額について。行政事務電算処理業務委託料は公図検索システムの紙

でやっていた分がなくなったことによる減額であるとの説明があった。 

  歳入、町民税１款１項１目町民税の減少の要因について質問があり、リストラがかなり起

きている。60歳過ぎて働き口がないとか、島田税務署では６％の申告者が多くなっている、

早期退職者の方が増えているということが言えると思うとの説明があった。 

  １款３項１目軽自動車税、何台かという質問があり、4,545台分であるとの説明があった。 

  ４款１項１目町たばこ税、たばこが値上がりしたが、変わってはいないとの説明があった。 

  産業課、６款１項４目地域農政総合推進事業、18節、購入した機械は農林業センターで保

管し、貸し出すとの説明があった。 

  ６款１項５目茶業推進対策費、茶業振興協議会については、事務局が行政なので適当でな

いとの意見があり、担当課長から会長は町長であり、今後検討していくとの回答があった。

また、町長から茶業関係者で代表を出すべきだと思うと発言があった。 

  ６款１項６目農林業センター運営費、お茶の収益（15款２項２目１節、茶売払収入）が

134万円では安いではないかとの質問があり、売り上げ目的ではない、凍霜害もあったと説

明があった。 

  ６款２項２目林業振興費、13節、カモシカ等被害実態調査業務委託について、カモシカの

被害が大きいのでその対策について質問があり、管理計画に沿って行っている委託料であり、

ほかの野生動物は有害鳥獣駆除で行っているとの説明があった。 

  ６款２項４目町有林管理費、官公造林購入をやめた理由についての説明があり、森林管理

者からの申し出で、当分の間持ち分譲渡を含めて検討したいとの説明があった。 

  教育総務課、10款１項２目事務局費、教育長不在の件について、町長に意見を求めた。町

長から一日も早く置きたいと思っている。６月定例会には上げたいとの発言があった。 

  10款１項３目教育諸費、19節、私立幼稚園経常費補助金の上限額は必要ないのではないか

との質問があり、教育の方針など町がそれに対して支援する形になるので、常に協議してい

くことが大切であると副町長から説明があった。 

  10款１項４目通学バス等運営費、運行管理者について質問があり、スクールバスは料金を

取らないので運行管理者は置かなくてもよいとの説明があった。 

  10款２項１目学校管理費、複式学級の運営について、学校統合について、さまざまな意見

が交わされた。 

  10款２項２目教育振興費（小学校）、20節、就学援助費の対象者数は継続で７世帯11名、

新規で２世帯６名分を想定して計上してあると説明があった。 



－181－ 

  10款３項１目学校管理費（中学校）、11節各学校にエアコンが設置される予定だが、光熱

水費に反映されていないのではないかとの質問があり、エアコン設置は国の交付金事業（地

域活性化交付金）で行うが、予算作成段階ではまだ事業の確定がなかったためとの説明があ

った。 

  10款５項４目学校給食施設費、収入について賄材料費2,880万4,000円とのバランスを見て

いるか、また小麦粉の値上げ見込みを計上しているかとの質問があり、予算は551名で計上、

バランスは見ているが、物価高の分についてはみていないとの説明があった。 

  特別会計。 

  国民健康保険事業特別会計、１款２項１目賦課徴収費、13節、電算事務委託料の減はシス

テム改修（納税通知書の一括送付）によるものとの説明があった。 

  ３款１項１目後期高齢者支援金、積算根拠については、１名４万7,000円掛ける2,622人の

推計から、21年度精算額1,176万円を引いた額であると説明があった。 

  ８款２項１目保健事業活動費、13節、人間ドック受診件数が減っているが、特定健診が始

まった影響もあるのではないかとの説明があった。その他、国保税の値上げについて委員か

ら意見があった。これに対し町長から、基本的には上げたくないが、状況を見て判断せざる

を得ないこともあるとの説明があった。 

  後期高齢者医療事業特別会計、２款２項１目一般会計繰出金、後期高齢者の人数等の質問

があり、人数は平成23年３月で2,198人（75歳以上）、特別徴収人数は、平成23年度見込み

2,340人との説明があった。 

  いやしの里診療所事業特別会計、１款１項１目一般管理費、19節、榛原郡医師会会費の増

額理由について質問があり、郡医師会会員でない新医師分との説明があった。医師募集状況

と４月以降の体制について質問があり、１人応募があったが、僻地であることと給料額で折

り合わなかった。現状体制の続行で保健所と話し合いをしているとの説明があった。 

  簡易水道事業費、１款１項１目一般管理費、14節、土地借上料の箇所数はとの質問に、33

カ所購入も進めているが、昨年度と変更はないとの説明があった。 

  ２款１項１目水道維持管理費、水道維持管理委託の業務内容について質問があり、日常の

施設の点検、浄水場、水源、メーター器等の取り扱い、交換、取水業務であるとの説明があ

った。 

  温泉事業特別会計、１款１項１目一般管理費、土地借上料は接岨峡温泉の源泉敷地と寸又

の源泉敷地及びタンクと、寸又源泉からの飛龍橋までの温泉管敷設部分の分であるとの説明

があった。 

  介護保険特別会計、１款１項１目一般管理費、13節、電算システム改修業務委託料は、制

度改正による改修であるとの説明があった。 

  １款３項１目介護認定審査会費、12節かかりつけ医意見書作成手数料について質問があり、

医師に支払うものとの説明があった。 
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  ２款２項１目介護予防サービス等諸費、地域密着型介護予防サービス費の増について質問

があり、小規模多機能まつおかが加わり、支援分が伸びているためとの説明があった。 

  ５款１項１目介護予防事業費、一般財源137万円の根拠について質問があり、一般住民も

対象で財源負担割合20％であるとの説明があった。 

  ５款２項１目包括的支援事業及び任意事業費、20節家庭介護用品支援事業についての質問

があり、紙おむつの購入に関するもので、要介護４から５の方で市町村民税非課税世帯が対

象、一括計上したものを分けたとの説明があった。 

  以上、審査内容を抜粋して幾つかを報告いたしました。 

  これで予算特別委員会の審査報告を終わります。各課長並びに室長、係長に丁寧な説明を

いただきました。また、町長、副町長も全日出席してくださり、今後もこうした姿勢で臨ん

でいただきたいと思います。いろいろと御協力ありがとうございました。これをもちまして

委員長報告を終わります。 

○議長（板谷 信君） 御苦労さまでした。 

  これで予算特別委員長報告を終わります。 

  予算特別委員会は、議長を除く全議員が所属となっておりますので、委員会審査の経過と

結果に対する質疑は省略します。 

  これから議案第12号、平成23年度川根本町一般会計予算について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  平成23年度川根本町一般会計予算に反対の立場から討論を行います。 

  まず最初にお断りしなくてはならないことは、反対といいましてもいつものことですが、

４億6,000万円増で56億4,500万円の本予算は、国の公約違反やばらまきの無責任な予算と違

って、住民に身近な行政職員の皆さんが、日々の仕事の中で温かい行政の実現のために国の

厳しい方針のもとでも住民の負担増を抑え、サービス向上を目指して医療や福祉、教育、農

林業や営業など、住民の暮らしや健康を守る住みよいまちづくりに必要な事業を懸命に取り

上げた予算であり、その熱意には心から敬意を表明するものです。 

  また、各議員が住民の要望や他の市町の状況を調べて一般質問などで要望してきたことも、

前向きに取り上げて盛り込まれています。高齢者宅への緊急情報キット整備費や猫避妊・去

勢手術補助、青部駅へのトイレ設置、小中学校の全教室へ空調設置、茶工場の燃料タンク置

き場に義務づけられた防油堤設置補助、小中学校教員全員へのパソコン購入など、新しい補

助創設や整備予算が組まれました。また、中学卒業までの子供の医療費全額補助、南部地域

のデマンドタクシー運行開始、町内の業者の仕事を増やす効果が大きい住宅リフォーム補助

の増額、多くの住民がいまだに反対の声を上げているブロードバンド整備事業は、検討会の

委員報酬と住民の意向調査費しか計上されず、まんべんなく住民の暮らしに配分されていま
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す。 

  他市町では合併のすり合わせなどでどんどん削られている高齢者への配食サービスや腎臓

機能障害者の透析通院補助、福祉介護手当、放課後学童保育や保育所の民営化、火葬場や学

校給食調理場の広域化などの身近なサービスも、当町では拡充の方向で取り組まれ、議員と

して感謝の思いを厚くするものです。そのため、委員会採決では議員になって以来初めて一

般会計予算に賛成してもよいかと迷いに迷い、私たちの党の議員相談室へ相談したほどです。 

  委員会の審査でも大きな反対の議論はありませんでしたし、若者定住の推進や結婚に結び

つく縁結び事業の改善、出産祝い金や奨学金の増額など、若者、子育て支援の議論、農林業、

茶業と観光の連携など地場産業の振興、活性化など、他市町の取り組みや情報、アイデアな

どもたくさん紹介され、中澤委員長の中立、公平な進行のもと、議長が常に言われる議会と

行政は町づくりの車の両輪を地で行く充実した委員会審査だったと思います。 

  それなのに反対することにしたのは、評価できることがたくさんあっても、指摘すべき問

題点や改善点がないわけではなく、住民の立場に立って物を言うのが議員の務めなら、やは

りしっかりと討論すべきだと考えた末です。残念ながら今回の予算でもこれまで指摘してき

た町の施政方針への町民の声が、委員会審査でも検討するとの答弁も得られなかったことが

幾つかあります。 

  １つ目は、地区役員や住民に重い負担を強いている集会所修繕費への地区負担の撤廃です。

旧中川根では町の責任で建てた地区集会所の管理や修繕に地元負担が導入され、地区住民や

役員の皆さんに大きな負担を強いています。23年度は自治会交付金を創設し、地区負担分に

充ててよいとしたことで、これまで悩んでいた修繕の申請が殺到しています。毎日テレビに

映し出される今の大地震の避難状況を見ても、いざというときの住民の大事な避難所となる

地区集会所は、毛布などある程度の備品を備え、常に良好な状態で管理されていなければな

りません。そのためにも日々使っている住民や役員の皆さんに良好な管理をお願いすること

が重要で、建物の存続にかかわる大規模修繕の地区負担の廃止が必要なのは、今回地元負担

ゼロで要望が殺到したことでも明らかになりました。 

  また、住民の方から言われたことですが、大地震に備えるためにはすべての集会所に太陽

光発電パネルと衛星インターネットを配備すべきだ、繰り越した詳細設計委託費4,500万円

を使えば、ＡＤＳＬもできない地区の無線インターネットの配備も十分できる、すぐできる

と言われました。専門のコンサルタントというなら、これからこの町にとってどんなサービ

スが必要で、そのためにはどんなネットワークが必要なのかなど、何も示されていません。

そういうアドバイスがあって当然と思いますが、何も示されていません。 

  また、歳入１款１項の個人の町民税で、行政は2,410万円の減額予算を計上しました。均

等割で150万円の減、所得割で2,260万円の減額です。これはリストラが増えて65歳過ぎても

働いていたのが、先ほども委員長報告にもありましたけれども、働く人が減ったことで、職

場が減ったことで、２年前の町民の所得税で還付請求が前年より６％多くなった島田管内の
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請求が多くなったのが原因だとの説明でした。 

  これは不況の波が当町にも押し寄せて、町民の生活が苦しくなっていることが明らかにな

っています。ただでも所得水準が低い当町で、かろうじて所得税を払っておられた茶業者や

勤労者まで苦しい状況になっているとき、この町でやらなければならないのは負担増を避け

ること、これが行政の責務です。だからこそ、地区集会所の修繕に対する地元負担の制度は

撤廃すべきだと私は言い続けているわけです。 

  ２つ目は、若者住宅建設で子供が増えている地名地区で、休園中にしたままの保育園の再

開を拒否し続ける姿勢は、とても本気で子育て支援を考えているとは思えないものです。 

  ３つ目は、相変わらず計画作成の外部委託が幾つも出ていることです。総合計画策定委託

に550万円、概要版や本体作成は印刷製本費に別に136万円とってあるので、計画作成だけの

委託料です。地域福祉計画策定委託にも600万円、高齢者保健福祉計画策定に251万円、健康

増進計画、食育推進計画策定委託に341万円、一般廃棄物処理基本計画等作成委託に267万円、

指定管理業務に関する調査委託料300万円、橋梁修繕計画策定は平成22年度に当初予算に300

万円計上し、160万円補正で増額していますが、本年度予算でも300万円計上しています。町

営住宅など長寿命化計画395万円などなど、ほとんどが現在の計画の見直しで、形ができて

いるものであり、外部委託ではなく町民や関係者の意見を聞いてやる気が出る計画にすべき

だと思います。 

  ４つ目は、保育所やごみ収集、学校給食調理場などで正規職員を非正規職員に置き換え、

人件費削減が進んでいることです。町民の雇用を守ることや、安全安心の住民サービスを提

供すること、また質の向上の立場からも、特に給食では食育の取り組みも必要ですし、これ

でいいと言えるものではありません。 

  ５つ目は、農林水産費が9,000万円余も増えて４億4,000万円の予算計上になっていますが、

増額の大半は林道費の工事請負費で、22年度に2,500万円だったのが、４倍に増えて１億円

になっているのに対して、生活道路や急傾斜地など生活基盤整備の土木費の工事費は5,200

万円から6,300万円へ1,100万円、わずか２割弱しか増額していません。基幹産業を支える農

業振興費は1,550万円で316万円減額し、茶業推進対策費も2,000万円で、わずか203万円の増

額です。両方合わせても農林業予算の８％しかありません。必要性や事業効果が不透明で不

公平な予算計上と感じるものです。 

  ６つ目は、教育費がわずか80万円の増額で、幼稚園就園奨励費は301万円から290万円に、

補助金でも300万円の限度額撤廃や保育園同様の補助拡大を求める意見に一貫して耳をかさ

れませんでした。 

  ７つ目は、選挙費が約1,260万円計上されていますが、昨年投票所を22カ所から11カ所減

らしただけで、投票に行けない人を増やしたことを解消する対策は出ていなくて、民主主義

へ逆行することへの反省も示されませんでした。 

  ８つ目は、議会費で音声認識や記録のための備品購入費638万円が上がっており、議員と
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しては大変うれしいものですが、住民へ全協や委員会の傍聴呼びかけなど、公開をしっかり

行って初めて住民に理解されるものです。前向きに検討しますという議長の決意だけでなく、

早急に住民が主役の議会改革が求められるものです。 

  ９つ目は、国言いなりの姿勢への批判です。買い取り中止を求めていた官公造林の毎年

300万円もの権利購入予算がなくなりました。このこと自体もうれしいことですが、理由は

森林管理者より一たん買い取りを見合わせる連絡が来たためで、契約がなくなったわけでは

ないとの説明でした。これは平成18年に90年間の国との契約が切れたとき、議会の了解はお

ろか報告もなしで20年間延長して、毎年買い取りを続ける契約をしていたことが明らかにな

りました。しかし、契約書を提出していただくと、買い取る約束はなく、単なる延期、延長

契約であり、私は我が党の政府交渉に参加して、林野庁に国土であり水源涵養など公益的価

値が大きい森林を保全することは、財政力が弱い町に法外な価格で買い取らせて管理を押し

つけるのでなく、国の責任で管理すべきで、譲渡は無償とすべきだと国会議員にも入っても

らって主張した成果だと思っています。もちろん杉山町長や佐藤町長が国や自民党へ働きか

けてくださったことも大きな成果を果たしたと思っています。 

  国へ物を言って、１円でもお金が欲しい赤字を抱えた林野庁を動かしたことは、地方自治

の快挙と言っても過言ないと思います。最初は議会の皆さんも行政も国言いなりの意気地の

ない姿勢でしたが、３年越しの交渉の中で地方主権の町に変わり始めたことは、混迷する国

政に行政は防波堤となり、町民が犠牲にならないよう声を上げることの重要性を示す大きな

成果だと思います。 

  国へ声を上げることでは、障害が重い人ほど負担が重くなる障害者自立支援法の見直しや、

所得が少ない人ほど負担が重く逆進性が強い消費税増税路線への批判、また水利権更新まで

10年を切った塩郷ダムの一日も早い流況改善の取り組みなど、国へどんどん物を言っていか

なければならないことがたくさん山積みしています。国政の混乱が続く中、今ほど議会と行

政がまさに車の両輪となって力を合わせ、住民を守る立場で積極的に国へ物を言わなければ

ならないときはないことを指摘して、反対討論とします。 

○議長（板谷 信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。11番、髙畑君。 

○１１番（髙畑雅一君） それでは、討論の前に、３月11日に福島県を中心に広い地域で発生

した、東日本大震災で災害に遭われた皆さんへのお悔やみとお見舞いを申し上げて、討論に

入りたいと、そんなふうに思っております。 

  それでは、議案第12号、平成23年度一般会計予算に賛成の立場から討論をいたします。 

  本議案は、川根本町において景気・雇用対策、子育て支援対策、農林業振興対策、数多く

の予算が含まれております。その中でも地方自治振興事業交付金、まちづくり事業費におい

ては市場開発調査推進事業費等も含まれております。茶業推進対策費では特産物振興事業費

補助金、産業振興関係団体活動資金補助金2,000万円も計上されております。地域農政総合

推進事業費では、近年我が町でも放棄茶園が目につくようになりました。その問題解決に向
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けた耕作放棄地対策事業費等も含まれております。商業振興費に関してはプレミアム商品券

の補助金、住宅リフォーム推進事業費補助金等、推進事業費においては22年度よりも400万

円増額の3,700万円の予算も計上されております。 

  また、土木費においては約1,000万円増額の5,400万円の道路維持費、そして約2,000万円

の増額の5,100万円の道路新設工事改良工事費が計上されております。その中には改良工事

８路線、または県道整備事業の負担金等も計上されておりますし、消防費では高規格救急車

の更新、小型動力ポンプ積載車２台、防火水槽修繕９カ所、災害対策事業として少量危険物

貯蔵施設整備補助金、救急医療セットの更新、アルファ米、ミルク、テント等の購入も含ま

れております。そして、子育て支援事業においてはゼロ歳から中学３年生までの入院、通院

に対して医療費の補助金、私立保育園、私立幼稚園への助成金、また子育て支援等運営事業

費等も含まれております。 

  そしてまた、23年度一般会計の中で予算分析、当初予算主要節別推移を見ても、工事請負

費が22年度に比べて２億円の増額、４億円に伸びております。このことから見ましても、23

年度川根本町の経済対策、雇用対策、地域産業の活性化に反映されており、重要な予算でも

あります。 

  しかしながら、歳入に関しては３月11日に発生した東日本大震災で、福島県を中心に大変

な被害にのみ込まれました。災害地復旧支援が今は一番求められておりますし、また行わな

ければなりません。そんな現状を真摯に受けとめますと、私たち町においても23年度予算構

成比率の10％を占める国庫支出金、県支出金等大なり小なりの影響を受けると感じられます。

23年度予算執行に当たり、スムーズにより効果的な実施が受けられるよう、つけ加えさせて

いただき、私の賛成討論といたします。 

○議長（板谷 信君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで討論を終わります。 

  これから議案第12号、平成23年度川根本町一般会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長の報告は可決です。 

  議案第12号、平成23年度川根本町一般会計予算は委員長報告のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第12号、平成23年度川根本町一般会計予算は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  これから議案第13号、平成23年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算について討論を

行います。 
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  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  平成23年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算に反対の立場で討論を行います。 

  国保法第１条、法の目的のところで、国民健康保険事業の健全な運営を確保しもって社会

保障及び国民保険の目標に寄与することを目的とするとうたっているように、国保は憲法第

25条生存権規定の具現化であり、すべての国民が必要な医療を受ける権利は、保険料や一部

負担金の支払いを前提にしているわけでないことは明らかです。それが証拠に、大変な被害

が出ている今の大震災でも当然のことですが、被災者は保険証なしで無料で医療が受けられ

るよう、すぐ手が打たれました。 

  国保は、収入が不安定な自営業者や農家、無職の人や非正規労働者など、他の医療保険に

入れないすべての国民が加入する国民皆保険の社会保障制度のもとに運営されているもので

す。当町でも町民の３割以上、世帯の半数が加入し、社会保険の人も退職すれば全員国保の

加入者となる、社会保険など他の医療保険の人も退職すれば全員が国保の加入者となる、町

にとって最大の事業です。加入者は所得が200万円以下の低所得者が多い状況で、国保税負

担が既に限界となっているのは、当町の国保税滞納者が年々増え続け、収納率が年々下がっ

ていることを見ても明らかで、これ以上の値上げは何としても避けなければならないという

のが正常な判断ではないでしょうか。 

  それなのに、本予算の保険税収入額は前年度より4,400万円も多い２億3,251万円で、その

まま引き上げられるとすると、１人平均１万7,000円前後の値上げとなり、世帯平均では３

万円近い値上げとなるものです。 

  これは推定値で、本算定ではなるべく値上げを避けたいとの説明もありましたが、もし医

療費に対する収入不足が生じた場合、限りある基金の取り崩しだけではなく、一般会計から

の繰り入れで値上げを防ぐ考えはないかとの質問には、必要なときは値上げもあり得るとの

答弁が行われました。今朝の一般質問でも同様の答えが示されました。何としても負担増を

食いとめるという立場に立っていると思えないのがとても残念です。 

  基金が限りある財源であることは言うまでもありません。しかも、目標額を医療費の２カ

月分としている限り、取り崩せる額は４、５千万円しかなくて、一般会計からの繰り入れで

値上げを防ぎ、多くの加入者の医療や暮らしを守ることは、行政が果たすべき努めであるこ

とは当然です。県内でも多くの自治体が値上げを抑えるために一般会計からの繰り入れを行

っているときに、当町では全員が国保に入っているわけではないので繰り入れは不公平にな

るなどとして、繰り入れをかたくなに拒んできていますが、これこそ自治の精神を失った

国・県言いなりの情けない姿勢と言わざるを得ないものです。 

  一般会計の支出を見ても、一部の人のために町民みんなの財源が使われている事業は珍し

いことではなく、当町ではなぜこれを不公平と言い続けるのか理解に苦しむものです。自己
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負担の半分を事業主が負担している他の医療保険と違って、全額本人負担の国保では、国が

負担を45％から38.5％に大きく引き下げた1984年以来、保険料の引き上げが繰り返され、滞

納も増えて健全な国保の運営が困難な状況になっています。これを後期高齢者医療制度同様

に、保険料の際限ない値上げが住民から遠く離れたところで何ら不満の声も届かないような

制度をつくり出し、国保の広域化を考えています。 

  全国知事会も昨年12月20日に政府の新しい高齢者医療制度最終案に盛り込まれた国保の広

域化に対して、市町村国保は高齢化、低所得者層の増加により十分な保険料収入が確保でき

ず、保険財政が恒常的に逼迫している。こうした構造的な問題を放置して単に財政運営を都

道府県に移しても、巨大な赤字の団体をつくるだけで、問題を先送りするだけだと、安定し

た保険財政を確保するには公費、特に国費の拡充が不可欠で、国民皆保険を堅持するために

も、国の財政責任を含めた抜本的な検討が必要との意見を発表しました。 

  町長は、当町にとって不利にならないよう発言していくと言われましたが、国へどれだけ

声を上げていくかが必要で、議員からは、そのときは後期高齢者保険料のように数年間安く

してくれるよう要望すればいいとの発言もありましたけれども、今でさえ県平均より１人当

たり３万円も安い当町の国保税額が、他の市町が一般会計からの繰り入れを中止すればます

ます一律にされた保険料は高くなり、段階的な引き上げで痛みを和らげるくらいで済む話で

はありません。 

  しかも、軽減の経過措置のために、保険料が上がるたびに当町が県の平均値上げより２倍

から３倍も大きな負担増を強いられているのは、後期高齢者の今の経過措置の引き上げを見

ても明らかです。 

  議長が全国知事会の意見にもあるように、国保の健全化のためには国へ負担の引き上げを

求めるとともに、一般会計からの繰り入れを行って加入者の負担増を防ぎ、だれもが払える

国保税とすることが健全な国保運営の解決法であることを指摘して、反対討論とします。 

○議長（板谷 信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。３番、山本君。 

○３番（山本信之君） 私は、議案第13号、平成23年度国民健康保険事業特別会計予算につき

ましては、賛成の立場から討論いたします。 

  国民健康保険は、国民皆保険制度の根幹をなす制度としての役割を果たしており、地域医

療の確保と町民の皆さんの健康維持、増進に大きく貢献しています。 

  このような中、本町の国民健康保険事業特別会計は、予算総額９億7,850万となり2.2％の

減、うち、一般被保険者の保険給付費も3.4％の減となっており、給付費も適正に予算化さ

れています。これから町は予防治療に重点を置く政策を進めることにより、町民の皆様がい

つまでも元気で健やかに暮らせるまちづくりを目指すことを積極的に進めており、これは町

民の皆様のためであるとともに、医療費の減少になると考えます。 

  予算全体を見ますと、財政の健全化に努めながら、過去の実績、医療費の動向等考慮し、

一定の算出のもとに編成されたものであり、妥当なものと認め、原案に賛成いたします。 
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○議長（板谷 信君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで討論を終わります。 

  これから議案第13号、平成23年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第13号、平成23年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算は委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第13号、平成23年度川根本町国民健康保険事業特別会計予算は委員長の

報告のとおり可決されました。 

  これから議案第14号、平成23年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算について討論

を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。10番、鈴木君。 

○１０番（鈴木多津枝君） 10番、鈴木です。 

  平成23年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算に反対の立場から討論を行います。 

  反対といいましても、全くといってよいほど町に裁量の余地がない会計で、当予算の数字

に反対というのではなく、制度そのものが75歳以上の高齢者を一般の医療保険から切り離し

て、差別と際限ない負担増を持ち込んだ、世界に例を見ない親不孝制度に基づく会計になっ

ているからです。 

  民主党は、さきの総選挙で多くの国民の批判が渦巻くこの制度の即時廃止を掲げ、沖縄の

普天間基地移設とともに国民の期待を受けて政権交代を果たしました。民主党は直ちに廃止

してもとの老人保健へいったん戻すと言っていましたが、しかし政権についたとたんに廃止

を４年も先送りし、保険料値上がりへの国の財政措置も行わず、廃止に伴う財政負担増は国

が支援すると言っていたにもかかわらず、２年ごとの値上げで22年度に住民の声も届かない

広域連合で保険料が値上げされてしまいました。しかも、制度が始まるとき県の老人医療費

の平均より20％以上低い自治体は一気に上がると負担感が強いからということで、徐々に上

げる軽減経過措置が講じられましたけれども、このことで当町は対象になった３町のうちの

１つでしたが、ところが、この軽減措置があったことで、昨年の保険料値上げに加えて平均

に近づけるために徐々に上げている、その両方が加わって大変な値上げに実はなっているの

です。 

  静岡県広域連合では、21年度に比べて22、23年度の保険料は平均で３万6,000円から３万

6,400円に、400円の値上げでしたが、当町は３万2,370円という軽減額がありまして、そこ
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から３万3,950円へ1,580円もの値上げになりました。所得割でも県が6.84％から7.11％に

0.27％の値上げだったのに対し、当町は6.16％の軽減率から6.64％へ0.48％もの値上げとな

ったのです。仮に年金が200万円の方では、県では均等割で400円の増に加えて所得割で

5,400円増えるわけですから、合わせて5,800円ぐらいの値上げになると思うんですけれども、

当町では均等割で1,580円増えて所得割で9,600円増えるとなると、合わせると１万1,180円

の増額、県の２倍の値上げとなります。２年おきの引き上げのたびに大きな負担増を味わう

ことになるものです。 

  もう一つ反対の理由は、廃止を先送りにして民主党が出してきた新制度案の中身です。差

別はそのままでさらに保険料値上げを求め、自公政権でも実施できなかった70歳から74歳の

窓口負担の１割から２割への引き上げや、75歳以上の低所得者の保険料軽減策を廃止するこ

とまでも打ち出されています。窓口負担の２割への引き上げは、国民の猛反対に遭って選挙

に不利だと内部からの反発もあり、選挙後に先送りされましたが、高齢者の医療費に関する

負担の明確化を利点として引き継いでいる新制度では、高齢者医療にこんなにお金がかかっ

ているということを国民にわかりやすく、現役世代にわかりやすくして高齢者に肩身の狭い

思いをさせ、高齢者に保険料値上げか受診抑制かという、とても冷たい選択を迫ることでは、

自公がつくった後期高齢者医療制度と何ら変わらない、高齢者に冷たい親不孝制度の内容で

す。 

  年金が月額１万5,000円以上あれば有無を言わさず年金から天引きし、どんなに苦しくて

も滞納の余地さえ残されていません。１万5,000円以下の人にも支払いの義務があり、１年

以上滞納が続くと保険証が取り上げられて、何と具合が悪くて医者に行くと窓口で10割負担

を現金で支払わなければならない資格証明書が発行されます。後から申請することでやっと

自己負担分を除いた額が返還されるという、命にかかわる罰則が設けられています。 

  制度開始から４年目となる23年度予算ですが、平成21年度の決算で既に56万円余の滞納が

あり、そのうちの32万円は過年度分で、１年以上の滞納となっています。幸い当町は広域連

合にどのように説明しているのかはわかりませんけれど、資格証明書は発行していないとい

うことを以前聞いていますので、それが今も続けられているか心配になるところです。当町

のようにきめ細かな対応をしている自治体ばかりではなく、全国的には保険証取り上げが進

んでおり、医者にもかかれずに命を落とす事例が後を絶ちません。戦前戦後を懸命に生き抜

いてこられ、家族や社会を支えて今の日本の繁栄に貢献され、御苦労された高齢者に、この

ような冷たい差別医療制度は一日も早く廃止して、安心して老後を送れる医療制度を確立す

るよう、国に求める責任が地方の自治体や議会にあることも指摘しまして、反対討論としま

す。 

○議長（板谷 信君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。３番、山本君。 

○３番（山本信之君） 私は、議案第14号、平成23年度後期高齢者医療事業特別会計予算につ

きましては、賛成の立場から討論いたします。 
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  平成20年度から開始された医療制度で、国の制度のもと広域連合から保険料等負担金を落

とし予算化しているものであり、支払う金額は実績に基づく保険料であり、保険基盤安定負

担金です。安定した医療制度については、検討することは必要ではあるが、現行の制度のも

と、後期高齢者医療事業特別会計予算は適正に予算化されているものであり、妥当と認め、

原案に賛成いたします。 

○議長（板谷 信君） ほかに討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） これで討論を終わります。 

  これから議案第14号、平成23年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第14号、平成23年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算は委員長報告のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立多数です。 

  したがって、議案第14号、平成23年度川根本町後期高齢者医療事業特別会計予算は委員長

報告のとおり可決されました。 

  これから議案第15号、平成23年度川根本町介護保険事業特別会計予算について討論を行い

ます。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第15号、平成23年度川根本町介護保険事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第15号、平成23年度川根本町介護保険事業特別会計予算は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第15号、平成23年度川根本町介護保険事業特別会計予算は委員長報告の

とおり可決されました。 

  これから議案第16号、平成23年度川根本町簡易水道事業特別会計予算について討論を行い

ます。 

  討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第16号、平成23年度川根本町簡易水道事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第16号、平成23年度川根本町簡易水道事業特別会計予算は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第16号、平成23年度川根本町簡易水道事業特別会計予算は委員長報告の

とおり可決されました。 

  これから議案第17号、平成23年度川根本町温泉事業特別会計予算について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第17号、平成23年度川根本町温泉事業特別会計予算を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第17号、平成23年度川根本町温泉事業特別会計予算は委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第17号、平成23年度川根本町温泉事業特別会計予算は委員長報告のとお

り可決されました。 

  これから議案第18号、平成23年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算について討

論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第18号、平成23年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算を採決しま

す。 

  この採決は起立によって行います。 
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  本案に対する委員長報告は可決です。 

  議案第18号、平成23年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算は委員長報告のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（板谷 信君） 起立全員です。 

  したがって、議案第18号、平成23年度川根本町いやしの里診療所事業特別会計予算は委員

長報告のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎追加日程第１ 発議第１号 「東日本大震災支援」に関する決議につ

             いて 

○議長（板谷 信君） 追加日程第１、発議第１号、「東日本大震災支援」に関する決議につ

いてを議題とします。 

  お諮りします。 

  発議第１号は、会議規則第39条第２項の規定によって、趣旨説明を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第１号は趣旨説明を省略することに決定しました。 

  なお、本発議は全員が賛成者でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、質疑、討論を省略することに決定しました。 

  これから発議第１号、「東日本大震災支援」に関する決議についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第１号、「東日本大震災支援」に関する決議については原案のとおり可

決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 
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◎追加日程第２ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（板谷 信君） 追加日程第２、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題と

します。 

  議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました本会議の会期

日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎追加日程第３ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（板谷 信君） 追加日程第３、常任委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題とし

ます。 

  常任委員長から、所管事務のうち会議規則第75条の規定によってお手元に配りました所管

事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（板谷 信君） 異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎閉  会 

○議長（板谷 信君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  これをもちまして平成23年第１回川根本町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ６時２８分 
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